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議 事 日 程（第１号） 平成２７年３月６日（金） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議会活性化特別委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 美咲野行政区分割に関する陳情の取下げについて 

日程第 ６ 議案第 １号 平成２６年度大津町一般会計補正予算（第８号）について 

日程第 ７ 議案第 ２号 平成２６年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第 ８ 議案第 ３号 平成２６年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９ 議案第 ４号 平成２６年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１０ 議案第 ５号 平成２６年度大津町介護保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて 

日程第１１ 議案第 ６号 平成２６年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１２ 議案第 ７号 平成２６年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第１３ 議案第 ８号 平成２６年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第４号）

について 

日程第１４ 議案第 ９号 大津町男女共同参画推進条例の制定について 

日程第１５ 議案第１０号 大津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定について 

日程第１６ 議案第１１号 大津町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める

条例の制定について 

日程第１７ 議案第１２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

日程第１８ 議案第１３号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定につ

いて 

日程第１９ 議案第１４号 大津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者
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負担に関する条例の制定について 

日程第２０ 議案第１５号 大津町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第１６号 大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条

例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第１７号 監査委員に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第１８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第２４ 議案第１９号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第２０号 大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例について 

日程第２６ 議案第２１号 大津町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第２７ 議案第２２号 大津町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第２８ 議案第２３号 大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第２９ 議案第２４号 大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに

介護予防のための効果的な支援の方法並びに設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２５号 大津町保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第３１ 議案第２６号 大津町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第３２ 議案第２７号 大津町下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第２８号 大津町立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

日程第３４ 議案第２９号 大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例を廃止す

る条例について 

日程第３５ 議案第３０号 町道の路線廃止について 

日程第３６ 議案第３１号 町道の路線認定について 

日程第３７ 議案第３２号 町道の路線認定について 

日程第３８ 議案第３３号 町道の路線認定について 

日程第３９ 議案第３４号 平成２７年度大津町一般会計予算について 

日程第４０ 議案第３５号 平成２７年度大津町国民健康保険特別会計予算について 

日程第４１ 議案第３６号 平成２７年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計予算について 

日程第４２ 議案第３７号 平成２７年度大津町公共下水道特別会計予算について 

日程第４３ 議案第３８号 平成２７年度大津町介護保険特別会計予算について 

日程第４４ 議案第３９号 平成２７年度大津町農業集落排水特別会計予算について 
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日程第４５ 議案第４０号 平成２７年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第４６ 議案第４１号 平成２７年度大津町工業用水道事業会計予算について 

         一括上程、提案理由の説明 

 

                午前９時５８分 開会 

                        開議 

○議 長（大塚龍一郎君） ただいまから、平成２７年第１回大津町議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１２７条の規定によって、１２番手嶋靖隆君、１３番永田和彦君を指名いたします。 

 

   日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長津田桂伸君。 

○議会運営委員長（津田桂伸君） おはようございます。只今から、議会運営委員会における審議の経

過と結果について報告いたします。 

当委員会は、２月２５日午前１０時から委員会Ａ室において、議会運営委員全員出席のもと、また

大塚議長に出席を願い、平成２７年第１回大津町議会定例会について審議いたしました。 

まず、町長提出議案について執行部より説明を求め、その後、請願・陳情の取り扱いについて協議

いたしました。また、議事日程、会期の日程、その他の議会運営全般について協議いたしました。な

お、町長提出議案について、議案第１号から議案第８号までの８件については先に議決すべき案件で

ありますので、９日の本会議において質疑・討論の後、表決することに決しました。 

一般質問については、本日の町長の施政方針を聞いた後、９日の１２時まで提出といたします。し

たがって、１０日の午前９時から議会運営委員会を開催し、一般質問の順番を決することになりまし

た。 

会期の日程については、議席に配付のとおり、本日から３月２０日までの１５日間といたしました。

なお、最終日に人事案件が追加される予定です。 

以上、大塚議長に答申いたしました。 

これで、議会運営委員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程案のとおり、本日から３月２０日までの１５日間にしたいと思います。ご異議ありませ
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んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２０日までの１５

日間に決定いたしました。 

 

   日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

   日程第４ 議会活性化特別委員会所管事務調査報告について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第４、議会活性化特別委員会所管事務調査報告についてを議題としま

す。 

議会活性化特別委員長から所管事務調査報告の申し出があっておりますので、この際これを許しま

す。議会活性化特別委員長手嶋靖隆君。 

○議会活性化特別委員長（手嶋靖隆君） おはようございます。ただいまから、平成２６年度の大津町

議会活性化特別委員会の視察研修の報告を行いたいと思います。 

平成２７年の１月２７日から１月２８日までの２日間の日程で、大分県の中津市、それから同県の

佐伯市の２箇所の研修を行いました。研修テーマとしましては、中津市において、議会活性化のマニ

フェストの作成の経緯について、それから議会改革の推進のプロジェクトの活動についてということ

でございます。佐伯市が、議会報告会の改善の点について、政策研究会の活動についてというテーマ

を絞りながら研修に参加しました。当方ともご多用の中、本町の議会活性化視察研修依頼に快く了解

をいただきまして、古江議長をはじめ所轄の委員長、委員、事務局等が出席されまして、現状の説明

を十分やっていただいて、質疑応答、それから委員相互間の意見交換会という形で研修を進めてまい

りました。 

まず、中津市議会の現状を概略申し上げますと、人口が８万５千４００人です。所帯数が３万７千

６００。それから、これは平成１７年度の４町で合併しております。議員定数が２８名、議会事務局

は７名です。それから、常任委員会は４部で、総務消防７名、文教経済７名、建設農林水産７名、厚

生７名と配分されております。議会運営は１０名で構成されております。広報委員が６名、各派から

１名ずつ出ています。それから、政務調査費が年間に２４万円、行政視察研修費が年間１０万円、議

会運営研修費、これは平成２４年度から凍結されております。それから、平成２６年度の一般会計予

算につきましては４１０億９千５００万円、議会費が３億１千９００万円ですが、構成比が０.８％

になっています。特別会計が２０５億８千万円、水道事業関係、これ２８億８００万円ということで、

総計の７０８億３千６００万円計上されておりました。 
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議会改革のマニフェストの作成の経緯ですけれども、平成１９年の７月に議会改革調査特別委員会

を設置されております。行財政改革の一環として、議会費の削減に取り組まれてまいっております。

平成２３年の９月には、中津市の議会、マニフェストの策定、議会本来の役割を実行とした二元代理

制の確立の下に議会、執行との緊張関係を保持しながら、政策立案、関心などの議会に期待される機

能を十分に発揮するための策定であったと思います。三つの重点項目に分類されておりまして、行動

計画としましては、第一に開かれる信頼される議会ということでインターネットの配信、それから議

会広報の充実、情報の共有化、指定管理者の指定のあり方の検討、議員政治倫理に関する条例の見直

し、検討とありました。第２項目としましては行動する議会ということで、各種団体との意見交換会

の開催、政策研究会の設置の検討、記者会見等、議長の各常任委員長との各派の代表者との新議員の

意見交換会などが実施されておりました。第３項目としましては、つくる議会ということで、積極的

に議会として行政に提言していく。職員間の討論を行いたいと。質問・質疑の充実を図り、議会運営

委員会の充実、各常任委員会の充実、それから議員定数の見直し、議事日程の改革、独自議決すべき

事項の検討、常任委員会の議案提案権の活用、それから専門的な事項としましては、関わる調査に学

識経験者の活用、議長の役職の見直し等が項目として上げてありました。具体的には、省略したいと

思います。議会改革の推進プロジェクトにつきましては、平成２５年度の９月、さらなる議会の改革

推進を図るということで、議長の諮問により、市政全般の課題に対する調査研究及び議会運営に関す

る必要な専門事項の調査研究に関する協議を行い、規範として、議会改革のマニフェストの誠実なる

実行と今後の議会改革のあり方について検討することの諮問を受け、主な内容としましては、緊急の

課題として議員活動に関わる平成２６年度の予算及び各種団体との意見交換会、それから議会改革の

マニフェストの義務化、議会基本条例、それから自治基本条例の必要性についてということでござい

ました。その後の経過につきましては、平成２５年の９月に、２５回の議会改革推進プロジェクト会

議が開催され、２回の議員研修、３回の視察研修を行いながら、９回にわたる議会改革推進における

答申を議長に提出とともに、中津市議会報告会及び意見交換会を開催し、平成２６年１２月をもって

解散されております。ただし、平成２７年５月に改選でありますので、新たに特別委員会を設置し、

議会基本条例の作成にする予定であるということでした。 

感想としましては、中津市議会の会議においては、平成６年に市議会だよりが発刊されております。

その時と同時に、その契機に開かれた議会を目指す項目がありましたけれども、改革に早く取り組ま

れておったという意識が伺われました。また、平成１７年度は財政改革調査特別委員会の設置に伴い

まして、市行財政の調査など、議会自らマニフェストの下に活性化に向けて改革プロジェクトの役割

は大きいものがあったというふうに思います。改革の実践すべき課題を明確にして、議会全員の合意

の下に前進されているものと存じました。 

次、２日目ですけれども、佐伯市に行きまして、佐伯市の概要について申し上げます。人口が７万

６千７００名、世帯数が３万３千６００人，面積９０３.５キロ平方メートル、議員定数が２６名で、

常任委委員会が４部門に分かれまして、総務が７名、建設６名、教育民生が７名、経済産業が６名で

した。議会運営委員会は８名で、会派が８あります。委員会の任期は２年に定めてありました。議会
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事務局が８名、局長以下それぞれ庶務関係、議事調査係等がありました。政務調査費としましては年

間に２０万円、それから行政視察費としましては常任委員会が１０万円、特別委員会が７万円、議会

運営委員会が６万円が計上されました。財務予算状況でございますけれども、平成２６年度一般会計

４４２億４千９００万円、議会費が３億２千万円ということで、構成比が０.７％ということになり

ます。特別会計が２４０億７千万円、企業会計が３６億３千４００万円ということで、総計の７１９

億２千２００万円計上されておりました。 

研修の事項ですが、議会改革の取り組みの経過ということでございます。平成２１年度の５月に新

議長の就任に伴いまして、各派の会長等で当初基本条例について議会改革を進めるのか、それとも議

会改革実践を行った後に基本条例をつくるのかという議論をしたようでございます。議長は、まず基

本条例をつくらなければ実をしないと言われたので、条件付きで優先することになって、市民の皆さ

んに信頼される議会の構築が喫緊の課題として改革が加速されたようでございます。平成２１年の９

月に会派代表で議会改革特別委員会を設置し、翌年９月の議会条例制定を目指して、１１月に議会改

革の必要性についての共通認識を確認し、特別委員会、必要な改革事項をまとめ、５５項目を議会改

革項目のシートをまとめたということであります。平成２２年の２月に作業シートの改革事項ごとに

現状、課題、意見、改革案と問題点を付されており、それをベースに議論を重ねてまいったというこ

とであります。また、現状把握のために、市民アンケートの調査結果によりますと、現在市議会を評

価しているかということが３４％でございました。評価しているに対して、評価していないのが４

３％、それから今後とも市議会の改革が必要かということに対して６７％必要だというふうな回答が

なされているということでございました。この結果を踏まえて、基本条例の全文であります政策立案

能力の向上をさせ、議会が政策を巡って争う両輪として牽引することが重要と指摘され、不断の努力

を重ねることで市民の信頼を勝ち取る決議を求められているということでございました。 

２点目に、議会報告会の改善についてですけれども、議会報告会には原則として毎年５月と１０月

の年の２回、中学校校区を対象に市内１５地区で開催されております。議員が６人体制で５班編制と

いうことで、１回ごとに地区担当を交代して行っているということでした。市民の意見交換の時期を

設けて議会活動の報告を行っているということでした。実施にあたっての心構えというか、それを列

挙されておりましたが、議員が議会報告に出るときには相当の心構えが必要だと、緊張感を持って挑

むことと。それから、②に回を重ねることによって少しずつ市民の提案が求められてくるので、その

対応策をやはり考えて行うということです。③に、議会として行う場合、どこまで個人の意見を入れ

るのかということでしたけれども、判断は難しいが、意見交換会では個人の考えは述べても構わない

というふうでした。それから、日々進化する基本条例の中で、改革研究会や政策研究会や議会活動の

充実をさせることが必要だと。⑤で、改革が軌道に乗れば、今後議会内部の問題を検討する必要があ

ると。例えば、通年制議会、それから会期、開催の夜間議会の考えなども考えているということでし

た。⑥に、これから求める議会として、政策立案機能と議会との市民の意見を聞く。政策集団として

の機能を果たす。市民に認められているか。補完としては、考えられることは、常任委委員会の現地

視察等を並行しながら、意見交換会あたりも考えていく必要があるということでございました。まず、
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地域の実態を踏まえてですね、報告会を、あり方をまた工夫していきたいということでございました。

議会報告会は、議員活動に親しめることはもちろんですけれども、地域を知るためには、その地域に

出向き、直接住民の声を聞き、その反応を見取らなければ、結果として地域の思いは反映されない。

報告会にはそのためでもあるので、広大な面積を、特に広い佐伯市では、報告会のあり方も、その回

数、場所等に行く改善を考えているということでございました。そういう地域の実態を踏まえて、報

告のあり方も工夫していく必要があるというふうに感じました。 

それから、次に研修の中で政策研究会の活動についてですけれども、現在、政策に向けての調査研

究を行う独自の組織、政策研究会が創設されましたが、その趣旨は議会執行部が両輪であり、地域を

牽引するものであるが、事実提案された議案に相づちを打つような機関にすぎない、他の議会にも共

通するところもあるが、住民の評価も同様であった。この政策研究会は、議長より４つの常任委員会

から二人ずつ指名されまして、８名の構成員で議員間の一般質問や議会報告等の市民の要望、意見な

どを踏まえて政策課題を選定し、議会運営委員会の了承を受けながら全会派で共有するものとした。

各条例案の内容を協議する、また必要なことにおいてはコメントや全員の協議会を行い、政策条例の

条例をお願いするということです。従来、議会は執行部の提案の議決機関、二元代表制の中で議会と

しての政策条例をつくり、行政を動かしていくということが求められているので、その基本となるの

が基本条例であり、政策研究会であるということです。政策提案事項については、質問の中から抽出

して提案されている。例えば、空き家対策についてとか、資源エネルギーについて、高齢者が生活維

持するためのサービス及び仕組み等は上記の手順に従いながら検討実践されているということです。

また、これについては、他市町村実施にも共通することですけれども、議会事務局の協力には限界が

あり、その余地を議員自らが創り出す自助努力なくして進展はないとの意思があるか、ないかで議会

がまとめられている。議会活性化には最大の課題と思われるということでした。研修にあたっての総

括的に実施の感想ですけれども、活性化の研修に背景には、地方分権の一括法案成立の中で、さらな

る地方分権の進展が急がれております。町民の視線は、議会の活動が見えない、議会への不信感が問

われている、他の自治体も共通する点ですけれども、今後町民に信頼される議会のあり方が問われて

いるので、現状を踏まえながら、議員自ら議会活性化の共通認識を使わなければなりません。外部先

進地自治体を見聞をする必要性から、議員各位の同意のもとに視察研修を実施いたしました。今回は、

各研修テーマの実践と、それから手順等についてのご教授をいただき、各自の質疑応答、意見交換で

研修を進め、議会意識の高揚が図られ、これを契機に本町議会の危機管理に徹し、町民の付託に応え

るようさらなる意思共通の理解の下に、わかりやすい議会の構築に議員一丸となって邁進したいと思

いますので、議員各位のご協力をお願いしたいと思います。 

以上、実施にあたっての感想を述べ、本町議会活性化特別委員会行政調査研修会の報告といたしま

す。ありがとうございました。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） ただいまの議会活性化特別委員会委員長の報告に対して、質疑いたします。

議長のお許しを得ましたので、質疑をいたします。 
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議会活性化委員会は、全員参加というふうに条例ではなっておりますが、私は最初からこの活性化

委員会というものを否定していたもので、この研修には行きませんでした。ということで、ただいま

大分と佐伯ですか、行ってこられたということで、問題はですね、町民の税金をもらって研修に行か

れたと。そして、また最後に町民の信頼を得なければならない、そして不信を払拭しなければならな

いということを並べられましたけれども、町民の税金を使ったならば、必ず町民に対して、何のため

になったのか、そして町民が得る利益とは何なのかというものを示さなくてはならないと思います。

我が議会は、委員会主義を取っておりまして、委員会でいろんなところに先進地研修に行って、その

成果として現地というものを確認して、それを大津町と比較して、そしてさらなる大津町の発展のた

めに委員会の報告を基に町長にこういった方向をしたらどうなんだと。そしてまた一般質問をして、

そういった形で町民の付託に応えているということでありますが、行って勉強しましたということは

当たり前でありまして、そこから先ですね、町民のために何になったのか。議員が勉強する、努力す

る、当たり前のことでありますから、費用対効果、この点について町民の税金を使った、それに見合

った行動であったという、そういったものを確認したいと思いますので、その点について。また、そ

の研修において、その後どういった形で取り組んでいくのかというものも何も示されておりません。

こういった勉強をしてきたで終わりですから、現地の確認をする必要はないのではないかなという疑

義も生まれてきます。そういった大儀であるのならば、代表一人が行って、みんなに勉強会すれば済

むことでありますから、多大な経費が発生したと。こういったものをきちんと処理しないと政治不信

は募るばかりだと私は思いますので、この点について委員長に質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。 

午前１０時２４分 休憩 

△ 

午前１０時２８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議会活性化特別委員長手嶋靖隆。 

○議会活性化特別委員長（手嶋靖隆君） 永田議員の質問にお答えします。 

今回の議会活性化の件につきましては、今までずっと項目を並べながら伝えて、それから協議して

きたわけですけれども、まだなかなか改善項目も具体化されていないということでもございます。で

きることから取り組んでいこうということで今までやってきたわけですけれども、あと残された項目

がたくさんありまして、そういうことで一応他の議会を見ることも、それのお互いの意識の改革にな

るんじゃないかなということもございました。そういうことによって、やはり住民の目線にできるだ

け近づけていきたいというのが、この活性化であろうと思います。具体的には、私たちも同じ類似の

団体をということで探していましたけれども、それはありませんでしたけれども、まず条件としまし

ては、１０万円以下のところを見つけてやっておったわけです。大分のほうがかなり早くから取り組

んでいるということも聞いておきましたので、そこら辺を研修し、また新人議員の方々も全然研修に

も参加されておりませんので、そこら辺もございました。まず研修というのは、やはり視野を広める
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といいますか、いいところをやはり吸収して、それをまた活用していくというのが研修であろうかと

思いますが、いい方向に進めるためにはどうするか。じゃ、それぞれ活性化項目に従って取り組むの

が町民に対するお返しではないかと。それで、いい、見えやすい議会に取り組んでいくということで

あると思います。 

詳細につきましての項目については、今後、これを参考にしながら皆さん方と一緒に論議しながら

ですね、一つの方向性というのを見いだしていきたいと思います。今のところ、費用対効果というの

は数字的に出ていませんけれども、やはり議会とそれから執行部、それから町と一体となっていける

ような体制を創り上げていくということで進んでまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

   日程第５ 美咲野行政区分割に関する陳情の取下げについて 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第５に移ります。美咲野行政区分割に関する陳情の取下げについてを

議題といたします。 

陳情取り下げ申出書は、議席に配布のとおりです。お諮りします。ただいま議題となっています、

美咲野行政区分割に関する陳情の取り下げについては、許可することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、美咲野行政区分割に関する陳情の取下

げについては、許可することに決定いたしました。 

 

   日程第６ 議案第１号から日程第４６ 議案第４１号まで一括上程・提案理由の説明 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第６ 議案第１号、平成２６年度大津町一般会計補正予算（第８号）

についてから、日程第４６、議案第４１号、平成２７年度大津町工業用水道事業会計予算についてま

での４１件を一括して議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。今回の定例会に提出しております各議案の説

明に先立ちまして、私の町政運営に対する基本姿勢について、所信の一端を申し述べさせていただき

たいと思います。 

議会をはじめ町民の皆さんのご支援によりまして、町長として就任以来、町民の皆さんと共にまち

づくりを進めていこうと決意し、「まちづくり基本条例」を制定し、その基本理念の下、町政の舵取

りをさせていただいているところであります。大津町は、豊かな自然に囲まれ、素晴らしい歴史と先

人たちにより培われてきた伝統と文化に満ちあふれ、町を愛する多くの人たちの協力と英知により発

展してきました。私たちは、これからもこの素晴らしい大津町を守り育て、未来に向けて次世代へ継

承していかなければなりません。将来を担う子どもたちを育み、すべての町民の人権が尊重され、町

民の住民の皆さんが幸せで安心・安全に暮らせるように全力を上げて、まちづくりに取り組んでまい
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ります。 

お陰様で大津町の人口は年々増加を続けており、県内においても元気な町として注目されています。

特に子どもの人口も増加を続けており、将来を担う子どもたちの活躍と、併せて大変頼もしく思って

います。しかし、一方では少子高齢化社会の進行も視野に入れながら、今後の人口推計や年齢別推計

等を分析し、周辺自治体との連携を図り、将来を見据えた事業計画としっかりとした財政基盤の確立

を図ってまいります。 

また、現在の第５次大津町振興総合計画は、平成２７年度は最終年度で、仕上げの年でもあります

が、さらに２年間延長し、これまでの事業成果の検証と見直しを行い、評価委員会のご意見をいただ

きながら次の新たな計画の策定に向けた調査を実施し、政策の方向性と計画の礎を築いていきたいと

考えています。 

今後も町民主体のまちづくりの基本理念のもと、「地域の再生」、「命を守る」、「子育て教育の推

進」を重点施策として、新しい時代に向けたまちづくりを皆さんとともに創り上げてまいります。 

それでは、３つの重点施策に関する基本的な考え方を申し上げます。 

第１番目は、「地域の再生」についてでございます。現在の日本経済は、様々な経済対策の効果に

より、徐々ではありますがデフレ経済を脱却し、景気回復の兆しが感じられ、地域経済においても今

後緩やかではありますが景気が回復していくものと期待をしているところであります。しかし、一方

では昨年４月の消費税増税による消費の伸び悩みや少子高齢化社会に伴い増え続ける社会保障費や介

護医療費の問題、さらには延期された消費税の再増税の問題など、今後も様々な課題に直面しており

ます。また、東アジア諸国やアメリカをはじめとする欧州ＥＵ経済等の世界経済の今後の方向性によ

っては、地域経済に大きく影響が及ぶことも懸念されます。特に、大津町には多くの企業があり、世

界経済の動向に大きく影響を受けることになりますので、その行方を見据えながら自主財源の確保に

努め、引き続き健全な財政を維持するとともに、土台のしっかりとした持続可能な財政基盤を築いて

いきたいと思います。 

国は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を創設し、新たな地方創生に向けた事業を展開してい

ます。大津町におきましても、この事業を活用して、「地域戦略計画」を策定し、将来のまちづくり

に向けた様々な施策を実施します。また、「北部地区と南部地区都市再生整備計画基本構想」としま

して、それぞれの地域が持つ資源や特性を生かし、人と人との結びつきを大切にし、地域が持つ新た

な魅力の創生を行います。 

これからの少子高齢化社会を迎えるにあたり、若者の定住化促進は不可欠なものであり、それに向

けた魅力あるまちづくりは大変重要になってきます。また、「地域づくり協力隊」の活用につきまし

ても、観光や商業及び農業など、様々な分野での活用を検討しながら、地域活性化に向けた取り組み

を考えていきます。地域の皆さんの助け合い、支え合いを大切にしながら、地域福祉活動や防災防犯

活動等の地域活動への支援を行い、地域の絆づくりに力を入れ、「住んでみたい、住んでよかった、

ずっと住み続けたい大津町」の実現を目指します。 

農業につきましては、地下水保全対策関連の農業において、平成２７年度から熊本県も本格的に推
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進するということでございますので、今後は県とも連携し、事業の活用と支援の方向性を明確にし、

「地下水と土を育む農業の推進」を図ってまいります。また、矢護川地区圃場整備事業につきまして

は、地元や関係農家の方々と協議を重ねながら推進してまいります。併せて、遊休農地対策につきま

しても、農地の集積や農地の借り貸しにおいて、関係団体と連携し、情報収集に努め、効率よく推進

してまいります。今後の農業の担い手の確保や育成と併せて、農業後継者の育成や新規農業参入者の

受け入れを積極的に推進してまいります。また、大津産ブランドのＰＲに力を入れ、第６次産業を視

野に入れた付加価値の高いブランド確立に向けた取り組みを生産者や関係団体と一体となって推進し

てまいります。 

林業につきましては、取り巻く環境は依然として厳しい状況ですが、木材利用の拡大と森林資源の

有効活用を図るため、公共施設や民間建築物における地元産の利用促進に努めてまいります。 

商業と工業の振興につきましては、町内の中小企業や地場産業の育成はもちろんのこと、熊本県や

関係機関の協力を得て、新たな研究開発企業や新規産業分野などの誘致にも力を入れ、新たな雇用の

創出に向けて、農・工・商の連携にさらに取り組んでまいりたいと考えています。 

観光の振興につきましては、大津町は阿蘇くまもと空港やＪＲの駅もあり、交通の利便性を生かし、

白川水系や矢護川などの自然環境や宿場町としての歴史的観光資源の魅力を引き出し、スポーツイベ

ントや本田技研の二輪のイベントなどと連携し、宿泊や食育などの広域的な活用を図り、観光の振興

を行ってまいります。また、肥後大津観光協会と連携し、大津町内のビジネスホテル等を拠点として、

町外の観光客へのサービスや特産品の開発研究及び町の観光情報のＰＲなどを行ってまいります。 

新エネルギー対策につきましては、現在、錦野土地改良区において、小水力発電の事業計画や矢護

川地域におけるメガソーラー計画等が進行中であり、新たな地域おこしとして再生可能なエネルギー

計画にも支援していきたいと考えています。また、太陽光発電の普及についても、引き続き推進して

まいります。 

高齢化社会が進む中で、安心して家族とともに暮らせる地域を創り上げる在宅介護支援サービスの

充実に努めてまいります。また、高齢者の生きがいづくりとして、老人会やシルバー人材センターの

活動支援を引き続き行ってまいります。 

「第６期大津町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」を策定し、将来の介護保険制度の安定運営

のため、財源確保と最適な介護サービス事業の提供に努めます。 

地域福祉につきましては、「地域福祉計画」を基本に、住民の皆さんが住み慣れた地域でいつまで

も健康で元気に暮らすことができるように、地域住民の皆さん及び地域福祉推進員並びに社会福祉協

議会の連携を図り、様々なサービスを提供しながら、地域の皆さんで助け合い、支え合えるような環

境づくりを推進します。 

第２番目は、「命を守る」についてです。昨年９月に長野県の御嶽山が噴火し、登山客など多くの

方が犠牲になられました。また、私たちの身近でも阿蘇山の噴火による降灰被害が発生するなど、自

然の恐ろしさを感じさせられています。いつ、また九州北部豪雨のような大きな災害が発生するかわ

かりませんので、これまでの災害を教訓に、町の防災体制への強化とともに、避難所の見直しや地域
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との連携体制の整備に引き続き取り組んでまいります。 

ハード面におきましては、町内の河川整備を計画的に実施するとともに、公益的な防災施設として

立野ダムの建設も着々と進められており、災害に強いまちづくりを目指します。災害発生時には、地

域の助け合いと支え合いが防災には欠かせないものでありますので、各地域において自主防災組織の

立ち上げを今後も継続してお願いしてまいります。引き続き、「自助」「公助」「共助」の防災理念の

もと、自主防災組織の活性化と地域防災リーダーの人材育成に力を入れ、防災における重点施策とし

て取り組んでまいります。昨年、防災士の資格取得希望者に対する支援を行ったところ、多くの方が

「防災士」の資格を取得されました。今後、「防災士連絡会」を発足していただき、防災体制の強化

と併せて、その中から町が「防災指導員」として委嘱をお願いし、地域における防災訓練や避難訓練

の指導及び自主防災組織設立のために、各地域の支援活動をお願いしたいと考えています。今後は、

町消防団を中心に、防災指導員や防災士連絡会及び関係団体と連携を図り、防災に強い、安心・安全

なまちづくりの推進を図ってまいります。また、災害要支援者の避難支援対策として、高齢者や障害

者などの要支援者の把握と避難支援体制の強化のため、今年度新たなシステムを構築いたしました。

今後は、町と行政区嘱託員、民生委員さんと情報の共有を図りながら、避難体制の整備を推進してま

いります。 

防災体制の整備につきましては、継続して公共施設に防犯カメラの設置を進めてまいります。また、

地域の見守り隊として、引き続き青色パトロールの実施と各種ボランティア団体や老人会などにご協

力をお願いして、児童生徒の登下校時の安全確保と不審者対策を図ります。 

消費者保護対策につきましては、住民の皆さんが安全・安心な生活ができるように、菊陽と相談業

務の広域連携協定を締結し、相談窓口の拡充を行っております。生活環境基盤整備につきましては、

住民の皆さん方が日常生活における安全な交通ができるように、今後も引き続き道路環境の整備を進

めてまいります。平成２７年３月１５日には、九州新幹線との連結や阿蘇観光ルートの入口としての

肥後大津駅が豊肥本線熊本駅から肥後大津駅間の開業１００周年を迎えますので、都市計画道路駅前

楽善線の開通とともに、ＪＲ肥後大津駅北口の一部整備及び上井手公園整備の完成と併せて、「肥後

大津駅周辺整備記念完成イベント」を実施いたします。今回、このイベントを行うことにより、古く

は参勤交代の要所として栄えた大津町を現代においても人と物流の拠点として、また交通の要所であ

る大津町として、町内外に広くＰＲし、観光に伴うホテル等の宿泊客の誘致と駅周辺の活性化を図り

ます。 

公共施設の老朽化に伴う施設整備につきましては、今年度「公共施設等総合管理計画」を策定しま

したので、今後はこの計画を基にしっかりと現状把握を行い、補助事業等の活用を検討しながら、財

政負担の軽減と平準化を図り、計画的な施設の更新と長寿命化に取り組んでまいります。 

第３番目は、「子育て 教育の推進」についてでございます。 

教育につきましては、大津町教育基本構想に基づき、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える」教育実

践のもと、「生きる力を身につけ、よき社会の形成者として未来を拓く子どもの育成」を目指して、

地域や家庭と連携し学校教育を推進しているところです。学童保育の充実と地域コーディネーターの
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育成と活用を推進し、地域に開かれた学校、地域に愛される学校として、学校と保護者や地域の皆さ

んが共に知恵を出し合い、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともに

ある学校づくり」を進めてまいります。 

教育施設の環境整備につきましては、児童生徒が快適に授業や学校生活が送られるように、大津幼

稚園及び町内すべての小中学校に空調設備を設置しました。また、美咲野地区を中心とした児童生徒

数の急増に伴い、それに対応するために大津北中学校の増築工事が完了します。今後は、将来の児童

生徒の増加により、学校給食センターの建設計画を行ってまいります。その後、老朽化している教育

施設におきましては、財政計画に基づき、計画的に改修を行ってまいります。 

学力の向上につきましては、今後も引き続き学習支援指導員や学校生活支援指導員等の充実に努め、

子どもたちがのびのびと個性豊かな教育を受けることができる環境の整備を進めてまいります。 

また、特別支援教育につきましても、特別支援補助員や相談員の充実を図り、保護者と学校との連

携を図り、安心して授業が受けられるように環境整備に努めます。 

心の教育では、不登校やいじめ問題など、児童生徒や保護者の悩みを相談できる教育支援センター

の充実にも、さらに努めてまいりたいと考えています。 

子育て支援と健康増進対策につきましては、「子育て健診センター」を拠点として、住民の皆さん

のニーズに対応した様々な事業を展開し、子育て世代のお母さんたちの交流や相談の場所として活用

しやすい環境整備に努めます。 

子ども・子育て支援新制度につきましては、子ども・子育て会議を中心に「大津町子ども子育て支

援事業計画」を策定し、今後の子育てに対応した様々な支援事業を行っていきます。 

待機児童対策につきましては、保育園、幼稚園の増設や分園の設置及び新規保育所の開所を進めて

おり、平成２７年度には民間の新規保育所が若草児童学園跡地に開所いたします。 

子ども医療費の助成につきましては、中学生までの子ども医療費の無料化を今後も継続いたします。 

要保護児童対策につきましては、養育放棄や児童虐待を防止するために、精神保健福祉士の活用や

保育所や学校及び児童相談所や民生児童員との連携を図り、子育ての負担や悩みの解消に向けて、子

育てのしやすい環境づくりを推進します。 

健康増進対策につきましては、保健指導の拡充を図り、スポーツとの連携を通じ、生活習慣病の予

防対策や食育の指導などにより、医療費の抑制を図ってまいります。また、各種健診等の受診率の向

上の努め、疾病の早期発見と予防対策の推進を図ります。 

生涯スポーツにつきましては、町体育協会やクラブ大津や各種競技団体と連携を図り、大会やイベ

ントを通して生涯スポーツの普及推進を図ってまいります。 

歴史文化の振興につきましては、「歴史文化伝承館」、「文化ホール」、「公民館」を拠点として、各

種事業を展開しながら、町の歴史と文化の振興を図り、次世代へ継承してまいります。また、「江藤

屋敷の保存活用計画」を策定し、重要文化財の保存活用事業の展開を図ります。 

図書館につきましては、ボランティアグループの皆さんと連携し、子どもの読み聞かせ等の充実を

図り、誰でもが気軽に利用できる環境づくりを推進します。 
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男女共同参画の推進につきましては、今回の定例会において条例の制定を提案させていただいてお

ります。また、平成２８年度に向けて、現在の男女共同参画推進プランを改定し、女性が、家庭や職

場及び地域社会において活躍しやすい環境づくりを推進します。 

人権尊重のまちづくりにつきましては、お互いが人権を尊重する心豊かな住みよいまちとなるよう

「人権啓発福祉センター」を拠点として、様々な事業を行ってまいります。現在、各行政区において

役場職員を地区担当職員として配置しており、それぞれの地域と行政との情報交換に努めているとこ

ろです。今後も引き続き、この制度を活用し、地域の要望や課題をしっかりと捉え、町と地域におけ

る情報の共有を図ってまいります。 

これからも住民全体の奉仕者として、住民福祉の増進と住民サービスの向上のために、公正公平で、

なおかつ最小の経費で最大の効果を上げるために、役場の組織力の向上と連携の強化を図り、併せて

強い財政基盤の確立に努めてまいります。 

以上、町政全般の運営に関する基本的な考え方と今後のまちづくりにおける私の考えの一端を申し

上げましたが、今後も町民と議会と行政がそれぞれの役割を分担し、責任を持ってまちづくりに取り

組むことによって「人と自然、共に元気、心かよい合うまち」の実現を目指し、町民の皆さんと共に

全力を挙げてまちづくりに取り組んでまいります。町議会をはじめ町民の皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、国の財政及び大津町財政状況につきまして述べさせていただきます。 

平成２６年度の日本経済を見ますと、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起

する成長戦略」の一体的な推進により、緩やかな回復基調が続いているものの、個人消費の低迷によ

り年度前半には実質のＧＤＰ成長率がマイナスとなりました。 

こうした状況のもと、経済の好循環を確かなものとし、地方に経済成長の成果が広く行き渡るよう

に、平成２６年１２月に「地方に向けた緊急経済対策」が取りまとめられました。平成２７年度の経

済及び財政運営にあたっては、経済の脆弱な部分に的を絞り、スピード感を持って経済対策を実施し、

その成果を広く行き渡らせていく方針であります。 

大津町の財政状況でございますが、財政健全化に関する指標につきましては、健全な数値にあるよ

うでございますが、ただ景気の急激な伸びは見込めないものの、緩やかではありますが町民税は前年

度をやや上回るものと見込んでいます。また、普通交付税につきましては、地方財政計画により総額

で前年を上回る額を見込んでいるところでございますが、国の地方交付税の配分方法に伴い、臨時財

政対策債等の起債残高の上昇がやや心配されているところですが、財政運営に影響がないように計画

的な起債の発行に努めていきたいと考えております。平成２７年度の当初予算の編成にあたっては、

今後予想される施設の長寿命化に伴う投資的経費の増加に備え、適切な財源を確保するため、今年度

も枠配分方式により経常経費の節減を実現しております。前年度の当初予算より１億７千万円の減額

となっております。しかし、人口増加に伴う就学前や児童生徒数の増加による影響や社会保障費等の

伸びに、また老朽化した公共施設等の維持管理等、財政運営は厳しい状況であります。 

基金につきましては、平成２６年度末残高見込みは、総額５０億９千万円となります。うち財政調
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整基金は２７億７千万円となる見込みであります。 

今後も厳しい財政運営に変わりはありませんが、将来にわたり健全な財政運営に努め、より一層の

経費節減を行うとともに、引き続き効率的な行財政運営を行っていかなければならないと考えており

ます。 

続きまして、予算関係の提案理由を申し上げます。 

議案第１号「平成２６年度大津町一般会計補正予算（第８号）について」から、議案第８号「平成

２６年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第４号）について」までの８議案の各会計の補正予算

につきましては、提案の理由の説明を申し上げます。主なものとしては、国の経済対策事業に関わる

もので、その他歳入歳出では各事業の確定に伴う補正でございます。平成２６年度の一般会計補正予

算案及び各特別会計合わせて、補正予算額としては歳入歳出予算額に５千６６５万５千円を増額補正

するものであり、地方自治法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第３４号「平成２７年度大津町一般会計予算について」から議案第４１号「平成２７年

度大津町工業用水道事業会計予算について」までの８議案の平成２７年度各会計予算につきましては、

提案理由の説明を申し上げます。今回提案しております予算の総額は、１９９億３８５万５千円で、

前年度比２.０％の増となっております。そのうち一般会計は１２２億６千８２６万８千円で、平成

２６年度予算に対して１.４％の減となっております。一般会計の主な財源は、町税が４２億５千４

７８万３千円、構成比３４.７％、地方交付税１７億円、構成比１３．９％、国・県支出金２７億８

千７０３万７千円、構成比２２.７％、町債が１２億６千１４０万１千円、構成比１０.３％などです。

このほか、手元に一般会計予算等の概要を配布しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

平成２７年度の一般会計予算案１２２億６千８２６万８千円、各特別会計予算案及び事業会計予算

案７６億３千５５８万７千円を、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求める

ものです。 

続きまして、そのほかの案件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

議案第９号「大津町男女共同参画推進条例の制定について」でございますが、男女共同参画社会の

実現を、より一層推進するために条例制定しようとするものです。 

次に、議案第１０号「大津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」及び議案第

１１号「大津町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定について」でござい

ますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行によって、介護保険法の一部改正に伴い、条例を制定しようとするものです。 

次に、議案第１２号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について」及び議案第１３号「教育長の職務に専念する義務の

特例に関する条例の制定について」でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴い、条例を制定しようとするものです。 

次に、議案第１４号「大津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条
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例の制定について」でございますが、子ども・子育て支援法の制定に伴い、条例を制定しようとする

ものです。 

次に、議案第１５号「大津町行政手続条例の一部を改正する条例について」でございますが、行政

手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改正しようとするものです。 

次に、議案第１６号「大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例の一部を改正

する条例について」でございますが、防災行政無線局の増設に伴い、条例の一部を改正しようとする

ものです。 

次に、議案第１７号「監査委員に関する条例の一部を改正する条例について」でございますが、地

方自治法との整合性を取るために条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第１８号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について」でご

ざいますが、国に準じて結核性疾患の病気休暇の期間について、一般の傷病と同様の取り扱いとする

ことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第１９号「特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について」でございますが、特別職の非常勤の職員の一部の報酬改定と大津町男女共同参

画審議会の設置及び大津町農山漁村活性化基本計画作成等の協議会の設置に伴い、条例の一部を改正

しようとするものです。 

次に、議案第２０号「大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」

でございますが、給与関係の適正化を図るため、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２１号「大津町手数料条例の一部を改正する条例について」でございますが、道路運

送車両法に基づく自動車臨時運行許可申請に対する審査手続料を新たに徴収するために条例の一部を

改正しようとするものです。 

次に、議案第２２号「大津町介護保険条例の一部を改正する条例について」でございますが、第６

期大津町介護保険事業計画を策定するにあたり、介護保険料額を変更することに伴い、条例の一部を

改正しようとするものです。 

次に、議案第２３号「大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について」及び議案第２４号「大津町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員並びに介護予防のための効果的な支援の方法並びに設置及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について」でございますが、介護保険法施行規則等の一部を改正する

省令が交付されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２５号「大津町保育所条例の一部を改正する条例について」でございますが、子ど

も・子育て支援法の制定に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２６号「大津町都市公園条例の一部を改正する条例について」でございますが、上井

手公園の新設及び水源町緑地公園を廃止することに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２７号「大津町下水道条例の一部を改正する条例について」でございますが、下水道

法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 
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次に、議案第２８号「大津町立幼稚園条例の一部を改正する条例について」及び議案第２９号「大

津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例を廃止する条例について」でございますが、子ど

も・子育て支援法の制定に伴い、条例の一部を改正及び条例を廃止しようとするものです。 

議案第９号から議案第２９号までは、条例の制定及び条例の改正並びに条例の廃止ですので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第３０号「町道の路線廃止について」及び議案第３１号「町道の路線認定について」に

つきましては、立石地区で道路として使用しなくなった区間の一部を路線廃止し、起点終点の変更に

伴い、新たな路線認定を行うものです。また、議案第３２号「町道の路線認定について」につきまし

ては、美咲野地区内の開発により道路部分の寄付に伴う路線認定、また議案第３３号「町道の路線認

定について」につきましては、新生町東通線道路改良事業に伴い、路線認定を行うものです。町道の

路線廃止につきましては、道路法第１０条第３項の規定により、町道の路線認定については道路法第

８条第２項の規定により議会の議決を求めるものです。 

以上、提案の理由の説明を申し上げましたが、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、所管部長及び次長より詳細説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。 

午前１１時１７分 休憩 

△ 

午前１１時２５分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

この際、念のため申し上げます。各部長の説明は、議案第１号から議案第８号まで、議案第９号か

ら議案第３３号まで、議案第３４号から議案第４１号までを分けて説明を求めます。 

総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） おはようございます。 

議案第１号、平成２６年度大津町一般会計補正予算（第８号）について、補正予算書によりご説明

いたします。併せて、別冊の補正予算の概要をご参照お願いします。 

今回の補正の主なものは、国の補正予算による地方創生事業関連や経済対策に伴う農業関係の補正

などです。そのほかは、主に各種事業の確定見込みに伴う不用額の減額等でございます。 

補正内容をご説明申し上げる前に、地方創生関連について少しご説明させていただきたいと思いま

す。 

補正予算の概要４７ページをお願いいたします。この地方創生は、人口減少が地域経済の縮小及び

地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥るリスクが高いことから、人口減

少を克服し、人口、経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組むことが何よりも重要であるとし、

人口減少と地域経済縮小の克服を目的に、昨年の１１月２８日に、まち・ひと・しごと創生法が成立

しました。このまち・ひと・しごと創生において、国は政策五原則としまして、自立性、将来性、地

域性、直接性、結果重視を掲げ、それを下に国は長期ビジョン及び総合戦略を策定したところでござ
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います。地方には、この国の長期ビジョン等を勘案し、遅くとも２０１５年中に地方人口ビジョン及

び５カ年間の地方版総合戦略を策定するよう求めているところです。 

４８ページをお願いいたします。そして、国はこの方針に基づき、緊急的に取り組む必要があるも

のとして、平成２６年度補正予算において、個人消費を喚起するもの先行して実施するものなどに対

して交付金を創設したところでございます。この交付金として対象になるものは、個人消費を喚起す

るものとしては、プレミアム商品券発行などを想定しており、また先行型としては、地方版総合戦略

策定を必須業務とし、地方がつくる地方版総合戦略において位置づけることが予想される仕事づくり

などについて、先行して実施する事業となっております。また、この交付金はこれまでのようなハー

ド整備に対する補助金ではなく、ソフト事業を重視したものとなっております。交付金は、人口を基

礎数値とし、財政力に応じて配分されることとなっており、大津町は消費喚起型に３千８９３万１千

円、地方創生先行型に２千１７３万８千円が配分されることになっております。大津町における事業

は記載のとおりでございます。事業内容については、それぞれの品目の中でご説明申し上げます。 

なお、関連しまして、熊本県の補助事業として、子育て世帯に対するプレミアム商品券購入支援で、

子育て世帯１世帯当たり２千円の補助を行う予定です。そのほか、国の補正予算による経済対策とし

まして、農政関係で青年就農給付金や経営体育成支援事業補助金、６次産業化ネットワーク活動交付

金を計上しているところです。 

それでは、補正予算の主なものについてご説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいたし

ます。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ９千４９３万２千円を増額し、予算の総額を

１３２億７千５４万３千円とするものです。第２条で、新たに繰越明許費を設定し、第３条で地方債

の補正を記載のとおりとしております。 

８ページをお願いいたします。 

第２表、繰越明許費です。款２総務費は、国の補正予算にかかる地方創生事業を追加し、繰り越し

するものです。 

款３民生費、項２事業福祉費の子育て世帯生活支援事業補助金は、県の補助事業で地方創生関連事

業のため繰り越すものです。 

款６農林水産業費、経営体育成支援事業及び６次産業化ネットワーク活動交付金は、いずれも国の

補正予算に係る経済対策で繰り越すものです。また、阿蘇火山活動降灰地域茶対策緊急支援事業補助

金は、茶の収穫が間近に迫っていることから、県の支援を受けて緊急に支援するために繰り越しを行

うものです。 

款７商工費の海外販路拡大事業は、地方創生関連事業で繰り越すものです。 

款８土木費、項２道路橋梁費です。町道杉水水迫線道路改良事業をはじめ４路線とも用地関係で工

事が遅れたため繰り越すものです。 

款９消防費、地域防災力向上活動支援事業は、地方創生関連事業で繰り越すものです。 

款１０教育費の中学校費の大津北中学校増築事業は、地盤調査などに期間を要し、全体的に工期が

押してきたことから、外構工事関係を繰り越すものです。 



 29

９ページをお願いします。 

第３表地方債補正です。いずれも事業費の確定に伴うものですが、１１の大津北中学校増築事業に

つきましては、木材を利用した内装工事に係るものに対して一般補助施設等整備事業債を充当してい

ましたが、学校教育施設等整備事業債を充当できるようになったことから、１０の学校教育施設等整

備事業債にまとめさせていただいたものです。 

各事業の起債の方法、利率、償還の方法については、補正前と同様になります。 

先に、歳出からご説明いたします。３３ページをお願いいたします。 

款２、項１、目１一般管理費です。節１報酬は、世帯数の増減により、行政区嘱託員の報酬が確定

したことによる補正です。 

３４ページをお願いいたします。節８の報償費は、世帯数の増加です。 

３６ページをお願いいたします。目５財産管理費です。節１１需用費は、実績見込みによる増額で

ございます。 

３７ページをお願いいたします。１３委託料、旧老人ホームすぎなみ園解体設計業務委託及び節１

５工事請負費、旧老人ホームすぎなみ園解体工事は、当初社会資本整備総合交付金事業で考えていま

したが、跡地の今後の活用を考えて対象から外し、財産管理費に組み替えたものです。目６企画費で

す。企画費は、地方創生関連事業として地方版総合戦略策定経費、ビジターセンターのサイネージ購

入経費、プレミアム商品券発行経費を計上しています。サイネージとは、飛行機の発着時刻等を表示

する電光掲示板です。いずれも国の補正予算に伴う交付金事業でございます。節１報酬の地方版総合

戦略策定委員会委員報酬は、地方創生関係で交付金対象の義務となっている総合戦略策定を行うため

に、住民などを交えた委員会を設置し、審議していただくために３回の開催を予定しているところで

す。節９旅費は、委員の費用弁償です。節１２役務費は、ビジターセンターのサイネージの回線利用

料です。 

３８ページをお願いいたします。節１３委託料は、地方版総合戦略策定に係る調査業務委託及びサ

イネージシステムの保守委託料です。節１８備品購入費、サイネージ本体の購入費です。節１９負担

金補助及び交付金の地域消費喚起事業補助金は、商工関係団体などと実行委員会をつくり、プレミア

ム商品券発行に係る経費について補助を行い、商品券の印刷や発行、商品券販売事務などを行う予定

です。プレミアム率については、近隣市町村の状況を見て決定したいと考えていますが、現時点では

２０％のプレミアム率を考えているところです。目７電子計算費です。節１１需用費の修繕料は、メ

ールシーラー及び業務用パソコン１台の修理代です。 

３９ページをお願いします。目８交通安全対策費です。節１報酬及び節９旅費は、交通指導員１名

が増えたことによる増額です。目９防犯対策費は、外灯・防犯灯の電気代の実績見込みによる増額で

す。 

４０ページ及び４１ページをお願いします。目１１地域づくり推進費です。地域創生関連経費を計

上しています。節１報酬及び節９旅費の費用弁償は、現在行っておりますまちおこし大学の実践研究

科で研修を終えた生徒さんから仕事おこしに関する事業を提案していただき、その提案内容が優れた
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ものに対し１００万円を限度に補助を行う予定にしていますが、その補助の前提としまして、提案内

容の審査をしていただく期間として、有識者等を交えた大津町夢実践支援事業審査委員会を設置して

審査を行っていただきたいと考えており、そのための費用でございます。また、節１９負担金補助及

び交付金の、３大津町夢実践支援事業補助金は、ただいま申し上げました補助金でございます。その

ほか、まちおこし大学の運営経費として、節８報償費で講師謝礼、節１１需用費で消耗品費を計上し

ています。 

４１ページの目１２諸費は、生活路線維持及び乗合タクシー運行費の実績に伴う増額です。目１３

財政調整等基金費は、財政調整基金費に今回の補正に伴います余剰金２億７千万円と預金利子５１万

円を積み立て、公共施設整備基金は預金利子２３万８千円を積み立てるものです。 

４２ページをお願いいたします。目１６社会資本整備総合交付金事業費は、先ほどご説明しました

ように財産管理費に組み替えたものでございます。 

４５ページをお願いいたします。項４、目３県議会議員菊池郡選挙区一般選挙費は、４月１２日執

行の選挙に伴う費用の見込みを補正したものです。 

５０ページをお願いします。款３、項１、目１社会福祉総務費です。節２０扶助費の一人親家庭等

医療費助成は、申請者が増加したことに伴う増額補正です。節２３償還金利子及び割引料は、平成２

５年度地域福祉等推進特別支援事業補助金返還金は、事業実績による国保返還金です。節２８国民健

康保険特別会計繰出金は、保険基盤安定負担金及び財政安定化支援事業費の確定に伴う繰入金です。 

５１ページをお願いいたします。目２障害者福祉費です。節２３の償還金利子及び割引料は、それ

ぞれ平成２５年度実績に伴う返還金です。 

５５ページをお願いします。目９人権啓発福祉センター運営費の節１２役務費の配水管高圧洗浄手

数料は、下水配水管のつまりを解消するため高圧洗浄するものです。 

５８ページをお願いします。項２、目１児童福祉総務費です。節１９、５子育て世帯生活支援事業

補助金は、プレミアム商品券事業と一緒になって行うもので、子育て世帯に対して商品券を１世帯２

千円割り引いて購入できるよう補助するものです。補助先は、プレミアム商品券事業と同じ実行委員

会を予定しています。 

６１ページをお願いいたします。目５保育所運営費は、私立保育所の児童数の増加による実績見込

みによる増加です。 

６５ページをお願いします。目７子ども医療費は、医療費の伸びによるものです。 

６８ページをお願いします。目３農業振興費です。節１９、２有害鳥獣捕獲補助金及び３自立経営

体育成資金利子補給は、実績に伴い増額するものです。１１青年就農給付金、１８経営体育成支援事

業補助金及び１９、６次産業化ネットワーク活動補助金は、国の補正予算に伴う経済対策として行う

ものです。１１青年就農給付金は、平成２６年度から継続して補助を行っているものに対し、平成２

７年度分を前倒しして予算を計上するものです。１８経営体育成支援事業補助金は、トラクターなど

機械購入に対する補助で、対象者は２人です。１９独自産業化ネットワーク活動交付金は、米粉米を

活用した玄米ペーストの製造施設建設に対する補助です。２０阿蘇火山活動降灰地域茶対策緊急支援
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事業補助金は、降灰対策緊急事業により、茶降灰ブラシ４台を導入するものです。 

６９ページをお願いします。目４畜産業費です。節３の時間外勤務手当は、１２月に発生した鳥イ

ンフルエンザの疑いがある事例が発生し、初動防疫のために職員が出動した際のものです。 

７１ページをお願いします。項２、目１林業総務費、節１９の２熊本県治山林道協会負担金は、事

業費の確定に伴う負担金の増額です。節２３の補助金返還金は、矢護川牧野組合が受けていた補助金

ですが、メガソーラー施設へ転用することになり、町を通じて県に返還するものです。 

７２ページをお願いします。款２、目２、節１９の海外販路拡大事業補助金は地方創生関連事業で、

台湾への販路を拡大させるために経済関係団体等を派遣するものです。節２２の町小口補填金は、大

津町中小企業特別小口資金融資制度により融資した資金について返済が滞っていることから、熊本県

信用保証協会との損失保証契約に基づき代理弁済を行うものです。 

７８ページをお願いします。款８、項２、目３道路新設改良費です。節１９県道等負担金の増額は、

県道瀬田熊本線の測量設計費の事業費の変更です。目４社会資本整備交付金事業は、杉水大津線の道

路取り付け関係で調整するところが発生し、工事費を増額したものです。 

７９ページをお願いいたします。項３、目５社会資本整備総合交付金事業費は、財源組み替えでご

ざいます。 

８１ページをお願いします。款９、項１、目２非常備消防費の節１報酬と節８報償費は、消防団員

の町役場職員と一般住民の人員の入れ替えによる組み替えでございます。 

８２ページをお願いします。款９、項１、目５の災害対策費は、地域創生事業として安心・安全な

まちづくりを推進し、人口減対策を行うものとして増額補正したもので、節１報酬で防災指導員の報

酬を節８報償費で防災市連絡会講師派遣に伴う謝礼を、節９旅費は防災指導員の費用弁償を、節１１

扶助費は防災医師会先進地研修に伴う土産代を、節１３委託料は防災士連絡会先進地研修時バス運転

業務委託、節１９は地域防災力活動支援事業補助金を増額し、自主防災組織をはじめ地域における防

災力向上を図るための支援を考えているところです。また、節１５工事請負費は、地域創生事業では

ありませんが、衛星携帯電話機設置に伴うアンテナ工事代を計上しております。 

８４ページをお願いします。款１０、項１、目２事務局費です。節８報償費の教育論文表彰及び審

査謝礼は、当初予想していたよりも優秀な作品が増えたことにより、その謝礼等を増額するものです。 

８７ページをお願いいたします。款１０、項２、目１学校管理費です。節１１の修繕料は、室小学

校の階段の滑り止めを行うものです。 

９９ページをお願いします。款６、目２体育施設費の節１１需用費の修繕料は、総合体育館トレー

ニング機器モーターの修理です。節１２役務費、手数料は、運動公園剪定樹木等の処分費の増額でご

ざいます。 

１０３ページをお願いします。款１１、項１、目２林業用施設災害復旧事業費は、県補助金の確定

により財源の組み替えをするものです。款１２、項１公債費です。償還額の確定によるものです。 

１０４ページをお願いいたします。款１３予備費で、財源調整をしております。 

続いて、歳入についてご説明します。歳入については、それぞれ確定見込みに伴うものが主なもの
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でございます。 

１３ページをお願いいたします。款１町税は、実績見込みにより、項１、目１個人町民税を５千３

００万円、項２固定資産税を２００万円、軽自動車税を２６０万円それぞれ増額しております。 

１４ページをお願いいたします。款９地方特例交付金は、額の確定です。款１０地方交付税は、国

の税収が増えたことに伴い、国の予算の範囲内で減額して交付されていたものを本来の金額に戻す措

置が行われたものです。 

１４ページの款１２分担金負担金から、１８ページの款１３使用料及び手数料は、実績に伴うもの

です。 

１９ページをお願いします。款１４、項１、目４教育費国庫負担金の公立学校施設整備費国庫負担

金は、大津北中学校増築事業の補助単価が増額されたことに伴う増額です。項２、目１、節３社会福

祉補助金の社会保障税番号制度システム整備費補助金は、当初総務費国庫補助金で計上していました

が、社会保障関連について民生費で計上することにし、入札残等を差し引いた補助金額で組み替えを

行ったものです。 

２０ページをお願いいたします。目５総務費国庫補助金です。社会保障税番号制度システム整備費

補助金は、今申し上げました組み替えを行ったものです。地域住民生活等緊急支援交付金の地域消費

喚起生活支援型は、プレミアム商品券発行事業に係る交付金です。地域創生先行型は、歳出で説明し

ました地域創生関連事業に係る交付金でございます。 

２２ページをお願いいたします。款１５、項２、目１総務費県補助金の電源立地対策交付金は、電

子黒板の財源に充てるものです。 

２４ページをお願いいたします。目４農林水産業費補助金の節２農業振興費補助金の青年就農給付

金経営体育成支援事業補助金、６次産業化ネットワーク活動交付金、阿蘇火山活動降灰地域茶対策緊

急支援事業補助金は、歳出でご説明しました事業に充てるものです。なお、阿蘇火山活動降灰対策は

２分の１の単県補助で、残りの２つについては町の支出額全額を県を通じて国が補助するものでござ

います。 

２７ページをお願いします。款１６、項２、目１不動産売払収入の普通財産売払収入は、若草学園

南側の町有地を大津菊陽水道企業団へ水道用地として売り払った収入が主なものです。款１８、項２、

目４財政調整基金繰入金を減額しています。これにより、平成２６年度末の同基金の残高は２７億７

千万円になる見込みです。 

３０ページをお願いいたします。款２１町債については、先に地方債補正のところでご説明したと

おりです。 

１０５ページをお願いします。給与費明細です。１、特別職のその他の特別職の人数と報酬額の減

は、各種委員会において開催すべき事案がなかったことなどにより開催しなかった委員会等の実績に

よるものです。 

１０６ページも２一般職は、いずれも確定見込みによるものです。 

以上、よろしくお願いいたします。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） こんにちは。議案第２号、平成２６年度大津町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）について説明をいたします。補正予算書の１ページをお願いいたします。補正予

算の概要は、３７ページからになります。 

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４千３９７万２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億２千３５２万５千円とするものです。今回の補正の主なもの

は、一般被保険者の療養給付費や高額療養費の見込みの増額に伴う補正が主なものでございます。 

歳出から説明をいたします。 

１４ページをお願いいたします。款２、項１、目１一般被保険者療養給付費の増額が大きくなって

おりますけれども、８月から１２月に掛けて前年度を上回る療養給付が続き、増額をお願いするもの

です。目２退職被保険者等療養給付費につきましては、退職被保険者数の減により給付費も減少しま

したので減額するものです。目３一般被保険者療養費、目４退職被保険者等療養費、目５審査支払い

手数料につきましては、見込みにより補正を行うものです。 

１５ページをお願いいたします。款２、項２、目１一般被保険者高額療養費につきましては、療養

費が８月以降伸びてきており、１２月に増額補正をお願いしましたけれども、さらに増額をお願いす

るものです。目２退職被保険者等高額療養費は、退職被保険者等療養給付費と同様の理由により減額

するものです。款３、項１、目１後期高齢者支援金は、財源の組み替えを行っています。 

次のページをお願いいたします。款６、項１、目１介護納付金、款７、項１、目１高額医療費共同

事業医療費拠出金、目３保険財政共同安定化事業拠出金は、事業費の確定に伴う補正です。 

次のページをお願いいたします。款８、項１、目１特定健康診査等事業費は財源の組み替え、款１

１、項１、目１一般被保険者保険税還付金と目２償還金の増額をお願いしております。 

１８ページ、款１２予備費で、財源の調整を行っております。 

続きまして、歳入について説明をいたします。 

予算書の９ページをお願いいたします。款１、項１、目１一般被保険者国民健康保険税は、収入見

込みのよる補正を行っております。目２退職被保険者等国民健康保険税は、退職被保険者数の減少に

伴う減額補正が主なものです。 

１１ページをお願いいたします。款３、項１、目１療養給付費等負担金、目２共同事業負担金、目

３特定健康診査等負担金は、額の確定に伴う補正です。款４、項１、目１共同事業負担金、目２特定

健康診査等負担金は、国庫負担金同様、額の確定に伴う補正です。 

次のページをお願いいたします。款５、項１、目１療養給付費等交付金、款７、項１、目１共同事

業交付金、目２保険財政共同安定化事業交付金は、いずれも額の確定による補正です。款９、項１、

目１一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金のいずれも額の確定により補

正をするものです。款１２、項３、目１一般被保険者第３納付金、目２退職被保険者等第３納付金を

見込みにより補正を行っております。 

以上でございます。 
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続きまして、議案第５号、平成２６年度大津町介護保険特別会計補正予算（第５号）について説明

をいたします。 

補正予算書の１ページをお願いいたします。補正予算の概要は、４１ページをお願いいたします。

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６千１７９万３千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２２億１千４４９万５千円とするものです。今回の補正は、保険料や保

険給付費、地域支援事業費等の見込み額の確定により補正を行うものです。 

歳出から説明をいたします。 

補正予算書の１３ページをお願いいたします。款１、項１、目１一般管理費、項２、目１賦課徴収

費は、額の確定と財源組み替えによる補正です。 

次のページをお願いいたします。款１、項３、目１介護認定審査会費、１３委託料は、介護保険制

度の改正に伴い、介護認定支援システムの改修を行うものです。項４、目１計画策定等委員会費は、

額の確定によるものです。款２、項１、目１介護サービス等諸費の負担金、居宅サービス給付費の減

額は、当初予算ではある程度の伸びを予測しておりましたけれども、そこまでは伸びておりませんで

したので、見込みにより減額をするものです。施設サービス給付費と特定入居者サービス費は、利用

者の増により増額をするものです。 

１６ページをお願いいたします。款２、項３、目１高額介護サービス等費、項４、目１高額医療合

算介護サービス等は、いずれも見込みにより増額をしております。 

次のページをお願いいたします。款３、項１、目１介護予防事業費委託料は、それぞれ実績と合わ

せて見込みをしまして減額をするものです。目４包括的支援事業費の減額は、育児休業職員の職員給

等の減額とそれぞれ実績等により減額をするものです。 

１８ページをお願いいたします。目３任意事業費の委託料の減額は、実績等見込み額で減額をする

ものです。 

次のページの目４在宅医療介護推進モデル事業の賃金は、臨時職員から非常勤職員へ切り替えたこ

とに伴う減額です。 

２０ページをお願いいたします。目１予備費で、財源調整を行っております。 

続きまして、歳入についてご説明をいたします。 

予算書の８ページをお願いいたします。款１、項１、目１第１号被保険者保険料は、それぞれ収納

見込額に伴う増額をしております。 

次のページをお願いいたします。款３、項１、目１介護給付費の国庫負担金は、給付基本額の確定

により増額をしております。款３、項２、目１調整交付金、目２地域支援事業交付金、介護保険事業

補助金につきましても、給付費基本額の確定により補正を行うものです。 

１０ページをお願いいたします。款４、項１、目１介護給付費交付金は、給付費基本額の確定によ

り減額をするものです。款５、項１、目１介護給付費の県負担金及び款５、項２、目１地域支援事業

交付金、目２在宅医療介護推進モデル事業補助金は、給付費基本額の確定や額の確定による補正です。 

次のページをお願いいたします。款６、項１、目１介護給付費繰入金は、介護給付費に対する町の
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負担分ですが、給付費見込額の確定により減額をしております。目２地域支援事業支援交付金も、見

込額の確定によるものです。目３その他一般会計繰入金の減額は、育児休業職員分の減と地域支援事

業交付金の経費の組み替えにより減額をするものです。款６、項２、目１介護給付費準備基金繰入金

の減額は、当初予算では基金取り崩しを予定して計上しておりましたけれども、予備費での対応が可

能でしたので、基金からの繰り入れを行わないため減額補正するものでございます。 

以上でございます。 

続きまして、議案第７号、平成２６年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。別冊の補正予算の概要は、４５、４６ページをお願いいた

します。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６７万７千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６千１９７万４千円とするものです。今回の補正は、後期高齢

者医療広域連合納付金の額の確定に伴うものが主なものです。 

歳出について説明をいたします。 

９ページをお願いいたします。款２、項１、目１後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定

負担金の額の確定に伴い減額するものです。款３、項１、目１健康診査費、節１３委託料は、それぞ

れ見込みによる減額をしております。 

次のページで、款４、項１、目１保険料還付金を増額しております。 

続いて、歳入について説明をいたします。 

説明書の７ページをお願いいたします。款１、項１後期高齢者医療保険料の各節の補正につきまし

ては、それぞれ収納見込額により計上をしております。款４、項１、目１事務費繰入金は、歳出見込

みによる減額補正です。目２保険基盤安定繰入金は、保険基盤安定負担金の額の確定により繰入金を

減額するものです。目３保険事業等繰入金は、人間ドッグ受診者の実績による減額をするものです。 

次のページをお願いいたします。款６、項４、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、健康

診査等の委託実績により減額をするものです。款６、項５、目３雑入は、人間ドック受診者の実績に

より減額するものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午後０時００分 休憩 

△ 

午後１時００分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） こんにちは。それでは、議案第３号、平成２６年度大津町外４ケ市町村共

有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

議案集の３ページをお願いします。補正予算の概要は、３９ページになります。予算書の１ページ
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をお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千３７６万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千７２３万８千円とするものでございます。 

説明書の７ページをお願いします。歳入からご説明申し上げます。 

款２、項１、目１の財産収入でございますが、県営真木団地の分収林収益分収金１千３７６万円の

補正増額をお願いしております。 

次に、８ページをお願いします。歳出でございます。 

款２、項１、目１の予備費で１千３７６万円の増額で財源調整をいたしております。 

以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長併任工業用水道課長大塚敏弘君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大塚敏弘君） 皆さん、こんにちは。 

議案第４号、平成２６年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げ

ます。別冊の補正予算書をお願い申し上げます。補正予算の概要につきましては、３９ページから４

０ページになります。 

今回の補正の主なものは、事業費の確定によるものでございます。よろしくお願いします。 

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３千

７０万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億６６２万４千円とするもので

ございます。第２条で、繰越明許費を設定し、第３条で債務負担行為の補正及び第４条で地方債の補

正を記載のとおりとしておるところでございます。 

４ページをお願いいたします。第２表繰越明許費であります。今回、公共下水道事業で繰り越しを

予定している事業については次のとおりでございます。１、浄化センター建設工事委託３３０万円で

ございます。機械濃縮設備建設工事が２カ年に渡り実施した工事でございますけれども、電気設備等

の入札関連が不調を受けまして、施工計画等の見直しを行い、作業に要したため年度内完了が見込め

なくなったものでございます。４千１９０万円のうち３３０万円を繰り越すものでございます。４月

中には完成する見込みでございます。 

２番目に、長寿命化工事実施設計業務委託２千万円でございます。汚泥消化タンク設備の改築設計

業務でありますが、当初予算に補助内示がございませんで、国の予算の関係で１２月に補助内示がご

ざいましたので、１月に見直しを行い契約を繰り越すものでございます。 

続きまして、３番、大津町下水道長寿命化計画管路施設大津処理区域引水陣内汚水線１千１６０万

円でございますけれども、こちらも先ほどと同じように当初予算の補助内示がございませんので、執

行を止めていたところ、１２月に補助内示がございましたので、国土交通省との協議の結果、時間を

要したため繰り越すものでございます。 

続きまして、４番目、瀬田陣内汚水線８３０８号ほか管路築造工事ほかでございます。１億２千８

７万７千円を繰り越すものでございますけれども、順次整備を行っていったところでございますけれ

ども、地下埋設物に岩盤層があり、工法を変更することで国と県との協議に時間を要しましたので今

回繰り越すものでございます。一応４本でございまして、陣内汚水枝線２千４６０万円、同じく汚水
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枝線の８７０万８千円、陣内汚水枝線３千９５２万８千円でございます。もう一本、引水高校前線が

ありますけれども、これにつきましては先ほど言いましたように国の補助内示が１２月にございまし

たので、これを全額繰り越すものでございます。 

続きまして、５ページをお願いします。第３表債務負担行為の補正でございます。年度別事業の確

定により、大津町浄化センター等包括的民間委託、マンホールポンプ管理包括的民間委託、大津町浄

化センター建設事業、それぞれ限度額を変更するものでございます。 

６ページをお願いいたします。第４表地方債補正についてでございますけれども、事業の確定に伴

い限度額を４７０万円減額するものでございます。 

続きまして、歳出について説明申し上げます。１３ページをお願いいたします。款１、項１、目１

総務管理費につきましては、企業会計移行業務委託の入札残と下水道使用料電算負担金の追加と、消

費税の減額が主なものでございます。 

続きまして、１４ページをお開きください。目２事業費につきまして、委託料並びに工事請負費に

おいて国庫補助事業の範囲で入札等々の残が生じましたので、１３委託料につきましては管路長寿命

化更新計画実施計画の追加、同じく工事請負費につきましては先ほど言いましたように引水高校前線

管路築造工事を追加してするものでございます。２２補償補てん賠償金につきましては、次年度に新

たに予算措置をするめため減額したものでございます。目３維持管理につきましては、１３委託料の

減額につきましては、浄化センター包括等民間委託による入札残でございます。 

１５ページをお願いいたします。目１元金及び利子につきましては、確定によるものでございます。 

続きまして、歳入について説明いたします。 

１０ページをお願いいたします。款２、項１、目１使用料、節１使用料につきましては、大津菊陽

水道企業団と徴収事務における出納閉鎖までの３月徴収分が日付の都合により間に合わなくなりまし

たので、こちらのほうで過年度収入として徴収したものでございます。 

１１ページをお願いいたします。款３、項１、目１公共下水道国庫補助金の減額は、事業費の確定

でございます。款４、項１、目１一般会計繰入の減額は、事業費の確定によるものでございます。款

６、項３、目１雑入の増額は、消費税還付金でございます。 

１２ページをお願いいたします。款７、項１、目１公共下水道事業債の減額につきましては、事業

費の確定による減額をするものでございます。 

続きまして、議案第６号、平成２６年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）について

説明いたします。別冊の補正予算書をお開きください。予算書の概要につきましては、４４、４５ペ

ージでございます。今回の補正につきましては、使用料の増と事業費の確定見込みに伴うものが主な

ものです。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３２万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３千５１５万８千円とするも

のでございます。 

補正予算に関する説明書により説明いたします。 
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８ページをお願いいたします。款１、項１、目１総務管理費、節１９負担金補助及び交付金で、水

洗化助成金の申請の実績による額の確定によるものでございます。目３維持管理費につきましては、

光熱水費確定による節１１需用費の増額と１３委託料の入札残による不用額についてでございます。 

続きまして、歳入についてご説明いたします。 

予算書の７ページをお願いいたします。款１、項１、目１農業集落排水事業分担金は、受益者分担

金の見込みによるものでございます。款２、項１、目１使用料につきましては、接続件数の増加に伴

う使用料の収入見込みの増加を補正するものでございます。款３、項１、目１一般会計繰入金につき

ましては、分担金並びに使用料の増加、事業費の確定見込みによる一般会計繰入金の減額でございま

す。 

続きまして、議案第８号、平成２６年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第４号）について説

明をいたします。別冊の補正予算書をお開きください。補正予算の概要につきましては、４６ページ

になります。今回の補正は、使用料の収入の増額見込みに伴うものでございます。 

予算書の１ページをお願いいたします。第２条で、予算に含めた収益的収入及び支出の予定額につ

いて、収益を８１７万９千円増額し、支出を５２万８千円増額するものでございます。 

２ページをお願いします。第３条で、議会の議決を経なければ利用できない経費として、職員給与

費を５万５千円減額するものでございます。 

説明書により説明いたします。１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出のうち、款１、

項１、目１給水収益を８１７万９千円、使用水量の増に伴い増額するものでございます。目３特別利

益２千３８７万２千円の増額につきましては、これは帳簿上の修正でございまして、形式的補正で会

計制度改定に伴う資産の精査に伴う補正増でございます。 

２ページをお願いします。款１、項１、目１原水費のうち５８万３千円の増額につきましては、電

気代の実績見込みに伴う増額でございます。総経費の５万５千円の減額につきましては、職員給与の

確定に伴う減額でございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 次に、議案第９号から議案第３３号までの説明を求めます。 

総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） こんにちは。それでは、はじめに議案第９号、大津町男女共同参画推進条

例の制定についてご説明申し上げます。 

議案集は、９ページから１３ページになります。説明資料集は１ページから６ページをご覧いただ

きたいと思います。 

はじめに説明資料集の１ページをお開き願います。条例の制定についてでございますが、大津町は

平成２３年２月、大津町男女共同参画都市宣言を行い、男女が互いにその人権を尊重しつつ、あらゆ

る分野で性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指し、男女共同

参画の推進に取り組んでおりますが、未だに性別による固定的役割分担意識が根強く残っている現実

があります。また、少子高齢化社会の進展や社会経済情勢の急速な変化の中、女性の活躍促進が日本
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再興戦略の中核ともなっており、女性の積極的な社会参画が重要となっています。性別に関わりなく、

誰もが活躍できる男女共同参画社会を実現するために、さらなる努力が必要であり、町民一人一人の

意識が深く関わり、町、町民及び事業者等が連携し、共通の基盤によって男女共同参画社会の実現に

向けて、より一層意識を高め、総合的かつ計画的に推進していく必要があるため条例を制定するもの

でございます。 

はじめに、この条例は全１５条から構成されており、住民参加のまちづくりの視点から、男女共同

参画社会への必要性と今後の取り組みの方向性を示し、男女共同参画社会の実現に向けた条例内容と

して定めております。 

それでは、各条項等について解説によりご説明申し上げます。 

はじめに、第１章総則の第１条の目的で、この条例は男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、

町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本的軸を定めることにより、男

女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とするものでご

ざいます。 

２ページをお願いいたします。次に、第２条の定義は、本条例において認識を共有していく必要の

ある用語の定義を定めております。１号が男女共同参画、２号が積極的改善措置、３号がセクシャル

ハラスメント、４号が事業者等について規定しております。 

次に、第３条の基本理念は、町、町民及び事業者等が男女共同参画を推進していくための基本的な

考え方を定めています。１号は、男女の個人としての人権の尊重は、男女共同参画を推進していく上

で根底をなす基本理念と位置づけています。性別に関わりなく、一人一人の個性と能力を十分に発揮

する機会が確保され、男女ともに人権が尊重される社会にすることが重要です。２号は、社会的に形

成された制度や社会慣行に基づいた性別による固定的役割分担意識により、男女があらゆる社会にお

ける活動において自由に選択することに影響を及ぼさないように配慮することを定めています。３号

は、男女共同参画社会を実現していくためには、あらゆる分野における方針の企画・立案から決定に

至るまで、単に参加するのではなく男女が社会の対等なパートナーとして参加できる機会を確保する

必要があります。４号は、男女が互いに協力し、働き続けることができ、仕事と育児、家族の介護な

ど、両立できることは社会経済の活動を維持する上で重要です。現在、家事、育児、家族の介護など、

家庭生活における活動の多くを女性が担っている、３ページをお願いします、という状況があり、男

性の家庭参画が少ないことから、男性にとっても家庭生活や地域生活に目を向けることは、高齢期を

含めた生活を充実したものとするための重要な課題となっています。男女が対等な家族の構成員とし

て互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を図りながら、仕事や学習、地域活動等が両

立できるように配慮する必要があります。 

次に、第４条は、町の責務として、基本理念に則り男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に進め、男女共同参画社会の実現に努めるよう定めています。第２項は、町民、事業者等はも

とより、国や県及び他の地方公共団体と連携し、協力し合って推進を図っていくことを定めています。 

次に、第５条の町民の責務は、男女共同参画の推進には町民一人一人の理解と協力による主体的で
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積極的な行動が不可欠であるため、町民の責務について努力義務として定めています。 

次の第６条で、事業者等の責務は、社会経済活動における男女共同参画の推進には、事業者等が重

要な役割を果たしていることから、事業者等の責務について努力義務として定めています。 

４ページをお願いいたします。次の第７条は、性別による人権侵害の禁止を定めています。全ての

人に対し、家庭、職場、学校、地域など、あらゆる分野において性別による差別的取り扱い、セクシ

ャルハラスメント、身体的、精神的、性的及び経済的な苦痛を与える暴力行為の禁止を定めています。 

次に、第２章、基本的施策の第８条では、計画の策定等について男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画、男女共同参画推進計画を策定することについて定めています。

本町では、平成２３年度に大津町男女共同参画推進プランを策定し、男女共同参画に関する施策を推

進しています。男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するためには、計画の策定が不可欠

なことから定めています。 

次の第９条、推進拠点は、町は町民及び事業者等が男女共同参画に関する理解を深め、主体的で積

極的な活動ができるよう支援するための推進拠点の整備等必要な措置に努めるよう定めています。 

５ページをお願いいたします。次は、第１０条、普及広報活動。第１１条は、情報収集及び調査研

究、第１２条は活動支援、第１３条は相談の対応等について規定しております。 

次に、第３章、大津町男女共同参画審議会の第１４条、審議会の設置では、男女共同参画を効果的

に推進するため、町長の附属機関として大津町男女共同参画審議会を設置します。審議会の組織や運

営に関する事項については、規則で定めます。 

６ページの第４章雑則の第１５条では、条例に必要とされる規則などへの委任を定めています。 

次に、附則の第１項で、施行期日として、この条例は平成２７年４月１日から施行するものといた

しております。 

附則第２項で、平成２３年度に策定された大津町男女共同参画推進プランは、第８条の規定に基づ

き策定された計画と見なすことを定めています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

次に、議案第１５号、大津町行政手続条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議

案集は４４ページから４７ページになります。説明資料集は２２ページから２７ページになります。 

説明資料集の２２ページをお願いいたします。改正の趣旨からご説明いたします。昭和３７年に制

定された行政不服審査法の改正については、平成２０年に全部改正法が成立をみないなど、これまで

懸案とされてきましたが、今回約５０年ぶりに平成２６年６月６日、行政不服審査法関連三法として

成立いたしました。この行政福祉審査法の趣旨は、行政長の違法または不当な処分、その他公権力の

行使にあたる行為に対し、国民に対して広く行政長に対する不服申立の道を開くことによって、簡易

迅速な手続きによる国民の権利、利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目

的とするものです。そして、この行政不服審査法関連三法の一つとして、行政手続法の一部を改正す

る法律が平成２７年４月１日から施行されることとなりました。その主な内容の一つは、法律に規定

された要件に適合しない、行政指導を受けた後、指導する場合に、その行政指導の中止等を求める制
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度を創設するものでございます。例えば、勧告の発動要件が法律に規定されている場合で、事実誤認

等によりその行政指導が発動要件に達していないような場合に中止等を申し出る制度であります。二

つ目は、法令違反の事実を発見した場合に、それを是正するための処分等を求める申し出制度を創設

するものです。その後の５行目からの記載の行政手続法が守備範囲としない地方公共団が行う行政指

導と条例、規則が根拠となる処分について、今回改正法と同様に行政手続条例を改正するものであり

ます。 

次に、改正の概要でありますが、本条例の第３３条、行政指導の方式で、同条第２項で許認可等を

する権限または許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が行政指導をする際に、当該権限

を行使しえる旨を示すときは、行政指導に携わるものは、この相手方に対して当該権限の根拠となる

法令への条項や当該権限の行使が当該条項に規定される要件に適合する理由等を示さなければならな

いこととすることにより、行政指導の手続きの透明性を高め、不適切な行政指導を防止し、もって行

政指導の相手方の権利・利益の保護を図ることを目的とするものであります。 

次に、第３４条の２の行政指導の中止等を求めは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導で

あって、その根拠や要件が法律または条例に規定されているものについては、当該行政指導の相手方

に大きな事実上の不利益が生ずる恐れがあることに鑑み、相手からの申し出を端緒として当該行政指

導した町の機関が改めて調査を行い、当該行政指導がその要件を定めた法律または条例の規定に違反

する場合には、その中止、その他必要な措置を講ずることとすることにより、行政運営における公正

の確保と透明性の向上を図り、もって、次のページをお願いします、当該行政指導の相手方の権利利

益の保護を図ることを目的とするものであります。説明資料には載せておりませんが、今回の改正に

より、町として行政指導の中止等の求めの対象となる事例として、次のことが考えられます。振動規

制法第１５条に基づく市町村長の勧告で、改善勧告及び改善命令として市町村長は指定地域内に行わ

れる特定建設作業に伴って発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことにより、この特定

建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると見込めるときは、当該建設工事を施工するも

のに対し期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において振動の防止の方法を改善し、

または特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができると規定されており、この規

定による町の勧告に伴い、行政指導の中止等の求めの対象となることが考えられます。 

次に、第４章の２で、第３４条の３処分等の求めは、処分をする権限を有する行政長または行政指

導する権限を有する行政機関が法令に違反する事実を知るものからの申し出を端緒として必要な調査

を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分または行政指導を行う

こととすることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益

の保護に資することを目的とするものであり、書面で具体的な事実を摘示して一定の処分または行政

指導を求める制度であります。こちらの事例も説明資料には載せておりませんが、今回の改正により、

町として処分等の求めの対象となる事例としては次のことが考えられます。騒音規制法第１２条に基

づく市町村長の勧告で改善勧告及び改善命令として、市町村長は指定地域内に設置されている特定工

場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定工場等の周辺の生活環境が
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損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置しているものに対し、期限を定めてその事態を除

去するために費用な限度において騒音の防止の方法を改善し、または特定施設の使用の方法もしくは

配置を変更すべきことを勧告することができると規定されており、この規定による町の勧告に伴い、

処分等の求めの対象となることが考えられます。 

以上、ご説明いたしましたように、この条例は事後救済手続きを定める行政不服審査法の改正に併

せ、国民の権利利益の保護の充実のための手続きの整備に伴い改正するものでございます。 

次に、２４ページからの新旧対照表で各条項の改正についてご説明いたします。 

第３条の適用除外は、章の追加により改正後の下線のとおり改めるものでございます。 

２５ページの第３３条行政指導の方式及び２６ページの第３４条の２行政指導の中止等の求め、並

びに２７ページの第４章の２処分等の求め、第３４条の３は改正の概要でご説明しましたとおり、申

し出等の行政手続きに関し、改正後の下線の記載のように改めるものでございます。 

議案集の４７ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

いたしております。 

以上、よろしくお願いします。 

続きまして、議案第１６号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明申し上げます。議案集は４８ページから４９ページになります。説明

資料集は２８ページでございます。防災行政無線につきましては、平成２０年から平成２２年にかけ

てデジタル化への整備を行っておりますが、その後の住宅地等の増加により、難聴地域が発生し、住

民への情報提供が十分でないことや防災情報の安定的な受発信に必要なため、防災行政無線の同報無

線系の子局及び移動無線系の臨場移動局の設備について、平成２５年度予算の社会資本整備総合交付

金事業経済対策に伴います繰越事業として本年度に整備したものでございます。 

それでは、説明資料集で説明いたします。新旧対照表の種類及び設置場所の改正前の２行目の同報

無線系の子局７０局を７４局に改め、最後の行の移動無線系陸上移動局、公用自動車４３局を４４局

に改めるものでございます。 

議案集の４９ページをお願いいたします。この条例は、公布の日から施行するとしております。以

上、よろしくお願いいたします。 

次に、議案第１７号、監査委員に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。

議案集は５０ページから５１ページになります。説明資料集は２９ページでございます。現行の監査

委員に関する条例第１０条における職員の賠償責任の取り扱いについては、地方自治法第２４３条の

２に定めてあり、標準監査基準及び地方自治法と整合性を取る必要があるため条文の整理を行うもの

です。 

それでは、説明資料集でご説明いたします。新旧対照表の改正前の２行目の下線の規定によるを、

改正後は規定より監査しに改め、改正前の３行から４行目の下線の、または同条第４項の規定による

意見を削り、その日を改正後の下線の当該要求のあった日に改めるものです。 

議案集の５１ページをお願いいたします。附則で、この条例は公布の日から施行するといたしてお
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ります。以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第１８号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。議案集は５２ページから５３ページになります。説明資料集は、３０ページか

ら３１ページになります。説明資料集によりご説明申し上げます。 

はじめに、この条例については、国に準じて結核性疾患に係る病気休暇の期間について、一般の傷

病と同様の取り扱いにするよう改正を行うものでございます。その理由につきましては、２の改正の

理由で、結核性疾患に対する医療技術の進歩や薬品等の開発により、結核性疾患を取り巻く状況が変

化し、現在においては通常の病気休暇期間中で十分回復が見込まれるため、結核だけを特別に規定す

る必要性がなくなったことによるものであります。 

１の病気休暇取得期間の改正内容についてご説明いたします。改正前では、私傷病により療養を必

要と認める場合に、病気休暇が取得できるのは必要と認められる連続する９０日以内の期間とされて

いますが、結核性疾患の場合については、その期間が１年以内とされていました。改正後では、結核

性疾患の場合に限って１年間と特別に規定されていた項目を廃止し、結核性疾患についても通常の私

傷病と同様の規定に改めるものでございます。 

議案集の５３ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

いたしております。以上、よろしくお願いいたします。 

次に、議案第１９号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。議案集は５４ページから５６ページになります。説明資料

集は、３２ページになります。 

はじめに、改正理由としまして、特別職の非常勤職員の一部の報酬改定と大津町男女共同参画審議

会の設置及び大津町農山漁村活性化基本計画作成等協議会の設置に伴い、条例の一部を改正しようと

するものであります。報酬改定の経緯としましては、昨年の人事院及び熊本県人事委員会の給与改定

の勧告に伴い、大津町一般職の職員の給与改定及び熊本県最低賃金の改定に伴い、近隣市町との均衡

も図り、今回大津町の非常勤職員報酬並びに臨時職員賃金の見直しを行ったものであり、非常勤職員

並びに臨時職員合わせて現在２２４名の平成２６年度支払い総額見込みは２億７千万円で、その３.

０８％に当たる約８３０万円の増額を見込んでおります。 

それでは、説明資料集でご説明いたします。新旧対照表の改正前で、はじめに男女共同参画推進懇

話会会長及び委員の名称を大津町男女共同参画審議会の設置に伴い、改正後の下線の記載のとおり改

めるものでございます。次の社会教育指導員の報酬額を月額８万６千円から８万８千円に、地域人権

教育指導員の報酬額を月額１４万４千円から月額１４万６千７００円に、大津町学校教育指導員の報

酬額を月額１２万円から月額１２万１千８００円に、それぞれ改めるものです。なお、大津町農山漁

村活性化基本計画作成等協議会会長及び委員については、所管部長からご説明いたします。 

議案集の５６ページをお願いします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行するといた

しております。 

続きまして、議案第２０号、大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ
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いてご説明申し上げます。議案集は５７ページから５８ページになります。説明資料集は３３ページ

から３６ページになります。説明資料集３３ページからご説明いたします。 

はじめに、この条例の一部を改正する条例については、国・県の動向等を踏まえ、職員自らの賞与

に係る住宅に居住する職員に対する住居手当を廃止し、給与の適正化を図るものです。また、同じく

県や他市町村の動向等を踏まえ、勤務１時間当たりの給与額の算出方法について、労働基準法に適応

するよう改正を行うものでございます。１の自宅に係る住居手当の廃止に関しまして、（１）の現在

の支給内容といたしましては、①の支給要件が職員の所有に係る住宅について、新築または購入の日

から起算して５年を経過していないものに居住している職員としております。②の支給月額は３千１

００円です。次に、③支給状況でありますが、平成２６年度の支給対象総職員数が１５人、平成２７

年２月末日現在の対象職員数は８人、平成２６年度総支給額、予算額で４０万９千２００円となって

おります。 

次に、（２）廃止の時期につきましては、平成２７年度から自宅に係る住居手当を廃止するもので

す。 

次に、２、勤務１時間当たり給与額の算定方法に改正につきましては、（１）改正の理由としまし

て、勤務１時間当たりの給与額の算定方法については、県を含めてこれまでの国庫基準の規定がされ

ておりましたが、地方公務員は労働基準法の適用対象であり、これに適用するよう適正化を図る必要

があるため、今回その算定方法について改正を行うものであります。 

次の（２）改正の概要としましては、勤務１時間当たりの給与額について、これまでの計算式に、

分子は月額特殊勤務手当など、労基法上除外することとされていない手当を含めることにしたもので

ございます。また、分母は１年間の平均所定労働時間を算出する際、年間の祝日等の日数を除くこと

になっているものです。なお、祝日等の日数につきましては、年により変動するため、県に準じた１

８日といたしております。 

次の（３）具体的な改正後の算定例でご説明いたします。時間外勤務手当の算定は記載しておりま

す計算式で算出いたします。具体的な算定例といたしまして、月額２２万円の場合で計算いたします

と、勤務１時間当たりの給与額で、改正前は１３１０円が改正後は１４０７円となり、９７円の増額

となります。 

３４ページをお願いいたします。（４）実施時期は、平成２７年４月１日より適用するものであり、

時間外勤務手当については４月分より適用となります。 

次に、３５ページから３６ページの新旧対照表でご説明申し上げます。 

改正の概要でご説明しましたように、はじめに大津町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

について、改正前の第９条の２の住居手当で、自宅に係る住居手当を廃止することに伴い、改正後の

下線のとおり改めるものでございます。 

３６ページをお願いいたします。第１５条の勤務１時間当たりの給与額の算出は、算定方法が変わ

ったことにより改正後の下線のとおり改めるものでございます。 

次に、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について、第４条の２の住居手
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当で、自宅に掛かる住居手当を廃止することに伴い、改正後の下線のとおり削除するものでございま

す。 

議案集の５８ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

いたしております。 

以上、よろしくお願いします。 

最後に、議案第２１号、大津町手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議

案集は５９ページから６０ページになります。説明資料集は、３７ページになります。この条例の一

部を改正する条例につきましては、道路運送車両法の規定に基づく車臨時運行許可制度の運用開始に

伴い、臨時運行許可申請に対する審査手数料を新たに徴収するため、条例の一部を改正しようとする

ものです。臨時運行許可制度は、未登録自動車の新規検査、登録や車検切れ、自動車の継続検査を受

けるために、運輸支局等まで公道を運行する場合など、運行目的、期間、経路を特定した上で市町村

などが特例的に許可し、臨時運行許可番号標を貸し出す制度です。最近の大津町や近隣市町村の人口

の増加に伴って、車輌の利用者等の増加により、臨時運行許可制度のニーズが高まり、住民サービス

の観点から、今回その制度を導入するものでございます。 

説明資料集の３７ページをお願いいたします。新旧対照表の改正前の別表中、（３）鳥獣飼養登録

または登録票再交付申請手数料の次に、改正後のとおり（４）道路運送車両法の規定に基づく臨時運

行許可申請手数料の項目を加えるものでございます。手数料額は１両につき７５０円としており、額

の決定につきましては地方公共団体の手数料の標準に関する制令に規定されている標準額の７５０円

を根拠としております。 

議案集の６０ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

いたしております。実際の業務の運用開始につきましては、国が臨時運行許可に係る大津町の行政長

指定の告示を行ってからということになります。国の告示日につきましては、平成２７年４月１日の

予定であります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 議案第１０号、大津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例につ

いて説明をいたします。議案集の１４ページ、説明資料集は７ページをお願いいたします。 

今回の条例の制定は、いわゆる地方分権一括法に基づき介護保険法が改正され、介護予防支援事業

所等の指定基準について、市町村条例に委任されたため制定をするものでございます。なお、次の議

案第１１号につきましても、同様の理由で制定するものです。 

説明資料集の７ページの中段になりますけれども、条例委任する場合の基準が設けられており、①

従うべき基準、これは必ず適合しなければならない基準と、②参酌すべき基準、十分参照しなければ

ならない基準がありますけれども、今回の条例は、省令で定める基準に従うべき基準が大部分であり、

参酌すべき基準につきましても省令を踏襲しております。なお、記録の整備と暴力団の排除につきま
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しては、独自規定を設けております。この条例の全体的な趣旨を第１条に記載しておりますけれども、

町長が指定する指定介護予防支援事業所に置かなければならない人員や職員数の基準、効果的な介護

支援の方法に関する基準、そして事業の運営に関する基準を条例で定めるとしております。第２条の

基本方針ですけれども、指定介護予防支援は、居宅において自立した日常生活を営むことや設定され

た目標達成のため、総合的、効率的に提供されるよう配慮すること、また公正中立に行うこと、関係

事業者や地域との連携に努めることなどを規定しております。 

８ページの３条、４条は、人員に関する基準ですが、従うべき基準として、１人以上の保健師や知

識を要する職員や管理者を置かなければならないことを規定しております。第５条から第２８条まで

が運営に関する基準ですけれども、これも省令に基づいた基準により規定をしております。 

主な条文について説明をいたします。 

第５条で、指定介護予防支援の提供の開示に際して、利用者への同意や理解を得ることなどの手続

きを定め、第７条はサービス提供、困難時の対応ということで、他の事業者の紹介等の適切な措置を

講じなければならないことを定めております。 

９ページをお願いいたします。第１３条は、指定介護予防支援の業務の一部を委託する場合に遵守

すべき事項について４項目にわたって定めております。第１７条では、管理者の責務について職員に

規定を遵守させることと、第１８条では運営規定に定める事項、１０ページの第２３条は秘密保持と

個人情報を用いる場合の同意についての規定を定めています。第２５条は、介護予防サービス事業者

等からの利益収受禁止、第２６条は苦情処理対応について記録や改善等７項に渡って定めております。 

１１ページをお願いいたします。第２９条は記録の整備を定めておりますけれども、保存期間につ

いては介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であることなどの理由から、省令では２年間ですけれど

も５年間の保存としております。第３０条の暴力団員等の排除は、省令には規定されておりませんけ

れども、大津町暴力団排除条例の目的に鑑み、基準として追加して定めるものです。第４章では、介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めていますけれども、基本取扱い方針や具体的

な取扱い方針、また担当職員等の業務を２８の項目に渡って定めています。また、介護予防支援の実

施にあたっての留意点も定めております。 

附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行するとしております。規定中、記録の保存に関す

る部分については、省令においては保存年限が２年間とされているため、完結の日が平成２５年４月

１日以降である記録について適用することを定めたものでございます。 

続きまして、議案第１１号、大津町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例につ

いて説明をいたします。議案集の３３ページから説明資料集は１３ページをお願いいたします。 

議案第１０号と同様、地方分権一括法に基づき、地域包括支援センターの基準等について市町村条

例に委任されたため制定をするものです。省令で定める基準に従うべき基準が大部分であり、参酌す

べき基準につきましても省令を踏襲しております。なお、一部に独自規定を設けている条文がござい

ます。 

議案集のほうの３４、３５ページをお願いいたします。第１条で、趣旨として、地域包括支援セン
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ターの職員等に関する基準を定めるものとしております。第２条、基本方針で、可能な限り住み慣れ

た地域において自立した日常生活を営むことができるようにすること。大津町地域包括支援センター

及び大津町地域密着型サービスに関する運営委員会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を

確保しなければならないことを定めています。第３条では、地域包括支援センターの職員の員数を定

めています。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ一人ずつ置くことにしております

けれども、大津町では第１号被保険者が６千人を超えておりますので、その場合の人員配置の基準を

２項に追加をしております。第４条は、特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置する場合の基

準について定めています。 

附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行するとしております。 

続きまして、議案第１９号、特別職の職員等で非常勤のものの報償及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について説明をいたします。議案集は５４ページから５６ページになります。 

提案理由といたしまして、大津町農山漁村活性化基本計画作成等協議会を設置することに伴い、条

例の一部を改正するものです。この協議会は、農林漁業の健全な発展と調和の取れた再生可能エネル

ギー電気の発電の促進に関する法律が平成２６年５月に施行されたことに伴い、農地における再生可

能エネルギー設備設置等の調整協議を行うものです。 

説明資料集の３２ページをお願いいたします。大津町地域福祉計画策定委員会委員の項の次に、大

津町農山漁村活性化基本計画作成等協議会会長、報酬額、日額３千８００円、費用弁償、日額２千２

００円。次に、同じく委員として、報酬額、日額３千７００円、費用弁償、日額２千２００円の２項

を加えるものです。 

議案集の５６ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行するも

のとしております。 

続きまして、議案第２２号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例について説明をいたします。

議案集は６１ページから、説明資料集は３８ページをお願いいたします。今回の改正は、第６期大津

町介護保険事業計画を策定するにあたりまして、介護保険料額を第５期の額から変更することに伴い、

条例の一部を改正しようとするものです。第６期の介護保険事業計画は、平成２７年度から２９年度

までの３年間の計画ですが、保険料額の算定にあたりましては、この３年間の総人口や高齢者人口の

推移、要介護認定者数の推計を行い、施設サービスや居宅サービス、そして地域密着型サービスなど

の利用者数は、近年の実績や経過期間中の施設整備計画を基に利用者数の推移を見込みました。 

このような認定者数や介護保険サービス利用者数、事業料の推計により３年間の介護給付費を算定

いたしたところでございます。介護保険給付費は、介護保険法に基づきまして総費用から利用者負担

を除いた額について公費負担が５０％、残りの５０％を被保険者の保険料を財源とすることとなって

おります。その保険料は、６５歳以上の第１号被保険者が２２％、４０歳から６４歳までの第２号被

保険者が２８％負担することになっております。基金の取り崩しや介護報酬の改定などの調整を行い

まして、大津町の第１号被保険者から徴収する必要がある総額を算出し、保険料を設定いたしました。 

説明資料の３８ページをお願いいたします。上のグラフが第５期の所得段階別負担割合で、基準額
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が第４段階で年間６万１千２００円、月額にしますと５千１００円ですけれども、下のグラフの第６

期の基準額、第５段階で年間６万７千２００円、月額５千６００円となり、月額で５００円の増とな

っております。なお、第１号被保険者の介護保険料につきましては、所得水準に応じた標準段階が６

段階設定してありましたけれども、よりきめ細やかな保険料の設定を行うため、今回省令の改正で９

段階に見直されております。大津町の場合、上のグラフの第５期では特例を設けて９段階の負担割合

を設けておりましたけれども、下のグラフのとおり第６期では１１段階を設定しております。中段に

見直しのイメージを記載しておりますけれども、第１段階と第２段階を統合し、第５段階を所得１２

０万円で分割し、第６段階と７段階で新たに所得２９０万円と７００万円で細分化をしております。

なお、議会全員協議会では新第１段階を保険料率０.４５と説明をしておりましたけれども、省令は

今後改正される予定ですので、改正後に専決等で対応したいと考えております。 

説明資料集の３９ページをお願いいたします。改正前と改正後の条文を記載しておりますけれども、

改正後の各号の金額が改正前よりも安い金額となっているところがありますけれども、これは介護保

険法施行令の内容が改正されており少しわかりづらい形となっておりますので、グラフのほうで説明

をさせていただきました。 

４３ページをお願いいたします。附則第７条で、介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護

予防通所介護が介護予防日常生活総合支援事業に移行され、平成２９年度までに全ての市町村で実施

しなければなりませんが、菊池圏域の４市町では平成２８年度から実施することになりましたので追

加をしております。 

議案集の６４ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

しております。 

続きまして、議案第２３号、大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について説明をいたします。議案集の６５ページをお願いい

たします。説明資料集は４４ページをお願いいたします。今回の条例の改正は、平成２５年地方分権

一括法に基づき介護保険法が改正され、指定地域密着型サービスの事業の指定基準が市町村条例に委

任されたため、平成２５年３月に８つの指定地域密着型サービスを行う事業の基準を条例で制定いた

しました。今回、省令が改正されたため、６つのサービス事業関係について改正をするものです。な

お、大津町で実施されているサービス事業は３つで、今後開始する予定のサービス事業の一つが今回

関係をいたします。 

説明資料集の４４ページをお願いいたします。第６条から４６ページの第３２条までは、定期巡回

随時対応型訪問介護看護事業に関することですけれども、大津町では実施しておりません。人員の配

置基準の変更や名称の変更が主なものです。 

４７ページをお願いいたします。第６０条からが認知症対応型通所介護、いわゆる認知症デイサー

ビスに関することですけれども、大津町には２カ所現在あります。第６３条は、第４項を追加しまし

て、前項のただし書きのサービスを行う場合の届け出と、第６５条は共同生活住居、いわゆるユニッ

トごとに利用定員を追加しております。 
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次のページの第７８条の２で、事故発生時の対応について追加をしております。 

５０ページの一番下の第８２条からが、小規模多機能型居宅介護事業に関することですけれども、

大津町では１カ所ございます。従業員数について規定をしておりますけれども、次のページの第６項

で、指定小規模多機能型居宅介護事業所に施設等が併設されている場合、その施設の職務に従事する

ことができる規定を表にまとめております。 

５５ページをお願いいたします。省令の改正によりまして、第８５条で登録定員を２９人以下に、

通いサービスの登録者数と利用定員を変更しております。 

５７ページをお願いいたします。第１１０条からが認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループ

ホームに関することですけれども、大津町では３カ所で実施をされております。５８ページの一番下

の第１１３条、次のページに掛けてですけれども、今まで２ユニットまでしか認められていなかった

指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居を実状に応じて３ユニットにすることができる

規定です。残りの条文は、複合型サービスの名称変更に伴うものが主なものでございます。 

６２ページをお願いいたします。第１５１条からが地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事

業ですけれども、いわゆる地域密着型の特別養護老人ホームのことですけれども、これは第６期介護

保険事業計画期間の２９年度までに１カ所整備する予定でございます。条例の改正は、複合型サービ

スの名称変更に伴うものが主なものです。 

６７ページをお願いいたします。第９章の見出しの複合型サービスを看護小規模多機能型居宅介護

に改めております。医療ニーズの高い高齢者を在宅で支えていけるよう通い、泊まり、訪問介護に訪

問看護を組み合わせることで、利用者や家族ヘの支援の充実を図るというサービスの内容が、具体的

にイメージできる名称として看護小規模多機能型居宅介護に改称されたものです。大津町では、実施

はしておりません。 

この後８１ページまでの条文の改正は、この名称の改正に伴うものが主なものでございます。 

議案集の７５ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

しております。 

続きまして、議案第２４号、大津町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて説明をいたします。議案集の７６ページ、説明資料集は８２ページをお願いいたします。 

今回の条例の改正は、議案第２３号と同様に指定基準が市町村条例に委任されたため、平成２５年

３月に地域密着型で介護予防サービスを行う３つのサービス事業の基準を制定いたしましたけれども、

省令が改正されたことに伴いまして一部を改正するものです。基本的には、議案第２３号の地域密着

型サービス事業で修正したものと同様になっております。 

説明資料集の８２ページをお願いいたします。第７条からが介護予防認知症対応型通所介護、いわ

ゆるデイサービスですけれども、ただし書きに規定する該当サービスを行う場合の届け出を追加して

おります。 

８４ページをお願いいたします。第９条は利用定員ですけれども、共同生活住居、ユニットごとに
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定めるとしております。 

８５ページをお願いいたします。第３７条の４項に事故が発生した場合の措置を追加しております。 

次のページの４４条からが介護予防小規模多機能型居宅介護事業に関することですけれども、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に施設等が併設及び同一敷地にある場合、その施設の職務に

従事することができる職員の規定を表にまとめております。 

飛びますけれども、９１ページをお願いいたします。省令の改正によりまして、第４７条で登録定

員を２９人以下に、通いサービスの登録定員及び利用定員の変更を行っております。 

９４ページ、第７０条からが介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームについ

てですけれども、第７４条で指定予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居を実状に応じ

て３ユニットにすることができるとしております。 

議案書の７９ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行すると

しております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。２時１０分から再開いたします。 

午後２時０３分 休憩 

△ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） こんにちは。議案第１２号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について説明いたします。 

議案集の３６ページをお願いします。今回の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い、三本の関係条例を整理するため条例

を制定しようとするものです。最初に今回の三本の条例の一部改正の基になっています地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要について説明いたします。この法律改正に

ついては、議会全員協議会で配付説明しました一部改正の概要版を参考にしていただきたいと思いま

す。 

法律改正の趣旨ですが、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政におけ

る責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方

に対する国の関与の見直しと制度の抜本的な改革を行うものであります。 

改正のポイントとして、１点目、教育行政の責任の明確化ということで、教育委員長と教育長を一

本化した新たな責任者、新教育長を置く。教育長は、首長が議会の同意を得て直接任命、罷免を行い、

任期はこれまでの４年から３年となること。２点目、すべての地方公共団体に総合教育会議を設置し、

教育等に関する総合的な施策の大綱を首長が策定すること。３点目、国の地方公共団体への関与の見

直しということで、いじめによる自殺の防止など、児童生徒等の生命または身体への被害の拡大また
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は発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示ができることを

明確化したこと。４点目、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化ということで、教育委員会

から教育長に対し、教育委員会会議の招集を求めることができる委員数の緩和、また教育長は委任さ

れた事務の執行状況を教育委員会に報告する、会議の透明化のため、原則として会議の議事録を作

成・公表すること。最後に、附則として改正法の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会

の委員として任期中に限り、なお従前の例により在職することとなるため、その場合に関係政令にお

いて旧規定を適用するための経過措置を設けることとしたこと。以上が改正する法律の概要でござい

ます。 

説明資料の１４ページをお願いします。第１条の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正についてですが、新旧対照表の別表（第１条、第２条関係）中、教育委員

会委員長の項を削り、改正後の下線のとおりに改めるものです。第２条の大津町特別職報酬等審議会

条例の一部改正についてですが、第２条中、「議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額」を

「議員報酬の額並びに町長及び副町長、教育長の給与の額」に改めるものです。第３条の大津町教育

委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務状況に関する条例の一部改正についてですが、第１

条中「、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項の規定に基づき」を「、地方自

治法（昭和２２年法律第７６号）第２０４条第３項の規定に基づき」に改めるものです。 

戻りまして、議案集の３７ページをお願いします。附則の１で、この条例は平成２７年４月１日か

ら施行する。 

議案集の３８ページをお願いします。附則の２で、この条例の施行の際、現に在職する大津町教育

委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する、法律附則第２条第１

項の規定により、なお従前の例により大津町教育委員会の委員として在職する間は、第１条の規定に

よる改正前の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の教育委員会委員

長の項及び教育委員会委員の項の規定、第２条の規定による改正前の大津町特別職報酬等審議会条例

第２条の規定、第３条の規定による改正前の大津町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の

勤務条件に関する条例第１条の規定は、なおその効力を有するとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第１３号、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について説明

いたします。 

議案集の３９ページをお願いします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴い、条例を制定しようとするものです。今回の条例制定の基になっています地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要については、先ほど関連する議案第１

２号で説明したので省略いたします。 

議案集の１０ページをお願いします。第１条、趣旨として、この条例は地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１１条第５項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定する

ものとするとしております。第２条で、職務に専念する義務の免除として、第１号から第３号に該当
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する場合において、あらかじめ教育委員会の承認を経て、その職務に専念する義務を免除されること

ができるとしております。 

説明資料の１６ページをお願いします。これまでの特例根拠との比較表を作成しておりますので、

ご参照いただきたいと思います。 

戻りまして、議案集の４０ページをお願いします。附則１で、この条例は平成２７年４月１日から

施行する。附則２で、この条例の施行の際、現に在職する大津町教育委員会の教育長が地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、附則第２条第１項の規定により、なお従前の例

により大津町教育委員会の委員として在職する間は、この条例は適用しないとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

次に、議案第１４号、大津町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の制定について説明いたします。 

議案集の４１ページをお願いします。今回の条例制定については、子ども子育て支援法の制定に伴

い、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する事項を条例で定める必要がある

ため条例を制定しようとするものです。 

説明資料の１７ページをお願いします。子ども子育て支援新制度における利用者負担額案について

でございますが、新制度における幼稚園、保育所、認定こども園等の利用者負担額（保育料）につい

ては、世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して負担額を定める、これ応の負担といいます、負担

額を定めることとされており、現行の幼稚園、保育所の負担水準を勘案して、国が定める基準を限度

として市町村が定めることとなっています。また、所得階層の区分を決定するにあたっては、市町村

民税額を基に行います。これまでの所得税額から市町村民税額への変更となります。 

次に、３の大津町の利用者負担額保育料ですが、（１）の幼稚園につきましては、公立・私立共に

現行は定額となっておりますが、新制度で所得に応じた負担、応の負担を基本とした共通の仕組みに

なり、その額は国が定める水準を踏まえ町が設定します。ただし、公立幼稚園については次のとおり

経過措置を設けます。在園児と入園児を区別しない。平成２７年度は、現行の水準を基本とするが、

平成２８年度は中間値で利用者負担額を設定する。公立幼稚園と私立幼稚園の均衡を図るため、平成

２９年度からは同じ保育料を設定する。それから、新制度では公立幼稚園に対する幼稚園就園奨励費

補助金は廃止になります。 

説明資料の１８ページをお願いします。新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、現行どおりそ

れぞれの事業者が定める額となります。次に、（２）の保育所についてですが、現行制度の利用者負

担の水準を基本とします。それから、所得階層区分の税額を市町村民税額とします。また、保育標準

時間、短時間の区分の利用者負担を設定します。次に、（３）の小規模保育事業、家庭的保育事業で

すが、施設・事業の種類を問わず、認定区分ごとに同一料金表、保育短時間を適用します。また、家

庭的保育事業の月額給食費は、保育料に含まれることになります。４の大津町利用者負担額案につい

ては、説明資料の１９ページから２１ページに記載していますのでご参照ください。 

最後に、５、新制度における町の条例・規則についてですが、利用者負担の徴収根拠は条例で定め、
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金額については別に規則等で定める予定です。 

議案集の４２ページをお願いします。第１条で趣旨、第２条でこの条例における用語の意義は、法

の例によるとしています。第３条で利用者負担額、第４条で利用者負担額の徴収、第５条で利用者負

担額の減免についてそれぞれ規定しています。第６条委任で、この条例の施行に関し、必要な事項は

規則で定めるとしています。附則の１で、この条例は法の施行の日から施行するとしています。また、

附則２で、児童福祉法に基づく保育料徴収条例（昭和４５年大津町条例第１９号）は廃止するとして

います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

次に、議案第２５号、大津町保育所条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

議案集の８０ページをお願いします。今回の改正は、子ども子育て支援法の制定に伴い、条例の一

部を改正するものです。 

説明資料集の９７ページをお願いします。第１条中「保育に欠ける」を「保育を必要とする」に改

めるものです。第３条中「保育の実施に関する条例（昭和６２年条例第９号）第２条」を「大津町保

育の必要性の認定に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２５号）」に改めるものです。第５

条費用の納付については、今回提案の議案第１４号、大津町特定教育保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担に関する条例第４条、利用者負担額の徴収で規定しています。よって、第５条を削り、

第６条を第５条とし、第７条を第６条とするものです。 

戻りまして、議案集の８１ページをお願いします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施

行するとしています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第２８号、大津町立幼稚園条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

議案集の８７ページをお願いします。今回の条例改正は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、条

例の一部を改正しようとするものです。 

説明資料の１０４ページをお願いします。第６条、入園料及び保育料については、今回提案の議案

第１４号、大津町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例第３条、利用

者負担額及び第４条、利用者負担額の徴収で規定しています。よって、改正前の第６条を削り第７条

を第６条とするものです。 

戻りまして、議案集の８８ページをお願いします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施

行するとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

最後に、議案第２９号、大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例を廃止する条例につい

て説明いたします。 

議案集の８９ページをお願いします。今回の条例は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、制

度廃止のために条例を廃止しようするものです。 

説明資料の１０５ページをお願いします。２の新制度における利用者負担額、保育料の国の考え方
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ですが、（１）の入園料については、保育料とともに教育に要する必要を補うために徴収しているも

のと考えられるものであり、新制度では原則として所得段階に応じて市町村が定める利用者負担額を

毎月徴収することにより賄うことが基本となります。（２）の公立幼稚園に対する幼稚園就園奨励費

補助金についてですが、公立幼稚園については新制度に移行することを想定しており、公立幼稚園の

保護者の負担軽減のために市町村が行う幼稚園就園奨励費補助事業に対する国の補助は廃止する予定

となっています。（３）の多子軽減については、小学校３年までの範囲において、最年長の子どもか

ら順に２人目移行の子どもが幼稚園・認定子ども園を利用している場合に第２子については半額、第

３子については無料となります。（４）の新制度に入らない私立幼稚園に対する財政支援は、現行ど

おり私学助成及び保護者への就園奨励費補助で行うこととなっています。 

戻りまして、議案集の９０ページをお願いします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施

行するとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長併任工業用水道課長大塚敏弘君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大塚敏弘君） 議案第２６号、大津町都市公園条例の一部を改正する

条例についてご説明申し上げます。 

議案集の８２ページから８３ページをお開き願います。今回、旧大津地区公民館分館跡地並びに旧

年祢神社跡地約７２０平米に新たに上井手公園を設置するものでございます。ゾーンを３つに分けま

して、休憩施設ゾーン、ベンチ、テナガモン、公園ゾーンにテーブル、ベンチ、パーゴラ、水飲み場、

トイレ、照明灯、駐車場ゾーンに駐車場５台、階段、照明等それぞれ設置し、町民・来町者の憩いの

公園として位置づけたいと考えているところでございます。また、今回駅前楽善線道路工事によりま

して水源地を、緑地公園の一部を法面工事として施工いたしましたので公園としての利用ができなく

なりましたので、併せて公園を廃止するものです。 

説明資料９８ページをお願いします。２条の「（８）水源町緑地公園、大津町大字室２０４２番地

の１」を削り、第９号から１１号を１号ずつ繰り上げ、第１０号の次に次の１号を加えるものです。

第１１号に、「上井手公園 大津町大字９９４番地の５」を加えます。 

議案集の８３ページをまたお願いします。附則で、この条例は平成２７年４月１日から施行するも

のとしております。 

続きまして、議案第２７号、大津町下水道条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

議案集の８４ページから８６ページ、説明資料については９９ページから１０４ページになります。

今回の提案といたしまして、下水道法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、条例の一部を改正

しようとするものです。条例の概要につきましては、公共用水域へ排出する規制する水質汚濁防止法

と下水道に下水を排除するものを規制する下水道法との調整を図るべく下水道施行令第９条の４の規

定する特定事業所に対する排水基準のうち、カドミウム及びその化合物に係る排水基準を１リットル

当たり０.１ミリグラム以下から１リットル当たり０.０３ミリグラム以下に、平成２６年１２月１日

に施行されたことから、今回大津町下水道条例の１８条の一部を改正するものでございます。 
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説明資料の１００ページをお願いします。改正する場所はアンダーラインを引いてあるところでご

ざいます。１８条第１項中、「設けなければならない。」を「設置し、又は必要な措置をしなければな

らない。ただし、管理者別に定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りで

はない。」に改めるものでございます。第１８条第１項中、第１号から第７号を次のように改めます。

第１号、下水道法施行令（昭和３４年政令１４７号）第９条の第１項各号に掲げる物質、それぞれ該

当する数値。ただし、同条第４項に規定する場合においては、同項に規定する数値とする。（２）温

度４５度以下、（３）水素イオン濃度、水素指数５以上９以下、（４）生物化学的酸素要求量、１リッ

トルにつき５日間に６００ミリグラム以下、（５）浮遊物質量、１リットルにつき６００ミリグラム

以下、（６）ノルマルヘキサン抽出物質含有量、ア、鉱物類含有量、１リットルにつき５ミリグラム

以下、イ、動植物油脂含有量、１リットルにつき３０ミリグラム以下、（７）前各号に掲げる物質又

は項目以外の物質または項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められ

たもの（第４号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。）当該排水基準に係る数値。同

項第８号から第４３号までを削る。 

１０２ページをお願いします 。第１８条第２項中、同項第３６号中、４５度未満とあるのを４０

度未満と。同項第３７号中、５を超え９未満とあるのは、５.７を超え８.７未満と。同項第３８号及

び第３９号中、６００ミリグラム未満とあるのを３００ミリグラム未満とする。それらの施設から排

除される汚水量の４分の１以上であると認められるとき、終末処理場に達するまでに他の汚水により

十分に希釈されることができないと認められるときは、同項第２号中、４５度以下とあるのは、４０

度以下と。同項第３号中、５以上９以下とあるのは、５.７以上８.７以下と。同項第４号中、６００

ミリグラム以下と、同項第５号中６００ミリグラム以下とあるのは、３００ミリグラム以下とするに

改める。 

議案集の８６ページをお願いします。附則で、この条例は公布の日から施行し、平成２６年１２月

１日から適用するとしております。よろしくお願いします。 

続きまして、町道の廃止及び認定の４議案について説明をいたします。 

議案集の９１ページをお願いいたします。議案第３０号の町道の廃止路線についてと、次のページ、

９３ページの議案第３１号の町道の路線認定については関連がございますので、併せてご説明いたし

ます。議案集は９１ページから９４ページです。説明資料は１０６ページと１０７ページでございま

す。 

説明資料の１０６ページをお願いいたします。本路線は、立石団地を東西につなぐ町道立石団地中

央線ですが、東側の起点を約１５メートル西へ移し、西側の終点を約８０メートル東に移動しまして、

北側の町道立石湯ノ原線に接続しようとするもので、一端路線を廃止しまして、新たに立石団地中央

線を町道に認定しようとするものでございます。元町営住宅でありましたが、空き地の町域を通って

おりますので、これを東側へ移動しようとするものでございます。 

まず、議案第３０号の町道の路線廃止についてでございますけれども、議案集の９２ページの町道

路線廃止調書をお願いいたします。路線番号２６０、路線名立石団地中央線、起点終点は同じく大津
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町大字大津字立石でございます。延長は３０４メートルでございます。町道の路線廃止につきまして

は、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして、議案第３１号の町道の路線認定についてでございますけれども、今、議案第３０号で

廃止をお願いしました、立石団地中央線を短くしまして町道に認定しようとするものでございます。 

議案集９４ページの町道路線認定調書をお願いいたします。路線番号第２６０、路線名立石団地中

央線、起点・終点は大津町大字大津字立石です。延長は約２０５メーターを町道に認定しようとする

ものでございます。町道の路線認定につきましては、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

続きまして、議案第３２号についてご説明します。議案集は９５ページ、説明資料につきましては

１０８ページをお願いいたします。美咲野地区で開発が行われていましたが、道路につきましてはこ

れまで平成２１年度から順次町道認定をしたところでございます。今度新たに３路線を町道としまし

て認定しようとするものでございます。 

９６ページの町道路線認定調書をお開きください。３路線ございますが、路線番号３３１の５４、

路線名美咲野５３号線ほか２路線でございます。起点・終点は３路線ともに大津町美咲野３丁目でご

ざいます。延長は合計で４１５メートルです。町道の路線認定につきましては、道路法第８条第２項

の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして、議案第３３号についてご説明申し上げます。議案集は９７ページ、説明資料につきま

しては１０９ページをお願いします。 

説明資料のほうでご説明いたします。室北地区の町道室新生通線から南へ大津地区公民館分館まで

の約４４０メートルありますが、現在狭い里道の沿線に住宅等の建設が進んでおります。また、道路

幅員が非常に狭く、緊急自動車の通行も困難なため、地域から道路改良の要望も強く、そこで平成２

７年度から町で道路改良を行うと計画しているところでございます。つきましては、道路整備を行う

ために、まず町道を認定しようとするものでございます。 

議案書の９８ページの町道路線認定調書をお開きください。路線番号３４２、目線名新生町東通線、

起点・終点ともに大津町大字室字東道免でございます。延長は、約４４０メートルでございます。町

道の路線認定につきましては、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 次に、議案第３４号から議案第４１号までの説明を求めます。 

総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 議案第３４号、平成２７年度大津町一般会計予算に

ついてご説明いたします。予算書と併せて、別冊の当初予算の概要をご参照ください。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２２

億６千８２６万８千円と定めています。第２条の債務負担行為の取り扱いから第５条の歳出予算の流

用まで、記載のとおり定めています。 

８ページをお願いします。第２表債務負担行為です。戸籍総合システム機器借上料から戸籍基本ソ
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フト使用料までは、戸籍情報システムの更新により戸籍事務の適正な執行を行うためのシステムの借

り上げでございます。固定資産課税土地評価業務委託は、固定資産税の評価替えに伴うものです。家

屋評価システム借上料、課税事務の効率化を図るものです。第２期電子計算機器保守委託料から第２

期総合行政システムＡＳＰ使用料までは、総合行政システム等の契約期間満了に伴い、機器及びシス

テムの更新を行うものです。平成２７年度庁舎事務用パソコン借上料は、職員数の増などにより不足

する分などのパソコン２０台の借上料です。平成２７年度サーバー機器借上料は、ファイルサーバー

及び監視サーバーの更新に係る借上料です。平成２７年度ＡＥＤ借上料は、役場などに備え付けてあ

るＡＥＤ５台の有効期限が満了することに伴い、今回はリースで導入することにしたものでございま

す。平成２７年度ＡＥＤ借上料（弥護山自然公園）は、弥護山自然公園にまだＡＥＤを備えていなか

ったため、今回新たにリースで備え付けるものです。 

９ページをお願いします。第３表地方債です。１の臨時財政対策債は、交付税の財源不足を補正す

るもので、国の地方財政計画を参考に計上しています。２の町道整備事業は、町道大林５７号線ほか

の町道整備に伴うものです。３の県道負担金は、県道瀬田熊本線ほかの県道改良に伴うものです。４

の町道整備事業は、駅前楽善線ほかの社会資本整備総合交付金事業に係るものです。５の町道整備事

業は、防護柵設置など道路維持に係るものです。６の都市再生整備事業は、門出２号線歩道整備事業

ほか社会資本整備事業に係るものです。７の町営住宅整備事業は、あけぼの団地改修事業に伴うもの

です。８の自然災害防止事業は、真木地区ほか県の河川改修に伴うものです。９の消防施設整備事業

は、防火水槽２基を矢護川地区ほかに整備するものです。１０の同事業の緊急防災減災事業債は、積

載車及び小型ポンプのそれぞれ２台購入に係るものです。１１の一般公共事業は、上井手及び下井手

の県営事業負担金に係るものです。１２の大津北中学校改修事業は、職員室の改修工事に係るもので

す。 

続きまして、歳出からご説明いたします。 

４９ページをお願いいたします。款２、項１、目１一般管理費です。節３章職員手当等で、退職手

当負担金が定年退職者の増加により約４千万円増額しております。節７賃金は、育児休業などで休職

する職員が増加したため、約５００万円増額しております。 

５１ページをお願いいたします。節１９の２熊本県職員派遣負担金は、熊本県から職員を派遣して

もらうための負担金です。 

５６ページをお願いいたします。目５財産管理費の節１３で、契約管理システム改修業務委託及び

電子入札システム導入業務委託は、熊本県が開発した電子入札システムに参加し、業務の効率化を図

るものです。また、分筆登記測量調査委託は、旧老人ホーム及び旧菊阿中学校に係るもので、不動産

鑑定業務委託は旧老人ホーム及び立石住宅跡地に係るものです。いずれも普通財産として売却するた

めに行うものです。節１５工事請負費は、オークス広場排水を改修するための工事及びＡＥＤを備え

ている施設に案内看板を設置するための工事です。 

５７ページをお願いいたします。目６企画費です。節１報酬で大津町庁舎等整備基本構想検討委員

会報酬を計上しています。庁舎等整備の基本構想を検討するため２回の開催を予定しています。 
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５８ページをお願いいたします。節１３委託料で、大津町庁舎等整備基本構想を計上しています。

庁舎等整備の基本的な考え方を整理し、住民を交えて広く議論ができるよう構想を策定するものです。 

５９ページをお願いします。節１９の７地域公共交通確保維持改善事業負担金は、九州産交バスが

一部路線の廃止等を発表したことに伴い、代替交通の確保等を検討するため、地域公共交通網形成計

画を策定するものです。なお、総事業費１千万円程度を予定しており、国庫補助も２００万円程度を

予定していますが、その受け入れ主体が公共交通会議となっており、その差額８００万円を負担する

ものです。 

６０ページをお願いいたします。目７電子計算費です。平成２７年度は債務負担行為でもご説明し

ましたが、電子計算機器等の借上期間が終了する年でございますので、新たに借り上げを行う予定で

すが、金額についてはほぼ前年と同額程度を計上しているところです。節１３委託料で、社会保障税

番号制度システム整備委託金は、いわゆるマイナンバー制度に係るシステム改修費でございまして、

前年度より１千２００万円ほど増加しております。なお、費用については、システム内容により国が

３分の２から全額補助をすることになっております。 

６１ページをお願いいたします。節１９で番号制度に係る中間サーバー、プラットホーム負担金を

計上しております。 

６５ページをお願いいたします。目１０男女共同参画推進費です。節１３委託料で、男女共同参画

推進プランの策定費を計上しています。 

６８ページをお願いいたします。目１６社会資本整備総合交付金事業費です。交通安全施設の整備

や防犯灯のＬＥＤ化の工事費を計上しているほか、住民の安全確保のため町内の公共施設等に防犯カ

メラを設置することにしています。 

７１ページをお願いいたします。項２、目２賦課徴収費です。節１３委託料の家屋評価システム保

守委託及び節１４使用料及び賃借料の家屋評価システム借上料は、平成２８年度から２００平方メー

トル以下の一部の非木造住宅の課税事務を県から移管される予定となっており、課税事務の効率化を

図るために導入するものです。 

７３ページをお願いいたします。項３、目１戸籍住民台帳費です。節１３の一番下のＤＶ支援措置

管理システム導入委託は、ＤＶなどの被害者保護を図るため、住民基本台帳システムに制限を掛ける

システムを導入するものです。 

７６ページをお願いいたします。項４、目３県議会議員菊池郡選挙区一般選挙は、平成２７年４月

の任期満了に伴う選挙に係る経費です。 

７７ページをお願いいたします。目４の県知事選挙費は、平成２８年４月の任期満了に伴う選挙の

執行経費を計上しています。 

８０ページをお願いいたします。項５、目２各種統計調査費です。本年は国勢調査の年となってお

り、国勢調査をはじめ各種国勢調査の経費を計上しています。 

８５ページをお願いいたします。款３、項１、目１社会福祉総務費です。節２８の国民健康保険特

別会計繰出金は、財源不足を補うための法定外の繰り入れ１億７千万円が含まれています。介護保険
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特別会計繰出金は、増額での計上となっております。 

８７ページをお願いいたします。目２障害者福祉費です。節２０扶助費の生涯福祉サービス事業は、

利用者の増などにより３千２００万円の増額の計上です。扶助費全体では４千６００万円の増額とな

っております。 

８８ページをお願いいたします。目３後期高齢者医療費、広域連合負担金と後期高齢者医療特別会

計への繰出金を計上しています。広域連合への負担金は約１千万円の増額となっております。 

９４ページをお願いいたします。目８人権教育啓発費です。節１９の補助金で、町人権同和教育推

進協議会補助金については、１１月に菊池市で開催される部落解放第２９回研究集会の参加者負担金

を含めて計上しております。 

９８ページをお願いいたします。目１０臨時福祉給付金費です。節１９の補助金の１臨時福祉給付

金は、消費税率引き上げによる影響を緩和するために措置されているものですが、昨年度は給付対象

者１人につき１万円でしたが、本年度は６千円で加算措置もございません。また、２の子育て世帯臨

時特例給付金も、同じく消費税の引き上げに際し子育て世帯への影響を緩和するものですが、昨年度

は給付対象児童１人につき１万円でしたが、本年度は３千円となっています。いずれも経費は全額国

が負担することになっております。 

９９ページをお願いいたします。項２、目１児童福祉総務費です。節１３委託料の室小学校校区学

童保育施設設計業務委託及び１００ページをお願いいたします、節１５の室小学校校区学童保育施設

建設工事ほかと節１８室小学校校区学童保育施設備品は、新たに室小学校に学童保育施設を建設しよ

うとするものです。 

１０１ページをお願いします。目２児童措置費は児童手当に係る経費ですが、対象児童の増加によ

り増加となっております。 

１０４ページをお願いいたします。目５保育給付費です。新しい子育て制度により、名称も施設型

給付負担金となりましたが、私立保育所への運営費の負担金です。入所児童数が増えたことや新制度

などにより約２億円増額となっております。また、地域型保育給付負担金は、これまでの家庭的保育

事業の運営費に対する負担金です。新制度により倍増となっております。 

１０６ページをお願いいたします。項２、目８社会資本整備交付金事業です。大津保育園の雨漏り

等の改修を行うための設計費です。 

１１０ページをお願いいたします。款４、項１、目２予防費です。節１３の予防接種委託は、水痘、

肺炎球菌が新たに予防接種に加えられたことにより約３千万円増額となっております。 

１１１ページをお願いいたします。目３環境衛生費です。節１２役務費で、スズメバチ駆除のため

の手数料を計上いたしております。 

１１６ページをお願いします。目１２新エネルギー等推進費です。節１３委託料は、地域資源を活

用し、再生可能エネルギーを通じた地域循環型の取り組みのための調査検討を行うためのものです。 

１１７ページをお願いします。節１９の補助金のうち、２住宅用燃料電池システム設置補助金及び

３住宅用ガス熱電供給システム設置補助金は、住宅用の省エネシステムに対する補助です。４木の駅
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プロジェクト補助金は、地域団体が取り組む事業に対する支援で、木材購入と販売の差額を補助する

ものです。以上の補助金は、いずれも新しく始める事業でございます。５錦野土地改良区小水力発電

実施設計費補助金は、現在進めています錦野土地改良区における小水力発電導入のための実施設計費

に対する補助です。 

１１８ページをお願いします。項２、目１清掃総務費です。節１９で、負担金の２菊池広域連合負

担金は、し尿処理場において３年に１回程度改修しなければ大型濾過装置を平成２７年度に実施する

ため、約１千万円の増額となっております。 

１２０ページをお願いします。款６、項１、目１農業委員会費です。節９費用弁償は、３年に１回

の大型研修を予定しています。 

１２４ページをお願いします。款６、項１、目３農業振興費です。節１９の補助金で、１０の６次

産業化ネットワーク活動交付金は、畜産農家が自ら生産した和牛を活用し、焼肉店及び精肉店を建設

しようとする経費について補助するものです。 

１２６ページをお願いします。目５農業構造改善事業費は、総合交流ターミナル、岩戸の里及びそ

の周辺施設の維持管理に関する費用です。節１５で、岩戸の里の改修工事費を計上しています。今回

は３カ月間ほど休館を行い、改修を行う予定です。 

１２７ページをお願いします。目６農地費です。節１９負担金の１上井手・下井手地区県営灌漑排

水事業等負担金は、護岸改修の負担金です。また、仮宿ため池の事業計画作成経費も含まれておりま

す。５多面的機能支払交付金事業、地域協議会負担金は、平成２６年度は国及び県補助金については

直接支払われていましたが、平成２７年度は町を通じて支払われるようになったことから、約６千６

００万円増額となっております。 

１２９ページをお願いいたします。目７圃場整備費です。節１９の４地域密着型農業基盤整備促進

事業負担金は、大津北部地区畑総内における県営事業の農道舗装負担金です。 

１３０ページをお願いします。目９農業集落排水特別会計への繰出金を計上しております。 

１３４ページをお願いいたします。項２、目２林業振興費の節１９、２木の駅プロジェクト推進事

業補助金は、林地残材等未利用材を木質バイオマスエネルギー等への利用促進を図るための体制構築

を県の全額補助で支援するものです。 

１３６、１３７ページをお願いいたします。款７、項１、目３観光費です。節４共済費、節７賃金、

節１２役務費及び節１４使用料及び賃借料は、地域おこし協力隊３名分の費用です。観光振興、販路

拡大や特産品開発、６次産業振興、まちおこしイベント振興などの分野で活躍していただく予定です。

隊員の期間は１年以上、最長３年以内となっており、特別交付税により財政支援される予定です。 

１４１ページをお願いします。目６国際交流費です。節９特別旅費は、姉妹都市２０周年記念とし

て姉妹都市ヘイスティングズ市への訪問団の旅費です。 

１４２ページをお願いします。節１９の２国際交流派遣事業助成金は、中高生を姉妹都市ヘイステ

ィングズ市へ派遣するための助成金です。１３名の派遣を予定しております。目７社会資本整備総合

交付金事業費です。中心市街地に照明灯４５カ所の設置を行うものです。 
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１４４ページをお願いいたします。款８、項２、目１道路橋梁総務費です。節１３の道路台帳整備

委託は、道路台帳の整備ができておらず、交付税検査のたび、県から指摘を受けていたことから、今

回整備費として６千万円計上しております。次年度からは平年ベースの３００万円程度になる予定で

す。 

１４６ページをお願いします。目２道路維持費です。節１３委託料は、植樹帯の樹木剪定などの委

託費です。 

１４７ページをお願いいたします。節１５工事請負費は、桜丘区内道路ほかの補修工事です。目３

道路新設改良費は、町道岩坂南２号線ほかの改良工事や県道改良工事などの負担金などを計上してお

ります。 

１４８ページをお願いいたします。目４社会資本整備総合交付金事業費は、大津東区内の排水整備

測量設計費です。 

１５０ページをお願いいたします。節１３委託料の公園長寿命化計画は、老朽化した昭和園など都

市公園を国の補助金を使って計画的に改修を行うために計画を策定するものです。 

１５１ページをお願いいたします。目３公共下水道費は、公共下水道特別会計への繰出金です。 

１５５ページから１５６ページのほうをお願いしたいと思います。項４、目３住宅建設費で、あけ

ぼの団地改修に要する経費を計上しております。１５６ページの款９、項１、目１常備消防費は、菊

池広域消防本部負担金です。 

１５７ページをお願いします。目２非常備消防費です。節１１需用費の消耗品費の増額は、消防団

全員に雨合羽を配備するものです。 

１５８ページをお願いします。目３消防施設費です。節１５の工事請負費は、矢護川地区ほかの防

火水槽設置工事と老朽化した防火水槽の解体撤去費用などを計上しております。 

１６１ページをお願いいたします。目７社会資本整備総合交付金事業は、若草学園南の青年開発隊

跡地に計画しています防災備蓄倉庫の実施設計費です。 

教育委員会関連になります。１６５ページをお願いします。款１０、項１、目２事務局費です。節

１３委託費のスクールバス管理業務委託は、管理委託５８６万５千円は、民間にスクールバス運転の

委託を行うもので、専門の業者による安全性の確保を図るものです。また、就学援助システム導入委

託は、現金管理をなくすことによる安全性の確保と事務の効率化を図るために導入するものです。 

１６８ページをお願いいたします。項２、目１小学校の管理費です。節１１消耗品費が３千万円ほ

ど増額になっていますが、小学校の教科書改訂に伴う教師用指導書などの購入費が主なものです。 

１６９ページをお願いいたします。節１５工事請負費は、児童の転落防止のために大津小学校や室

小学校などに落下防止板を取り付ける改修工事など、小学校の施設改修費を計上しています。 

１７３ページをお願いいたします。項３、目１中学校の管理費です。節１３委託料で、大津北中学

校職員室の改修設計業務を委託し、節１５工事請負費で職員室及び武道場の改修工事を行うものです。 

１７８ページをお願いいたします。項４、目１幼稚園費です。節１９の１私立幼稚園就園奨励費補

助金は、国の補助単価が増えたため増額しています。また、公立幼稚園は新しい子育て制度に移行す
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るため、奨励金はなくなっております。 

１８０ページをお願いします。項５、目１社会教育総務費です。節１９の補助金の３地域生涯学習

施設等改修補助金は、つつじ台のエアコン改修補助など３地区に対する補助です。 

１８１ページをお願いいたします。４の地域生涯学習施設等備品購入補助金は、真木区のテレビ購

入補助など３地区に対する補助です。 

１８６ページをお願いします。目４文化振興費です。節１３の土地鑑定委託は、江藤家住宅の保存

活用計画に関わるものです。 

１９２ページをお願いします。目７図書館運営費です。節１５図書館駐車場拡張整備工事は、駐車

場北側にある住宅を取り壊し、駐車場として整備するものです。 

１９３ページをお願いします。項６、目１保健体育総務費です。節１報酬で、菊池郡市体育協会事

務局を持ち回りで大津町が引き受けることになり、非常勤職員を１名増員しております。 

１９４ページをお願いします。節１８でアジャタセット、アジャタとは玉入れの公式競技名ですが、

これを２セット購入予定です。 

１９７ページをお願いします。目２体育施設費です。節１５の補修工事は、運動公園球技場のスピ

ーカーが故障しているため補修を行うものです。 

２００ページをお願いいたします。目４社会資本整備総合交付金事業費は、運動公園多目的広場を

人工芝に改修するための設計業務委託費です。 

２０４ページをお願いいたします。款１２公債費です。元金は、臨時財政対策債の増などにより増

額しております。利子は、長期債の利率見直しや年度内借入予定額の減などにより減額となっており

ます。款１３予備費を５千７４３万３千円としております。 

続きまして、歳入をご説明いたします。 

１３ページをお願いいたします。款１、項１、目１個人住民税は、納税義務者の増を見込んで増額

で計上しております。目２法人町民税は、前年度の実績見込みを考慮し、減額で計上しております。

項２、目１固定資産税です。土地は少し増加が見込めますが、家屋は評価替えの年であり、新築分よ

りも既存の家屋の減少が大きく、減額が見込まれます。また、償却資産については大幅な減額を見込

んでおり、全体では１億５千９００万円の減額で計上しております。 

１４ページをお願いいたします。項３軽自動車税は、四輪乗用車が増えていることから増額で計上

しております。項４町たばこ税及び項６入湯税は、実績を参考に計上いたしております。 

１５ページをお願いいたします。款２、項１、目１地方揮発油譲与税から１８ページの款９地方特

例交付金までは、いずれも国の地方財政計画と前年の実績を参考に計上しているところです。款１０

地方交付税も、国の地方財政計画と前年度の実績を参考に計上していますが、普通交付税を３億円増

額で見込んでおります。 

１９ページをお願いします。款１１交通安全対策特別交付金は、実績見込みにより計上しておりま

す。款１２分担金及び負担金、目１総務費負担金は、菊池広域連合及び菊池環境保全組合へ職員を派

遣するものです。また、熊本県職員派遣負担金は、熊本県へ職員を派遣する分の県からの負担金です。
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目２民生費負担金、節１児童福祉費負担金は、保育所の児童数の増により増額となっております。 

２２ページをお願いします。款１３、項１、目４土木使用料の住宅使用料及び町営住宅内駐車場使

用料については、あけぼの団地の改修により減額となっています。 

２３ページをお願いします。項２、目１総務手数料の自動車臨時運行許可申請手数料を新規に計上

いたしております。 

２５ページをお願いします。款１４、項１、目１民生費国庫負担金の節１児童福祉費負担金は、新

子ども支援制度により、施設型給付に代わり町外幼稚園預入分や、家庭内保育などが加わり、児童数

の増加などにより約１億円増額しています。県の負担金も同様に計上いたしております。節３社会福

祉費負担金の介護保険低所得者保険料軽減負担金は、第６期保険料の設定にあたり、低所得者に対す

る保険料軽減の国の負担金です。県の負担金も、同じく同様に計上しております。 

２６ページをお願いいたします。項２、目１、節１の児童福祉費補助金の子育て世帯臨時特例給付

事業補助金と節３社会福祉費補助金の臨時福祉給付事業補助金は、給付額の減額により減額となって

おります。 

２７ページをお願いします。節３地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補

助金は、地域福祉等推進特別支援事業補助金に代わる補助金で、前年度より減額となっております。

目３土木費国庫補助金です。節２の都市計画費補助金は、あけぼの団地改修に係るもののほか、社会

資本整備総合交付金事業に係るものです。 

３０ページをお願いします。款１５、項２、目２民生費県補助金の節３児童福祉補助金で、一番下

の児童厚生施設等整備補助金は、室小学校の学童保育施設の建設に対する補助基本額の２分の１の補

助金です。 

３２ページをお願いします。目４農林水産業費県補助金は、それぞれ歳出で説明した県の補助金で

すが、新規で出てきました節２の６次産業化ネットワーク活動補助金及び節４の木の駅プロジェクト

推進事業補助金は、県からの補助金を受け入れて、そのまま補助するものです。 

３５ページをお願いいたします。項３、目６、節２の児童送迎業務委託費は、代官橋付替工事に伴

う錦野地区の児童輸送に係る委託金です。 

３８ページをお願いいたします。款１８、項２基金繰入金です。目１減債基金繰入金は、財源対策

債償還分です。目２大津町公共施設整備基金繰入金は、社会資本整備総合交付金事業や道路整備、学

校施設整備事業の一般財源分の繰入分です。目４財政調整基金繰入金は、財源不足を補うため繰り入

れるものです。この結果、平成２７年度の財政調整基金残高は２０億４７千万円と見込んでおります。 

３９ページをお願いいたします。款１９繰越金は、前年度と同額の１億円を計上しております。 

４４ページをお願いします。款２１町債につきましては、９ページの第３表地方債の表で説明した

とおりでございます。 

次に、給与費明細書についてご説明いたします。２０５ページをお願いいたします。１、特別職で

す。その他の特別職の人数と報酬の増は、平成２７年度に予定されている県議会議員選挙に係る投票

立会人や国勢調査の統計調査員などが新たに加わったことによるものです。 
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２０６ページをお願いいたします。２の一般職は、常勤と非常勤に分けて計上しております。職員

数は常勤が９人増、非常勤が１２人増となっています。常勤の増員については、平成２７年度末で定

年退職する職員が１１名いることから、年度間の調整を図るため、再任用職員を含めて合計９名の増

員となっています。非常勤の増につきましては、保育園分園に係る保育士や各小学校に配置している

学校生活支援補助金や特別支援補助員について、児童生徒数の増加や特別支援学級の在籍人数の増加

に伴って増員していることなどによります。 

２１４、２１５ページをお願いします。地方債の現在高の状況等の調書を載せております。２１５

ページの計の欄で、平成２７年度末の見込み額を１３１億７千４８０万３千円と見込んでいます。２

１６ページから２２５ページには、債務負担行為の事項等の調書を載せております。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。３時２５分から再開いたします。 

午後３時１８分 休憩 

△ 

午後３時２５分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 議案第３５号、平成２７年度大津町国民健康保険特別会計予算につい

て説明をいたします。予算書の中ほどの１枚目のピンクの表紙をお願いいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、予算の総額は歳入歳出それぞれ３４億９千２７

２万７千円と定めています。前年度と比較しますと４億５千４１１万８千円と大きく増額となってお

りますけれども、これは保険財政共同安定化事業の内容の改正に伴うものが主なものですが、保険給

付費も３千９７３万円の増となっております。第２条で、一時借入金の限度額を１億円としておりま

す。 

予算の概要は、５１ページから５５ページをお願いいたします。国保の状況等について少し説明を

させていただきたいと思います。国民皆保険を担う国民健康保険制度でございますけれども、年齢構

成が高く、医療費水準が高い、また所得水準が低いなどの高度的な問題を抱え、全国的にも国保特別

会計に一般会計からの法定外繰入を行う市町村も多く、厳しい運営状況にございます。本来、国保税

は目的税ですので、国保特別会計運営に必要な額を国保税により収入を確保すべきですけれども、構

造的な問題もあり、国保税を引き上げていくことは被保険者にとって厳しい状況ではないかと考えて

おります。大津町においては、平成２３年度に国民健康保険税の税率アップを行い、その前年の平成

２２年度には県の広域化等支援基金を借り入れ、平成２８年度まで返済を今やっているところでござ

います。また、昨年度は一般会計からの法定外繰入を１億６千３００万円お願いをいたしましたけれ

ども、平成２７年度も１億７千万円を計上いたしております。国では、国保の抜本的な財政基盤の強

化を図るために、新たな財政支援や平成３０年度には国保財政運営を都道府県に移行することが決ま

っております。しかし、依然として厳しい財政状況は続くと思われますので、糖尿病や高血圧などの
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生活習慣病の予防や特定健診、特定健康診査の受診率の向上、レセプト情報や健診情報を活用したデ

ータヘルス事業に取り組むなどの予防介護づくりをさらに進めていく必要があるとも考えているとこ

ろでございます。 

それでは、歳出から説明をさせていただきます。予算書の１９ページをお願いいたします。款１、

項１、目１一般管理費は、国民健康保険事業運営のための事務費が主なものです。節１３委託料で、

国保連合会に支払う共同電算委託料及びレセプト点検委託料を計上しております。目２連合会負担金

は、平等割、被保険者数割等で算定される国保連合会の負担金です。 

２１ページをお願いいたします。款２、項１、目１一般被保険者療養給付費は、医療費の７割を医

療給付費として保険者が負担するものですが、平成２６年度の実績見込みにより８千７００万円増額

をしております。目２退職者被保険者療養給付費は、退職者医療制度の経過措置が平成２６年度末を

もって終了しますので、５千３００万円減額となっています。 

２２ページをお願いいたします。款２、項２高額療養費は、被保険者が同一月内に同一医療機関に

支払って医療費が一定の金額を超えた分を給付するものですが、療養給付費と同様、退職者分は減額

となりますが、一般被保険者分は増額を計上しております。 

２３ページをお願いいたします。款２、項４、目１出産育児一時金は、１件４２万円で４５件分を

見込んでいます。 

２４ページをお願いいたします。款３、項１、後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度で医療費

の５割を国や市町村が負担し、後期高齢者の保険料で１割、残りの４割を現役世代が後期高齢者支援

金として負担するものです。社会保険診療報酬支払基金の算定により計上していますが、約７７４万

円の増額となっています。 

２６ページをお願いいたします。款６、項１介護納付金は、介護保険の４０歳以上６５歳未満の２

号被保険者に伴う納付金です。平成２７年度からの第６期介護保険事業計画の基づき算定しておりま

すが、介護保険２号被保険者の負担率が減少しましたので減額となっております。款７、項１、目１

高額医療費共同事業医療費拠出金は、１件８０万円を超える高額医療費に対応するために国保連合会

に拠出するものですが、これも毎年増加をしております。 

２７ページをお願いいたします。目３保険財政共同安定化事業拠出金は、これまで１件３０万円を

超え８０万円までの高額の医療費に伴う事業で、国保連合会に拠出するものでしたけれども、さらに

市町村間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、平成２７年度からは１件１円以上、つまり全

額となり、約２.２倍の拠出金額となっております。この事業内容の改正が予算の増額の大きな要因

となったものです。次のページにまたがっておりますが、款８、項１特定健康診査等事業費は、特定

健診、特定保健指導及び人間ドック等の事業に要する費用を計上しております。款８、項２、目１保

健衛生普及費は、パンフレットの印刷及び健康推進大会での啓発用の経費を計上しております。 

３０ページをお願いいたします。款１０、項１公債費は、平成２２年度に熊本県広域化等支援基金

からの借入金を５年間で返済するものです。現在高の調書は、３２ページに掲載をしております。 

３１ページをお願いいたします。款１２で予備費で財源調整を行っております。 
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続きまして、歳入を説明いたします。９ページをお願いいたします。予算の概要は、５１、５２ペ

ージをお願いいたします。款１、項１、目１一般被保険者国民健康保険税は前年より微増としていま

すが、目２退職被保険者等国民健康保険税は、制度が終了いたしますけれども、現在加入されている

方は６５歳までは継続いたしますので、少しずつ今後減額していくことになります。国民健康保険税

の現在の負荷基準は、医療給付分、後期高齢者支援金分及び介護納付金の三本立てで、いずれも所得

割、均等割、平等割の３方式を採っております。限度額は、平成２７年度から国の国保施行令改正に

より医療費分が１万円増の５２万円、後期高齢者支援金分は１万円増の１７万円、介護納付金分も２

万円増の１６万円で、合計８５万円となる見込みです。 

１１ページをお願いいたします。款３、項１、目１療養給付費等負担金は国の負担金ですが、一般

被保険者の療養の給付費等の費用、後期高齢者支援金、介護納付金に要する費用を基に算出をしてい

ます。目２の共同事業負担金は、高額医療費共同事業に対しての国の負担金で、拠出金の４分の１を

負担します。目３特定健康診査等負担金は、４０歳から７４歳までの被保険者に対する特定健康診査

及び特定保健指導に係る国の負担分で３分の１です。 

１２ページをお願いいたします。款３、項２、目１財政調整交付金、節１普通調整交付金は、療養

の給付等の費用の約９％を見込んでいます。節２特別調整交付金は、普通調整交付金で算定できない

結核、精神に係る医療費等が多額になった場合等に交付されるもので、見込みで計上をしております。

款４、項１、目１共同事業県負担金は、高額医療費共同事業に対しての県負担金で、国と同様に拠出

金の４分の１を計上しております。目２特定健康診査等負担金は、健診費用などの３分の１を国と同

様に県が負担するものです。 

１３ページをお願いいたします。款４、項２、目１財政調整交付金は県の補助分で、節１普通調整

交付金は、療養の給付等の必要の約８％を計上し、節２特別調整交付金は収納率向上や保健事業、医

療費削減施策等に要した費用に対して交付されるもので、見込みで計上をいたしております。款５、

項１、目１療養給付費等交付金は、退職被保険者の療養給付費を社会保険診療報酬支払基金から交付

されるものですが、前年比較の大きな差は、退職被保険者の経過措置終了に伴い、人数の減によるも

のが主な理由です。款６、項１、目１前期高齢者交付金は、前期高齢者の療養の給付費等に対して交

付されるものですが、前期高齢者の医療給付費や国保加入数に占める前期高齢者加入数や加入率等に

より算定をされるものです。 

１４ページをお願いします。款７、項１、目１共同事業交付金は、医療費のレセプト１件につき１

カ月分が８０万円を超えた分に対して交付されるものです。目２保険財政共同安定化事業交付金につ

きましては、医療費がレセプト１件当たり１円から８０万円までの医療に対して交付されるものです。

この事業は、国保連合会を実施主体として県下全市町村が拠出金を納め、医療費に対して交付される

ものです。款９、項１、目１一般会計繰入金ですが、節１の保険基盤安定繰入金は、国保税の低所得

者に対する軽減分に充てるための繰入金で、４分の３は県負担、４分の１が町負担となっています。 

１５ページをお願いいたします。節２職員給与費等繰入金は、歳出の一般管理費に相当する分を繰

り入れるものです。節３助産費等繰入金は、出産一時金に充当するもので、４５件分を計上しており
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ます。節４の財政安定化支援事業繰入金は、国保財政化の健全化に向けた一般会計からの繰り出しに

ついて、基準財政需要額により算出されるものですが、所要の地方財政措置が講じられることになっ

ております。節４その他の繰入金は、国民健康保健特別会計予算編成で歳入不足が見込まれるため、

一般会計からの繰り入れを１億７千万円お願いするものです。医療費の伸びと税収の減などが主な要

因となっております。 

１６ページをお願いいたします。款１０、項１、目２その他繰越金は、前年度からの繰り越し見込

額を前年度同様の額で見込んで計上をいたしております。 

以上でございます。 

続きまして、議案第３８号、平成２７年度大津町介護保険特別会計予算について説明をいたします。

予算書は、後ろから４番目のピンクのところになります。予算書の１ページをお願いいたします。予

算の概要は、５８ページからお願いいたします。第１条で、予算の総額は歳入歳出それぞれ２２億７

千９４７万７千円と定めています。前年度と比較しまして７千４７７万５千円の増となっております

が、主な要因は、保健給付費の伸びによるものです。第２条で、一時借入金の限度額を１億円として

おります。 

続きまして、歳出から説明をいたします。 

予算書の１５ページと予算の概要５９ページをお願いいたします。款１、項１、目１一般管理費に

つきましては、介護保険事業運営のための一般的な事務経費を計上しています。節１３委託料に介護

保険制度改正に伴うシステム改修費を計上しています。 

１６ページをお願いいたします。款１、項３、目１介護認定審査会につきましては、介護認定審査

会に関連する費用ですが、主なものは次のページの節１９の菊池広域連合で行っている介護保険認定

事務の負担金です。目２認定調査等費は、介護認定調査に要する費用ですが、主なものは節１の非常

勤職員、介護認定調査員４人分の報酬です。 

１８ページをお願いいたします。款１、項４、目１計画策定等委員会費は、地域包括支援センター

及び地域密着型サービスに関する運営委員会に要する費用です。款２、項１、目１介護サービス等諸

費２０億８千９５７万円につきましては、介護保険サービス費から自己負担１割分を差し引いた各種

サービス等の保険者負担分９割を給付費として計上をしております。利用者や介護認定者の増を見込

み、それぞれのサービス給付費を増額していますので、前年度より約６千９９７万円の増額となって

おります。 

１９ページをお願いいたします。款２、項２、目１その他諸費は、介護給付費請求書の審査を熊本

県国民健康保険団体連合会に依頼する費用が主なものです。款２、項３、目１高額介護サービス等費

は、自己負担額が一般世帯の場合１カ月３万７千２００円を超えた場合は、超えた分を高額介護サー

ビスとして給付するものです。 

２０ページをお願いいたします。款２、項４、目１高額医療合算介護サービス等費は、介護サービ

ス利用者が支払った医療と介護の一部負担額が一般世帯で年６７万円を超えた場合に、その超えた分

を支給するものです。款３、項１、目１介護予防事業費は、高齢者の皆さんが要介護状態とならない
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よう、また介護保険給付費の伸びを抑えるためにもいろいろなプログラムを組み合わせ介護予防事業

に取り組むための費用です。主なものは、節１３委託料で、生活管理指導員ヘルパーの派遣事業、通

所型介護予防事業デイサービス、そして介護予防はつらつ元気づくり事業などを行っております。平

成２７年度は岩戸の里やショッピングセンター等を活用した予防事業を展開したいと考えております。 

２１ページから２２ページの目２包括的支援事業は、地域包括支援センター関連の費用です。節１

３委託料の介護予防プラン作成委託は、要支援者の介護予防プランの作成を居宅介護支援事業所へ委

託する費用です。 

２３ページの目３任意事業費の主なものは節１３の委託料で、食の自立支援事業委託、いわゆる給

食サービスやホットライン体制整備事業、緊急通報システムなどの委託事業の費用を計上しておりま

す。 

２４ページの節２０扶助費の家族介護用品支給事業は、在宅で介助が必要な要介護３以上の高齢者

を介護している家庭に、主に紙おむつ等の介護用品の購入を助成する事業です。目４在宅医療介護推

進モデル事業は、平成２６年度からモデル事業として取り組んでおりますけれども、引き続き地域包

括支援センターに在宅医療介護連携推進員を配置し、医師会をはじめ関係機関と協力連携しながら医

療と介護の連携体制づくりに取り組んでいきたいと考えております。 

続きまして、歳入を説明いたします。予算書の８ページをお願いいたします。予算の概要は、５８

ページになります。款１、項１、目１第１号被保険者保険料は、第６期大津町介護保険事業計画で平

成２７年度から３年間の介護保険料額を基準額で月額５千１００円から５千６００円に引き上げてお

りますので、その分と被保険者数の増加により前年比で約５千９００万円程度の増額となっておりま

す。 

９ページをお願いします。款３、項１、目１介護給付費負担金は、介護給付費のうち施設介護サー

ビス給付費の１５％、それ以外の介護サービス給付費の２０％を国が負担しますので、その分を計上

しております。款３、項２、目１調整交付金は、介護給付費歳出見込み総額の６.９４％で計上して

います。目２地域支援事業交付金は、歳出の介護予防事業費の２５％、包括的支援事業及び任意事業

費に所定の負担率３９％で計上をしております。 

１０ページをお願いいたします。款４、項１、目１介護給付費交付金は、４０歳から６４歳の第２

号被保険者の介護納付金に係る負担分で、社会保険診療報酬支払基金から介護納付費の２８％の交付

率で交付されるものです。目２地域支援事業支援交付金については、介護予防事業に対して同様に２

８％の割合で交付されるものです。款５、項１、目１介護給付費負担金は、介護給付費に要する費用

のうち県負担分として１２.５％、施設介護サービス等に係る部分は１７.５％で計上しています。 

１１ページをお願いいたします。款５、項２、目１地域支援事業交付金は、地域支援事業に対する

県の交付金で、介護予防事業については１２.５％、包括的支援事業及び任意事業では１９.５％の割

合で交付されるものです。款６、項１、目１介護給付費繰入金は、町が負担すべき費用として一般会

計から繰り入れる金額ですが、介護保険給付費に要する費用として１２.５％を計上しております。

目２地域支援事業支援交付金は、介護予防事業の１２.５％、包括的支援事業２事業では１９.５％の
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割合で負担をするものです。目３低所得者軽減負担金繰入金は、低所得者の保険料の軽減を図るため、

第１段階の軽減分について、国・県・町で負担するものです。目４その他一般会計繰入金は、節１の

職員給与費や節２事務費を繰り入れるものです。 

１２ページをお願いいたします。款６、項２、目１介護給付費準備基金繰入金は、歳入不足を補う

ためのものですが、平成２７年度は計上いたしておりません。 

１３ページをお願いいたします。款８、項１、目１繰入金を計上しております。 

１４ページをお願いします。款９、項３、目１介護予防サービス計画費収入は、要支援１、２の人

に対するケアプランの作成分の収入でございます。 

以上でございます。 

続きまして、議案第４０号、平成２７年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について説明をいた

します。予算書は後ろから２番目のピンクの表紙になります。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億６千９９２

万３千円としております。前年度と比較しますと４８２万７千円の増となっていますが、これは主に

対象者の増加によるものです。熊本県の後期高齢者の保険料は２年ごとに見直されておりますけれど

も、平成２６年、２７年度は同額となっております。均等割額が４万７千９００円、所得割額が９.

２６％、課税限度額は５５万円となっています。 

歳出から説明をいたします。予算書の１２ページ、予算の概要は６２ページをお願いいたします。

款１、項１、目１一般管理費、目２徴収費は、後期高齢者医療事務を行うための費用と保険料の徴収

事務に係る経費です。 

１３ページをお願いします。款２、項１、目１後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者が納付

した保険料を広域連合へ納付するものです。前年比４３６万７千円の増額については、対象者の保険

料納付の増加を見込んだものです。保険基盤安定負担金は、保険料の軽減措置に対して一般会計より

県負担分４分の３、町負担分４分の１で繰り入れた分を計上しております。款３、項１、目１健康診

査費の主なものは、１４ページの節１３委託料で、健診に係る費用と６０人分の人間ドッグの委託料

を計上しております。目２鍼灸施術費は、１人当たり年間３０枚を限度に鍼灸券を発行しております。 

１５ページをお願いいたします。款４、項１、目１保険料還付金は、過年度の保険料払戻金です。

款５予備費で財源調整を行っております。 

続きまして、歳入を説明いたします。 

予算書の７ページをお願いします。款１、項１、目１特別徴収保険料及び目２普通徴収保険料は、

特別徴収対象者を２６年度の実績から全体の５６.７％、また目２普通徴収保険料を全体の４３.３％

と見込み計上をしております。前年度に対し増額となっておりますのは、被保険者の増加を見込んだ

ものです。 

８ページをお願いいたします。款４、項１、目１事務費繰入金は、一般管理費や徴収事務に係る分

を一般会計から繰り入れるものです。目２保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減措置に対して一般会

計より県負担分４分３、町負担４分の１を繰り入れるもので、昨年よりも減少をしております。目３
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保険事業等繰入金は、節１鍼灸施術補助繰入金として町の単独事業で行うため一般会計から繰り入れ

るものです。節２人間ドッグ補助繰入金は、人間ドック補助をするため一般会計より繰り入れるもの

で、６０人分を計上しております。 

１０ページをお願いいたします。款６、項４、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、広域

連合が実施主体の健康診査を町が受託実施するための委託料でございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 議案第３６号、平成２７年度大津町外４ケ市町村共有財産管理処分事務受

託特別会計予算についてご説明申し上げます。議案集は１０１ページで、予算の概要は５６ページに

なります。共有財産の見出しでございます。 

予算書の１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千７２４万１千円と

定めております。 

説明書の７ページをお願いいたします。歳入からご説明申し上げます。款１、項１、目１の負担金

は、大規模林道事業賦課金を菊陽町、菊池市、合志市、南阿蘇村の関係市町村の負担案分で案分率に

応じて負担金をいただきますので、その負担金分です。款２、項１、目１財産収入は、分収林収益分

収金などそれぞれの収入分の座取りをお願いしております。款３、項１、目１一般会計繰入金は、大

規模林道事業賦課金の大津町負担分を一般会計から繰り入れて対応するものです。 

次に８ページをお願いします。款４、項１、目１の繰越金でございますが、前年度繰越金を計上い

たしております。 

次に、９ページをお願いします。歳出でございます。款１、項１、目１の一般管理費、節７賃金か

ら節１６原材料費まで、それぞれの事務費や維持管理関係を計上いたしております。節１９負担金補

助及び交付金の大規模林道事業賦課金でございますが、大規模林道菊池人吉線、菊池大津区間に係る

事業の受益者負担金でございます。 

１０ページをお願いします。款２、項１、目１の予備費として、予備費を計上いたしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長併任工業用水道課長大塚敏弘君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大塚敏弘君） 議案第３７号、平成２７年度大津町公共下水道特別会

計についてご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億

３千５８４万１千円と定めております。第２条の債務負担行為、第３条の地方債につきましては、後

ほどご説明申し上げます。第４で、一時借入金の借入れ最高額を５億円と定めております。 

４ページをお願いいたします。第２表債務負担行為、事項１下水道計画区域内の水洗化促進を図る

ため、水洗化改造資金の融資斡旋をするにあたり、金融機関が融資した資金の損失補てんをするもの

でございます。事項２、融資枠は水洗化改造資金１件５０万円でございます。期間、限度額につきま

しては、記載のとおりでございます。 
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続きまして、５ページをお願いいたします。第３表地方債、記載の目的、１、公共事業債は、管路

や処理場の建設事業で限度額を１億９千１１０万円と定めております。記載の目的２、公共下水道事

業債特別措置分は、国の財政制度の変更による記載でございまして、限度額を４千５００万円に定め

ております。記載の目的３、資本費平準化債は、後年度の利用者から徴収すべき先行投資部分の債務

を繰り延べるための起債で、限度額を５千５００万円に定めるものでございます。起債の方法、利率、

償還の方法につきまして、記載のとおりでございます。 

続きまして、歳出のほうから説明申し上げます。 

予算書の１３ページ、概要につきましては５６ページをお願いいたします。款１、項１、目１総務

管理費で、節２、３、４につきましては、職員６名分の人件費でございます。節８報償費は、受益者

負担金を一括納付または納期前に納付していただきますと報奨金を交付されるもので、歳入でも説明

いたしますけれども個人分６５件を見込んでいるところでございます。 

１４ページをお願いいたします。節１３委託料の使用料徴収委託は、大津菊陽水道企業団への使用

料の徴収委託費用で、この中には企業団が徴収する約８千６００件、個人に徴収いたしており灰塚地

区、コンビニ分が３千１００件の費用を計上しているところでございます。続きまして、１９負担金

補助及び交付金のうち負担金の日本下水道協会１０万８千円及び水道企業団への下水道使用料システ

ムサポート機器保守の６０万８千円を計上しているところでございます。補助金の１、漁業振興助成

金は、白川の漁業振興のための白川漁業組合の助成、２、水洗化助成金につきましては水洗化を推進

するため３年以内に接続された方への助成金で、延べ６０件を予定しているところでございます。節

２７公課費、平成２６年度の分の消費税を計上いたしております。 

続きまして、１５ページをお願いいたします。目２事業費、主なものにつきまして説明を申し上げ

ます。節７賃金は、臨時職員１名分と作業員賃金を予定しております。節１１需用費のうち修繕料は、

道路陥没及びマンホール蓋等の修繕費用でございます。節１３委託料の測量設計委託等は、管路工事

実施設計のための測量設計を予定しているところでございます。その下は浄化センター建設工事委託

は、浄化センター汚泥処理施設の機械濃縮設備の電気機械等の検査をするための債務負担２年目委託

費用を計上しております。その下は長寿命化工事実施設計業務委託は、浄化センターの消化タンクの

防止及び機械摩耗に伴うための工事を実施するための実施設計であります。その下、大津町公共下水

道事業認可区域見直し業務委託につきましては、北中周辺及び室工業団地西側等の区域を処理区域に

編入することで、５.５ヘクタールに区域拡大し、計画区域を１０３０.５ヘクタールとするものでご

ざいます。 

１６ページをお願いいたします。節１５工事請負費は、森地区の管渠築造等の工事費用と管渠長寿

命化工事は平成２５年度から実施しています管渠の延命化を図る長寿命化計画に基づいて事業を実施

するもので、本年度は中学通り交差点ほかを工事する予定で考えています。 

節２２補償補てん及び賠償金は、森地区等の下水道工事に伴い、支障が出た場合に対応するための

上水道管移設費用ほかを見込んでいるところでございます。 

続きまして、１７ページをお願いいたします。維持管理費でございます。節１３委託料で包括的民
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間委託外部監査業務委託は、包括的民間委託の放流水の水質等要求水準の達成条項、修繕履歴による

施設設備の劣化状況の確認、業務評価チェックリスト監視項目ごとの達成状況の確認及び改善の必要

事項の指摘などを行うための費用を計上しているところでございます。浄化センター等包括的民間委

託とマンホールポンプ管理包括的民間委託は、処理場、ポンプ場、マンホールポンプ場の全ての維持

管理に関する費用をまとめて発注する委託が包括的民間委託で、平成２６年度から新たに３年間で実

施しております。浄化センター及び室ポンプ場の埋設管理費用委託で、契約は技術提案型一般競争入

札で、現在の委託業者は日本管財環境サービス日野環境共同企業体と４億５千７００万円で平成２６

年２月２８日に締結をしているところでございます。続きまして、目４下水道事業基金費でございま

すけれども、基金利子等の積立金でございます。１８ページをお願いいたします。款２、項１、目１

は、定時償還分でございます。目２利子は、長期債利子及び一時借入金の利子を計上しているところ

でございます。最後に、款３、項１、目１予備費は、不測の経費に対応するための費用を計上してい

るところでございます。 

以上でございます。 

次に、歳入についてご説明します。 

予算書の９ページをお願いします。概要は、５７、５８でございます。款１、項１、目１負担金は、

平成２６年度に下水道整備しました区域の受益者負担金で、年４回の５カ年の２０回払いとなり、前

納することもできる、その費用は建設費用に充当しているところでございます。款２、項１、目１使

用料は、公共下水道施設利用者から排出される生活雑排水や工場排水に対する一般住宅、学校、企業

等の公共下水道使用料で、直接徴収４２件、企業団徴収８千７５０件を見込んでいるところでござい

ます。 

続きまして、１０ページをお願いいたします。款３、項１、目１公共下水道費国庫補助金は下水道

事業に対する交付金で、補助率は管渠整備及び管渠の長寿命化は事業費の５０％に、浄化センターの

建設事業は５５％を計上しています。続きまして、款４、項１、目１一般会計繰入金は、下水道事業

の事業及び公債費償還等のために借り入れるものでございます。款５、項１、目１繰越金として８０

０万円を計上しております。 

続きまして、１１ページをお願いします。款６、項１、目１延滞金、項２、目１預金利子、項３雑

入は、記載のとおりでございます。 

１２ページをお願いいたします。款７、項１、目１公共下水道事業債の節１公共下水道事業債は、

補助対象の管渠工事は事業費の４５％、処理場関係につきましては事業費の４０.５％、その他単独

事業の場合は事業費の９５％を計上しております。節２公共下水道事業債特別措置分で、一般会計繰

出金の改正により、平成１７年までに発行した下水道事業債の元利償還金に係る従来の公債費負担分

による額と新たな公費負担割合による額との差額に対する起債をするものでございます。目２資本費

平準化債は、元金償還に充てるものでございます。続きまして、款８、項１、目１利子及び配当金に

つきましては、下水道事業基金の利子を見込んでおります。 

以上でございます。 
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続きまして、議案第３９号について説明申し上げます。議案第３９号、平成２７年度大津町農業集

落排水特別会計予算についてご説明申し上げます。特別会計予算の１ページをお開きください。第１

条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４千９３万７千円と定めております。第２条で、一

時借入金の最高額を６千万円と定めておるところでございます。 

続きまして、歳出のほうから説明いたします。 

予算書の１０ページをお願いいたします。款１、項１、目１総務管理費の主なものは、節１９負担

金補助及び交付金の水洗化助成金と節２７公課費は、平成２６年度分の消費税を計上しているところ

でございます。続きまして、その下、目２農業集落排水事業費の主なものは、節１１の需用費の修繕

料、管路施設のマンホール周りの陥没等の修繕費を計上しているところでございます。節１４使用料

及び賃借料の機械借上料ほかは、陥没等により応急対応時の重機等の借り上げを計上しておるところ

でございます。 

続きまして、１１ページをお願いいたします。節１５工事請負費は、農業集落排水事業地区の道路

陥没等の保守工事費等を見込んでおります。続きまして、目３維持管理費で主なものは、節１１の需

用費の光熱水費は、矢護川、錦野及び杉水の各浄化センターと管路上に設置しておりますマンホール

ポンプ等の施設を運転するための電気水道代を計上しております。修繕料は、矢護川浄化センターの

送風機及び流入ポンプ等とマンホールポンプ等のオーバーホール及び錦野浄化センターブロアオーバ

ーホールの修理費を予定しております。節１２の役務費の中で通信運搬費につきましては、浄化セン

ター３カ所及びマンホールポンプ場の運転状況を電話回線で知らせるための電気代で、手数料につき

ましては各センターの汚泥の引き抜き手数料より計上しております。 

１２ページをお願いします。節１３委託料につきましては、３カ所の浄化センター及びマンホール

ポンプ等の維持管理業務の費用です。続きまして、目４農業集落排水事業基金費は、消費税還付金及

び基金利子を積み立てる積立金として見込んでいるところでございます。続きまして元金、款２、項

１、目１元金は、地方債の定時償還でございます。目２利子は、長期利子及び一時借入金利子を計上

しております。款３、項１、目１予備費として、不測の経費に対応するための経費を計上していると

ころでございます。 

続きまして、歳入をご説明します。予算書の７ページをお願いいたします。款１、項１、目１農業

集落排水事業分担金は、農業集落排水事業区域の土地・家屋所有者からの分担金であり、現年度分１

件、過年度分５件を計上しております。款２、項１、目１使用料は、農業集落排水施設を使用してい

ます矢護川、錦野及び杉水、平川地区の７４８件分の農業集落配水施設の使用料を見込んでいるとこ

ろでございます。 

８ページをお願いいたします。款３、項１、目１一般会計繰入金は、農業集落排水事業に伴う事業

入管理費及び公債費のために繰り入れるものでございます。続きまして、款４、項１、目１繰越金、

前年度繰越金として５００万円を見込んでおります。 

９ページをお願いいたします。款５、項２、目１預金利子、款５、項３、目１雑入の消費税還付金、

款６、項１、目１利子及び配当金は、起債のとおりでございます。 
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以上、農業集落排水事業でございます。 

続きまして、議案第４１号をお願いします。平成２７年度大津町工業用水道事業会計予算について

ご説明します。 

予算書の１ページをお願いします。第２条で、業務予定量、第３条で収益的収入及び支出の予定額

を第４条で資本的収入及び支出、第５条は議会議決で利用できる経費、第６条で利益剰余金の処分を

定めております。 

予算に関する説明書、説明１、支出から説明します。概要は、６３ページでございます。款１、項

１、目１原水費は、ポンプ運転に伴う電気代、設備の保守点検業務委託、修繕費及び緊急時の水道企

業団からの受水代が主なものでございます。目２配水及び給水費はメーター購入費、取り替え作業賃

金を計上しております。目３総経費、職員及び嘱託職員の人件費と電算システムによる使用料を計上

しているところでございます。 

説明の２ページをお願いします。目４減価償却費、目５資産減耗費は、記載のとおりでございます。

項２営業外費用の目１支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債償還利息、目２消費税及び地方消費税

は、平成２６年度消費税を計上しております。項４予備費は、２００万円を計上しております。 

続きまして、資本的支出につきまして説明いたします。款１、項１、目１工業用水道建設改良費は、

第１ポンプの取り替えに伴う設計及び工事費と、目２企業債償還金は企業債５本の償還金でございま

す。資本的収入はございませんので、減債積立金、建設改良積立金、損益勘定留保資金を補てんする

ものでございます。 

歳入についてご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお願いいたします。概要は６３、６４ページです。款１、項１、目１給水収益

は、給水企業９社分の使用料収入になります。款１、項２、目１受入利息及び配当金は、定期預金利

息を、目２長期前受金戻入は、受入済の補助金を収益するもので、実際の収入はありません。 

以上、工業用水道会計でございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 議案第４０号で、平成２７年度大津町後期高齢者医療特別会計予算の

説明の中で、後期高齢者の保険料の限度額を５５万円と申し上げましたけれども５７万円でございま

すので、修正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○議 長（大塚龍一郎君） 提案理由の説明は終わりました。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。 

午後４時１３分 散会 
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議 事 日 程（第２号） 平成２７年３月９日（月） 午前１０時 開会 

                                 開議 

 

日程第 １ 議案質疑 

議案第 １号                   質  疑 

議案第 ２号                   質  疑 

議案第 ３号                   質  疑 

議案第 ４号                   質  疑 

議案第 ５号                   質  疑 

議案第 ６号から議案第８号まで          一括質疑 

           討論、表決 

議案第 ９号                   質  疑 

議案第１０号及び議案第１１号           一括質疑 

議案第１２号                   質  疑 

議案第１３号                   質  疑 

議案第１４号                   質  疑 

議案第１５号                   質  疑 

議案第１６号                   質  疑 

議案第１７号                   質  疑 

議案第１８号                   質  疑 

議案第１９号                   質  疑 

議案第２０号                   質  疑 

議案第２１号                   質  疑 

議案第２２号                   質  疑 

議案第２３号及び議案第２４号           一括質疑 

議案第２５号                   質  疑 

議案第２６号                   質  疑 

議案第２７号                   質  疑 

議案第２８号及び議案第２９号           一括質疑 

議案第３０号から議案第３３号まで         一括質疑 

議案第３４号                   質  疑 

議案第３５号                   質  疑 

議案第３６号                   質  疑 

議案第３７号                   質  疑 

議案第３８号                   質  疑 
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議案第３９号                   質  疑 

議案第４０号                   質  疑 

議案第４１号                   質  疑 

日程第２  委員会付託 

議案第９号から議案第４１号 

請願第１号 

請願第２号 

 

               午前９時５８分 開議 

○議 長（大塚龍一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

   日程第１ 議員質疑 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 議案質疑を行います。 

お諮りします。議案第１号、平成２６年度大津町一般会計補正予算（第８号）についてから、議案

第８号、平成２６年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第４号）についてまでの８件は、会議規

則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第８号までの８件は、委員会付託を省略することに決定いたしま

した。 

これから質疑を行います。 

まず、議案第１号を議題といたします。質疑ありませんか。 

坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 一般会計補正予算、特別会計補正予算の概要の２３ページ、商業観光課、商

業振興費のところで、５００万円の補助金についてですね、海外販路拡大事業補助金というのがあり

ます。これで、台湾の行政機関や経済団体等と交流を通じて、大津町の特産品のＰＲや販売を行い、

海外販路拡大の足がかりとするというふうになっておりますけれども、これは国の補助事業でござい

ますから使ったほうがいいと、得だということはもう十分わかるわけです。 

そこでですね、この補助金、特に海外販路拡大事業という意味での補助金ですね、これはどういう

経緯で大津町が使うようになったのか。こちらのほうから申請したのか。あるいは、県の指導等があ

って、こういうふうな、その目的地は台湾となっているわけですから、そういうふうになったのか。

お聞きしたいと思います。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 坂本議員の質疑にお答えします。 

海外販路につきましては、国からの事業メニューの中に国内海外販路開拓支援という項目がありま

して、その中でこの交付金が使えるということで、町としても今回熊本県が台湾と熊本間の定期チャ

ーター便が就航していまして、熊本県としても台湾との交流を推進しておりまして、定期便に向けて

働きかけもなっているというところで、大津町としても台湾との経済団体の交流を行うことで、今後

の町の活性化につなげるというところで、今回予算措置をお願いしているところでございます。 

○１１番（坂本典光君） 町で考えたことですね。 

○経済部長（大塚義郎君） はい。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 経済部長がおっしゃったことは、私もちょっとインターネットで調べてみた

んですけれども、これはたしか中小企業対策か何かでのその一環だったと思うんですけれども、確か

にそういうことが載っておりました。 

そこでですね、町で考えたということなんですけれども、その対象となる団体はどういうところを

考えていらっしゃいますか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） まだ実行委員会の組織をして、一応翌年度に繰り越すという形を取ってい

ますので、詳細についてはまだ決めておりませんけれども、こちらに、今現段階の案としては、商工

会とか、ＪＡとか、畜協、観光協会、企業連などの町内各団体、またよければ若手のやる気の経営者

という形を一応考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 大体そういうことだろうとは思っていたんですけれども、しかしとりあえず

そういう補助金が出るからということで、とりあえずということでされたんじゃないかと思うんだけ

れども、これから詳しいことはということだと思うんだけれども、この金額的に若干大きいからです

ね、こういうことについては、やはりその議会もそれなりに事前に説明をされていたほうがいいと思

いますけど、その辺いかがでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 国の経済対策ということで、緊急というか、かなり時間がなく決まったこ

とでございますので、今後そういうところは検討してお願いしてまいりたいというふうに思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） おはようございます。 

地域創生地域消費喚起事業補助金で行われますプレミアム付き商品券についてお尋ねをさせていた

だきます。 

１点目は、このプレミアム商品券、いつから販売をされて、いつまで使えるものなのか。それと２
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点目は、この商品券の販売をされる枚数と、その商品券のセット内容というか、そういうものがどの

ようなものになっているのか。３点目は、どこで、何に使えるのか。４点目は、子育て世帯の助成が

２千円ということでありましたけれども、商品券のその１セットといいますか、その１つに対して２

千円の助成があるのかどうか。最後に、低所得者世帯に対する助成は考えられているのかどうかをお

尋ねさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） おはようございます。豊瀨議員さんの質疑の中での

プレミアム商品券ですかね、これを枚数的にはどれだけするのか。そのセット内容、どこで、何に使

うことができるのか。子育て、あるいは低所得者に対する補助といいますか、支援はあるのかと、そ

ういったような内容だったかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○２番（豊瀨和久君） はい。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） まず、枚数関係ですけれども、大津町にプレミアム

商品券として交付金が交付されるのが３千８００万円ほどございます。このうち、事務費あたりがご

ざいますので、それをさっ引いたところでの枚数を考えなくちゃいけませんので、それと、そのプレ

ミアム率をどれぐらいにするのかということですけれども、プレミアム率につきましては、近隣の市

町村、あるいは県内の状況を見てみますと、大体２０％程度が多いような状況でございますので、２

０％で考えていきたいというふうに考えております。例えば、１万円で購入できるものを千円の１２

枚綴りということで、１万２千円の商品券を１万円で購入できると、そういうような形になろうかと

思います。そうしますと、１万５千世帯を対象とした場合に考えますと、１万５千円の２千円となれ

ば約３千万円ぐらいはできるのかなと思いますので、１万５千枚以上は確保できると。３千８００万

円ございますので、１万５千枚以上は確保できるのではないかなと。事務的なものももう少し精査し

ないと何とも言えないんですけれども、１万５千枚から１万８千枚ぐらいの枚数の販売はできるので

はないかなというふうに考えているところです。 

セット内容につきましては、今言いましたように、千円券を１２枚綴りで１万円で購入できるのか、

あるいは５００円あたりを１２枚綴りで６千円、これを５千円で購入できるのか、そういったところ

で、なるべく買いやすいようにするとことも一つの手ではないのかなというように考えておりますの

で、セット内容については今後少し内容を見つめさせていただければというふうに思っているところ

です。 

それから、どこで、何に使えるのかということですけれども、基本的には大津町内の商店で使える

ようにということで考えております。何に使えるかということにつきましては、国の方針としまして

は、大きなものを買うものについては、これは対象にはしないというふうな形にもしておりますし、

またその風営法に規制するものですね、それについては対象にしないというような指示も出てきてお

りますので、基本的には通常皆さん方が購入されるようなものを中心として買っていただくと、利用

していただくというようなことになろうかというふうに考えております。 

それから、子育て世帯、あるいは低所得者世帯につきましては、低所得者ということについては今
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回は特に考えてはございませんけれども、子育て世帯につきましては、熊本県の補助を利用しまして、

子育ての子どもたちがいる１世帯当たり２千円、これを上積み補助しまして、例えば１万２千円の１

２枚綴りの商品券を購入する場合は８千円で購入できるというようなことで支援をしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○２番（豊瀨和久君） いつからいつまで。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） これにつきましては、なるべく早くその経済効果と

いいますか、これを示しなさいということになっておりますので、できますれば７月ぐらいから販売

を始めまして、有効期間をなるべく２、３カ月で切りなさいというような話を聞いておりますので、

７月から８月ぐらいに販売をしまして、９月から１０月ぐらいまでを目途に販売をしていきたいなと

いうふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） すみません、もう一つ、この商品券というのは消費喚起をしていただいて、日

ごろ使わないようなものとか、例えば旅行とか、いろんなものに使っていただくのが一番効果的だと

思いますけれども、この商品券が７月から販売をされるということですけれども、まだなかなかご存

じない方も多いと思いますので、このＰＲですね、これはどのようにされてこの商品券を皆さん使っ

ていただけるようにされるようなことを考えられとるのかどうか、お願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 豊瀨議員さんの言われるように、通常買うものをそ

のまま買ってしまえばですね、経済効果がないということで、その辺のところで普段買えないものを

なるべく買っていただきたいというのが国のほうの考え方であるみたいでございます。そういう中で、

国のほうとしましては、このプレミアム商品券によって普段買えないものをどれだけ買ったのか、経

済波及効果はどれぐらいあったのかということで効果検証を行ってくださいということで指示が出て

いるところでございます。そういったことで、なるべくその効果が波及していくようにですね、広報

とかそういったことを使いながら、普段買えないものを買っていただきながら、そして経済が少しで

も活性化するように取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに、質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ただいま質疑がありました、このプレミアム商品券についてお尋ねをいたし

ます。 

１万円の券を購入すれば１万２千円分買い物ができるということらしいですが、これが地域消費を

増やすということが目的のようでありますが、果たしてそれが効果が期待できるのかと。国が取って

付けたような統一地方選挙を前に、まさに泥縄式の政策でこういうことを導入したようでありますが、

地域消費の喚起に本当に効果があるのか、その点についてお尋ねをします。 

それから、私がもし買ったとしたら、多分大手の電機屋か、あるいはジャスコか、そういった商品

の品添えがたくさんあるところに行って買い物をすると思いますが、どこでその商品券が使われたか
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と、この検証が果たしてできるのかなというのが疑問であります。それから、このプレミアム商品券

は、悪用しようとすればできないことはないと。登録をした商店側が大量にこれを買って、それをあ

とで換金をすれば、自動的に２割のプレミアムがそこに入っていってしまうと、こういう心配も指摘

がされておりますが、この点についてお尋ねをしたいと思います。 

それから、生活支援型子育て世帯、子育て世帯１世帯当たりに２千円ずつ割引をさらにするという

ことでありますが、県を通じての補助金ということですけど、これもまた非常に疑問であります。子

育て世帯を支援するということであれば、保育料を下げるとか、幼稚園の保育料を下げるとか、本来

はこちらのほうに回せば全員に行き渡るわけですね。しかも、１世帯当たりでしょう。１世帯に２千

円ずつばらまくということなんかな。子どもが３人おるところは６千円じゃなくて、これまた非常に

不合理な、不公平なことではないかと思うんですが、この疑問にお答え願いたいと思います。 

それから、これは確認でありますが、結果的にこの財源は我々が払った税金から財源として来るわ

けですけど、商品券を買う人も、買わない人も、つまりみんな、消費者がみんなで負担しているのが

このプレミアム商品券の原資ではないかということを確認したいと思います。 

それから、海外販路拡大事業は、もう先ほど質疑がありましたので割愛をしますけれども、６次産

業化ネットワーク活動ということで、熊本玄米研究所に４億円の、総事業に対して１億円の補助があ

るということでありますが、県の補助となっておりますが、本を正せば国からの単なる通過ではない

のかということを確認したいと思います。 

以上、お尋ねをいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 荒木議員さんのプレミアム商品券に対するご質問に

お答えいたします。地域消費に本当に効果があるのかというようなまずはご質問でございますけれど

も、これにつきましてはですね、先ほど豊瀨議員さんのほうにもお答えしましたように、なるべく普

段買えないようなものを買っていただくというようなことをやはり広報等を通じながらですね、ＰＲ

をしていきたいというふうに考えております。その後、効果が本当にあったのかどうか、そのあたり

を検証するように国が求めておりますので、そういった効果が本当にあったかどうか辺りの検証はし

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

それから、２番目としまして、ジャスコとか大型店のほうに行くのではないかと。そして、本当に

地元の商店街にどれだけ使用されたのかというようなことがよくわからないんじゃないかと。本当検

証するのかということですけれども、商品券は最終的にはお金と交換するような形になっていきます

ので、そこでどこがどれだけ交換したのかということで、そういったような形で検証することは可能

かというふうに思っております。 

それから、悪用をするのではないかというようなことでございますけれども、これにつきましても

いろいろと悪用対策ということで、私たちのほうも取り組まなければいけないなというふうに考えて

おります。まず一つは、考えられますのは、他の自治体で考えていることなんですけれども、各世帯

のほうに商品券引換券あたりをこちらのほうから配布しまして、１世帯当たり、例えば２枚、あるい
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は３枚綴りだけを購入できますということにすれば、１世帯当たりでの購入上限がもう決まってしま

いますし、それを持っていかなければ購入できないというような形で考えていけばですね、どこかが

大量に購入して、そしてそれを悪用してやってしまうというようなことについては防止できるのでは

ないかなということで考えているところでございます。 

以上、私のほうの回答とさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑の中で、子育て支援のための助成関係、県の事業なんです

けれども、これも県のほうからですね、急々に来た事業でございまして、市町村等がプレミアム付き

商品券を発行する場合、子育て世帯に対しては減額して販売することにより、子育て世帯を経済的に

支援し、少子化対策を図るというような目的で、市町村が、自治体は市町村と、商品券の発行主体は

市町村で、商工会等の別は問わないということでですね、内容としては先ほど次長が説明したように、

商工会等が発行するプレミアム商品券を就学前の子どもがいる世帯には減額して販売する場合、減額

分及び事務経費について県が補助を行うという制度でございます。減額する分として県が補助する額

は全市町村一律１世帯２千円とする。ただし、１世帯１セット限りとするということでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 荒木議員のご質疑の農業振興費の６次産業化ネットワーク活動交付金でご

ざいますが、本交付金は対象者の要件としまして、６次産業化の総合化事業計画を国から認定を受け

たもの、農林漁業者３戸以上が構成員または出資者となっている団体、または法人。または、本事業

で取り組む農林水産関連事業に常時従事する者を３人以上雇用する者というふうになっております。

補助金の流れとしましては、国・県・町、事業者ということで、国の補助金をそのまま県で受けまし

て、町で受け入れて事業者に交付するということで、一応トンネルという形になります。補助率とし

ましては３０％となっておりますが、上限が１億円というふうになっているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 再度お尋ねをします。 

先ほど、総額で３千９００万円の事業費に対して、実際商品券は３千５００万円。ということは、

四、五百万円は事務費はかかると。わかりました。それで、子育て世帯に１世帯割引きをするという

ことでありますが、これは希望者だけなのか。全員にやるから買えというわけにはいかないんでしょ

うから、これまた希望する人だけしか購入することはできないということでいいのか、確認をしたい

と思います。 

それから、答えにくいかもしれませんけど、こういうばらまきを繰り返せば繰り返すほど、まさに

麻薬みたいなもので、商品券をばらまいて一時的に消費が増えるかもしれませんが、１２月までどう

しても消費しなくちゃいけないわけですね。その後、反動が来るということが当然予想されると思い

ますが、そういう心配はなされていないのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 子育て世帯の関係ですけれども、まずこれから実行委員会が立ち上げられ
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て、その使用についてはいろいろ話し合いがなされると思いますけれども、元のプレミアム付き商品

券自体がこちらのほうでされますので、それを買うときに２千円分の減額ですので、当然その希望者

になるのではないかというふうに考えております。ただし、子育て世帯関係についてはうちのほうで

把握ができますので、何らかの形で広報、こういったものが出ますよという形の周知についてはです

ね、積極的にしなければいけないというふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 反動に対するご心配ということでございますけれど

も、確かにこれまでいろんなこういったような政策をしますとですね、後で買い控えがあったりとか

ですね、あらかじめ買ってしまったから、後で買い控えしてしまうというようなことも発生している

のも確かとは思います。そういうことでですね、全くそういったものを心配していないというと、そ

ういったところも若干心配しているところではございます。したがいまして、先ほどから言っており

ますように、なるべく普段買えないようなものをこれで買っていただくような形でなるべくお願いし

たいなということでは考えておりますけれども、ただ買う方は、やっぱり住民の方の自由でございま

すので、その使い方についてまでは私たちのほうもその指示することももちろんできませんし、お願

いをしていく、広報、周知をしていく、そういった形での取り組みをさせていくしかないのかなとい

うふうに思っております。少なくとも、ただこういったものをすればですね、普段買えないものをや

はり買われる方が出てくるのではないかなというふうに期待しておりますので、そういったことで進

めさせていただきたいと思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 教育部長にもう一度お尋ねをしますが、県から予算が来たから使わにゃ損と

いうことかもしれませんが、どうしてもこれを配るというのであれば、子育て世帯全員に２千円ない

し４千円の商品券を配ってしまえば、全員に配ればもう全く公平なんですよね。わざわざ希望者を募

って１万２千円のやつを８千円で販売すると、事務的な煩雑さも相当出てくるかと思います。希望者

と希望しない。そうだったら、もう少なくとも２千円の商品券を全世帯に配ったほうが、事務的な煩

雑さもない、全員に公平に行くということではなかろうかと思うんですけれど、いかがでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の再度の質疑にお答えしたいと思います。 

確かに荒木議員がおっしゃるような方法もあるかと思いますけれども、今回はあくまでも市町村等

がプレミアム付き商品券を発行する場合ということで県の方から来ておりますので、原本がそちらで

ございますので、その際２千円の減額ができるということでございますので、そのようなことについ

ては今のところ想定しておりません。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 私から２点質疑いたします。 

１点目が予算書の１９ページ、資料ページだと１３ページになるんですけれど、こちら確認になり



 87

ますが、臨時福祉給付事業補助金や子育て世帯の補助金に関して、執行残というか、残りが、多いも

のは３分の１ほどありますが、この理由として見込み違いなのか、申請漏れなのか、あるいはその他

の何か変動の要素があったのかというところを教えていただきたいと思います。 

２つ目が、予算書の４１ページ、説明資料１０ページの夢実践支援事業補助金のほうになりますが、

今回の流れとしてはまちおこし大学実践研究科の募集のときにあった事業コンペを行い、内容の優秀

なものに対し、町が事業実現の支援をすることもありますとあった部分を、募集後に出てきたこの地

方創生の先駆型の交付金で付けた形だと思うんですけれども、簡単な説明はありましたが、そこのス

ケジュールを含め選考方法のところを今決まっている範囲でいいので教えていただきたいというのが

一つ。 

二つ目が、公金を使うからには交付して終わりではなくて、町としても支給後も一定期間相談だと

か、国や県、その他関連事業とつなぎ等の面でしっかりサポートして成果に結びつけることが必要だ

と思っているのですが、そこの考えをお伺いしたい。 

三つ目のところが、こちらはちょっとお願いにもなるんですけれども、このパッケージ以外にも国

等がやっている地域循環創造事業交付金だとか、創業支援事業計画等のいろんなパッケージが、そう

いったものともぜひ組み合わせるような考え方を持っていただければなというところです。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 臨時福祉交付金の現状といいますか、流れについて説明をさせていた

だきたいと思います。 

当初は、予算を編成しましたときはまだ概数的なもので９千人という形で臨時福祉給付金、子育て

世帯への給付金のほうは予算を計上いたしておりました。実際に該当しそうな方、申請書を送付した

方ですけれども、臨時福祉給付金のほうで６千１００名程度でございました。その後、返ってきたの

が、実際に申請された方ですけれども５千５００人弱ですので、大体９割ぐらいが申請をされました。

子育て世帯臨時特例給付金のほうも５千４００人ほどに申請書を送付いたしまして５千人弱ですので、

こちらのほうは９５％ぐらいの申請率でございました。そういうわけで、当初は９千人という非常に

ちょっと大きな数字で見込んどった関係で歳入歳出の減額はさせていただいたというところでござい

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 金田議員の夢実践支援事業の関係のご質疑でござい

ますけれども、これにつきましてはまちおこし大学で取り組んでおりました実践研究科といいますか、

そちらのほうを今回地方創生の交付金というものができましたもので、考えてみますと仕事づくりと

いうことで、私たちが先行してやっていることがもう国のほうで認められたのかなというような気も

しているところでございます。 

そういう中で、これにつきましては去年の１２月にスタートしております。これまで、大体８回ぐ

らいの基礎講座といいますか、こちらのほうをやってきておりまして、４月からまた含めて応用講座、
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あるいは実践講座あたりをあと残り８回ほど開催をしていきたいというふうに考えております。基本

的には、９月ぐらいを目途に事業コンペをやっていきたいなということで、この事業コンペを行いな

がら、予算の説明の中でも説明しましたように、審査委員会あたりで審査をしていただきながら、優

秀なものについてはやはり町のほうのこの交付金を使ったところでの補助を行っていきたいというこ

とで今考えているところでございます。それで、１回交付金をやってやれば、あとは町は何もしない

のかというようなことで心配でございますけれども、これにつきましては、やはり今後とも町がいろ

んなお金だけじゃなくてですね、ＰＲとか、ほかの私たちができることのＰＲ、支援、このあたりも

やっぱりやっていかなければいけないのかなと。この実践研究科につきましても１年間で終わること

なくですね、今後とも続けて勉強していきたいという方がおられるならばですね、併せてそういった

ところで支援をしていくことができればいいのかなということで考えているところでございます。 

それから、総合パッケージ的なものにつきましては、いろいろと今後検討させていただければとい

うふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 再度、質疑で、確認的なものになるのですが、先ほど当初９千人ぐらいを見込

んでいたというところの下ブレがあったという話で、そこにぶれたことに何か影響とか、損害、損失

みたいなことはあったのかというところを念のため伺いたいというのが一つと、９割と９割５分ぐら

いの申請で、どんな案内してもやらない方はやりないで難しいとは思うんですけれども、来年度の中

にも入っていることなので、そこの対策とか、奨励というか、何か考えていることがあれば教えてい

ただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 給付金につきましては、当初９千人ということで、時間的な余裕もな

かったということもあったんですけれども、本当に概数で予算計上をさせていただいたというのがも

う第一点でございます。ですので、もう少し詳細に積み上げればですね、７千名とか、そこら辺の数

字になったかと思うんですけれども、当時は急遽計上するということで９千名という概数が上げさせ

ていただいたところでございます。 

それから、申請された方々が９割と９割５分ぐらいということで、１１月の時点で申請をされてな

い方については全員通知をして申請をしていただきたいということで通知は差し上げているところで

ございます。ただ、やはり課税状況とか、扶養に入っているとか、そういう制限があったもんですか

ら、町外の方に扶養されている方々等についてはもう該当しませんので、そういう方々がもう最初か

ら申請はされなかったのかなと、そういう点は考えているところでございます。次年度以降につきま

しては、やはりもう一度そういうふうに途中で通知をするとか、広報に載せるとか、そういうのは考

えていきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 私のほうは、すぎなみ園の解体工事の件と、先ほどの夢実践支援事業の２点に
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ついてお尋ねしたいと思います。 

すぎなみ園の解体工事、元々は社会資本整備交付金事業の中でということで、それを今回一般財源

のほうに組み替えをされておられるということだと思いますけれども、言ってしまえば持ち出しにな

ってしまったわけですよね。そうすると、そこまでその、多分社会資本整備交付金事業の枠組みの中

に該当しないものだったということだろうと思うんですけれども、一般財源でわざわざ補正でやらな

ければいけないほど急がれることなのか。この後、土地の売却とか何とか考えておられるのかもしれ

ませんけれども、言ってしまえば売却後に購入者が解体するという手法とかですね、ほかにも幾つか

考えられることはあるんですが、なぜあえてこの補正の中で一般財源でやらなければならないのかと

いう理由がまず一つです。 

それから、夢実践事業につきましては、先ほどまちおこし大学の実践研究科の中でのコンペという

ことでお話がありましたけれども、事業の性質からしまして、これはもっと広く住民全体への機会を

与えるべきではないかなと。このやり方自体は、とてもいいことだとは思うんですけれども、やるん

であればほかの住民提案、ほかの住民も参加できるコンペという形にするほうが望ましいのではない

かと考えるのですが、そうしなった理由ですね。まちおこし大学に限定した理由について、お答えを

いただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

まず、社会資本の整備総合交付金事業で、老人ホームの跡地ということでの解体で、今回財源の組

み替えをお願いしているところでございますけれども、これにつきまして当初社会資本整備総合交付

金事業ということで計画を設けまして、予算措置をしておいたところでございますけれども、当初予

算からその後、旧老人ホームを解体してという形でのポケットパークの整備とか、そういったことで

予定をしておりましたけれども、その後、室地区のほうから旧老人ホームの用地を室地区の集会所用

地として利用したいという申し出があっておりまして、町のほうでもこういろいろ検討を行いました

上でですね、やはりそういった要望があれば地域のほうで活用していただきたいというようなことが

ございましたので、南側の土地の一部を一応その用地として売却をしたいということで一応考えてお

るところでございますけれども、ほかの用地につきましては、今後利活用を検討していきたいという

ようなところでございますので、そういったことで考えたところでございますが、しかしその場の現

在の社会資本整備総合交付金事業ということで、国庫補助金を充当すれば補助金の適化法と申します

か、その辺のところで一定期間財産の処分ができないという形になるもんですから、今回は財源の組

み替えをそのようなことで今回はお願いをしているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 佐藤議員の夢実践支援事業審査についてのご質疑か

と思います。今回、まちおこしの中でのコンペだけで行うということですので、できればもっと広く

住民全体に呼び掛けるべきではないかというようなご質疑ではないかというふうに思っております。

今回の夢実践につきましては、仕事おこしというような形で取り組ませていただいております。その
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中でですね、昨年のこれを立ち上げる前にですね、広く広報で呼び掛けております。こういったよう

な事業を行いますので、あなたも参加しませんかということで、広報を行った上で呼び掛けてやって

おります。そして、なかなか集まらないのではないだろうかということで考えておりましたので、こ

ちらからですね、一本釣りといいますか、なるべく一生懸命頑張っていらっしゃるような方にお声を

お掛けしながら、今、進めていると、行っているというような状況でございます。 

そういったことで、十数名の方が今、まちおこし大学の中で勉強しているわけですけれども、この

中から１件でも２件でも事業といいますか、起業ができるような形につながっていけばいいのかなと。

それから６次産業化ということで、町の特産品を使った商品開発、それを自分のところで販売するぞ

というような形で広がっていけばいいのかなということで今考えているところでございます。 

これも、先ほど金田議員のほうの質疑に答えたようにですね、今後ともこれで、１回限りで終わり

ということではもちろんございませんので、今後とも続けていきたいというふうに思っております。

今後、作成予定であります地方創生の総合戦略の中にもきちんと明示しましてですね、交付金の対象

になるような形で取り組ませていただければというふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） すぎなみ園の解体に関しては、後の利用の計画というものがあるんだというこ

とで了解いたしました。 

夢実践支援事業のほうなんですけれども、今のお答えですと、むしろ逆にという感じがするところ

です。この実践研究科のほうを１０月に募集しました。たしか定員を３０人で募集したかと思うんで

すけれども、なかなか集まらずに一本釣りまで含めたところで十数名でやっておられるということで

すね。つまり、余り声を掛け切れてない、多分一生懸命頑張られたんでしょうけれども、それでも十

分に声が掛けられてない状態。つまり、非常に狭い範囲の中で今は実践研究科が開校されているとい

う状態になっていると思います。さらに、そこで声を掛けられなかった人たちというのもたくさんい

るわけでして、町内ずっと、眺めてというか、全部見きれるわけではありませんけれども、ほかにも

やはりですね、何らかのその夢というか、計画、心の中に計画を持っておられる方はたくさんいらっ

しゃると思います。まちおこし大学という枠組みの中にその時入ることを選択されなかっただけであ

って、それを実現したくない、実現したいという夢はあるはずなんですね。そうすると、やっぱりあ

えてその狭い範囲にする理由は思い当たらないと。この事業と枠組みは違いますけれども、１％事業

とかですね、という形でやっているところもたくさんありますけれども、やはり機会は均等に、全て

の住民に対して募集を行うというやり方でやっているわけですね。これもそれにやはり習ったほうが

いいんではないかと考えます。もう一度、ちょっとくどいようですけれども、お答えをお願いしたい

と思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 佐藤議員の再度の質疑にお答えいたします。 

広く１％補助金とか、いろいろ全国では展開されている補助金ございますけれども、そういったも

のを想定したところで、地域住民全体に渡るようなもので取り組んではどうかというようなご質問か
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とは思いますけれども、先ほども申し上げましたように、声掛けをしましたけれども、その住民のほ

かの方を無視しているというわけではもちろんございません。参加されたい方はどうぞということで、

広く門戸を開けているところでございます。ただその手を挙げてこられるがいないというのが今の現

状でございまして、もしそういった方がおられたらばですね、紹介していただければですね、うちの

ほうでも、まちおこし大学の中で取り組んでいただければというふうに思っております。 

それと、何でまちおこし大学の中でそういったような夢実践といいますか、実践研究を立ち上げて、

企業なり独自産業化をやるかということなんですけれども、これは仕事を通じてまちおこし、まちづ

くりに貢献していただきたいというようなその意味合いからですね、まちおこし大学で取り組ませて

いただいております。単に経済の活性化といいますか、経済のみの観点から、切り口からいきますと、

まちおこし大学というような取り組みにはちょっと該当しないのかなというような気はしております。

あくまでもそういった自分の仕事を通じて、まちおこし、まちづくり、これに貢献できるようなこと

を取り組んでいただきたいということで取り組ませていただいているところではございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） その今の事業に対する想いの部分というのもちょっとお聞きできましたので、

少し納得したところはあるんですけれども、今後その進め方を検討される中で、例えばまちおこし大

学実践研究科からの提案には下駄を履かせるとかですね、あるいはこの配分自体をまちおこし大学優

先枠をつくってみるとかですね、そういったその細かな工夫によって、もっと広く提案ができるよう

な形になればというところで終わりたいと思います。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第１号、大津町一般会計補正予算について質疑をいたします。ページが

３７、３８ページになります。ただいまいろいろ質疑が出ましたが、何か答弁が下手だなという思い

がありまして、全体的に本来補正予算というものは最後の調整という形でですね、額の確定とか、い

ろんな残額とか、そういったものの処理に使われるものでありますが、補正予算でこれからの計画的

なものを出すというものは非常に愚かでありまして、しかしながら国の方針、県の残額処理、そうい

ったものをいろんなものが詰まっておりまして、今回はこの補正予算書の概要をですね、この一番最

後のページに国の施策として緊急的に行われた、まち・ひと・しごと創生総合戦略という形に振り回

されているのかなと、今回の補正予算はですね、そういうふうに思い質疑するものでありますが、こ

の３７ページ、３８ページあたりを見てみますれば、この総合戦略策定委員会とかですね、そのビジ

ョンをまず調査業務委託するというふうに出ております。確かに緊急にこの概要の一番最後とか見て

みますれば、国は経済対策、経済こそ日本の活力であるということで、安倍総理がそのアベノミクス

の一環としてですね、そういった地方創生も含めた、そういったその配分というものを決められたの

かなという思いがしておりますけれども、ただこの総合戦略のこの町としてその地域の特性をきちん

と把握しながら戦略を立てなさいということをこれは述べられているのではないかなと思いつつも、
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結局６８５万円ここに上がっておりますけれども、調査業務委託という形で業務委託するわけですね。

ということは、町の特色をよく知らない業者が全国的、一連に大体こういった問題があるというふう

な形で処理されはしないかなという危惧が実は生まれるんです。ですから、その時に町とすればです

ね、町はきちんとした振興総合計画というものを持っておりまして、それを基本にいろんなものに枝

葉を付けてやっていくわけであります。ですから、この振興総合計画とこの地方版の総合戦略という

ものの整合性、どういった形に、こっちを優先して考えるのか、それとも振興総合計画を優先して考

えるのか、いろんな考え方があると思いますので、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 永田議員の地方総合戦略と振興総合計画との連動と

いいますか、そういったことについてどのように考えているかということについてのご質問かと思い

ます。 

まず、この地方総合戦略におきましては、国のほうが、まち・ひと・しごと創生ということに関し

まして、人口ビジョン、そしてそれに基づく基本目標を掲げております。地方においては、その国が

掲げた人口ビジョン、あるいはその基本目標に基づいて地方版の人口ビジョン、あるいは地方版の総

合戦略をつくるようにということで今求めているところでございます。この地方人口ビジョンの策定

にあたりましては、それぞれ国のほうから人口推計をするためのソフト、あるいはそのほかに経済的

なものの分析をするためのビッグデータといいますか、そういったものを提供していくような形に今

なってきております。今回の策定委託費につきましては、そういったような人口ビジョン、あるいは

ビッグデータを使いましたところでの経済分析あたりなどを主にやっていただきたいなというふうに

思っておりますし、またその広く住民の意見を集めなさい、あるいは広く産官学金労言といいますか

ね、そういった形で広く、広い分野から意見を求めて策定をすることが望ましいということで言われ

ておりますので、できますればそういった形でですね、いろんな人の意見を採り入れながら計画策定

を進めていきたいというふうに考えております。そういったことで、この策定経費の中には、アンケ

ートとか、あるいはそういった意見を聞くために調整をしていくて、そういったような経費もこの中

には含まれているところでございます。 

それと、総合計画等の連動の話でございますけれども、国においてはですね、この地方版の総合戦

略というのは、基本的には総合計画とは別ものですよというようなその見解を示しております。しか

しながら、地方においてはですね、総合計画と全く別個に切り離して考えなさいということを言って

いるわけでももろちんございませんで、総合戦略と連動したところで、同じような形で創り上げるこ

とも可能ですよということを言われておりますので、大津町としましては今回総合計画のほうの見直

しの時期にも来ておりますので、この総合戦略と併せて見直しのほうも進めていきたいというふうに

考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

まさに今度、今回ですね、創生、総合戦略というものは、緊急に交付対象がいろいろ最後のページ
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に載っておりますけれども、行われるということで、町の振興総合計画と整合性を取りながらも、振

興総合計画を新たに策定しなければならない時期が来ておりますので、それにうまく組み入れられた

らなという解釈ができたところであります。ただこの振興総合計画というものがですね、今までその

町長のいろんなその話の中で、結局これは職員と私たちで創り上げたんですよという形で、大津町の

歴史文化、そしてこれからの将来という形を見据えて振興総合計画というものをつくっていくわけで

すね。そのときに、この地方版総合戦略策定委員会１２名、これが非常に私は気になっておりまして、

この１２名で町の将来を預けたような形になりはしないかなということで一つ私が危惧しているんで

す。この１２名がいろんな形の、大体どっかで顔見たなというような方を集めてこられたらですね、

またこの中身が総花的でですね、仲良しこよしの委員会になりはしないかなという危惧が私は一番あ

るんです。ですから、町の振興総合計画とこの国の今回の施策を下手に組み合わせたならば、この１

２名の人たちで総花的な計画になってしまいはしないかという危惧ですよ、私が言えるのは。これを

充実した本当の、国が考える配分によって景気の底上げをするというような形ができる以前にですね、

耳障りのいい言葉を並べ立てて、その１２名の委員さんが皆様が話し合うというようなことが私は一

番怖いんですね。ですから、これだけのお金を、税金を使うのであるならば、戦う姿勢でと申します

か、そういったものでですね、話し合ってもらわなければ、まさに地方創生と言いつつもですね、実

はもう競争の時代なんです。地域間で競争をしているんですよ。ですから、そういった委員会になり

はしないかなという危惧が出ておりますので、この委員はどういった形で選ばれるのか、この点につ

いて、再度質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 永田議員の再度の質疑にお答えいたします。 

総合戦略の策定委員のメンバーをどういったメンバーで考えているかということでございますけれ

ども、基本的には振興総合計画の策定審議会、こちらのメンバーのほうを基本に考えていきたいなと

いうふうに考えております。策定審議会のほうのメンバーはですね、条例がございまして、条例の仲

に町議会議員、学識経験者を有するもの、その他町長が適当と認めたものというふうにございますの

で、この総合戦略策定にあたりましては、議会議員さんのほうも中に入れたところでですね、十分そ

の議論をしていただきながら策定を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

しばらく休憩いたします。１１時１０分から再開いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

△ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、議案第２号を議題とします。質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第４号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第６号から議案第８号までの３件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

これで、議案第１号から議案第８号までの議案質疑を行います。 

これから、議案第１号から議案第８号までの８件について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

これから採決を行います。まず、議案第１号、平成２６年度大津町一般会計補正予算（第８号）に

ついてを採決します。この採決は、起立によって行います。議案第１号は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２号、平成２６年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを採決

します。この採決は、起立によって行います。議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方

はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号、平成２６年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算

（第１号）について採決します。この採決は、起立によって行います。議案第３号は、原案のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４号、平成２６年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）についてを採決し

ます。この採決は、起立によって行います。議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は
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ご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第５号、平成２６年度大津町介護保険特別会計補正予算（第５号）についてを採決しま

す。この採決は、起立によって行います。議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第６号、平成２６年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）についてから、

議案第８号、平成２６年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第４号）についてまでの３件を一括

して採決します。この採決は、起立によって行います。議案第６号から議案第８号までの３件は、原

案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第６号から議案第８号までの３件は、原

案のとおり可決されました。 

引き続き、議案質疑を行います。 

議案第９号を議題とします。質疑ありませんか。 

佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 男女共同参画推進条例について質疑をいたします。 

まず、この推進条例というのは、まちづくりにとって非常に大きなものであると思われるんですけ

れども、今回ちょっとこれが出てきた経緯が唐突かなという感じを受けているところです。この条例

案というのが、本来であればパブリックコメントが出てきていいようなものだと思われるんですね。

町民の責務、あるいは事業者の責務ということで、町民や事業者に何らかの責務を負わせるものであ

るとすればですね、そういった性質のものではないかと思われます。 

まず最初にお尋ねしたいのは、この条例案というものがどういう経緯で検討されてここに出てきて

いるのかということをまずお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

今回、男女共同参画推進条例の提案につきましては、これまでご承知のように男女共同推進懇話会

等々でもいろんな提言がこれまでなされてきております。平成２３年２月には、大津町男女共同参画

都市宣言が行われておりまして、それに伴いまして、また推進プラン等の策定、それから推進懇話会

と併せて、いろんな積極的な活動をしていただきまして、男女共同参画の推進の啓発に向けて活動が

行われてきております。また、ご承知のように、いろんな性別による男女役割分担意識といった面で

も非常に根強く残っているところもございまして、様々な状況が今、そういう状況の中で見えてきて

おりますので、今後、男女共同参画の推進に向けてのより一層の活動を進めていかなければならない
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というふうなことは、やはり町民の方の意識を深めるためにも、また事業所、いろんな行政、また関

係機関と一緒になって、なお一層女性が活躍できる環境整備を進めていくというようなことも当然必

要でありますし、男女のそういった面の取り組みの活動もやはり積極的に進めていきながら基本的認

識、そういった面での、男女がお互いに尊重しあいながら生きがいを持って生きていただくための推

進というようなことで、今回条例の提案をさせていただいているところでございます。今後、いろん

な個々の条例提案の中で、それぞれの各項目の中で、前回提案内容をご説明させていただきましたけ

れども、そういった面での取り組みをやはり推進プラン等と併せましてしっかりと取り組みをしてい

きたいというところで、今回提案させていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。 

○３番（佐藤真二君） すみません、必要性じゃなくて、どういう段取りで進めてこられたかというと

ころをお尋ねしたい。 

○総務部長（岩尾昭德君） 経過等につきましては、先ほど申し上げましたけれども、これまでの経過

の中で男女共同参画推進懇話会、そういった中でも提言されておりましたので、その中でもこれまで

の中でそれぞれの懇話会、会議、また協議あたりをしていただきまして、そして住民の方の代表とい

うような形で来ていただいておりますし、またそういった中でもいろんな提案内容、そういったもの

も含めまして、今回協議をさせていただきながら、取り組みをさせていただきながら、この内容につ

きましても当然その中でも審議等をしていただいておりますので、そういった中で今回提案をさせて

いただくというような形でお願いをしているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） お話をまとめると、懇話会と町のほうで条例の案をつくられたということだろ

うというふうに受け止めたところですが、この推進条例については非常に早く取り組んでいるところ

については平成１３年から取り組まれているということで、それから十何年、今、先ほどその部長の

ほうから必要性を言われましたけど、その必要性がその後に出てきたのかというと、その１３年当時

からあったわけで、唐突とは言いながらも、これ遅かったのかなというふうに思うところであります。

しかし遅まきながら、今回こういう案が出されるということであれば、やはり後発の利というものを

やっぱり生かすべきではないかなと。つまり平成１３年からこれまでの間にいろんな自治体でこの条

例というものをつくられてきた、あるいは内閣府のほうでも基本計画も第３次までなってきているん

ですね、進んできているわけですから、その中で検討されてきたことというのは、ぜひこの条例の中

に生かすべきではないかというふうに考えるわけです。そうしたときですね、幾つか、ちょっとやっ

ぱり欠けているんじゃないかなと思うところがあるわけです。基にしましたのは、越谷市と枚方市と

いうところの考え方をちょっと基本にして考えさせていただいたのですが、条例が持つべき基本理念

の部分、あるいはそれをどう実行していくかという進め方の部分について、二つの市は、こういった

ものを含んでいればいいだろうというようなリストを上げて検討をされているわけです。そのリスト

を基に、今回の大津町の案を当てはめてみたところ、４つほど足りない、こういったものがあったほ

うがいいんじゃないかというものがあります。まず１点目が、生涯を通じた男女の健康支援という位

置づけのものです。これは、何か横文字で、リプロダクティブ・ヘルスアンドライツというような長
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い言葉で言われておりますけれども、生涯を通じたお互いの性の理解と性と生殖に関する健康と権利

の尊重という内容のものです。これは、国の男女共同参画基本計画の中にも明示的に示されているも

ので、これを含んでないということはちょっと足りないのではないかなというところです。それから、

男女共同参画を推進する教育や学習の充実という項目、これもやはり基本計画の中に含まれているも

のであります。それから、国際社会との協調というのがあります。国際社会の協調というと、少し町

としては荷が重いのかなというところもあるのかもしれませんけれども、そういったものもあると。

それからもう一つが、公衆表示というやつですね。広報紙であったり、あるいは表示される看板であ

ったり、そういったものに対して差別的な表現を用いないと、そういった内容のものでございます。

この４点について、私も男女共同参画推進懇話会のほうで委員だったこともありまして、そのときか

ら気にしていたんですけれども、ほかの市町の条文、特に県内を中心に全部の市と高森、南小国、山

江の三つがこの推進条例を制定しているかと思います。それを見ていたときに、８割、あるいは９割

ぐらいのところが、この今申し上げました４つの項目について条文をきちんと起こしておられるとい

うことを考えたとき、この条例案について幾つかの不足があるということを思うわけです。これにつ

いて、どのような検討をなされたのかというところについてご説明をいただければと思います。お願

いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

男女共同参画推進の４点ほどのご指摘でございますけれども、まず生涯を通じた健康への配慮等と

いうことで、なぜ入ってないかということでございますけれども、これにつきましては第３条の基本

理念の中で、まず（１）で個人の人権が尊重されること、そして２号で記載しておりますように、社

会における制度または慣行による固定的役割分担意識を反映して、男女があらゆる社会における活動

を制限されることなく、自らの意思において多様な生き方を選択することができるように配慮される

ことというふうなことに規定しておりますので、この中にこのご指摘のことにつきましては含まれて

おるというようなことで、具体的には町の施策、男女共同参画推進課の中で、生涯を通じた男女の健

康支援を具体的に支援していくということで、これまで載せてきておりますので、そういった面につ

きましては見直しを今回併せてやっていきたいというふうに考えているところでございます。 

それから、公衆衛生の表示に関することでございますけれども、これにつきましては第７条の性別

による人権侵害の禁止ということで規定をしております。この中で、配慮すべきことということで規

定しておりますので、あらゆる分野において性別による差別な取り扱い、それからセクシャルハラス

メントを行ってはならないというようなことで、男女間のそういった面での身体的、精神的、それか

ら性的、経済的な苦痛を与える暴力的な行為の禁止を行っておりますので、規定をしておりますので、

この中で網羅をされていただいているというようなことで考えております。 

それから、国際協調という部分については、基本理念の中に、全て、それぞれの各項目ごとに基本

理念という形でこの中に位置づけをしておりますので、国際協調の部分についてはこの中で、規定し

た中で、推進プランの中で、またその辺は具体的に示しながら取り組みをしていきたいというふうに
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考えております。 

○３番（佐藤真二君） 男女共同参画を推進する教育・学習の充実という意味です。学校に拘らず、生

涯教育まで。 

○総務部長（岩尾昭德君） 学校関係につきましては、それぞれに学校、それから地域、それから学校

と地域と併せまして、事業者等を含めてあらわる部分に関しまして、子どもたちを含めました男女共

同参画の推進を行っていかなければなりませんので、具体的にはこれまでも推進プランの中で教育関

係につきましては載せておりますので、その辺の中で、推進プランの中で、より具体的に学校教育に

おける男女平等教育の推進、それから生涯学習等に関する男女共同参画の推進体制を併せまして、今

後見直しをして載せていきたいというふうに考えておりますので、その中で具体的にまた取り組みを

していきたいということで考えております。 

○３番（佐藤真二君） その見直しをするというのは、条例案。 

○総務部長（岩尾昭德君） 条例じゃなくて、新たな推進プラン計画の中で、いずれにしろ今、住民意

識調査を出しておりますので、その中でより具体的に今回の条例制定と併せて具体的な活動計画とい

う形での推進計画の中で、よりそこに反映させていただきまして、取り組みをしていきたいというふ

うなことで考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 私がお尋ねしましたのは、先ほどの４項目について、どのような検討をされた

んですかということをお尋ねしたところ、今、この条文にその分は含んでおりますというようなこと

でお答えをいただいたところです。ということは、最初にお尋ねしましたのが懇話会と町のほうでま

とめられたということは、そうした議論が懇話会の中で行われたものだろうというふうに思うわけな

んですけれども、実際に懇話会の委員さんのほうにお尋ねすると、そうした議論はされていないとい

うようなお答えを私のほうはいただいているところです。とすれば、今のお答えというのは、懇話会

の議論を経ていないというようなものになるのではないかなというところで、それで本当にいいのか

なというふうに思うところでもあります。実際、私、ちょっと面倒だったんですけど、県内の全部の

条例を比較してみました。そうすると、今の４項目について、ほとんどのところが入れているんです

ね。それも、さっき部長がご説明された、これに含まれていますと言われたこれの部分はあって、ち

ゃんと別立ててあえてつくっているわけです。これは、やはり別立てにする意味というものがきちん

とあるというふうに思うところでございます。また、男女共同参画プランのほうも、見ますとここに

も確かにどれも位置づけられていると、公衆表示だけはありませんけれども、プランの中に位置づけ

られている。おっしゃっているのは、今後プランのほうできちんと折り込んでいかれるんだというこ

とを言われたと思うんですけれども、プランに折り込まれるべき内容というのは、条例の中に入って

いるものでないとまずいんじゃないのかと思うわけです。この推進条例に基づいてプランをつくって

いくわけですから、条例のほうが上位にあるわけですね。ですから、条例のほうをきちんと整備すべ

きだろうというふうに考えるところです。これまで１３年、この条例の制定待たれているわけです。

今回、ばたばたっと決めてしまうより、もう一度内容を精査して考え直すというお考えが出てくるの
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ではないかなとも思うんですけれども、そこについて最後にお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

ただいまのご質疑の件でございますけれども、それぞれの内容につきましても、当然町のほうでも

各市町村関係も含めまして条例の中につきましては言われましたようにどういう規定をされているの

かというようなことにつきましては町のほうでも当然確認をさせていただいております。その中で、

今回、このような１５条になる各項目の男女共同参画推進条例ということで提案させていただきます

けれども、より具体的にここに定めてあるところもございますし、また今回大津町の場合はこのよう

な形で提案させていただきますけれども、先ほど申しましたけれども、基本理念という形でそれぞれ

におっしゃいました内容も含めまして基本理念という形で取り組みの方向性をここで示させていただ

いているということで考えておりますので、より幅広く、より具体的に今後進めていく上で今回の提

案とさせていただく内容につきましては、先ほど申し上げました男女共同参画推進計画、当然男女共

同参画推進基本法がございますので、そういったことも含めまして、この中に当然国の基本法に基づ

く内容も当然入れておくべきことでございますので、そういったことに基づきまして入れさせていた

だいて、先ほどのご指摘の内容につきましては、先ほど申し上げました基本理念の中で、併せて計画

推進の中で取り組みを今後十分進めさせていただきたいというふうに考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第９号について質疑いたします。 

私が危惧するところは、こういった条例で、もちろん町の道徳といいますか、そういったものをき

ちんと正すという姿勢はわかりますけれども、法的にもですね、ここに書いてあるものというものは

すべて既に網羅されているものでありまして、こういった条例をつくることによって、逆にいろんな

裁判とか、そういったものに何か利用されないかなと思う想いがあるんです。ですから、日本国憲法

にはじまり、民法あたりに詳しくいろんなものの立場や解釈が書かれてありますので、示されており

ますので、下手に男女共同参画を、何か一言で言うならば性別のことに重点を置いてセクシャルハラ

スメントとか、そういったものに何か重点を置いてあるような感じがするんですけれども、世の中の

価値観とか、その道徳とかいうものは時代と共に変わるものですから、下手にここで明文化すること

によって何の得があるのかなと。実際、そういったものが職場とか事業所で行われた場合ですね、も

し何か変なことがですね、場合は、法に照らし合わせていろんな形で手続きを取るのが法治国家であ

るものであるのではないかなと。下手にこういったものを膨れあがらせますと職員の仕事も増えます

し、町民の道徳観というものを高めるのは、あくまでも法律に基づいて高められたほうがいいのでは

ないかなと考えるところでありますが、この点について、答弁をいただきたいと思います 。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 永田議員のご質疑にお答えいたします。 
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ただいま、今回の男女共同参画推進条例の制定にあたりまして、どのような、いろんな社会情勢の

中で今回制定することによって影響があるのではないかなというようなことではないかなと思います

けれども、先ほどおっしゃいましたように、男女共同参画推進基本法の施行から、それぞれ各都道府

県も条例制定がされてきております。また、近隣市町では全１４市が制定されておりますが、町村に

おきましてはまだ制定がなされてないところもあるところでございますけれども、いずれにしまして

も先ほど議員おっしゃいましたように、国民の意識、そして町民の意識も非常に高まってきていると

いう中で、今回、町それから町民の方、また事業者の方が連携しながら男女共同参画の社会実現に向

けて一歩一歩進めていかなければならないというようなことも考えますと、やはりいろんな社会生活

の中で、いろんな課題、問題も多い中で、やはりそれぞれが町民の方を含めて意識を深めて、今回の

男女共同参画推進基本の中に人権が尊重されるという立場が非常に重きを置かれているところでござ

いますので、そういったことを考えますと、やはりこういった条例の制定の中で、制定をした上で、

先ほど申しましたように町民の方、そして町、事業者等が一体となって積極的な取り組みを進めてい

くというようなことが当然必要じゃないかなというふうに考えております。当然、学校、それから家

庭、地域社会というような形で連携しながら、子どもも含めましてそういった男女共同参画の推進の

啓発活動等も含めまして、より進めていかなければならないということも踏まえた上で、今回条例の

制定をお願いしているものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１０号及び議案第１１号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１４号を議題とします。質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議案第１４号、子ども・子育て支援新制度における利用者負担額案について

質疑を行います。 

まず最初に、保育園における２号、３号の保育料についてお尋ねをいたします。今回、制度の大幅

改定が行われる、ですから新システムというふうに言われておりますが、町の改定案で、これまで保

育料が１段階から第１１段階まで階層が分けられておりましたが、今回の改定案では１３に階層が増
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えております。なぜ階層を増やすのかというのは、もう自明の理であります。応の負担によって、所

得水準によって負担の階層を設けるということでありますが、例えば熊本市の案を見ましたら、１６

階層になっております。この階層は、本来細かければ細かいほどよろしいわけですが、特に気になる

のは、今回所得税の額から住民税の額によって階層が分けられるということでありますが、この階層

区分によって、保育料が、全く収入が同じなのに自動的に上がってくる世帯が出てくるのではなかろ

うかということについてお尋ねをいたします。 

また、予算を組むにあたりまして、各階層ごとの人数、あるいは割合をお尋ねしたいと思います。 

それから、幼稚園の保育料が今回また新システムによって統一がされるわけでありますが、公立幼

稚園の後援会から議会議員のほうにも要請書が届いているかと思いますが、話を聞く限りでは保育料

が急激に上がると。中には、今までの保育料の５倍になる人も出てくるという心配をなされておりま

す。そこで、要請書を見てみますと、保育料決定機関が国の法律改正が遅れに遅れて、担当職員も本

当にご苦労なさったとは思いますが、要するに保護者と十分話し合う時間的余裕がなかったと思われ

ます。今回の条例案に基づく改定案は、要するに規則で定められるわけでありますから、特に保育料

の設定は平成２７年と２８年と経過措置がうたわれております。少なくとも今年１年掛けてですね、

保護者の皆さんと納得合意を図る必要があるのではないですかということです。この点について、も

っと、もう決まったから話し合いには応じないとか、応じられないとかいうことではなく、十分な話

し合いをする用意があるのか、この点についてお尋ねをします。 

それから併せまして、幼稚園の保育料も１段階から６段階になっておりますが、各階層ごとの人数

または割合についてをお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えしたいと思います。多岐に渡る質問でございます

ので、一つ一つ答えさせていただきたいと思います。 

まず最初に、階層ごとの見込みの人数についてお答えしたいと思います。説明資料の２１ページを

お願いしたいと思います。平成２６年１２月現在での新制度の１３階層ごとの見込み人数でお答えし

たいと思います。これはあくまでも見込みでございますので、よろしくお願いしたいと思います。一

番右の表ですね、（４）でございます。そこの第１階層が６人でございます、０.５％。第２階層、こ

れ母子、一般含めてでございます、１０４人、８.７％。それから、第３階層、母子と一般含めて７

５人でございます。６.２％。それから、第４階層と第５階層は今現在が一緒でございますので、こ

れ合わせまして、４と５を合わせまして１０１人でございます。８.４％、第４、第５合わせて１０

１人、８.４％。それから、第６階層５８人、これ４.８％になると思います。それから、第７階層、

これが一番多くて３１３人でございます。２６.１％。それから、第８階層、１８１人、１５.１％。

それから、第９階層１６１人、１５.１％。次もまた２つに分けておりますので、第１０階層及び第

１１階層合わせて１８６人、１５.５％。それから、第１２階層が６人、０.５％。それから、一番高

い階層の第１３階層が９人、０.８％でございます。第１階層から第７階層まで、ここが大体７階層

までは前年度と同じような金額で設定をしておりまして、これが６５７人でございます。６５７人で、
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５４.８％。それから、第８階層から最後の第１３階層までが合計の５４３人で、４５.２％と推計を

しております。全体で１千２００人でございます。 

それから、質問の中で、熊本市の階層は細かく１６に分けていると、大津町はどうしてかというこ

となんですけれども、まず子ども・子育て支援新制度における２号認定、３号認定の利用者負担額は、

今回提案の議案第１４号の議決後に、先ほど議員がおっしゃられたように規則等で定めることとして

おります。大津町としての基本的な考え方については、菊池郡内の４市町村と何回も情報交換、協議

を重ね、各市町で調整をしてきたところでございます。 

熊本市との階層区分の比較についてですが、熊本市のホームページで公開されているものは、平成

２６年１１月時点での案ですので正式な比較はできませんが、１１月時点での案を見ますと、熊本市

が１６階層に対して大津町は１３階層となっております。ただし、市町村民税の９万７千円以下につ

いては、同じ区分であります。９万７千円以上について、３区分多くなっておりますが、これは一番

高い階層の３号認定について、大津町が４万６千円に対して熊本市は５万８千円でございます。その

差を緩和するためと推測されます。 

資料（２）のところの国の利用者負担額表新制度は、現行の保育所運営費による保育料設定を考慮

して、国で設定されたもので階層区分は現行の８階層区分と同じ８階層区分とされております。階層

区分の１から８は現行の階層区分を基本として、市町村民税を基に階層区分を設定されることになり

ます。また、小学校就学前の範囲において、特定教育保育施設等を同時に利用する最年長の子どもか

ら順に、２人目は上記の半額、３人目移行については０円とするとなっています。 

これらを踏まえて、大津町では表の（３）現行の大津町保育所徴収金基準額表を基に、表の（４）

大津町利用者負担額表新制度案を設定したところです。階層区分ですが、国が示す新制度の利用者負

担額表（２）の表を基に、１３階層区分を設定しております。これは、階層区分を国基準よりさらに

細分化し、なだらかな応の負担とした上で、さらに低所得者に対するきめ細やかな配慮を行ったもの

です。利用者負担額については、現行の町基準表の第１から第６階層にあたる新制度の町利用者負担

額表の第１から第７階層までは、低所得者に対する配慮を行い、現制度の負担水準を原則として維持

しております。現行の第７から第１１階層にあたる新制度の町利用者負担額表の第８から第１３階層

までは、近隣の状況や国基準を勘案して調整を行い、１千円から６千円までの間での増額を行ってお

ります。全体的なシステムがまだ構築、今しておりますけれども、一応この１２月時点での概算を、

手計算をしたところ、現在の保育料よりも若干この制度で上がる人もいますけど下がる人もいますの

で、大体プラスマイナス、若干下がる、保育料は町がもらう額のほうが少し下がる程度で調整をして

ているところでございます。ですので、低所得者の分を重要視して、７階層以上が少し高くして、最

終的に１２月の時点での手計算では若干下がるという計算をしたところでございます。ただし、これ

はあくまでも今年度の１２月の時点での計算でございますので、実際平成２７年度の６月の税の確定

をして、実際そのシステムで入れてみなければ実際の差は出ないということでございます。 

それから、階層が上がる人が出るのではないかということでございますけれども、新制度において

は国は現行の８階層区分を基本として市町村民税額を基に階層区分を設定しているところであり、市
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町村においてもこの国が示す基準を基に利用者負担額案を設定しているところですが、このことによ

り階層が上がる人が出るのではないかということですが、国においては新制度の施行に伴い、想定さ

れる事態をＱ＆Ａにより対処を示しております。ですから、所得税から市町村民税に変わりますので、

その辺の配慮はされておりますけれども、お尋ねの件に関してはですね、年少扶養控除の問題もござ

います。それから、階層区分の問題もございます。上がる人もいれば下がる人もいるという現状でご

ざいます。 

それから、４番目の公立幼稚園の件でございます。公立幼稚園の件につきましても、一応平成２６

年の１０月現在の時点で調査をしております。これは、１０月時点で５歳児はもう卒園しますので、

３歳児と４歳児のみで調査をしております。１６２人いらっしゃいます。これが、２０ページでござ

います、２０ページを見ていただきますと、第１階層生活保護世帯のところは０人でございます。そ

れから、第２階層が、母子一般合わせて１６人でございます。母子等も含めて１６人でございます。

これは９.８％。それから、第３階層が１７人、１０.５％。それから第４階層２３人。１４.２％、

第５階層が一番多くて１００人、６１.７％。それから、第６階層、一番高い階層が６人、３.７％で

ございます。先ほど５倍になる人とおっしゃったんですけれども、多分それは左の国が示した基準が

２万５千７００円ですので、これを採用した場合は確かに５千５００円ですので５倍近くになります

けれども、これから町はいろんな分で下げておりますので、最高が２万１千６００円となりますので、

そこまではならないのかなというふうに考えているところでございます。この間、熊日新聞で載りま

したけれども、熊本市は２万５千７００円ということで、国基準そのままでいかれているという情報

を得ております。 

それから、利用者負担額、１号認定と申します、公立幼稚園関係でございます。経過措置について

規則の見直しとか、保育の内容について、納得ある合意が必要ではなかったかということでございま

す。議員おっしゃったようにですね、いろいろ国の基準額が示されなかった、それから公定価格もぎ

りぎりまで示されなかった。公定価格もシステムに入れると自動的に金額が出るようになっているん

ですけれども、この保育料というのは公定価格と関係しておりますので、事業者も非常に混乱したの

ではないかと思っております。第６回の子ども・子育て会議で公立幼稚園の保育料について、二つの

観点でご意見をいただきました。提案をいたしました。平成２７年３月３１日現在在園している児童

については、卒園するまで保育料を一律現行の５千５００円とする。それから、２番目で平成２７年

度に入園する児童については、当該年度のみ一律５千５００円とするという経過措置案を提示しまし

たが、その後、いろんなところからのご意見がございまして、在園児と新入園児で保育料を分けるの

は平等ではないため、双方を区別しないことを前提としたところでございます。また、子ども・子育

て支援新制度への移行に伴い、公立幼稚園と私立幼稚園の均衡を図るため、平成２９年度からは公立

と私立で同じ保育料を設定することとしております。公立においては、平成２９年度からは大幅に保

育料が上がるため、平成２８年度はその中間値で残額を設定しました。したがって、在園児の平成２

８年度の保育料は一律５千５００円ではなく、経過措置として設定された所得に応じた額となります。

これは、多くの方からの意見をいただき、新制度への円滑な移行のための観点や公立間のバランス等
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を考慮し、町が総合的に判断したものです。今回、保護者等への説明会も何度か開催しておりますが、

国基準の決定が遅く、保護者への周知期間が不足したため、保護者の皆様に混乱や心配された点があ

ったことについては反省をしているところでございます。 

今後については、消費税の動向もありますが、国は幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みの推

進を図るとしております。新制度が始まった後に利用者負担額の基準の見直しや私立幼稚園の今後の

新制度への移行時期、公立としての役割や私立のサービスの状況等を勘案しながら均衡を保っていく

必要があります。平成２７年度につきましては、公立幼稚園の保育料は据え置きますので、平成２７

年度以降、公立の方向性や財源、マンパワーも含めたサービスの内容等について、保護者会とも十分

協議し、さらに必要に応じて子ども・子育て会議の意見を尊重し、教育委員会で慎重に進めてまいり

たいと思っております。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第１４号について質疑いたします。 

１点目は、所得税から町民税への変更ということで、これを所得税から町民税に変えることで応能

負担の原則ですけれども、その階層を増やして精度を上げたのはわかります。ただ、この所得割とか、

町民税に変えることによって、その税を変えることによっての応能負担の制度というのは上がったの

でしょうか。公平性がちゃんと保たれて、そちらのほうが公平かつ受益者負担の原則が保たれている

んだよというような大儀が欲しいです。 

それと、今回、新制度に私立幼稚園で２園ほど移行しないというところがあると説明を受けたわけ

でありますが、これというのがですね、この新制度がよく理解されてない、要するに説明責任、説明

不足ではないかなというところと、その制度に移ることによって、私立幼稚園としての不利が生じる

というものがあるのではないかなということです。やはり制度がですね、国が新しく定めるのならば、

全面移行というものが一番公平性というものは保たれるのかなと。そしたら制度が一つですから、き

ちんとしたそういった全体の負担割合の公平性というものが出てくるのかなと思いますので、質疑い

たします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 永田議員の質疑にお答えしたいと思います。 

保育園と幼稚園はちょっと違いますので、保育園は今でも応能負担だったわけですね。ただし所得

税だったんですよね。前年度の所得税ということだったんですけれども、今度からは、８月までは前

年度、９月以降は、私の記憶によりますと今年度ということで理解しております。ですからそこのと

ころは、現実にあった応能負担になるのではないかと。もう一つ大きな違いは、所得税は、要するに

所得が高くないと所得税はかかりませんよね。ですから、それが市町村民税になったことによって、

きめ細やかな細分ができるということになってくると思います。ただし、先ほど問題なのは年少扶養

控除というのがなくなっております。ですので、その辺の部分が非常に上がったり、下がったりする



 105

と、先ほど荒木議員のほうからもありましたけれども、国が平均的な部分でその分をしておりますの

で、下がった人もいるんです。低所得者については意外と有利な方向で今回はなっていると思います。

もう一つがですね、二人目、三人目については、当然２分の１、それから無料になってきますので、

その辺については今までと変わらなくなってくる、保育園については変わらなくなってくると思いま

す。ですから、制度が定着していけばですね、今までよりも公平性になってくるのではないかという

ふうに考えているところでございます。幼稚園については、もう今までと全く違います。これまでは、

私立については一律で私立が取っておりました。公立については５千５００円でございました。これ

が同じように応能負担になってきますので、保育園と同じような感じになってくると思います。今度

の新制度の一番のポイントというのが、教育と保育を一体的に行う施設を、これを認定子ども園のほ

うに移行していただきたいというねらいがございます。要するに、保育が必要とするという表現です

けれども、途中で出ていくような子どもが出てきた場合が今まであったんです、園を替わらなければ

いけない、もしくは退園しなければいけない。でも、今回認定子ども園につきましてはそのまま在園

ができる。そして、将来的には保育と教育を一体的にやりましょう、そして乳児、乳幼児について全

体的に教育をしていきましょうというのが国のねらいでございますので、そういった形で制度的に移

行していただきたいという国のねらいがあると思います。 

それと、先ほど熊本市あたりはかなり認定子ども園に移行するところもあるようでございますけれ

ども、大津町が私立が２園ございます。１園につきましては、平成２７年度もしくは２８年度からと

いうことで考えていらっしゃったんですけれども、ちょっと今、施設の関係もございましてですね、

その施設の控除の制度が変わりましたので、時期についてはちょっとずれるかもしれませんけれども、

１園についてはもう移行するということは聞いております。ここ２、３年の間にですね。もう１園に

ついては、今のところまだ旧制度ということで考えていらっしゃいます。新制度に入るか否か、要す

るに施設型給付を受けるかどうかというのは、各幼稚園の判断ということで国は申しております。た

だし、新制度に移行するのは平成２７年度だけじゃなくていつでもＯＫですよと、いつでも可能な仕

組みになっております。いつから新制度に移ってもいいという仕組みになっております。ただし、違

うところがございます。新制度に入らない幼稚園に対する財政支援なんですけれども、現行どおり私

学助成と保護者への就園奨励補助で行うことになっております。それ以外、新制度に乗っかるところ

につきましては、子ども・子育て関連３法案に対する国会の付帯決議で、施設型給付を受けない幼稚

園に対する私学助成及び幼稚園就園奨励費補助の充実にも努めるものとするとされておりますけれど

も、この消費税増税分は社会保障４経費に充てることとされておりますので、この私学助成はこの対

象から外れております。ですので、私学助成の充実は消費増税による質改善とは別途、毎年国の予算

編成過程で検討するということでございますので、移行するところについては施設型給付で補償しま

すけれども、旧制度で残るところについては、今後厳しくなってくると考えます。 

○１３番（永田和彦君） そこも国の大きな狙いなんでしょう。 

○教育部長（松永髙春君） そうですね、やっぱり大きく制度が、保育園と幼稚園を一体化したいとい

う狙いがございますので、一気にはできません、いろんな問題がございますので、ですから経過措置



 106

を設けながら、いつでも来ていいですよというスタンスを取っているみたいでございます。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 外に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

しばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午後０時０９分 休憩 

△ 

午後１時００分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、議案第１５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１８号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１９号を議題とします。質疑ありませんか。 

佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 細かい点でございますが、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

最初の提案理由の説明の中で、男女共同参画審議会の話と農山漁村活性化基本計画作成等協議会の

話のご説明をいただいたと思いますけれども、中頃の社会教育指導員、地域人権教育指導員、大津町

学校教育指導員、この関係、委員会と絡む分もあるんですけれども絡まない部分もありますのでここ

でお尋ねしたいのですが、月額報酬が上がっておりますけれども、これに関して説明はありましたで

しょうか。なかったら、ここでお願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

今回、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございますけ

れども、今回、社会教育指導員、それから地域人権教育指導員、それから大津町学校教育指導員、あ

とは制定に伴います報酬等でございますけれども、社会教育指導員と地域人権教育指導員、それから
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学校教育指導員関係につきましては、提案の中でご説明させていただきましたように、昨年度の人事

院勧告ですね、それから熊本県の最低賃金の改正等があっておりますので、それに基づいて今回は全

部見直しを行ったところでございます。今回につきましては、社会教育指導員と、それから３つのそ

れぞれの指導員につきましては、それぞれただいま申し上げましたような、それぞれの単価等も従来

の単価に今回の熊本県最低賃金の改定と併せまして今回見直しを行いまして、それぞれに改定をさせ

ていただいているところでございます。その改定の根拠につきましては、ただいま申し上げました最

低賃金と昨年度の職員の人勧関係に基づきまして、今回改定をさせていただいたところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 私が説明をちょっと聞き漏らしてしまったのかもしれません、申し訳ありませ

ん。そうした場合、今回は特別職の職員等で非常勤のものということになっておりますけれども、そ

のほかに臨時職員とか非常勤職員とかですね、そういったものもございますが、そことは絡んでこな

いのか、そこを改定する必要がなかったのかという点については確認したいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 佐藤議員の再質疑にお答えいたします。 

臨時職員の関係の方々についても、すべてを見直しております。職種ごとに、それぞれ先ほど申し

上げました最低賃金の改定幅に伴って、それぞれに全非常勤職員の方、それから臨時職員の方も全部

見直しをさせていただいているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

次に、議案第２０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２１号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２２号を議題とします。質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第２２号について質疑を行います。 

階層が７段階から１１段階ということで、きめ細やかに分類されたと思われますが、この累進制の

根拠はどこを習ったのか、何を基準に考えられたのかということと、その根拠によってその適正さが

理解できるのかということですね。それと、この制度、この段階を分けて考えられましたが、想定さ

れるこの効力ですね、大体この制度によって、あと３年間、５年間、１０年間は安定的な介護保険の

運営ができるとか、そういった先を見越した制度になっているかという問題について、ただ単に今に

合わせてじゃなくてですね、そういったものが何か想定年数なり何なりというものがあるのか、これ
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について質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 今回、第６期の介護保険計画に基づきまして、介護保険料を算定させ

ていただいたところでございます。まず、介護保険料を算定するにあたりまして、この３年間の計画

でございますので、３年間でどれだけ介護保険のサービス給付費がかかるかというのを算定いたして

おります。これは当然、人口が増えたり、サービスをされる方が、認定者が増えたり、また施設が増

えれば、当然そこら辺の量も増えてきますので、３年間の総額を大体人口の推移、認定者の推移、そ

こら辺を見て積算をしております。その３年間のサービス給付費の半分を公費で見ますので、残りの

部分で第１号被保険者と第２号被保険者で見るという形になりますので、そういう積算をして今回必

要な金額を保険料で賄うべき金額を算定しております。ちょっと手元に詳しい資料を持っておりませ

んで数字は挙げられないんですけれども、大まかな流れはそういうことでございます。第５期で段階

を設けておりますけれども、この段階をよりきめ細やかに１１段階に分けたという形にしております

けれども、必要な総額というのは決まっておりますので、それを小さく分ければ、例えば減額する分

については増額するほうで合わせると、総額的にはもう同じ金額でしなくてはいけませんので、そう

いう形で今回分けさせていただいたところでございます。ただ、第５期で９段階に分けておりました

ので、それをどのような形でやるかということで、あまりにも負担が高くなる段階が出てくると非常

に負担が大きくなりすぎるということで、今回はそれぞれに応じて下の表のとおり少しずつ対象範囲

を狭めて分けたところでございます。こういう形でして、最終的に１１段階で保険料を納めていただ

ければ、大体３年間で運営ができると、そのように計算をしたところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

高齢社会になりまして、非常に危惧する点が多くてですね、今回の所得段階別の負担割合というの

は、ただ単に今までの経緯から計算がなされたのかということです。ただ今度６期算定に伴いまして、

こういった形で設けられて、あとはあくまでもこれは事務的な数字合わせというふうに感じまして、

介護保険の適用にならない方々がたくさんおられたほうがいいわけでありますから、もうあくまでも

今までの実績に伴って将来を見越した数字、ただ単にですね。例えば、今回私が一般質問でそういっ

た施策が足りんから、こういった膨らみ続けるんだよというようなことを今回申し述べようと思って

いるんですけれども、ただ単に今までの介護の制度を維持しながら、今後の大津町の人口の推移とか

ですね、所得のどういった方々がおられるのかというふうなものを計算したものという形で理解して

よろしいということですか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 永田議員の再質疑にお答えいたします。 

計算上は、確かにおっしゃるとおりそのような形で、どれだけ所得のある方がいらっしゃるかとか、

そういう分布とかそういうのを見て、最終的にこの１１段階で分けてこういう保険料を負担していた

だければ、３年間計画したサービス給付費の給付はできるというふうになっております。ただ、やは
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りこれはもうサービスを利用されない方が計画よりも少なければ、当然費用的には少なくってきます

ので、そういう意味で今後は介護予防というのに市町村に移管をされてきておりますので、その分に

いかに取り組むかが今後の介護保険制度の運営といいますか、将来にかかってくるんじゃないかなと、

そのように思っているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに、質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 介護保険制度で、３年に１回見直しがされるということで、今回所得階層が

増えたことは評価できると思いますが、３９ページに階層表が出ております。この中でどうも私は未

だに矛盾に思うところがあるんですが、改定案第６期の第３段階ですね、第３段階は、年金収入が１

２０万円を超える人で、なおかつ本人が非課税ということは、基礎控除が３３万円ですから年金収入

が１５３万円あれば第３段階に該当すると。一方、次の第４段階は家族は誰か納税者がおると、しか

し本人は非課税なのはわかりますが、年金収入が８０万円以下ですね。例えば年金収入が３０万円し

かない、４０万円しかないという方も第３より高い第４段階になってしまう。それから、第５段階が

基準額となっておりますが、納税者がおって年金収入が８０万円超ということは、多分本人の年金収

入が１５３万円までの方は基準額に、第５段階になると、そういう理解でよろしいのかということと、

第４と第３が、まさに逆転状態ですね、課税世帯、誰か家族でそれなりの収入があるということを前

提としているようでありますが、ほんのわずかな課税世帯でもですね、本人が年金収入がほんのわず

かしかないという人のほうが、もっと生活が厳しくなると思われます。つまり、第３と第４が逆転す

る実態があるのではないかということです。ちょっと可能な範囲でお答えを願いたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 今回、第６期で１１段階を設けて、その中で基準の第５段階、その下

の４段階、３段階、そこら辺が少し逆転するのではないかというご質問でございますけれども、まず

やはりどうしても世帯で課税を見るという点になりますと、先ほども言いましたとおりグラフの下の

ほうになりますけれども、世帯課税では第４段階のところまで来ているし、反対に世帯が非課税の場

合、高齢者夫婦、高齢者一人については、その下の方になると、このような形になっておりますので、

その世帯に課税をされている方がいる、いないということでこのような形になっておりますけれども。

ただちょっと所得の区分等については、年金等の所得分についてはちょっと手元に書類を持っており

ませんので詳しくその計算がどのような形になっているかというのは、後ほど確認してからご報告さ

せていただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ちょっと矛盾に思ったので急に聞いたわけですけど、年金収入については詳

しいこと、正確な数字を後でお示しいただけるということでありますが、世帯課税、ほんのわずかで

も住民税がかかっている世帯においては、本人がもう限りなく年金額が、じいちゃん、ばあちゃんが

おって、ほとんど年金がほんのわずかしかないという方まで、この第４段階に区分をされてしまうと

いう矛盾が発生するんではないかと。つまり、その矛盾を解決するには、この世帯課税のところの課
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税額によって段階を区分するとか工夫をしないと、もう一番つらい世帯が発生するのではないかとい

うことで、後ほど詳しく精査をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

次に、議案第２３号及び議案第２４号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２８号及び議案第２９号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３０号から議案第３３号までの４件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 今回、町道の路線廃止また認定の議案が提案をされております。３０、３１

は、いわゆる町有地内の、あと３２も開発地域の認定ということであれですけど、３３号についてお

尋ねをいたします。今回、この新生町東通線ということで認定するということですけど、以前から車

の離合もできない、消防車も大きなやつは入れないということで、大変危険な道路ということで改良

を申し入れてきたわけですけれども、今まで町道ではなかったと。そこを町道で認定するにあたって

ですね、どういう経過で今回この町道認定に至ったのかという点についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長併任工業用水道課長大塚敏弘君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大塚敏弘君） 町道認定の１０９ページの図面のほうからご説明申し

上げたいと思いますけれども、この路線につきましては、地元区長さん方たちほうから強い要望がご

ざいまして、また周り関係のところでもありまして、またこの起点の最終部分につきまして開発が起

こっておりまして、その辺のところからも町のほうに要望がございましたので、地元の区長とも協議

した結果、ここを開発すべきだろうという判断をいたしまして、また町道認定しませんと補助事業等
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もできませんもんですから、まず町道認定を先行させてもらって、補助事業等々を活用しながら事業

を起こしたいということで今回路線の認定をするものでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 地元からの強い要望というのは当然でありますが、それに応えるのも行政の

仕事でもありますが、ということは地元から要望があればどういう判断基準で町道として認めるのか、

こういう明確な、また町民の公平な基準がなければ、町内的にはほかにも町道として認めてもらいた

いというところがたくさんあるかと思いますけど。そういう基準もなしに、今回これは必要だと思い

ますけども、基準もなしにこうして町道認定を行政側と当事者だけで決定するのはいかがなものかと。

以前から基準が必要ではないかということでありますが、そういう基準は併せて検討はなされている

のか、お尋ねします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長併任工業用水道課長大塚敏弘君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大塚敏弘君） 荒木議員の再質疑にお答え申し上げます。 

再三、町道の認定基準につきましては、荒木議員の一般質問等々もございましたので、うちの建設

課のほうでその辺の基準を今つくってですね、最終的なご判断をあげていきたいと思っております。

今、基準案を作成中でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

次に、議案第３４号を議題とします。質疑ありませんか。 

金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） それでは、３点質疑させていただきます。端的にお話ししてまいります。 

まず１点目が、岩戸の里改修及び指定管理ということで、予算書１２５ページ、説明資料が３０ペ

ージになります、こちら、９月の質疑でも確認させていただいたことなんですけれども、中身が３つ

ございます。１つ目が、指定管理期間が終了するのは周知のことですが、現状、問い合わせや希望す

る事業者はあるのかと、こちら、７月からとなっておりますが、指定管理先の目処がつかない場合に

はどうするつもりなのかというのを１点。 

２点目が、９月議会の債務負担行為に関する説明で、委託料のほうには休業補償も含むとの説明で

ございましたが、こちら、例えば事業主さんだとか、従業員の補償のためと意味合いもあったと思う

のですが、結局こちら３カ月の空白が空いてしまいます。そこの経緯及び町の考えを伺いたいと思い

ます。 

３点目、こちらなんですが、今までの説明を踏まえますと、９月議会においても中長期的な計画も

立てないままに１億５千万円の改修に疑問があるという意見がありまして、今回は、前回最低限の改

修となった経緯があります。ということで、今回こういう案を出すにあたって、中長期的な計画は現

状どのように固まっているのかということを伺いたいと思います。 

２点目が、地域おこし協力隊の募集ということで、予算書が１３６ページ、説明資料が３５ページ
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になります。こちら、採用する分野については記載がありますが、雇用形態は実際の活動レベルでは

どのようなことを考えているかということを、スケジュールも含めて、決まっている範囲で教えてい

ただければと思います。 

２つ目なんですが、当該制度は募集に係る経費についても２００万円の国費補助があるという認識

ですが、ちょっと該当する項目が見つからないのでどこに入っているのか。あるいは、例えばインタ

ーネットだとか広告、広報紙等でお金を掛けずに募集するつもりかもしれなくて、無理にお金を使う

必要はないんですけれども、一般的にＰＲをしっかり行って、志願者の母数を増やしたほうがいい方

は入りやすいと思うので、そのところをちょっと教えていただきたいと思います。 

３点目、防災倉庫の設置ということで、予算書の１６１ページ、説明資料が５ページになります。

こちらも中身３点ございまして、こちら１千５００万円で設計業務となっておりますが、もし設計業

務であれば建設費は２億円を超えるぐらいの話になってくると思うんですけれども、そこの中身とい

うか、幾らの建設を見込んでいるかと、財源はどのように考えているかですね。 

２点目なんですが、こちら防災関係の研修にも使うということで記載がありましたが、例えば災害

研修であればほかの既存の施設でも対応できると思っていて、あえてここにその施設が必要な理由で

すね。もう１点なんですが、こちら交通機能の麻痺等もあって、分散備蓄の話もずっと出ていると思

うんですけれども、そこの計画との整合性というか、整理はどうなっているかというところ。 

３つ目、こちら最後なんですが、もちろんこういった施設はないよりはあったほうがいいんですけ

ども、もちろんお金のかかるお話でして、先日の全員協議会でもまさに公共施設等の総合管理計画の

話がありました。そういった中で、維持管理費用とか活用度というのはどのように見込んでいるのか

ということをお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 金田議員の岩戸の里に関する質疑についてお答えします。 

現在、指定管理者の問い合わせというのがあっているかどうかということでございますが、こちら

から打診した例はありますが、向こうの方から具体的に指定管理者の要望というか、応募というか、

それがあっているところは今現在のところありません。指定管理の目処がつかない場合どうするかと

いうことですが、昨年９月に債務負担行為を上げまして、その後、最初１億２千万円という数字の改

修で一人歩きしているみたいですけれども、１億２千万という数字はですね、補修の設計費用上げな

ければいけなかったということでありまして、あそこを受けた設計業者に大まかな数字をとにかく設

計数字を出すために出してくれといって、それから逆算して、設計費用というのは大体パーセントで

わかりますから、それで出したわけありまして、その１億２千万円という数字の改修をそのままやる

ということではなかったです。昨年９月に六百何十万円ですか、設計費を上げまして、その後、精査

をしまして、実際今回、その設計費を執行したのも１９０万円程度でありまして、今回予算をお願い

しているのも、その部分じゃ２千５００万円程度というふうになっております。昨年から町長をはじ

め、本来は１１月程度ごろから指定管理者の公募をするべきでしたけれども、なかなか難しいところ
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がありまして、あそこを売却の方向も一応検討しながらですね、幾つかの会社に打診をしたところで

ございますが、いずれも不調に終わったというところです。指定管理者についても、社会福祉法人に

打診等をしましたが、結局はなかなか難しかったということで、現在の予定としましては、今月中に、

３月中に、できましたならば公募を開始すると。４月ぐらいを期限としてですね、公募したいという

ふうに考えております。それと、４、５、６の３カ月はですね、一応休館という形で工事をやってい

きたいというふうに思います。９月のときの債務負担行為についてはですね、一応４月から改修工事

はしながらも、４月から指定管理者ということで平成２７年度については６００万円程度の債務負担

行為を上げておりましたが、今回指定管理の委託料につきましては、７月からの指定管理委託料とい

うことで百五、六十万円ですかね、数字を上げているところでございます。２番目の３カ月の空白期

間については、今お答えしたとおりでございます。 

中長期的なビジョンということにつきましては、最初、冒頭申し上げました売却の話もちらっとし

ましたけれども、なかなか温泉施設という機械設備がある、とても大きな施設ですので、その辺の維

持管理運営等で非常に財政的にも厳しいところがありますので、今回はとりあえず指定管理をしまし

て、その後、もし購入するような希望される企業があればですね、お買い上げいただければ行政とし

ては助かるかなというふうに考えております。 

次に、地域おこし協力隊につきましては、一応今回３名の地域おこし協力隊の雇用を予定しており

ます。いずれも観光協会に配置しまして活躍していただこうというというふうなところであります。

地域おこし協力隊の制度の概要というのが地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生

活の拠点を移したものを地方自治体が地域おこし協力隊として委嘱と。隊員は一定の期間、地域に居

住して、地域ブランドや地場の産品開発、販売、ＰＲ等の地域おこしの支援や農林水産業への従事と

いうようなところで制度の内容としてはありますので、一応今回、観光協会に配置すると、公募する

ということでございますので、観光、今申し上げました様々な大津町の地域おこしの部分とか、また

農林水産業の６次化の部分とか、具体的にはまだ詳細は決まっておりませんが、そういう形で来られ

た場合は、町の地域おこしという名前がありますので、そういう形で従事するように体制を整えてい

きたいというふうに考えております。 

予算に関しましては、７１３という観光費というところで、４共済費、７賃金、旅費、需用費、役

務費、それと家賃関係の１４の使用料、そして最後に負担金、これは各種負担金の研修負担金ですが、

負担金という項目に上げているところでございます。 

○１番（金田英樹君） 募集に係る経費もそこに含まれているということですか。 

○経済部長（大塚義郎君） 募集関係の経費につきましては、ネットで公募するということですので、

特に何か東京のほうにこちらが出向いてＰＲ活動をするとかいうところは今のところ考えておりませ

ん。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 金田議員のご質疑にお答えいたします。 

まず、防災倉庫関係でございますけれども、今回提案させていただいています防災備蓄倉庫関係に
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つきましては、前回の九州北部に伴いまして今後町のほうでも防災、減災ということで方針を定めま

して、災害に対する取り組みの強化を進めていくということで考えているところでございます。今回

の倉庫の件につきましては、まず財源につきましては社会資本整備交付金事業を活用させていただき

たいというふうに思っているところでございます。それと、場所等の理由等でございますけれども、

現在、町内にある水防倉庫３カ所ということで今ございまして、森、矢護川と役場、それから中央公

園に備蓄倉庫１カ所ということで、備蓄品それから防災資機材を保管をさせていただいているところ

でございますけれども、いずも小規模というようなところもございまして、高台でもございますし、

健在予定しているところが、災害のリスク等も低いというようなところで、中央公園等だけでは対応

にあたる場合は非常にこうそういった面でもリスクの低い場所で確保していきたいということで、総

合的に今回判断させていただいた結果、現在の予定地にお願いをしたいというところでございます。

平成２７年度で実施設計ということで考えております。ここの場所につきましては、当然その倉庫そ

のものにつきましては今回１５メーターの５０メーターということで鉄骨関係で予定したいと思って

おりますけれども、利用等につきましては当然いろんな資機材等も配備をさせていただきますので、

そういった資機材の関係も含めて、いろんな防災関係の訓練もそちらのほうで、資機材と合わせてそ

この場所で訓練をするというようなことと併せて、防災士関係の方、非常勤の方も含めてですね、総

合的にそういった訓練、やはりまた研修の場という形で位置づけを併せてさせていただければという

ふうに思っているところでございます。 

建築費につきましては、倉庫建設本体で約１億円程度を予定しているところでございます。あとは、

附帯設備関係で予定をさせていただいているところでございます。財源につきましては、先ほど申し

ました社交金と起債、それと一般財源という形でお願いをしたいというふうに思っておるところでご

ざいます。 

よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 意見と質疑がございますが、意見としては、積算見積り、ちょっと大ざっぱす

ぎるかなというのが少し気になりました。質疑のほうなんですけれども、これまで反応がない中でな

かなか難しそうなので、ぜひ早め早めの対応というか、次の施策を考えてほしいんですけれども、管

理、売却、どちらもなければどうするのかというところを１点伺いたいと思います。 

協力隊に関しては、募集経費は特段使わないということなんですけども、ぜひ少しでも人が集まる

ようにいろいろ考えていただければと思います。もう十分考えておられると思うんですけれども。 

最後、防災倉庫に関してなんですが、先ほどお話ししたように、やっぱりこの公共施設というのは、

ライフサイクルコストというのがすごい叫ばれていて、もちろん１億円で建てて、そこはかなりの部

分、国費から出ると思うんですけれども、維持管理費用だとか、補修費用とか考えていくと、かなり

また財政を圧迫してくるので、そこのところは適正な規模というか、適正な設備というか、そういっ

たところは十分考えていただきたいなと思います。 

その質疑のところだけ、１点お願いします。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 指定管理の公募も、売却も応募もなければ、あとは直営という方法しかな

いかと思いますが、その辺につきましては６月の議会か、前後にご相談できるかと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに、質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 一般会計につきまして、お尋ねをいたします。 

先ほどの保育料等でも母子家庭や一人親家庭については、生活が厳しいということでそのような配

慮がなされて、予算にもそれが適用されているわけですが、最近未婚の一人親家庭というのが増えて

いるそうであります。いわゆる婚姻届を出していない場合、所得税や地方税といった税法上の寡婦控

除が適用されない、法はそうなっているらしいんですけれども、そういう人たちが救済、法の下の平

等に反するんではないかということで、各地域でみなし適用、婚姻はしてなくても一人親家庭である

という各種の控除制度が適用されているそうですが、我が町ではどうなっているでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

ただいまご質疑ございました、みなし適用制度ということで、未婚の一人親家庭の関係でございま

すけれども、議員ご承知のように、所得税法上、地方税法上、寡婦関係につきましては、それぞれの

税に基づいて控除ございますけれども、今回お尋ねの未婚の一人親家庭というようなことにつきまし

ては、税法上の基本的な控除を受けることはできませんけれども、みなし控除適用というようなこと

で取り扱い、こういった取り組み、制度を設けている自治体もございます。県内でいきますと熊本市

がですね、やはり税法上の適用を受けることはできませんけれども、おっしゃいました保育料とか住

宅、そういったところでの減免の適用は熊本市でそういった適用の制度あたりを設けてされているよ

うでございますけれども、近隣の市町では、当町もしかりですけれども、このみなし適用制度という

のはございません。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） ２点ほどお尋ねさせていただきます。 

１点目は、５９ページの節の１９で地域公共交通改善維持委託という業務がなされていますけれど

も、内容的にはどういったことをされていくのかというのをちょっと質疑したいと思います。 

それと、もう１点が１９９ページの１０款で社会資本整備交付金で、運動公園につきましては同僚

議員さんの質問の中で人工芝の関係が出てきているのではないかと思いますけれども、今回委託です

ので、全体の計画なり、事業関係、またスケジュール活用等がどういった形で全体的に考えていかれ

るのか、財源は社会資本整備交付金のほうを使われるというふうに思いますけれども、その全体概要

がわかればお願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 
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○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 桐原議員の公共交通も形成計画関係のご質疑かと思

いますけれども、どういったことを調査するのかということかと思います。今、こちらのほうで予定

しておりますのが、今の大津町における公共交通の実態を調査したいということで、ＪＲ肥後大津駅

の利用者とか、あるいは路線バス間の利用の実態、乗合タクシーの利用実態、それから高齢者対象の

パーソントリップといって、高齢者の方がお出かけになるときに、どこに行って、どのような交通を

使ってやっているのかとか、そういったような調査、それから空港ライナーの利用実態、こういった

ものをまず調査を行った上で、新たな、最適な公共交通網というのを提案していきたい、探っていき

たいというようなことで今考えているところではございます。それをするにあたりまして、大津町に

おいては大津町公共交通会議というのをつくっておりまして、この大津町公共交通会議というのは、

法律に基づく法的な協議機関でございまして、国の補助金もこちらの公共交通会議のほうに直接補助

をされるというようなことでございます。今回の予算に上げておりますのは、この公共交通会議でつ

くるこの計画、これに対する町の負担金と、国庫補助金を除いた２００万円程度を今ちょっと予定し

ておりますけれども、この２００万円を除いたところの８００万円程度を町の負担金として今回計上

させているところでございます。皆さんご心配のところで、九州産交バスが一部路線の廃止とかです

ね、そういったことを今打ち出してきております。そういったことで、急遽こういった交通計画をつ

くるような形にはなってきたわけでございますけれども、なるべく早く九州産交バスのほうの廃止路

線対する代替的なもの、こういったものはできないかなということで、この公共交通会議の中でそう

いったことを検討していきたいなというふうに考えております。ただ、単純にそのバス路線を次にま

たするということになりますと、バス路線につきましてはかなりの財政負担を伴っていきますので、

そういった財政負担を伴わないというと語弊がございますけれども、なるべく財政的にも負担が係ら

ないような公共交通の体系のあり方と、それから利用者の方が利用しやすい公共交通のあり方、そう

いったものを検討していきたいなということで今考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 桐原議員の質疑にお答えしたいと思います。 

２００ページの社会資本整備総合交付金事業費の中の１３委託料、運動公園多目的広場整備設計業

務の件についてでございます。これ、天然芝を人工芝に改修するための設計委託費でございます。平

成１０年に運動公園を施工しましたが、多目的広場はその２年前に完成しております。運動公園内で

は多目的広場の利用が一番多く、平成２５年度実績ではサッカー、グランドゴルフを中心に１３０団

体、約２万５千人が利用しています。天然芝は１０年一度全面改修が必要といわれておりますが、球

技場、競技場は、冬芝を施工している関係で、もうしばらくは保ちそうでございます。ただ、多目的

広場はいよいよ改修時期が来たようでございます。新たに天然芝を植えた場合と人工芝に改修した場

合を比較してみますと、人工芝は維持管理費が安価であり、養生期間や利用時間制限が不要であるこ

とから、より多くの使用が可能なため、施工が全国的に増えております。県内では、県民運動公園、

益城町、宇城市、東海大、清陵高校、それから秀岳館高校等で施工され、利用者が年々増加している

と伺っております。今後、スポーツを生かしたスポーツコンベンションの推進を図っていくには運動
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公園の長寿命化計画を策定しながら改修を行い、本町における地域経済効果と子どもたちに夢と感動

を与えることができる施設にし、財産価値を高めていきたいと考えております。公園内のそれぞれの

施設については、経年劣化して改修が必要な箇所を調査中ですが、公共施設等総合管理計画に基づき、

優先順位を付けながら計画的に改修していきたいと考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 中身はわかりました。１点だけ、公共交通会議関係につきましては、平成二十

二、三年ごろから会議をされて、二十五、六年まで掛けていろんな協議をされて実証するというよう

な取り組みがなされておりますが、その後なかなか動いてないというのが実態ではないかなと思いま

す。今回も調査をするということであれば、社会実験的な問題とか、そういう問題は今のところ考え

ていないということで、今後この調査をすることによって、そういった実験までやっていくのかとい

うところだけ、１点だけもう一度お願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 桐原議員の再質疑にお答えいたします。 

今回は、先ほども言いましたように、九州産交バスのほうで一部バス路線あたりのほうが廃止にな

ったりとかいうことで、住民の方に負担をお掛けするような事態が発生することが今予想されており

ますので、それを代替えするような何らかの公共交通機関がやっぱり必要になってくるんではないか

なということで今考えておりますので、こういった公共交通網計画をつくることによりまして、国の

補助金を利用したところでの実証実験なり、あるいは本格運行なりを検討していきたいということで、

今検討しているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 質疑いたします。 

まず８ページの債務負担行為について。この中のＡＥＤですね、ＡＥＤ自体は実際のところ、今、

設置されて年数が過ぎてきましたけれども、使用例とか、効果、それを設置することによってある人

が助かりましたとか、そういった例は実際あるのか。そしてまたこういった更新をしていくのならば、

買い取りというふうなことや、独自のメンテナンス、そういったものが何かありはしないかなという

ふうに思ったりしますので、この点について質疑いたします。 

そして、また５８ページの節の１３委託料において１千１００万円という多大な料金で、価格で庁

舎等の整備基本計画の業務委託が計上されておりますが、この点について、再度説明のほうをお願い

したいと思います。 

それと、８５ページで民生費の中で、節２８の繰出金、たしか説明の中では国保会計のほうに１億

７千万円ほどの法定外ではなかったかなと。この繰り出しですね、法定外がたしか２年続いていたか

なというふうになりますれば、法定外、要するに法治国家の中で法律に基づいた繰り出しを行ってき

たけれども、それ以外の繰り出しを行うというのならば、まさしくその法律違反でありまして、負担

する必要のない人の税金で賄われているというような、整合性が取れないというふうになりはしない
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かなということで、この点について質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 永田議員のほうの質疑にお答えいたします。 

まず、ＡＥＤの関係ですけれども、今回計上しております平成２７年度ＡＥＤ借上料、総額１２７

万１千円の分でございますけれども、こちらのほうは数年に１回、ＡＥＤというのは電池の関係とか

寿命がございますので、今まで買い取りをしていたんですけれども、毎回毎回そういった期間が来る

たびに買い取りということではなくて、少しでものその財政の平準化を図ろうということて、今回リ

ースのほうに切り替えてＡＥＤのほうを更新していこうということで今考えているところでございま

す。 

それと、ＡＥＤを使ったことがあるのかということですけれども、ＡＥＤはやっぱり使わないほう

が一番、何かあったときですね、使うわけでございまして、何か今まであったことは大津町町内では

ございませんので、大津町町内のほうでＡＥＤを使ったという話は、私は聞いたことはございません。

ただ、全国のほうの事例を見ますと、例えば芸能人の方が走っている途中で心臓発作で倒れられてＡ

ＥＤで助かったというようなお話も聞いておりますので、何かあったときにはやはり役に立つのかな

ということで考えているところでございます。 

また、矢護川自然公園のほうでは今までございませんでしたので、新たにＡＥＤを設置して何かあ

ったときの対処をやっていきたいということで、今回借り入れを計上しているところでございます。 

それと、次の庁舎の関係につきまして、委託料が１千１００万円ということで、確かにおっしゃる

ように金額的にはちょっと高いのかなというような気はしておりますけれども、一応こちらのほうで

予定しておりますところで、内容で、業者のほうから見積もりますとやっぱりこれぐらいかかるよと

いうことで見積もった金額で一応今回予算を計上させていただいておりますけれども、その内容とし

ましては、今回私たちのほうでも庁舎内で現庁舎の課題とか、そういったものを整理させていただい

たところではございますけれども、あくまでも私たち、役場職員ということで、本当に専門的な見知

からこれを判断したのかなということになりますと、ちょっと疑問点がございますので、そういった

ところを専門的なところで現庁舎の課題、現状の整備、このあたりを専門家の目で見ながら整理をし

ていただきたいなということで考えているところです。 

それと、新庁舎建設における主な各種計画との関連ということで、振興総合計画とか、都市マス、

あるいは防災計画等々と、こちらのほうの整合性を整理していきたいということと、それから新庁舎

の基本理念ということで、幾つか課題の中でありましたように、窓越しサービスの関係とかですね、

そういったところの機能向上をどうしていくのかとか、あるいはユニバーサルデザイン関係、防災拠

点としての施設としての整備のあり方としてはどうかとか、そういったことも基本的な考え方を整理

していきたいなというふうに考えております。 

それから、新庁舎における基本的な機能ということで、住民の利便性や協働に関する視点というこ

とで、窓口相談機能、あるいは住民の方の共同参画、コミュニティ等におきます利活用スペースをど

のようにするかとか、庁舎周辺における憩いの空間の創出、そういったような視点。それから、防災
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拠点に関する視点として、防災対策本部機能のあり方、ライフラインの維持継続のあり方、そういっ

たものについても整理をしたいというふうに考えておりますし、それから行政機能に関する視点とし

ましては、執務室、議会スペース、これをどのような形でやっていくのか。あるは、最近ＩＴ化が進

んできておりますので、情報通信機能としてどのような形で整備をしていったほうがいいのかとか、

そういったことも考えておりますし、もう一つは、環境という観点からですね、自然エネルギーとか

再生エネルギーを活用する方策はないのかとか、そういったことも考えております。 

そういったことをまず整理をさせていただくということ、それともう一つ、一番大事なのは、新庁

舎建設位置に関する基本的な考え方ですね。このまま現在地でいいのか、どこかに直したがいいのか、

どういうふうにするのかということの論点の整理あたりも考えて行く必要があるのかなというふうに

考えております。これは、かなり住民の方のいろんなご意見があろうかと思いますので、こちらの整

理というのがかなりの労力がいるのかなというふうに考えております。 

それともう一つ、そういったことを考えまして、新庁舎の規模に関する考え方、どのくらいの規模、

何平米ぐらいしたらいいかとか、あるいは複合施設にしたほうがいいのかとか、そういったようなこ

とも検討する必要があるのかなというふうに思っておりますし、また一番私たち財政サイドからしま

すと、事業手法といいますか、イニシャルコスト、ライフサイクルコスト、このあたりをどうするか

とか、そして財源等、財源はどうするのかと、これはほとんど庁舎については補助金制度がございま

せんので、そういったその財源について、民間活用のあり方、そういったことも含めて検討していき

たいと思いますし、また町の財政状況を踏まえたところでの将来的な財政負担についても検討してい

きたいなというふうに考えております。 

こういったことを、今年度１千１００万円の範囲内でやっていきたいなというふうに考えておりま

すけれども、これにつきましてはやっぱり入札をしながらですね、適正な金額で執行していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 国民健康保険特別会計への繰出金についてご説明をさせていただきま

す。 

議員おっしゃるとおり、去年１億６千３００万円一般会計からの法定外と。法定で決められた分以

外の分ですので、それこそ一般財源からの繰り出しと。今回がまた１億７千万円と非常に大きな金額

をお願いいたしております。今回、予算を組む上で法定外を少しでも抑えるためということで検討は

したんですけれども、やはり医療費の伸びとかそこら辺を考えますと、どうしても運営ができないと

いうことで法定外のほうをお願いをいたしております。やはり、国保税で補っていくというのがもう

基本的な部分なんですけれども、国民健康保険というのは国民皆保険の一番の基盤ということで、健

康保健組合、共済、また協会健保などありますけれども、そこに所属されない方々が最終的には国民

健康保険という形になってきております。そういう意味では非常に年齢構成も高いというのが第１点

と、年齢構成が高いというよりも、どうしても医療に係る確立も高い。そして、また所得のほうから

言いますと非常に所得も水準的には低いと、保険に比べて低いと。そこら辺を考えますと、どうして



 120

も構造的な問題があるというのはあるんですけれども、全国的もやはり３千億円以上の法定外の繰り

入れをやっているというのを見ますと、国のほうでも３０年度には県で統一してやるという方向性を

示されておりますけれども、その間、じゃどうやっていくかというのも検討しておりますけれども、

保険税をそれで補っていくとなりますと、軽減をされている方も非常に多いもんですから、単純に保

険税を上げてもそれが収入のほうにはつながっていかないという部分を考えますと、ある一定の中間

層の方々に非常に負担が大きくなるというのも考えますと、どれだけの税を上げていくかというのは、

今後十分検討をしなくてはいけないと思っているところでございます。 

それと併せまして、やはり医療費がかからなければ、当然こういう法定外の繰り入れというのも減

ってまいりますので、今後につきましてはそういう健康づくりというのはもう一保険分野だけではな

く町全体でやはり取り組んでいかなければならない大きな課題だと考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

ＡＥＤについては、使いもしないけれども、やはり備えるべきだという、これって根拠は、例えば

その人口密度に対して、面積に対して、交通量に対して、そういった基準というものはあるのでしょ

うか。実際、ＡＥＤも備えなければならない、これに始まったならば、いろんなものを備えなければ

ならないという、またそういった恐れもありますので、そこの根拠をはっきりしておきたいと思いま

すので、その点について、備えなければならない、今まで弥護山はなかったから備えなければならな

いという根拠、それが法的なものとかいろんなものがあるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

そして、また庁舎の整備のことですけれども、答弁をお聞きしよって非常に根本がちょっと違うん

じゃないかなと思ったりするんですけれども、例えばこの件についてもですね、我々議員は毎年先進

地研修というもの行きます。ですから、例えば大津町に非常に似通った自治体が、それこそここ２、

３年のうちにそういった庁舎を建て替えられた。特にですね、合併のときにかなり庁舎というものが

建て替えられました。そのときに、こういった業務というのはですね、どこの自治体もやっているん

です。ということは、直近でそういったことがあったということは、そのデータをこちらで活用させ

てもらうということが私はできると思うんですよ。何のためにその単独の自治体だけでこういった予

算を組まなければならないか。こういったものはですね、国全体として考えれば、例えば課長が行っ

て勉強してこられるとか、そういった設計図、基本構想あたりをマネさせてもらえんですか、非常に

よくできてきますねというのが自治体間の相互の、言うならば協力のあり方ではないかなと思うから

です。ですから、独自に建てたならば、こういった業務委託はものすごく高くなると思います。確か

に今言われた形のものをやっていくならばそうでしょう。それはゼロ発信ですね。私は、そういった

ものをきちんと活用しなければ、高くなるのではないかなということです。ですから、これは根本的

に予算の組み方も変えられるかもしれないということです。課長だけで不安ならば、いろんな方々を

連れて行ってですね、それでも研修費用というのはものすごく安いし、そういった先進地事例という

ものに対してお礼を差し上げたとしても、こんなに膨らまないのではないかと。そういった視点も必

要ではないかと私は思いますので、そういった視点はなかったのか。あくまでもゼロ発信で独自にい
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くのか。その点について、質疑を再度しておきます。 

それと、国保の件ですけれども、この点は、私は今回、町長の施政方針について、この点について

厳しく一般質問で町長と議論しようと思っていますので、単なる疑義なんですが、あくまでも法定外

をやったならば、控除の観点から負担が多くなる人がおられると言いますけれども、いろんな考え方

が、受益者負担と皆保険を維持しなければならないと言いつつもですね、アメリカが皆保険ができな

いのは、何で自分が病気なのに、自分の自己管理ができないのに、その公助でやらなくてはならない

のかと、自助でしょう、そこはという意見もちゃんとあるんですね。ですから、例えばその保険割合、

負担割を３割から５割とか、例えばそんなにかかるなら自分で気を付けんといかんという、そういっ

たこともあるんですね。ですから、やっぱり国民健康保険税となった時にはですね、きちんとしたそ

の運営ができる形の課税をしなければならないということが考えられますので、受益者負担の原則や

そういった自助ですね、という形で考えれば、この法定外、言うならば私は社会保険ですけれども、

ダブル払いになるんです。これは、今で何回も言っている、社会保険も払っている、会社も負担して

いる、そしてまた国保も我々は払うという形になるんです。これは法律違反ですよ、言うならば、法

定外ですから。この点について、その考え方、もう２年続いていますので、そうなったならばもう許

されない、３億円ですよ、という予算の配分ではないかと思いますので、この点について、今後よく

なるんだというような何か大儀を示しながらですね、今は使わせてくださいと、今は制度はこうだけ

れども今後こうやってよくなるんだと、その制度を維持できるんだというものがこの予算には必要だ

と私は思いますので、再度質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 永田議員の再質疑のほうにお答えいたします。 

まず、ＡＥＤの関係ですけれども、まずＡＥＤを備える法的な基準はあるのかというようなご質問

でございますけれども、法的な基準というのはございません。ただし、町としましては、危機管理と

いうような観点からですね、公共施設というのはすべてＡＥＤを備えていきたいということで、それ

が一つの方針、基準といえば基準になるのかなと。今まで矢護川自然公園のほうに備えていませんで

したので、公共施設には備えるべきだという観点からしますと、矢護川公園にやっぱり置くべきでは

ないかと。それだけ利用者がおられますので、それなりのことをやっとく必要があるということで、

今回予算を計上させていただいております。 

それから、庁舎等の整備の基本構想の関係でございますけれども、確かに議員さんがおっしゃるよ

うに、こういたような基本構想なるものはホームページ見ればあっちこっちいっぱいございます。で

すので、そういったものも活用することはできないかというようなことでございますけれども、確か

に私たちも事務方ですので、それだけでただ単にものを書けと言われれば、それをまねて書くことは

十分可能かとは思いますけれども、ただやっぱり本当にその大津町のこの庁舎がどうなっているのか、

この活用法はどうなっているかということになりますと、それぞれ地域ごとにその実態というのは若

干変わってきていますので、そういったところについてはきちんとした整理をした上で、そのやり方

といいますか、方法論、これについては各先進自治体の取り組みは参考になるかと思いますけれども、
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ただそのそれぞれの自治体については違ってきておりますので、そういった面ではきちんとした調査

を行い、そしてそういった調査の基に、住民の方にも情報を提供しながら、みんなで論議ができるよ

うな環境を努めていきたいというふうに考えて、今回予算をお願いしているところでございます。 

以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 永田議員の国民健康保険の制度自体が今後きちんとなっていくような

形をどのように考えているかという点のご質問だろうと思いますけれども、平成３０年度には県が一

本化すると言いましたけれども、一本化しても各市町村に必要な保険税というのは大津町の場合は幾

らですよという形で多分示してくるんじゃないかなと思っております。その金額が安くなるかといい

ますと、やはり医療費とかそこら辺に応じての分布金になりますので、そういう点も安くは多分なら

ないだろうというふうに思っておりますので、構造的な問題をどのような形で今後取り組んでいくか

というのを考えますと、やはりもう医療費を少しでも抑えるという点にしかないのではないかなと思

っております。国のほうは、消費税アップ分をそこに財政支援をしますとか言っておりますけれども、

そもそもやはりもう医療費がこのままずっと伸びていけば、もういくら財政的な消費税でしても運営

が困難というのはわかっておりますので、前々からご指摘が出ておりますけれども、データを使って

きちんと対応しなさいとか、そういう話は聞いておりますので、そこら辺を今後十分にやはりやって

いくというふうに考えておるところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

次に、議案第３５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３８号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３９号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 
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次に、議案第４０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第４１号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第４２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

   日程第２ 委員会付託 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２、委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定により、

議案第９号から議案第４１号までを、お手元に配付しました議案付託表（案）、それぞれの所管の委

員会に付託いたします。また、会議規則第９２条第１項の規定により、請願第１号及び請願第２号を、

請願・陳情・委員会付託表（案）のとおり、所管の委員会に付託いたします。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。 

午後２時１７分 散会 
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一 般  質  問 

 

 

 ２ 番 豊 瀨 和 久 君     ｐ137～ｐ148 

     １．地方創生戦略の推進について 

(1)「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、町には、２０１５年度までに地域の

実情を踏まえた「地方版総合戦略」の策定が努力義務として課されているが、

どのように取り組むのか。 

(2)「まち・ひと・しごと」を創生する戦略を立てるための人材の確保について、

どのように考えているか。 

(3) 周辺市町村との連携のあり方について。 

(4) 地方移住の推進についての現状と今後について。 

 

     ２．住民と行政をつなぐ連絡体制の構築について 

(1) 開かれた行政を実現し、街がより良くなる事を実感できる、情報通信技術を活

用した、住民参加のまちづくりの仕組みが全国で広がりつつあるが、大津町で

も構築できないか。 

 

 ３ 番 佐 藤 真 二 君     ｐ148～ｐ159 

１．ボランティアや非営利活動団体との協働をどう広げていくか 

 公共の担い手としてボランティアや非営利活動団体の活躍が求められている。 

(1) これからの町とボランティア等との連携の在り方について。 

(2) ボランティア等を育成・支援・連携する機能を持つ、協働を促進する組織・部

署を設置してはどうか。 

 

     ２．施政方針について 

        政策形成がブラックボックス化している。 

(1)「町民主体のまちづくり」を実現するため、どのように政策形成に広く町民を

参画させるか。 

(2) さらなる情報公開、公聴が必要ではないか。 

 

  ８番 府 内 隆 博君     ｐ159～ｐ165 

１．林業振興策について 

 熊本県の森林面積は４６万ｈａで、県土の６３％を占めている。そのうち２４万ｈａ

が人工林である。大津町は森林面積５,１５１ｈａ中、町有林５９１ｈａを有している。
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その半数以上が主伐可能であり、これを最大限に活かすことが林業の成長産業化への道

筋と考える。そのために公共施設の木造化・木質化の推進や、木質バイオマス分野への

供給、更には木材の輸出促進など、新たな県産木材の需要創出とともに、森林経営計画

事業の推進や、林業担い手の確保・育成、利用間伐の推進、林業再生に向けた取り組み

を進めるべきと考える。また、町の財産である森林を次世代へ守り引き継ぐため、「熊

本県水と緑の森づくり税」を活用して、針広混交林化事業などを活用すべきと思うが、

町の考えを問う。 

(1) 県産材の需要拡大と公共工事などへの利用促進を図るべきではないか。また、

森林認証材の普及を今後どのように考えているのか問う。 

(2) 木質バイオマス発電の燃料となる切り捨て間伐等の、林地残を供給する手段や、

コスト低減を図るための生産体制整備に向けた支援を考えては。 

(3) 県産材の輸出促進について中国、韓国で国産材の品質への評価が高い。県は木

材輸出促進協議会を設立し、この機に一層の輸出拡大を図る考えであるが、町

も推進できないか。 

(4) 森林経営計画事業推進と拡充を、今後どのように山林所有者に周知していくか

町の考えを問う。 

(5) 林業担い手の減少や高齢化が進み、健全な森林整備の計画的推進にも支障をき

たしており、地域林業の中核となる担い手を育成・確保することが重要と思う

が、町の考えを問う。 

 

     ２．農地中間管理事業の取り組みについて 

(1) 農政改革の柱として動き出した農地中間管理機構（農地集積バンク）への貸し

付け状況はどうなっているか。貸し出しをためらう農家が多いと聞くが、貸し

手や借り手の情報提供などの推進策ができているか。 

(2) 支援制度の概要等が、高齢農家や土地持ち非農家などを含めた全ての農家に十

分周知できているか。 

 

 ４ 番 松 田 純 子さん    ｐ165～ｐ174 

１．九州産交バス大津線廃止に伴う、今後の対応について 

(1) 九州産交バスの再編計画は、関係自治体には数年前から方向性が示されてきた

と聞くが、その間の町の取り組み及び今後の方針について問う。 

 

     ２．町内公共交通手段構築について 

(1) 公共交通の必要量、必要場所等の調査の必要性を問う。また、調査の方法とし

て、アンケートの実施、区長、民生委員、包括支援センター担当者等からの情
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報収集の必要はないか。 

(2) コミュニティバス運行について、近隣自治体の実施状況の分析を行っているか。 

(3) デマンド型タクシーを実施している中で問題点はないか。 

 

 ９ 番 吉 永 弘 則 君     ｐ174～ｐ178 

１．地方創生で地下水保全対策の充実について 

(1) 地方創生で総合戦略策定の中に、県、熊本市、菊陽町を巻き込んで、地下水保

全対策事業の充実を推進すべきではないか。 

     ２．雨水浸透枡設置の普及について 

(1) 地方創生の一環で、地下水涵養、洪水防止対策として、雨水浸透枡設置の普及

を推進すべきではないか。 

 

 １３番 永 田 和 彦 君     ｐ178～ｐ189 

１．施政方針について 

(1) 増え続ける社会保障費や介護、医療費の問題を認識しながらも、その対策は国

まかせであり、町づくりの基本は町民の健康からとの気概と認識が感じられな

い。 

  また、自主財源の確保に努め、健全財政の維持、土台のしっかりとした持続可

能な財政基盤を築くと言われるが、自然人口増を見込みながらも、２７年度予

算において自主財源がマイナス計上では、弱気か無策のいずれかとしか思えな

い。 

 

     ２．肥後大津駅開通１００周年の政策とは 

(1) 駅を起点とし、東に阿蘇、西に熊本市、南に空港ライナー。北を制し、再び交

通の要として町発展の要素としたい。 

   温泉ライナー？菊池と大津の資源共有はどうか。海外観光客や福祉での活用が

見込まれ、菊池方面からの集客も見込まれる。 

  大津町を、東西南北３６０°の中心とし、その地位を確立する！ 

 

 １１番 坂 本 典 光 君     ｐ195～ｐ204 

１．地域とともにある学校づくりについて 

(1) 地域に開かれた学校とはどういう意味か。 

(2) いままでは、学校は地域に開かれていなかったのか。 

(3) 具体的にはどのようにしたいのか。 

(4) どのような成果が期待できるか。 
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     ２．夢の実現を阻害するもの 

(1) 大津町教育基本構想「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える」を実現するためには、

社会環境として自由、平等、人権、能力主義が整っていたほうが良いというこ

とは言えると思う。それと同時に個人が日本人としての自信を持つべきだと思

う。 

① 小中学生に第二次大戦における日本の負の部分（日本が悪いことをした）

を強調した自虐教育をしていないか。 

② ヨーロッパによるアジアの植民地支配、白人の有色人種支配を崩したのは

日本だと教えているか。①と②とのバランスと冷静さが大事。 

③ 日本の国にはビジョンがないと言われる。国にビジョンがなかったら、個

人も夢や目標を持ちにくいと思うが、今の日本に国の進むべき、目指すべき

体系的なビジョンはあると思うか。 

④ 堺屋太一氏は、２１世紀に入ってからあまりに「安全」が強調されるよう

になったと述べている。夢を追いかけるには、「冒険」も大事ではないか。

夢を実現するためには危険を伴うかもしれないということは教えているか。 

 

     ３．上井手公園について 

(1) 上井手公園には町長の思いがあると思う。今後どのように整備したいか、どの

ような特徴を持った公園にしたいか、思いを聞きたい。 

 

  ５ 番 桐 原 則 雄 君     ｐ204～ｐ213 

１．今後のまちづくりに対する財政計画について 

(1) 地方創生への取り組み、社会資本整備計画、南部・北部地域整備計画、庁舎建

設、給食センター、学校をはじめとする公共施設等の長寿命化対策など、今後

の町の行財政運営は大変厳しく、今後のまちづくりの指針としての財政計画が、

大きなカギを握ると考える。 

   町民、議会、職員が一体となり情報の共有に努め、各種事業を確実に推進する

ために、今後のまちづくりに対する具体的な実施計画をはじめとする財政計画

を示し、町長がめざす素晴らしいまちづくりを進めないか。 

 

     ２．駅を中心としたまちづくりと地域公共交通の整備について 

(1) まちづくり交付金事業及び都市再生整備計画事業を活用し、中心部の施設や道

路など、大きな事業費をかけて整備し、特に、駅周辺整備や駅前楽善線が開通

し、肥後大津駅１００周年記念式典も開催されるなど、中心部のまちづくりの
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顔や交通拠点にするなどの事業が展開されてきた。 

① 駅を中心としたまちづくりを、地方創生との関係やソフト事業面も含めて、

今後、具体的にどのように進めるのか。 

② 駅を中心とした地域公共交通の整備を急ぎ、元気で便利なまちづくりを進め

ないか。 

 

     ３．高校生の発想や行動を活かした地域づくりについて 

(1) 国が地方創生を掲げ、新しい地域戦略計画を策定させて、地域の元気と活性化

を推進しようとしている。そこで、地域で育ち、地域を支え、元気な町を創る

ためにも、若い世代の新しい発想や行動が町の宣伝や地域活性化の切り札にな

り、町を更に発展させると考える。 

    新しい発想のまちづくりや町政への関心を持つ機会として、町長と地元の高校

生と直球勝負のまちづくりトークの実施、更には、それを発展させた高校生議

会を実施する考えはないか。 

 

 １ 番 金 田 英 樹 君     ｐ214～ｐ228 

１．「機構改革」の評価について 

(1) 本年度より機構改革を行い、１年間新体制で運営してきた。機構改革の理由は、

１つ目は「中長期のまちづくりや重点施策の推進並びに進行管理などでの事業

推進を図るうえで、行政運営における横軸の連動化や財政状況に対応した総合

調整機能を強化する専門部署を設ける必要がある」、２つ目は「行政運営におい

て、社会情勢の変化への対応や住民との協働のまちづくりの取組みをはじめ、

住民サービス向上により対応できる機構」との説明であった。 

   また、「重点施策の調整機能を強化するために、総務部に次長級を置いて副町

長と総務部長と連動し、特化した調整役として業務にあたる。総合政策課は、

町の総合振興政策を策定する業務があり、また財政係もあるので、財政計画と

の整合性を図りながら、各事業の調整機能の強化を図る」とも述べていた。 

① 全体として効果が見られる点、および課題認識はどうか。 

② 中でも「組織の横軸の連動と総合調整機能の発揮」を挙げていたが、どうい

う状況か。 

③ 財務部門（総合政策課）の役割をこれまでの予算調整メインから、「事業の進

捗管理」ひいては「事業評価」へと移行する事を意図しているとの認識であっ

たが、現状はどのような関わり方になっているか。 

 

     ２．振興総合計画の２年延長について 
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(1) 大津町の振興総合計画は、時代の潮流や地域の課題などを踏まえて、計画の基

本目標や本町の将来像を明らかにし、その実現に向けた施策の大綱を示す「基

本構想（１０年）」、基本構想で示された施策の大綱に沿って、分野ごとに取り

組む具体的施策を明らかにした「基本計画（５年）」、基本計画で設定された施

策目標に沿って、具体的な事業計画を明らかにし、年度ごとの予算編成及び事

業実施の指針とした「実施計画（３年計画を毎年作成）」からなっている。 

今回の施政方針において町長は、現行の第５次振興総合計画の２年間延長を表

明したが、目標も含め当初１０年計画として定めたものを最終年度直前に延長

するにあたっては、住民に対しても相応の説明が必要である。 

① 延長の理由について、経緯および詳しい説明を求める。 

② 振興総合計画は「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」からなるが、「基本計

画」についても現行の後期基本計画を延長する考えか。 

③ これまで「次期総合振興計画策定のタイミングに検討・実施」としていた課

題もあるが、それらはどう整理するつもりか。 

     ３．九州産交営業所移転および町内公共交通の在り方について 

(1) ２０１５年末から２０１６年初頭を目途に、大津営業所が光の森駅周辺へ移転

となることに伴い、菊陽大津方面に向かうバスの大半を光の森で打ち切り、光

の森以東は通勤時間帯を除いてほとんどの便が廃止となる見込みである。公共

交通は住民の生活に大きく影響する部分であり、当該移転問題が出る以前より

住民からは、コミュニティバスの導入や乗合タクシーの利用可能エリア拡大を

望む声が挙がっている。大津町は面積も広く、地域ごとの人口密度や道路状況

も異なるため、一つにはコミュニティバスと乗合タクシーの併用が考えられる

が、いずれにしても減便となる部分に対する対処療法ではなく、赤字補填によ

り運行を継続してもらっている「民営路線バス」、「乗合タクシー」、「福祉タク

シー」の現状コストや利便性を総合的に勘案し、住民アンケート等も用いなが

ら、大津町全体の公共交通の在り方を考える必要がある。また菊陽町をはじめ

近隣自治体との協力も考えられる。 

① 移転における本町への説明の時期および協議・調整はどうなっていたか。 

② 大津町への影響をどう分析し、今後どのような対応をどのようなスケジュー

ルで行っていく予定か。 

③ 利便性・費用対効果の面から、東京大学オンデマンド交通プロジェクトの導

入研究をしてみてはどうか。 

 

 １０番 源 川 貞 夫 君     ｐ228～ｐ234 

１．産交バス再編計画に対する対応について 
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(1) 九州産交バスの再編計画に対して、大津町としての対応はどうなのか。大津営

業所を菊陽町のＪＲ光の森駅付近へ移転、コミュニティバス等の代替手段を菊

陽町と協議されていると思うが、進展状況を問う。 

(2) 大津町と熊本市間の減便や廃止路線に対して、今後どうなるのか。 

(3) 現在の乗合タクシーの利用状況は。 

(4) 美咲野地区や吹田団地地区方面、室のあけぼの団地地区方面、また大津町の北

部・南部地区及び、通勤通学や高齢者等で現在バス利用されている住民からは、

どのような意見や要望が出ているか、町長に問う。 

 

     ２．観光振興について 

(1) 宿場町としての歴史的観光資源の魅力を引き出し、肥後おおづ観光協会と連携

し、大津町内のビジネスホテルなどを拠点として、町の観光情報のＰＲ等を行

っていくと施政方針で述べられしたが、具体的な施策は何か、町長に問う。 

(2) まちづくりの一環として、歴史散策、宿場町のシンボル再現、加藤清正公の

「水と農地」に対する偉業をたたえた記念事業の企画、またはＤＶＤ等を作成

したり、「おおづの歴史」についての勉強会や見学をする等の企画をして、子供

たちに「おおづの歴史」を伝えていく事が必要ではないかと思うが、教育長の

考えは。 

 

 ６ 番 山 本 重 光 君     ｐ234～ｐ245 

１．図書館の更なる活性化について 

(1) 近隣の図書館と比べて、利用者の現状はどうか。また、今後の活性化を図るた

めの方策はもっているか。 

   人口増をはじめ、県内から注目を集めている本町において、誇るべき図書館と

なり得ているか、認識を問う。 

 

     ２．道徳教育について 

(1) 国は道徳教育の教科化をはじめ、改めてその改善、充実に力を入れはじめてい

る。その反面、個人が持つ各種の権利の侵害を理由に、その方向性に異を唱え

るものもいる。 

   道徳教育の“指導”という観点についても、万全の体制がとれるのか等、国の

推進についての本町教育責任者の認識を問う。 

 

 １５番 荒 木 俊 彦 君     ｐ245～ｐ255 

１．幼稚園保育料の引下げを 
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(1) 政府は、幼児教育の無償化を言っているが、結局他の予算に財源をまわした。

幼稚園は、特に夫（妻）がフルタイム、妻（夫）がパートという世帯が多いと

思われる。夫または妻の収入しだいで、生活が厳しい世帯も多いと思われる。 

   階層区分の見直しが必要ではないか。３人以上の多子世帯の減免制度の拡充も

必要と思われる。 

 

     ２．保育所料金の引下げを 

(1) 子ども子育て支援新システムは、「子育て支援充実、少子化解消」ではなかっ

たか。制度改定に当たり、保育料の引下げこそ必要と考える。 

 

     ３．ひとり親家庭 みなし控除適用を 

(1) 婚姻暦のないひとり親家庭は、税法の適用外となっているが、司法の判断を含

めて全国各自治体で、控除みなし適用が実施されている。わが町ではどうか。 
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議 事 日 程（第３号） 平成２７年３月１８日（水） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前９時５８分 開議 

○議 長（大塚龍一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

今回の一般質問は１２名ですので、本日が１番から６番まで、１９日が７番から１２番までの順番

で行います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） おはようございます。傍聴席の皆様も雨の中、朝早くからありがとうございま

す。２番議員、公明党の豊瀨和久でございます。通告に従いまして、２点質問をさせていただきます。

１、地方創生の推進について。２、住民と行政をつなぐ連絡体制の構築についての２点です。 

まず１点目の地方創生の推進についてお伺いをいたします。 

我が国の人口は減少局面に入っています。また、若者の地方からの流出と東京圏への一極集中が進

み、首都圏への人口の集中度は諸外国に比べて圧倒的に高くなっています。このままでは人口減少を

契機に消費市場の縮小、人手不足による産業の衰退などを引き起こす中で、地域の様々な社会基盤を

維持することも困難な状態に陥ってしまいます。 

このような状況を踏まえ、政府は昨年１１月に成立したまち・ひと・しごと創生法に基づき、日本

全体の人口減少の展望を示した長期ビジョンと地方創生のための今後５年間の総合戦略を昨年１２月

２７日に閣議決定をしました。その総合戦略は、地方で３０万人分の若者の雇用創出などを目標に掲

げ、この戦略に基づいた施策に１５年度予算案と１４年度補正予算案を合わせて約１兆円を計上して

います。地方の自主性を尊重し、それを国が支援する枠組みが総合戦略です。今後、それぞれの自治

体が地域の実情に合わせた地方版総合戦略を策定していきますが、既に独自のアイデアと取り組みで

人口減少に歯止めをかけたり、都市部からの移住者を呼び込んで地域に活力をもたらしている成功例

や先進的な事例は地方版戦略づくりを作成する上で大きなヒントになります。 

例えば岩手県紫波町は、公民連携によるオガールプロジェクトと呼ばれる計画で１０年余り塩漬け

状態であった駅前の町有地を再生させました。「オガール」とはフランス語で駅を意味する「ガー

ル」と、紫波の方言で成長を意味する「おがる」を合わせて名づけられました。図書館などの公共施

設とレストランや産直などの民間テナントが入る複合施設を整備し、人口３万３千８００人の町に年
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間８０万人が訪れるようになっています。 

ここで注目されるのは、計画を実行するための資金の調達方法で、従来型の公共事業のあり方が問

われる今、国からの補助金を一切使わず、金融機関からの融資を活用している点です。しかも、入居

テナントからは町に家賃や固定資産税が支払われており、町から複合施設への委託料などは当然あり

ません。民間事業者の採算性、安定性の確保、町と民間事業者とのリスク分担が留意されています。 

例えば補助金を１０億円確保できたら１０億円をフルに使ってその後のランニングコストを考えず、

稼働率の見積もりも甘いまま、空きテナントが目立つ立派な施設を建設するのがこれまで多く見られ

た公共事業の失敗でした。民間だとなぜいろいろな無駄が省けるかと言いますと、銀行という、うる

さい存在がいるからです。銀行がだめだ、金を貸さないと言うと無駄がカットされます。事業を行う

ときの民間金融機関の役割はすごく重要で一番節約になります。この手法を使わない手はありません。

今後は民間より先んじてしっかりと稼げる投資をしなければ、少なくとも地域活性化には寄与しませ

ん。補助金に依存して失敗する公共開発事業は、自治体財政を長期にわたり蝕みます。大津町にも心

当たりがある公共事業があるのではないでしょうか。補助金がないから事業をやらないとか、補助金

があるから事業をやってみるとか、本来補助金とは事業者を補助する目的のはずが、いつの間にか補

助金が先頭を走っている事業が数多く存在しています。そして、そのような事業は例外なく失敗をし

ます。公共施設は税金で建設し、税金で運営するという従来の発想を転換し、民間資金を活用する手

法は大いに参考になるのではないでしょうか。 

紫波町は民間の活力を巧みに取り組みながら、将来を担う世代が魅力を感じるまちづくりに腐心し

た結果、地域に活力をもたらしており、旧来の発想にとらわれないアイデアは大いに学ぶべきだと思

います。地方版総合戦略は役所だけでつくるものではないと思います。それぞれの地域で暮らし、地

域を担っている人に焦点を当て、人が生きる地方創生を実現すべきです。 

これまでも何度となく地方活性化が叫ばれ、国の対策が実施されてきました。しかし、道路などの

インフラ整備などのハード面に力点が置かれていたため、成功したとは言えない状況です。地方創生

とは、人口増加のことでもなければ、経済成長のことでもありません。もちろん一定の人口が確保さ

れなければ生活は維持できませんし、一定の経済成長がないと生活は向上しません。しかし、人口や

経済はそれ自体が地方創生ではありません。地方創生とは、経済成長のみを追及するのではなく、各

地域の特色を生かして生活の質の豊かさを追求するものだと思います。日本人の価値観は、既に物質

的な豊かさから生活の質の向上へと変化していて、社会構造や政策も、生活の質の向上へ向けて転換

しなければならない時期に来ていますが、いまだに転換をされていないことが問題です。 

日本は工業化の振興に対応した国土をつくってきました。工業社会への対応、経済成長のためのイ

ンフラ整備ということではそれなりの国土や仕組みをつくってきました。しかし、情報化社会、成熟

社会に対応するような社会の仕組みには、いまだになっていません。物理学者デニス・ガボールの提

議では、成熟社会とは、少子高齢化や人口減少のみならず、人々が生活の質の向上を切実に要求する

社会である。日本には、人々が生活を楽しむためのインフラや生活習慣、そのための蓄積といった社

会的、経済的な仕組みが欠けている。成熟社会での人々の生活、そういう生活観について議論を大い
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にすべきである。今の日本は日本人の意識、社会の仕組みを変えていくための議論が必要であると言

っています。 

町長も２７年度の施政方針の中で、大津町におきましても地域戦略計画を策定し、様々な施策を実

施しますと言われています。地方創生のかぎは、地方が自立につながるよう地域の資源を生かし、責

任をもって戦略を推進できるかどうかにかかっています。しかし、中には策定のためのノウハウや人

材が不足しているところも少なくありません。政府は戦略づくりを支援するため、人口５万人以下の

自治体には国家公務員や大学研究者、民間シンクタンクの研究員などを派遣して、戦略の策定を支援

する制度を４月から始めるとしています。 

また、自治体の相談に応じる地方創生コンシェルジュを配置して、市町村が気軽に問合せができる

案内役となり、地方創生の取り組みを支援するとしています。 

このような国の支援を活用しながら地域の事業をよく知る金融機関や報道機関、ＮＰＯ法人や民間

団体とも連携して、地方版総合戦略の策定に関して幅広い分野の人材を交えた活発な議論をしていく

ことが重要です。 

以上のような観点から地方創生に関しまして、４点質問をさせていただきます。 

１、まち・ひと・しごと創生法に基づき、町には２０１５年度までに地域の実情を踏まえた地方版

総合戦略の策定が努力義務として課されていますが、どのように取り組まれるのか。２、まち・ひ

と・しごとを創生する戦略を立てるための人材の確保について、どのように考えられているのか。３、

地方創生を推進する上での周辺市町村との連携のあり方について。４、地方移住の推進についての現

状と今後について、の４点について町長のお考えをお聞きいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。豊瀨議員の地方版の総合戦略関連等について

のご質問でございますけども、この総合戦略は人口減少と地域経済縮小の克服を目的に、地域の実情

に応じて策定することを求められているところです。国が示した総合戦略においては、東京一極集中

の是正、あるいは若い世代の就労や結婚、子育ての希望の実現、あるいは地域特性に即して地域の課

題を解決するといった視点の盛り上がりが盛り込まれております。そして、この地方創生において、

地方が自ら考え、責任をもって取り組むことが重要であり、そのため地域の特性を踏まえた地方版の

人口ビジョンと総合戦略を策定することを求め、国はこうした地方の取り組みにビッグデータに基づ

く地方経済分析システムなどの情報支援や財政などについて支援していくことになっているところで

す。 

ところで私は、もともと元気な大津町をつくりたいという思いがありまして、振興総合計画でも

「みんなでつくろう元気大津」を掲げ、これまで企業誘致をはじめ、子育て支援、安心安全なまちづ

くりに取り組んできたところです。このような政策により、幸いにも人口は増加を続けております。

日本全体の人口が減少する中で大津町だけが安泰ということもなかなか考えにくいところでもありま

すので、今回の地方創生については大いに期待をし、しっかりとした計画を立てて、これまでの政策

の検証及び充実をさせながら取り組んでまいりたいと考えております。 
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策定の具体的な内容については総務次長から説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） おはようございます。豊瀨議員のご質問にお答えいたし

ます。 

  国が示しました総合戦略策定のための手引きによりますと、議員がおっしゃっておられるように地

域の特色や地域資源を生かし、住民に身近な施策を盛り込み実施することが期待されており、また市

町村間の連携についても触れられているところでございます。 

総合戦略の内容は、創生法第９条、第１０条に基づき策定されるもので、基本目標、講ずべき施策

に関する基本的方向、その他必要な事項を規定しています。地方版総合戦略においては、地域の特色

や地域資源を生かし、住民に身近な施策を幅広く盛り込み、実施する必要があることから、人口の現

状分析を行い、２０６０年度をめどとした長期的展望に立った人口ビジョンの設定や、国が今後示し

ます経済分析などのビッグデータを用いながら町における今後５年間の総合戦略を策定することとし

ております。 

また、今回の地方創生は結果重視という方針が打ち出されており、行政活動そのものの成果、つま

りアウトプットではなく、その結果として住民の方にどのような便益をもたらされたのかというアウ

トカムを重視しており、具体的な成果指標としての数値目標を設定する必要がございます。 

また、いわゆる産官学金労言と言われるように、各分野からの意見を広く取り入れることも求めら

れていますので、策定に当たっては議員がおっしゃられるように民間を活用したところでのご意見を

幅広く取り入れながら、議会とも協議しながら進めさせていただければと考えているところでござい

ます。 

また、人材の確保につきましては、今回熊本県から人材を派遣していただく予定にしており、総合

戦略をはじめ、いろいろな計画策定に携わっていただき、町職員の資質向上にも役立ってもらいたい

と考えております。 

また、国の地方創生本部には町の職員が国に派遣されておりましたけれども、そのときの上司がこ

の本部におられます。そういうことでこの地方創生戦略をつくるに当たりましては、国のほうとの連

携を図りまして、情報収集とか相談にも活用させていただきたいというふうにも考えているところで

ございます。 

一方、自治体間の連携についてでございますけども、現在、熊本都市圏における広域連携事業の取

り組みとして、熊本市が中心となり、周辺地域との連携した事業の取り組みの検討を進めているとこ

ろです。その中において、ほかの自治体と連携して取り組める事業についても積極的に事業の推進を

していきたいと考えているところでございます。 

また、地方移住の推進についてでございますけれども、先ほど町長が申しましたように、これまで

の政策の結果として人口が増加しているということから、積極的に人口増加策を打ち出すということ

よりも、今住んでおられる住民の方たちが本当に住んでよかったと思えるような施策、つまり生活の

質の向上、こちらのほうを着実に実施していくことがひいては人口がさらに増加し、地域が活性化し
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ていくのではないかと考えております。ただ、大津町においても人口が減少している地域もございま

すので、６次産業化や地域づくり推進事業など地域が活性化していくような施策を展開していく必要

があるのではないかと考えているところでございます。いずれにしましても国から提供されますビッ

グデータ等を用い、現状等を詳しく分析するとともに広くアイデアを求め、計画を策定していかなけ

ればならないものと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） この計画を将来的に、今年１年で策定するようになっていると思いますので、

これの計画を立てられて推進していく中で結果というのをまた検証する機会があると思いますので、

ぜひそれは期待をしてみたいと思いますけれども、一番最初のこの地方創生の取り組みとして、プレ

ミアム商品券の発行事業というのがあると思いますけれども、その内容について地方創生に関するこ

とですので考え方を聞きたいと思うんですけれども、補正予算の質疑の中で聞いたときには、国から

の交付金をそのままプレミアム分として上乗せをして全世帯に一律のような発行をする、ある意味で

はあの中でのありましたけども、ばらまきのような方式を考えられてるということでしたけれども、

地方創生という中で地域の独自色を出していくという中でですね、地方によっては独自にプレミアム

率を考えたり、その配分を考えたりとかされて発行の枚数が１世帯に１枚行き渡るようなやり方では

なくて、数自体は少なくなるけれども、プレミアム率を大きくするとか、あと子育て世帯も１回だけ

助成があるっていうことだったですけれども、通常プレミアム商品券ごとに補助されるっていう考え

方のところが多いですよね。県からの補助金に対して、交付金に対してそれを子育て世帯の分で割る

ようなやり方でするので額が幾らっていうことで決まりますけれども、プレミアム商品券は使われる

方と使われない方っていうのはいるんですよね。全世帯に行き渡るようなやり方でなくて、特典を増

やすことによって価値が高まってくるという商品券ですので、全世帯に満遍なく渡すっていうことで

あれば、この間の議論でもありましたように、プレミアム商品券じゃなくてもそのプレミアム分をそ

のまま全世帯に渡せばいいんじゃないかっていう発想にもなるんですけれども、プレミアム商品券は

必要な、買いたいという方がそれを買って、旅行であるとか日頃使わないものにその特典があるんで

あるならば使おうかというような発想になるような使い方ですので、全世帯に行くような計画を立て

られること自体が本来は地域の実情とかそういうものは全く考慮せずに、ただ交付金を配分するとい

うような考え方じゃないかと思うんですけれども、そのあたりの考え方と、あと、これは生活支援と

いう意味でもあると思うんですけれども、低所得者の方に対する特典とかそういうものは国からの交

付金がそれの名目じゃないもんですからそういうことは考えてないということだったんですけれども、

その方に対する特典を上乗せするとか、そういう部分も、これは地域の実情に応じて考えられるとい

う内容なんですよ。どれだけプレミアム商品券の価値を高めることができるのか。これを期待をもっ

て買っていただける人たちを増やすのかというのは、その商品券の内容自体、商品券がどれだけ価値

があるのかということを高めないと一家に１枚ずつは配分できますよなんていうことをするならば、

それは買った人は別にそれは普通の日用品を買う可能性だっていっぱいあるわけですよね。それを使

って何かをしたいとかという人に対して商品券を発行しないと、生活必需品に変わっていく可能性だ
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っていっぱいあるわけでありますし、ばらまきと言われてもおかしくないんじゃないかと思いますの

で、その辺の地域の独自性を出す地方創生という考え方の中でですね、独自にほかの市町村と金額を

合わせたというふうな話もされましたけれども、そのプレミアム商品券の価値を高めるやり方という

のはもっとあるんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりの方向性をもう一度確認させていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 豊瀨議員さんの再質問、プレミアム商品券についてのご

質問でございますけども、プレミアム商品券につきまして、地域の特色を出していろいろと工夫をし

たらどうかというふうなご質問ではなかったかなというふうに思っておりますけれども、今回、国が

示しましたプレミアム商品券に対する交付金でございますけども、こちらにつきましては、緊急経済

対策ということで、どちらかというと生活支援というよりも経済対策のほうに重きを置いた交付金で

あったというふうにこちらのほうは認識をしているところでございます。従いまして、考え方としま

しては低所得者とかいろんな考え方はございますけれども、あるいはそのプレミアム率、あるいはそ

の独自色を出していろんなことをするということの考え方もございますけども、熊本県内のプレミア

ム商品券の取り扱いを見てみますと、大体プレミアム率２０％というのが大体多いようでございます。

そして、基本的には２０％の上積みをして、それでもって地域経済、地域のほうの買い物をやってい

ただくと、そういったような取り組みのほうが主な取り組みのようでございます。 

そういったところで現在考えておりますのは、プレミアム商品券の率につきましては、２０％程度

で一応考えていきたいなと。またそれでそのほか、熊本県のほうで子育て世帯に対する支援というこ

とで補助がございますので、そちらのほうも同時に併せて取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

ばらまきではなくてという話なんですけども、もちろん各１世帯にそれぞれこれをばらまいたほう

が逆にいいんじゃないかというようなお話もございましたけれども、こういったプレミアム商品券を

つくって経済対策を行うということにつきましては、やはり住民の方たちの１つはもう生活支援とい

うような意味合いもございますので、やはりプレミアム率を高めてですね、最初から各世帯に行き渡

らないような商品券の発行というのはやはりいかがなものかなというふうに考えております。基本的

にはやはり各世帯、全世帯にやはり当初は行き渡るような形で計画をした上で、基本的には国のほう

も示しておりますように、この商品券につきましては早い者勝ちというような方針も出ております。

しかしながら、早い者勝ちで買い占めてしまわれる方も中にはおられるという話も聞いておりますの

で、そうしますと本当に買いたい人たち、行き渡らせたいというような人たちについて買えないとい

うような事態も出てきますので、そういったことについての対策っていうのも今後考えていきたいと

いうふうに考えております。基本的には各世帯がやっぱり少なくとも希望される方は購入できるとい

うようなシステムを考えていきたいというふうに考えております。システムにつきましては、今後ま

た今からもう少し内容を見つめながらですね、やっていきたいと考えておりますのでいろいろとアイ

デア、知恵ございましたらですね、またいろいろと私どものほうに言っていただければいろいろと取
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り組むことはできるかなというように思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） いや、私はばらまかないようにしてほしいということを言ってるんですよね。

ということは特典を大きくするんですよ。国も早い者勝ちっていう感覚、それがプレミアムですよね。

誰にでも行き渡るやつ、順番とか関係なく誰でも行き渡るやつはそれはプレミアムじゃないんですよ

ね。普通に待ってても来るもの、そういうのをばらまきということで、率を上げて発行枚数を減らす

と。そうすると価値が高まるわけですよ。それがプレミアム商品券の考え方なんですよね。そして欲

しい人が早い者勝ちで買って、それを自分が例えば旅行に行こうとか、そういう生活必需品じゃない

ものに対して使う、そういう人が早い者勝ちで買うわけですよ。その考え方じゃないと、全然それは

プレミアム商品券、特典の価値は高まってないんです。ということを国もこれからは地域の実情に合

わせて価値を高めていくということを言われているので、一家に１世帯ずっとばらまくという発想っ

ていうのは、そらプレミアム商品券の発想じゃないんですね、本来は、と思いますけれども、そこは

またいろいろ考えていただいてですね、できるだけ価値が高まる、プレミアム商品券を買いたいとい

うような、並んででも買いたい、早く買いたいというような価値を高めていくやり方をしないと、も

う全然効果が現われないと思いますので、そこはぜひよろしくお願いいたします。 

それとこの地方創生っていうのは先ほどから国のほうからも言われておりますように、地方が独自

色を出していろんな事業を行っていくっていうのが地方創生ですので、国から言われたことをそのま

ま近隣とあわせてやっていくようなことをやってても、それはもう地方創生っていうよりも全然そう

いうことにはならないと思いますのでですね、本当に独自色を出していろんな知恵比べと言われてい

る中でですね、取り組みを行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それと２番目の質問に移りますけれども、これも地方創生の重要な分野でありますまちづくりにつ

いての質問といいますか、提案になりますのでよろしくお願いいたします。 

２問目は、住民と行政をつなぐ連絡体制の構築についてということをお伺いいたします。 

町長は、ＮＨＫで放送されました「ガバメント２.０市民の英知が社会を変える」という内容のク

ローズアップ現代は見られましたでしょうか。市民の力を生かして効率的な行政サービスを実現させ

ようという新たな試みを紹介した番組です。今回提案をする住民と行政をつなぐ連絡体制の構築は、

ガバメント２.０というＩＣＴ情報通信技術を使って、従来のように行政自らが公共サービスを提供

するだけでなく、住民に行政が行う公共サービスや政策決定に主体的に参加してもらい、その英知を

集結させて様々な施策を実現させようという行政と住民との間の新しい取り組みです。その実現には

容易に行政に参加できる仕組みを整えることが必要であり、最新の情報通信技術を活用することで行

政と町民との距離が身近になります。 

公共サービスに町民の手を借りるため、愛知県半田市や大分県別府市ではマイレポという取り組み

をＦｉｘ ＭｙＳｔｒｅｅｔ Ｊａｐａｎという無料のアプリケーションソフトを活用して始めました。

これは、道路や公共施設の破損などに気付いた住民がアプリケーションソフトを使用してオンライン

で行政に報告し、行政はそれを見て必要な対応を行うという住民にお手伝いをしていただく行政シス
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テムです。一般的なやり方であれば、街灯が消えているから取り換えてほしいなど、行政に直接電話

や訪問するなどして対応を要請していました。しかし、この無料アプリを利用することで、スマート

フォンやモバイルパソコン、自宅のパソコンなどから写真とＧＰＳ機能を使った位置情報を２４時間

いつでも知らせることができ、さらに行政は全部自前で対応するのではなく、例えば登録していただ

いた住民に修理などの対応を依頼したり、ボランティアの方々を活用したりして課題を解決していく

ことが可能となります。 

また、これまで行政が住民の意向を聞くためにはタウンミーティングなどを開催したり、アンケー

ト調査を行ったりするなど、人件費や諸費用がかかっていましたが、こうしたアプリを活用すること

で業務効率の改善による経費削減も見込まれます。行政と住民とが協力をしていく中で自助・共助・

公助の意識を高め、誰かに任せる政治から自分たちでつくる政治を実現していこうという理念をもっ

て民主主義の根本概念を進化させていくことが、まさにガバメント２.０の意義であり醍醐味です。 

また、行政に直接電話やメール、訪問するなどして対応している従来のやり方と根本的に違うのが

写真とＧＰＳ機能を使った地図情報が瞬時に、しかも簡単に送信できることです。これは災害時など

の緊急時の情報収集などには間違いなく威力を発揮する取り組みだと思います。 

町長の施政方針の中にもこれまでの災害を教訓に、町の防火体制の強化とともに避難所の見直しや

地域との連携体制の整備に引き続き取り組んでまいりますとありますが、情報通信技術を活用した無

料のアプリケーションソフトを活用することにより、費用をかけずに体制の構築ができます。 

総務省によりますと、平成２４年度の調査でもインターネット利用者数の人口普及率は７９.５％

となっており、地域活動の主な担い手である５０歳から６０歳代のインターネット利用はますます拡

大すると言われています。スマートフォンの普及率も６割を超え、急激に利用者が広がっています。

また、国は世界最先端ＩＴ国家戦略創造宣言を昨年閣議決定をしました。その中の目指すべき社会、

姿を実現するための取り組みの中でＩＴデータを活用した地域の活性化という項目があります。そこ

にはスマートフォンやタブレット端末などの活用による効率化やサービス向上を図ることなどにより、

魅力ある地域の元気を想像する取り組みを促すとともに、災害時にも活用可能な情報通信基盤のＩＴ

やＧＰＳ地図情報などの各種データの活用を組み合わせることにより、新たなまちづくりモデルやビ

ジネスモデルを構築するとあります。 

あわせて総務省の電子自治体の取り組みを加速するための１０の指針の指針７では、地方公共団体

に期待される指針実行のための取り組みとして、新たな住民満足度行動施策の検討という項目があり、

その中にもＧＰＳ情報を活用した行政サービスの高度化の実現、スマートフォンなどの新たなデバイ

スの活用、住民からリアルタイムで提供されるデータによる市民協働型の地域課題解決など、新たな

行政サービスの検討を行うとあります。 

ガバメント２.０の取り組みは、アメリカやヨーロッパでは一般的に多くの自治体で取り組まれて

います。日本でもいち早くこの取り組みに気付いたところから取り組みが始まってきています。こう

した観点から、ガバメント２.０を実現するためのアプリケーションソフトの活用を具体的に行うこ

とにより、行政と町民との距離を縮め、町民の多くの声を町政に反映させることで町民の力を生かし
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た行政サービスを実現するべきであると考えます。 

そこで町長にお伺いします。町政により多くの町民の声を反映し、また町民の力を生かした行政サ

ービスを実現するため、行政と町民双方の協力体制構築の一環としてガバメント２.０を推進するア

プリケーションソフトの導入を、他の自治体を参考にして実証実験を行った上で実現させるべきであ

ると考えますが、町長のご見解をお伺いさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 豊瀨議員の住民と行政をつなぐ連絡体制の構築ということでの情報通信技術

を活用した住民参加の仕組みを進めてはどうかということでございますけども、議員おっしゃるよう

に災害状況の危険状況等についての情報交換というようなことに取り組むということは、大変よいこ

とではないかと思っておるところでございます。ただ、現在道路に関しては道路パトロールを実施し

たり、あるいは補修等が必要な箇所などについては区長さんを通じての取りまとめを行うシステムに

なっておりまして、また街灯につきましても区長さんを通じてもらう場合や、直接住民の方から報告

してもらう場合があり、その都度対応させていただいているところでもあります。大変区長の関係の

仕事も増加しておりますので、この辺についても検討しなくちゃならないんじゃないかなというふう

にも思っております。大変すばらしい提案と思いますが、例えば道路などについての現在区長さんに

取りまとめていただいておりますので、住民の方が直接役場に持ち込まれるということになりますと、

どのように対応したらよいのか。また、現在の職員の人員体制でどのくらい対応できるのかなど、場

合によって非常に難しい問題も生じてくるのではないかなという心配もしておるところであります。 

情報通信技術などに関しても若干整理していかないといけないような問題もあるようですので、こ

の件につきまして、また総務次長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 豊瀨議員さんのほうの質問にお答えいたします。 

ＩＣＴを活用した住民参加のまちづくりの仕組みとして、ＧＰＳを活用した方法として豊瀨議員さ

んから紹介のあった無料アプリＦｉｘ ＭｙＳｔｒｅｅｔ Ｊａｐａｎなど、多くのツールが存在して

いると思います。実際に千葉市とか大阪市、半田市などの自治体で活用されていて、今後も多くの自

治体が取り組んでいくことになるのではないかなというふうに思っているところです。ＩＣＴを活用

することで、既存の自治会や町内会などの従来の地域単位のコミュニティに加えて、多くの住民が自

治体に参加できるようになります。しかし、ＩＣＴを活用した住民参加のまちづくりを進めていく上

で、今後取り組まなければならない課題がいくつかございます。 

一つ目は個人情報保護についてでございます。個人情報保護に関しましては、条例の整備や職員研

修による運用の徹底など、個人情報を適切に管理するための仕組みづくりと情報を提供する側も含め

た的確な運用モラルが必要となります。また、利用目的や情報管理主体を明確にした上で本人の同意

を得ることなど必要な手続きを踏むことが必要になります。 

二つ目が情報セキュリティということについてでございます。ＩＣＴは情報交換にとって便利なツ

ールではございますけれども、ネット上でのやり取りになるため情報セキュリティの強化が必要にな
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ります。個人情報の漏えい対策やなりすましなど、外部からの不正なアクセスを制限するなど対策を

講じる必要がございます。 

三つ目は既存の住民の方との連絡体制との関係でございます。先ほど町長が申し上げましたように、

道路整備などの要望は区長さんを通じて役場に申し出るシステムとなっております。ＩＣＴを活用す

ることによって多くの住民から意見を集約できるようになりますが、予算や職員の人員等の関係もあ

り、すぐに対応できない場合もあり、また案件によっては優先度の高い重要課題から取り組ませてい

ただいたり、また場合によっては地域で解決していただく場合もございまして、担当がそういった現

状を伝え、どのような順序で課題を解決していくのか示していく必要がございます。優先度や地域で

取り組むことなどについては、個人的に統一されたものではなく、場合によっては住民の方たちの不

満や不服を訴えられる方も出てくるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

ＩＣＴを上手に活用することで行政と住民だけでなく、住民と住民の交流が図れ、よりよりまちづ

くりにつなげていけると思いますが、現状では上記に挙げた三つの課題がございます。議員が提案さ

れていることは大変すばらしいことでございますので、今後役場内での体制の整備、数多くあるＩＣ

ツールの中でセキュリティ問題などに対応した大津町独自のシステムを構築していく中で、住民参加

のまちづくりの一つとしてＩＣＴの活用についてその取り組みを進めさせていただきたいというふう

に考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 私が今、ＩＣＴを活用した連絡体制というものを提案しているのは、今までの

区長さんを通じたいろんな連絡をしていただくやり方とか、電話での連絡、ファックスとかメー

ルとかの連絡を取りやめて、こっちに変えてくださいって言ってることじゃないんですよ。今ま

でのは当然、それは今まで自体変更はしないんですよね。それにプラスしてこういう便利なツー

ルを使って２４時間受付ができるような体制も一つ、その連絡体制を増やしていただいたらどう

かということを提案しているわけでありまして、何もとって変えてほしいって言ってるわけじゃ

ないんですよね。 

それと、これは世界初とか日本初で言ってるわけでも何でもない。実証実験をした後にもう今、

本運用されてるところが何個もあるんですよ。先ほど次長が言われたようないろんな課題はすべ

てクリアした上で今もう本運用をされてるんですよね。なので大津町だけがその課題があって、

全然これが取り組めないというような問題ではないんですよ。 

参考に、半田市で行いました実証実験の結果がありますので、これを若干お伝えさせていただき

ます。まず１カ月間対象は職員の方だけでされています。結果はですね、迅速な対応が可能。ア

プリケーションソフトは使えるレベル、ルールの整備は必要だという結果が出ています。その後

２カ月間、住民の代表の方も参加して実証実験をされました。結果は、町の改善を実感すること

ができる、行政の透明化が高められるという結果が出てます。すべての実証実験の結果としまし

て、一つは、時間、場所に縛られずに住民が問題を伝える手段が増える。二つ目は自分が投稿す

ることにより町が改善されることで地域貢献を実感できる。三つ目は誰もが役場の対応過程や対
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応内容を見ることができ、行政の透明性が高められる。四、迅速に対応ができ、かつ行政の業務

負担もそれほど増加していない。以上のような結果が出て、実証実験の運用を踏襲しつつ、課題

に対する改善を図り本運用を行うという結論が出て、現在本運用をされているところが先ほど言

われましたように何箇所もあります。 

実際、私も半田市に行ってきまして、話を聞かせていただきました。行くまでは、何か職員の方

はいやいやながらされてるんじゃないかとか、そういうイメージを持って行きましたけども、実

は半田市のところはですね、職員の方が逆に提案をされてるんですよ、この問題というのは。た

またまクローズアップ現代というテレビを見て、これは自分の市でも使えるんじゃないかと。そ

して職員の中でいろいろ研究をされて運用をされているという内容でした。これは半田市さんに

連絡をしていただいてですね、話を聞かれるとわかりますけれども、ものすごくやっぱり効率が

よくなったということを言われてました。なので、大津町だけがですね、いろんな課題が残って

てできないというような内容じゃないと思いますので、そのあたりはしっかり検討していただい

てですね、私が言いましたように、もう何しろこれをすぐ本運用してくださいって言ってるわけ

じゃないんですよ。いろんな今言われたような課題があるとすればですね、それが課題としてあ

って実現できないものなのか、特に問題ないものなのか。いろんな対応にしてもそうですし、そ

ういうものをまず実証実験をですね、して対応ができるものなのかできないものなのかというの

をほかのいろんな市町村がやられてるようにですね、取り組まれてされたほうが国とかいろんな

ところが求めてるような情報通信技術を活用したまちづくりができるんじゃないかというふうに

思っています。 

課題もいろいろですね、実証実験した結果出ています。なので、こういうものはすべてクリアで

きてますのでですね、この資料もお渡ししてると思いますので、しっかりこのあたりを見ていた

だいてですね、まずは実証実験をしていただきたいと思います。半田市で言われてたのがですね、

半田市のほうでもこれを始めるということで、ここは千葉に次いで２番目にされたんですよね。

その中で言われてたのが、一つはそういうＰＲ効果にもなったっていうことでＮＨＫのあさイチ

というテレビ番組ですね、この「マイレポはんだ」という取り組みが取材を受けて報道されてで

すね、朝大体１０分間ぐらいの番組で取り上げられて、この取り組みを報道されていました。そ

してやっぱりいろんな視察とかいろんなものも全国から来られてるっていうことで、そういうＰ

Ｒ効果もあるんですよ。熊本ではまだどこもされてませんのでですね、先ほど次長言われてまし

たように、これはもういろんなところがされるのは間違いないんですよ。早いか遅いかの問題な

んですね。だからそういうＰＲ効果とか話題性とかというものを考えるならですね、早く取り組

んでこういうまちづくりを住民と協働で大津町は始めたんだというようなＰＲ効果なんかもあり

ますのでですね、そういうのも町の価値を高めていくというかですね、そういう意味でもいち早

く取り組まないと、何回も言いますけれどもほかがやった後にやっていったんではですね、せっ

かく効果があるようなものも薄れてくると思いますので、そのあたりについてもう１回お願いし

ます。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 豊瀨議員さんのほうの再質問にお答えいたします。 

いち早く取り組んでいったらどうかというようなご質問ではなかったかなというふうに思いますけ

れども、確かにいち早く取り組んでいの一番でするというのはＲ効果もあってですね、町のＰＲ効果

も非常に高くなるんではなかろうかというふうに思います。ただ、こういった情報通信技術関係にな

りますと、いろんな先ほども言いましたような問題がございますので、そういったような問題の整理

というのもやっぱり必要、先進事例を見ながらですね、そしてじっくり落ち着いて何も問題がないと

いうことを確認しながら取り入れていくというのも私たち住民の方のいろんな個人情報なり、いろん

なことを守るということからするとですね、大事なこと、視点ではないかなというふうにも思ってお

りますので、おっしゃってるその提案につきましてはですね、大変すばらしいものであるということ

に、これは先ほどの答弁でも申しましたとおりでございますので、今後ともそういったところについ

ての研究はさせていただきながらですね、どういったところに課題があるのかなということの整理は

やっぱりさせていただかなければいけないのかなというふうに思っているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 地方創生の取り組みと若干あっていないような感じもするんですけども、ぜひ

その辺のところはですね、積極的に町独自でいろんなことを考えていただいてですね、取り組みをし

ていただかないと、同じようなことをほかでやってたらですね、それはもう知恵比べでも何でもない

んですよ。なので先進的な取り組みとか、そういうものをやるっていうのがこの地方創生の大事な視

点じゃないかと思いますので、町の価値を高めていくっていう上でもですね、なかなか難しいのかな

とは思いますけれども、ぜひほかがやっていないようなことでもしっかり考えていただいてですね、

独自にいろんな事業を行うとかそういうことをやっていただければと思いますので、よろしくお願い

します。 

以上で終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。１０時５５分から再開いたします。 

午前１０時４６分 休憩 

△ 

午前１０時５５分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） おはようございます。傍聴の皆さんもおはようございます。３番議員佐藤真二

が通告に従いまして一般質問を行います。 

  まず一つ目の質問は、これからの町とボランティア等の連携のあり方についてです。ただ漠然とす

べてのボランティアというわけではなく、町の行う様々な事業に関わっているボランティアに絞って

お尋ねいたします。 

また、提案したいのは、ボランティアや非営利活動団体との連携を強化し、また町が必要とするボ
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ランティア活動を育成する、ボランティア活動を支援する、そうした機能を持つ協働を促進する組織

部署を設置してはどうかということです。 

言うまでもなくボランティアは自主性、自発性、無償性、無給性、社会性、公益性を原則とした活

動ですが、今このボランティア活動に対する公共的な要請が高まっています。例えば、介護保険制度

の改正ですが、従来の介護予防事業に介護予防給付の訪問介護、通所介護を取り入れた新しい介護予

防日常生活支援総合事業を位置付けています。また、包括的支援事業の充実として、生活支援サービ

スの体制の整備など地域支援事業の枠組みが広がるものとなっております。この拡大した地域支援事

業の担い手としては、従来の介護サービスの事業者ばかりではなく、ＮＰＯや民間企業、住民ボラン

ティアなどの地域の多様な主体を取り入れることが見込まれておりますし、大津町の第６次介護保険

計画の中にもそのような取り組みが必要になると記載されております。 

このことは、ボランティアの存在、活躍が行政計画の成否、成果に重要な要素となるということを

意味しております。 

一方、既に町では学校支援や子どもたちへの読み聞かせ、図書館、交通安全、登下校の見守り、認

知症サポーター、資源物回収、環境美化など様々な分野に既にボランティアが存在しております。ま

た、今後はこれからますます顕在化してくると考えられます子どもや高齢者の貧困への対応や観光・

文化といった新しい領域における活動も必要になってくると思われます。 

このように既に活用が盛んな分野、さらに充実が望まれる分野、これから必要性が高まる分野、あ

らゆる分野においてボランティアの活動は公共の取り組みに重要な役割を占めることとなってきてい

ます。 

しかし、その反面こうしたボランティア活動を支える体制はどうなっているかと考えますと、例え

ばまちおこし大学とか地域通貨「水水」などといったものもありますけれども、やや支援体制が足り

ないか、あるいはその成果が見えてこないというふうに感じるところでもあります。町が配置してい

る学校支援ボランティアのための統括コーディネーターなどは、各学校のコーディネーターが名前も

顔も知らないというような状況であると聞いております。 

しかし、この平成２６年度はですね、非常に価値のある事業がありました。地域防災、災害時や日

頃の啓発活動などで活躍が期待される防災士の育成です。自助、共助、公助が必要といわれる防災に

おいて町の力だけでは補えない地域の自助と共助を支える防災ボランティアを育成するという取り組

みでした。そして、その後も継続してこの防災士が活躍できる仕組みを進められておられるという状

況でもあります。こういう形で町と住民ボランティアが連携する事業ができたことは、もし大津町に

事業アワードというものがあれば、間違いなく上位入賞するものであろうと思うところでもあります。 

多くのボランティアは個人、団体を問わず活動資金を必要とします。また、活動の質を向上するた

め専門的な知識や活動手法などを勉強する機会も必要です。ボランティア相互の情報共有や相互支援

が必要となる場合もあります。こうした状況を踏まえたとき、今後町の行政全体としてボランティア

や非営利活動団体とどのように連携していくのか、その方向性や手法を示す時期にあるのではないで

しょうか。 
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菊陽町では、総務課の所掌事務としてボランティア、ＮＰＯ団体の育成支援ということを定めてお

ります。合志市では、政策課の業務としてまちづくり活動の推進、ＮＰＯその他各種団体との連絡、

調整、支援、協力を位置付けております。菊池市では、市民提案型共同事業という形で具体的にまち

づくり活動の支援を行っています。このような連携、ボランティア等を育成・支援する、協働を促進

していく組織、または部署部門をきちんとつくることを検討すべきではないでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 佐藤議員のボランティア関連等についての非営利活動団体との協働をどう広

げていくかについてのご質問かと思いますけども、大津町にはたくさんのボランティア団体やＮＰＯ

の皆さんにそれぞれの分野で活動をいただいております。福祉まつりやジョギングフェスティバルな

どは多くのボランティアの皆さんの協力で成り立っております。環境美化の取り組みや児童生徒の登

下校時の見守り活動など、地域で取り組まれている活動もあります。大変感謝をいたしております。 

これらのボランティア活動団体との連携につきましては、ボランティア活動の自由を損なったり、

義務を課したりするのではなく、相互に足りないところを補い合う対等なパートナーとしての関係を

築いていきたいと思っております。 

そのためにはボランティア団体が提供するサービスを、それを必要とする住民の皆さん等に届ける

ことができるよう情報の提供やその活動の広報など、後押しが必要だと思っております。現在、社会

福祉協議会のボランティアセンターがボランティアをしたい方やその活動を支援したり、ボランティ

アを受け入れたり、事業所や学校や地域の方々との橋渡しを行い、ＮＰＯ団体の設立などへの協力も

行っています。そしてボランティア同士が交流会などを通してつながり合い、お互いが協力して活動

できるよう平成２５年２月には大津町ボランティア連絡協議会が設立されました。また、災害などへ

の対応のため自主防災組織を結成され、防災のみならず、地域の絆をより深める活動に取り組まれて

いる地域などもあります。このような動きをさらに支援していくためにも、社会福祉協議会ではボラ

ンティア連絡協議会などにより一層緊密な連携をとっていきたいと思います。特にこれからはますま

す増加をしています高齢者への多様な支援につきましては、そのすべてを公的な福祉サービスで対応

することは困難です。地域力といいますが、互助の精神や元気な高齢者の支援活動など幅広い取り組

みが必要であり、ボランティア活動やＮＰＯの活動など連携して進めていきたいと考えております。 

  ボランティア活動は地域や社会をよりよくしていくことに役立つとともに、活動する自分自身も豊

かにしてくれる力を持っていると思います。活動を行いやすい環境の整備に努め、住民の皆さんやボ

ランティア団体など、行政が協働して社会的な課題や地域の生活課題を解決していくことができれば

と思っております。 

大津町におけるボランティア団体についての状況については、担当部長のほうから説明をさせてい

ただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） おはようございます。大津町におきますボランティア団体等の状況に

ついてご説明をいたします。 
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  町内にはスポーツや文化関係、そして学校、図書館、子育て、防災から交通安全まで実に多種多様

な場で団体のみならず、個人でもボランティア活動に取り組んでいただいております。行政とはそれ

ぞれに関係する部署とのつながりが非常に深いわけですけれども、先ほど町長から話がありましたと

おり、それぞれのボランティア団体や個人が交流会などを通してつながり合い、お互いが協力して活

動できるよう大津町ボランティア連絡協議会というのが設立され、活動をされております。現在、そ

の中に４９の団体や個人が登録されまして、会員数は約２千名と聞いております。各団体の活動を紹

介するボラ連だよりとか、交流フェスタを開催されたり、また先月行われました火の国ボランティア

の運営に携わるなど、大変いろんな活動に取り組んでいただいておりまして、大変心強く、そしてま

たありがたく思っているところでもございます。 

ＮＰＯ法人につきましては、大津町では９団体が登録をされておりますけれども、こちらもそれぞ

れの分野で活動をいただいております。町長の答弁のとおり、このようないろんなボランティア活動

をいかに支援していくか、また連携していくかが今後のまちづくりのかぎになるというふうには思っ

ております。ボランティア活動やＮＰＯ活動の支援は、当然ボランティアの主体性を尊重しながら、

間接的、側面的な条件整備に努め、住民の皆さんのより生き生きとしたボランティア活動が促進され

る環境づくりが大事だと考えております。 

現在では、社会福祉協議会が総合ボランティアセンターとしてボランティア活動を支援していきま

すけれども、当然行政もその中で一緒に連携をしていかなくてはならないと考えております。今まで

各行政部署とも関係するボランティア団体というとの結び付きはとても強いわけですけども、横の連

携とか情報の相互提供などの課題もありますので、行政、社会福祉協議会、ボランティア連絡協議会

などと連絡調整ができるような体制も考えていきたいと考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） おはようございます。それでは佐藤議員のボランティアや非営利活動団体と

の協働をどう広げていくかとのご質問にお答えをいたします。 

教育委員会では、学校支援やイベント等におきまして、たくさんのボランティアの皆さんにご協力

をいただいており、大変感謝をいたしております。ボランティアの状況を見ますと、町内にある小中

学校の支援、応援者として実人数で約４００名の学校支援ボランティアに協力をいただいております。

そのボランティアの多くの方々は校区の住民の皆様で、登下校の見守り、学習の支援、放課後の子ど

も教室。１例を挙げますと大津東小学校の風の子教室が先般文部科学大臣表彰を受賞いたしておりま

す。そのようなものの開設が主なものでございます。 

また、夏のチャレンジキャンプ時には、ボランティアを行ってもらう高校生ジュニアリーダーや図

書館の読み聞かせなどのボランティア、ジョギングフェスティバルやスペシャル駅伝など、スポーツ

イベント時のボランティア、江藤家住宅公開時の説明ボランティアや地域ボランティアにもご協力を

いただいているところであります。 

学校支援のボランティアについては、国の補助事業を受けております学校支援地域本部を生涯学習

課内に設置し、ボランティアと学校とを結ぶコーディネーターを育成しております。先日もコーディ



 152

ネーターの会議を行い、学校支援の方法や学校支援ボランティアの登録について協議を行いました。

ボランティアの登録について、ぜひ必要であるといった意見や参加者が登録されたボランティアだけ

に限られてしまうといった意見もあったようでございます。直接子どもたちと接するボランティアに

つきましては、子どもの個人情報を知ってしまうなど難しい側面もありますので、学校支援ボランテ

ィアのあり方については今後さらに協議を重ねることが必要かと思っております。 

また、スポーツボランティアでは、町体育協会、総合型地域スポーツクラブ「クラブ大津」、町婦

人スポーツ連絡協議会及び町スポーツ推進委員会の４団体が中心となってジョギングフェスティバル

等の運営ボランティア活動を行っていただいております。平成２３年に改正されましたスポーツ基本

法では、行政とスポーツ団体との協働による生涯スポーツの推進がうたわれておりますので、今後は

さらにボランティアの協力が必要になってくるのではないかと思っております。 

このように例を挙げました以外にもたくさんのボランティアが教育委員会の事業にご協力をいただ

いております。ボランティアはもともと自らが自発的に行う活動ではありますが、教育委員会として

もボランティアの協力、協働なくては事業が行えないということも事実であり、大変感謝をいたして

いるところでございます。今後もボランティア活動に支援を行うと同時に、ボランティアの皆さんの

ご理解とご協力をいただきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） そのボランティアが町の中で大変いろいろな場面で、分野で活躍をしていると。

それに対して町のほうもですね、非常に高く評価されて、感謝という気持ちもあられるということで

そこは理解いたしました。 

しかし、ただ私これお尋ねしましたのはですね、最初に町の行う様々な事業に関わっているボラン

ティアに絞ってお尋ねしますということで絞らせていただいたんですね。これどういう意味でこうい

うこと申し上げたかと言うと、ボランティアセンターとかボランティア連絡協議会とかですね、そこ

はあくまで町内の様々な分野、これは町に関わる、関わらないに関わらず、たくさんの活動を支援す

るための民間のボランティア支援活動なんですね。それに対して私申し上げたかったのは、町の事業

に関わるって限定した、つまり例えば学校であったり、先ほどの町のイベントであったり、今後出て

くる町の介護サービスの一環であったり、そのような部分について町として主体的に関わっていく必

要があるんじゃないかという前提でこの質問を申し上げてるところなんです。 

つまり、それぞれの部署で今のところ関わりをもっておりますということで説明があったところな

んですし、事実そのとおりなんですけれども、そこをさらにもう一歩踏み込んで町全体として、どの

ように関わっていくのかというビジョンが示されていい時期にあるんじゃないかということをお尋ね

したところなんですね。その一環として菊陽町、合志市、菊池市の例を挙げまして、そうした部署部

門というものが必要なのではなかろうかということをご提案したところです。そこについてちょっと

まだお答えがいただいてないかなと思いますので、２問目としてここをお尋ねしたいと思います。お

願いいたします。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 行政の各分野でのボランティアのお願いについての連携というようなことか

と思いますけども、ボランティア活動に対してのお願い事については、各それぞれの担当課のほうで

しっかりと連携はとってやっていただいておるというふうに思っております。もちろん、例えばスポ

ーツのイベントにしても、生涯学習課のそちらのほうと体育協会の関係が連携とりながら、このイベ

ントがあるというような案とかいろいろ出しながらご協力ということで、本当に大津町の体育協会関

連等のボランティア活動っていうのは、もう菊池郡内でのいろんな一緒にやるイベント関連等につい

て、本当に大津町の体育協会関連等のボランティアの人たちについては、本当に一生懸命やっていた

だいておりますので、２市２町関連等について本当に威張っていいっていうか、誇りに思っていいほ

どボランティア活動の皆さんがやられておるというふうなことでございます。もちろんご心配されて

おる今後の介護関係のボランティア活動というようなことも今後おきてくるということで、包括支援

センター関連とか、あるいは健診センターにおる職員関連等がうまく連携とりながら今現在、クラブ

おおづのほうに健康運動関連等をお願いしておりますけども、そのほかそれぞれの関係の課の職員が、

それぞれの団体関連等におけるボランティア活動の募集をしながら、お願いしながら取り組みを今や

っておりますので、今後についても担当課における行事関連等を計画しておりますので、それぞれの

担当課の中での人とのつながり、それをしっかり生かしながらボランティア関係を取り組んでいただ

ければなというふうに思っておりますし、そのようなボランティア関連等の総括的なのは社会福祉協

議会、あるいはそのボランティア連絡協議会での連携の中での意見交換をしながらやらせていただけ

ればなというふうに思っております。 

町としても「水水」というものも大分前から制度をつくっておりますけども、その辺の活用につい

ていまいちであるのは確かでございますので、その辺の支援関係についてもしっかりと担当課のほう

で推進を図らせていただければなというようなことを考えております。議員のおっしゃるそのような

すばらしい提案については、住民協働のまちづくりについてはお互いそのようなボランティアの参加

が一番だというふうに思っておりますので、いろんな形でのボランティアの人たちの育成をしっかり

と図っていかなくちゃならないというふうに、我々も行政として各担当課での事業関連等についても

しっかりとつないでいきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 今の答えですと、私が申し上げたような菊陽、合志、菊池の事務所掌に定めら

れているような、例えばボランティア、ＮＰＯ団体の育成支援というようなことは所掌として持つ部

署というものは存在しない。これからもそれぞれの部署で進めていかれるということだったんだろう

なと今、理解したところですが、このボランティア活動、ＮＰＯの活動っていうのを実際にやってい

く中でどうしても必要な機能としてですね、中間支援という機能があるんですね。現場でボランティ

ア、ＮＰＯは活躍をします。そうするとその背景に例えば事務処理であるとかですね、あるいはその

助成金を申請するとかそういったバックヤードの仕事っていうのが発生してくるんですね。 

今回、何日か前にくまもと里モンプロジェクトについての説明会が開催されますというような話が
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ホームページに上がってたところなんですね。例えばこの里モンプロジェクトっていう県の助成を受

けて、様々なボランティア団体が利用活用できるような情報というものがかなり前から存在していた

わけなんですけれども、例えばそういった情報っていうのはどこがボランティア団体にお知らせして

くれるものなんだろうかと考えたときに、先ほどからおっしゃっている各部門部署でって、それぞれ

の所管でっていったときに、そこにどこもが同じようにそのボランティア団体に対して情報を提供す

ると。そういうような仕組みにはなっていないところなんですね。ですからそういった情報提供であ

るとか、各所管で対応できないような事柄についてはどこかが責任、まあ責任をもってとまで申し上

げません。どこかが中心になって動く必要があるのではないかというところでお尋ねしているところ

でございます。 

ただ、もうこれは何かこの後平行線になりそうな気がしますので、この質問につきましては今、申

し上げたところで、もう１回何らかの対応が取っていただければなと期待したところで１問目は終わ

りたいと思います。 

第２問目ですね、政策形成に関する質問になります。施政方針に絡んでのものです。昨年もですね、

町民主体のまちづくりとはどういうことかとお尋ねしたところ、町民の意見を聞き、それを町政に反

映させることと町民の活動に対する支援をどう行っていくか、の二つの観点で考えるという答弁をい

ただいております。その質問の最後は、町民が政策立案に参画できる機会が実現されることを期待し

ますということで締めたと思いますので、今回はその続きということになります。 

今年度の当初予算を見ますと、何とか計画策定委員会とかですね、何とか計画、何とか協議会とか

ですね、そういったものがたくさん出てくるわけでございます。しかし、そうしたいろいろな政策、

事業の中には本当にそれでいいのだろうかなと、これはきちんと住民の目をフィルターとして出てき

たものなんだろうかなというように思うものが多々あるわけでございます。そういった政策の中には、

今回初めて私たちも聞きましたといったものもございました。 

そこで、こうした政策形成のプロセスについてお尋ねしたいと思います。まず、二つですね、例を

挙げて見ますと、まちづくり交流センター、この施設を整備するに当たって、目的は町民や各種団体

の活動を支援し、交流を促進し、地域の活性化を図るため。町民交流の拠点として各種団体と連携し

ながら大津特産品の開発研究やＰＲなどの情報発信を行うということで説明されています。 

しかし、現状を見ますと、大津観光協会の看板がでーんと大きくありまして、交流スペースについ

てもただの貸館となってしまっておりまして、町民や各種団体の活動を支援するという要素がなかな

か見受けられないところであります。施設を整備した目的、活用の方法の比重が変わってるというこ

となんですが、政策が立案されたときと結果がいつの間にかずれてしまっているというような状況が

あります。 

もう一つ挙げますと、１２月の全員協議会の中で、北部地区、南部地区の都市再生整備計画の基本

構想、これの説明がございました。これも中心市街地の整備が一段落しましたので、次は北部、南部

だという流れはわかるんですけれども、この構想の策定にもやはり住民の関与がなかったということ

でした。行政だけで考えた構想であるというふうにあの場では説明を受けたと思います。都市再生整



 155

備計画の作成に当たっては必須ということではありませんけれども、住民の意向把握や計画の作成段

階での住民参画などが合意形成にかかわる取り組みが求められております。１２月全協での説明では、

今後そうした住民との合意形成を図っていくということでしたが、その後具体的にどのような話にな

ったのかなというところがわからないところでございます。 

今申し上げました二つの例はただの例に過ぎませんので、一つ一つお答えいただく必要はありませ

ん。この例に共通するいつの間にか重要な政策が変わったり、決まってしまっているという現在の政

策形成プロセスのおかしさを指摘しているとご理解ください。現在、今後の計画として進められてい

る多くの事業、都市再生整備計画、庁舎建設、公共施設総合管理計画、給食センター、江藤家住宅整

備、防災備蓄倉庫、岩戸の里、総合運動公園の人工芝、道路整備、都市公園の長寿命化、このほかに

も数多くの事業が羅列されておりまして、これは今後数十億円、もしかしたら１００億円を超えるよ

うな支出が必要になってくるものでございます。ここ数年起債の残高、公債費ともに増加の傾向にあ

ります。また、今後も社会保障の増加も続く中、財政計画についても説明が必要なはずです。財政計

画につきましてはまた別の質問があるようですので、ここでは深くは申しません。また、こうした計

画は必要ないということを言ってるわけでもありません。しかし、本来ならこうした計画は総合計画

において位置づけられるべきであり、現在の総合計画を２年間延長するということであればなおさら

住民参画や議会への丁寧な説明が必要になってくるのではないでしょうか。 

次に、この情報提供と公聴の必要性についての認識についてお尋ねいたします。 

先日、文教厚生委員会の視察研修で氷見市というところに伺いました。氷見市長はまちづくりコー

ディネーターから市町になられた方で、様々な手法で住民との対話の中で政策をつくり上げるという

姿勢をとっておられます。そのとき市長はご不在でしたが、案内の方が市長室を見せてくれました。

市長の机の上には色紙が飾られていて、「廰」という字ですね。まだれに聴覚の聴という字。昔は熊

本県庁とかの庁もですね、この字を使っていたということで聞いておりますけれども、この廰という

文字の色紙が飾られておりました。この廰という字はですね、訓読みで役所と読むそうです。つまり

役所は住民の声を聴くという大切な役割を持っているということです。しかし、今の状況を考えると、

まだれに聴という字で廰くという字ではなくて、くにがまえ、つまり四角ですね。四角の中に聴とい

う字が入ってしまってるような、そういう字があるわけじゃありません。今つくった字です。そうい

う状況になってるんじゃないかと。つまり、聴くという行為の周りにバリアを張ってしまってはいな

いかということです。審議会や協議会で意見を囲い込んで、オープンな議論の機会が提供されていな

いという状況です。さっきの質問にもありましたように、ＩＣＴ情報通信技術を使った公聴について

もなかなか考え方はすばらしいけども、実際にやるとなると問題が多いんだというような答弁でした

けれども、そうした聴くという行為の周りにバリアを張るというそういった状況になっていないかと

いうことを懸念するところであります。 

例えば、今回の男女共同参画の推進条例など、これは明らかにパブリックコメントが必要な案件で

はなかったのだろうかと思います。特定教育保育施設の利用料に関する条例も少なくとも現在の利用

者である保護者の声を事前に聞いて、納得してもらって提案されるべきものではなかったのかなとい
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うふうにも思うところであります。そういったこと、男女共同参画懇話会や子ども・子育て会議が必

要性を指摘しなかったということに終わってしまうのはちょっと残念なところがあります。 

また事務所掌の話で申し訳ないんですけれども、大津町の事務分掌には公聴、広く聴くという大切

な仕事が提議されておりません。これも菊陽、合志、菊池などはですね、いずれでも公聴という事務

分掌をきちんと設けております。こうした公聴への意識の不足というものがあるんじゃないかと考え

ているところです。 

情報公開についても同様です。具体的にこういった場で指摘があった項目について幾つかは改善さ

れておりますけれども、なかなか十分なものとは言えない状態です。熊本市民オンブズマンという組

織がやりました情報公開度ランキングにおいては、昨年県内１７位、今年は２５位ということでまた

下落しております。町民主体のまちづくりのためには情報公開と公聴が必要なはずです。それは政策

形成への住民参画の足場であろうかと思うところです。 

一つ目、政策形成にどうやって住民参画の機会をつくるか。二つ目、情報公開と公聴をどう充実さ

せるか、この２点についてお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 佐藤議員の政策形成につきましての住民参加についてのご質問かと思います

けども、町が政策を考える場合、すべての住民の方のご意見をお一人お一人お聞きすることもできま

せんので、法律や条例に基づいて審議会等を設置し、その中で議論を行い、ある程度案が出ましたら

議会に相談し、最終的な計画として決定しているところです。このようなことから、審議会での議論

が大変重要になってくるわけですが、審議会でどのような議論が行われているのか、なかなか住民の

方には伝わりにくいということもあります。 

まちづくり基本条例に基づきまして、平成２３年に審議会等の会議の公開に関する指針を作成し、

運用しているところでございますが、この指針では審議会等の会議については公開を原則とし、委員

さんについてもなるべく広く意見を聞けるようにと公募委員の登用に努め、また議事録についても公

開を原則としてやっているところであります。 

このように参加を希望される方には門戸を広く開けており、また参加できなくても情報を得ようと

思えば得られるように制度的には完全とは言い切れませんが、できていると思っております。 

次に、どのような政策形成に広く町民に参画させるのかとご質問でございますけど、基本的には法

律や条例などに基づくものはもちろんでございますが、それ以外にも重要と思われるような案件につ

きましては、なるべく審議会を活用し、多くの住民の方のご意見をお聞きするように努めていきたい

と考えております。 

次に、さらなる情報公開、公聴が必要ではないかとのご質問に対して、もっともなご意見であろう

かと思います。情報公開が不足しているということであれば、さらなる情報公開に努めさせていただ

きたいと考えています。ただし、審議会等の会議の公開に関する指針にも記載していますが、個人情

報や公開することにより、会議の公正かつ円滑な議事運営に著しく支障を生じると認める場合なども

あり、すべてを公開するということは無理な点もあるかとご承知を願いたいと思います。 
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詳しくは総務次長より説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 佐藤議員の政策形成に関する質問にお答えいたします。 

原則としましては、議員がおっしゃられるように住民の方への情報公開を行い、そして情報を共有

して行うことが町民主体のまちづくりであるというふうに考えているところでございます。住民参加

の手法としましては、ワークショップなどの手法もありまして、私も幾つかの計画をつくる際、活用

させていただいた経験もございます。ワークショップは住民の方たちの多様な意見を集約し、合意形

成を図っていく点においては非常に有効な手法であると考えております。しかしながらすべての政策

形成において、この手法を使うことは時と場合によるのではないかと考えております。つまり、時間

をかけても住民の方の意見を反映させたほうがよい場合や、政策決定までに時間的ゆとりがある場合

などについては有効ではないかというふうに考えております。 

また、どのような政策形成に住民を参画させるのかというご質問に対しましては、審議会等につき

ましては先ほど町長が述べられましたとおりでございますが、ワークショップ等につきましては総合

計画など重要な計画づくりにつきましては、広く住民の声を反映させる必要があろうかと思いますの

で、そういうものにつきましてはワークショップなどを活用していきたいというふうに考えておりま

す。 

また、地方創生の総合戦略については、平成２７年度中につくり上げる必要がありますので、時間

的に余裕があれば多様な意見を反映させる必要がありますので、そういったものも活用させていただ

きたいというふうに考えているところでございます。 

その他の政策につきましては、住民参画を図りながら政策を行っていくということは基本的には望

ましい姿であろうというふうに思っておりますけども、先ほども言いましたように、時間それから労

力を非常に要することから今の職員の人員体制では限度がありますので、基本的には審議会等を活用

しながら公募委員の枠を広げるなどの取り組みを行い、なるべく住民の方の意見を広く反映できるよ

うにやらせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

また、さらなる情報公開が必要ではないかとのご意見ですが、基本的には町としましてはこれまで

情報公開条例の整備をはじめ、「ことしのまちのしごと」や審議会等の公開など情報公開に努めてき

たところでございますけれども、なかなか一般の住民の方には伝わりにくかったのかもしれません。

そういうことで住民の方にお知らせする方法の充実を図るという意味におきまして、広報おおづまた

はホームページ、そちらのほうの充実を図りながら取り組ませていただければというふうに考えてい

るところでございます。 

また先ほど情報公開、オンブズマンが公開しました情報公開調査結果ございますけども、こちらの

ほうにアンケート結果ランキングということで先ほど言われました２５位ですね、大津町は２５位と

いうふうになっております。これはホームページのほうで公開してあるものでございますけれども、

これの点数というのが、これはオンブズマンさんのほうでやっておられるものでございますので、点

数の付け方が非常にどうかということでございます。こちらのほうのランキングではですね、首長の
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交際費の公開はどれだけやってるか、あるいは情報公開条例の運用はどうやっているか。それからま

た私のほう、これはなかなか申し上げにくいんですけども、議会の公開度っていいますかね、議会が

どれだけ議事録とかそういったやつを公開しているか。そういったようなもので点数を付けたもので

ございますので、これで一概に大津町が情報公開度が低いと言われるのはちょっとやっぱりどうかな

という感じがしましたので、一応申し上げておきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 今のお話を伺いまして、その住民参画についてはすべての分野、すべての項目

についてはちょっと難しいけれども内容によっては、時間的な余裕とかあるものについては取り組ん

でいかれるというような方向をお示しいただいたと思いますので、まずはそこからで私も進めていた

だければ大変いいかなと思います。 

情報公開については、私もさっきちょっと乱暴に順位だけ言ってしまいましたけれども、確かにあ

る見方に関してはこうなりますということはありますので、ただ、その情報公開そのものがもう少し

広げなければならないということについてはですね、認識は一致してると思いますので、そこもさら

に取り組んでいただきたいと思います。 

申し訳ないんですけども、公聴に関してのコメントというものがちょっといただけなかったかなと

思いますので、今後ですね、公聴というものをどのような仕組みで実現していくのか。あるいは普通

は広報の担当のところにあるんでしょうけれども、そこにうまく位置付けられることができるのかと

いうことについてお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 公聴についてどのように、どこの部署といいますか、そ

れとどのように取り組んでいくかというようなお尋ねかと思いますけども、基本的には私の総合政策

課のほうで広報を担当しておりますので、公聴につきましても私のところの担当かなというふうに思

っているところではございます。そういった意味におきまして、今のところ年に１回でございますけ

ども、まちづくりアンケートというようなことでですね、そういったアンケートをしながら住民の方

のご意見をお聞きしているというようなことを今、取り組ませていただいております。 

それからホームページでは、町政への提案というような制度もございますので、いつでも町政への

提案制度、ホームページ、それから役場、生涯学習センターのほうにもそういった町政への提案につ

いての意見箱を設けております。そういったような提案がございますればですね、いつでも提案がで

きるような制度はとっております。従いまして私たちももう少し広く意見を聞くということになれば

ですね、積極的に働きかけていくというようなことももちろん必要かと思いますけども、意見を申し

出る機会というのはですね、いつでも広く門戸を開けているというような状況でございますので、そ

ちらのほうは今後の積極的に仕掛けていくというところにつきましてはですね、今後また検討すると

いうことでありますけれども、現状の意見を聞く体制としましてはとれているのかなというようなこ

とで認識をしているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 
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○３番（佐藤真二君） 公聴については今のところ門戸は開いているということではございますけど、

まさしくおっしゃったように積極的に聞きにいくという仕組みというものが必要だと思います。もと

もと公聴ってマーケティングのほうからですね、話が来たことなんですけれども、やはり消費者の声

を主体的に聞きに行かないとよい製品がつくれないというような立場からですね、始まってきた内容

でございます。町においてもですね、やはり住民の満足度を高めていくためには、ただ意見を待って

ますということではなく、積極的に意見を聞きに行けるという体制がですね、とられることを願うと

ころでございます。 

以上で終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午前１１時４１分 休憩 

△ 

午後 ０時５８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

府内隆博君。 

○８番（府内隆博君） こんにちは。８番議員府内隆博が通告に従いまして、一般質問を行います。今

日は２点について、一つ目が林業振興策について、２番目は農地中間管理事業の取り組みについての

２問について質問をさせていただきます。 

  戦後７０年、戦中戦後の大量伐採で木材不足に陥った国は、拡大増林に先立ち１９５１年には丸太

の関税を撤廃、それでも供給は追いつかず閣議決定で木材輸入を増やし、１９６４年には輸入が全面

自由化される。ここから全国の木材価格は長く下降線をたどることになる。日本にはオーストリアの

４倍もの森林蓄積がある。それなのに使用する木材の７割以上を外材に頼っている。木造建築に誇り

を持ち、木の文化を大切にしてきた日本。生活の変化や木の代替物の出現などによって失われてきた

木への親しみ、今やっと木材の利用や森林への大切さが変わってきたように思える。 

  地球温暖化防止や国土保全等多面的な機能を有する森林に対する期待は大きいものがあると思いま

す。熊本県の森林面積は４６万ヘクタールで、県土の６３％を占めている。そのうち２４万ヘクター

ルが人工林である。大津町は森林面積５千１５１ヘクタール、町有林５９１ヘクタールを有している。

その半分以上が主伐可能であり、これを最大限に生かすことが林業の成長産業化への道筋と考える。

そのために公共施設の木造化・木質化の推進や、木質バイオマス分野への供給、さらには木材の輸出

促進など新たな県産木材の需要創出とともに、森林経営計画事業の推進や林業担い手の確保・育成、

利用間伐の推進、森林再生に向けた取り組みを進めるべきと考える。また、町の財産である森林を次

世代へ守り引き継ぐため、熊本県水とみどりの森づくり税を活用して、針広混交林化事業などをもっ

と活用すべきと思うが、町の考えを聞きたい。 

１、県産材の需要拡大と公共工事などへの利用促進を図るべきではないか。また、森林認証材の普

及を今後どのように考えているのか。２、木質バイオマス発電の燃料となる切捨て間伐等の林地残を

供給する手段やコスト低減を図るための生産体制整備に向けた支援。３、県産材の輸出促進について
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中国、韓国で国産材の品質の評価が高い。県は木材輸出促進協議会を設立し、この機に一層の輸出拡

大を図る考えであるが、町も推進できないか。４、森林経営計画事業推進と拡充を今後どのように山

林所有者に周知していくか、町の考えを。５、林業担い手の減少や高齢化が進み、健全な森林整備の

計画的推進にも支障を来たしており、地域林業の中核となる担い手を育成・確保することが重要と思

うが、町の考えを問う。 

１問目を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員の林業関連等につきましてのご質問でございますけども、議員のお

っしゃるように森林は国土保全や水源涵養、あるいは地球温暖化防止の機能など、様々な公的機能を

持っております。その一方、森林管理としての高齢化や木材価格の低下など、林業を取り巻く厳しい

状況から人工林の経営は厳しくなり、そういった森林の持つ公益的な機能の低下が危惧されている背

景をもとに、熊本県においては水とみどりの森づくり税が創設され、これを財源とした針広混交林化

促進事業を今後も進めていきたいと考えておられます。なお、公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律が施行されたことから、大津町においても公共施設や公共工事において木材の利用を

一層促進する大津町の公共施設の公共工事へ木材利用推進基本方針を策定し、活用推進を行っており、

県が実施している木材利用大型施設コンクールで町内の建設物が５年連続受賞しておりますが、森林

認証材等については利用実績がない状況であるため、事業内容の検討を行ってまいります。 

また、木質バイオマス発電の燃料供給については、木の駅プロジェクトにより町も買い取り補助の

予算を今回お願いしているところであります。木材輸出につきましては、県内でも大手商社などと連

携をして輸出を実現している森林組合もあり、それらの状況を確認しながら検討していきたいと考え

ております。 

また、森林経営計画の推進は、菊池管内４市町と森林組合による菊池地域の森林経営計画推進協議

会を設立して推進しているところであります。林業担い手対策としましては、緑の雇用制度がありま

すので、この制度を活用していきたいと思います。 

細部については担当部長により説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 熊本県では地球温暖化の原因物質のひとつである二酸化炭素を吸収、固定

し、酸素を供給する機能や水源の涵養、山地災害防止等の公益的機能を有する森林からすべての県民

が恩恵を受けているとの認識に立ちまして、森林をすべての県民の財産として守り育て、次の世代に

引き継いでいくことを目的に水とみどりの森づくり税を創設し、その使途として針広混交林化促進事

業を展開しています。 

  本事業は、強度の間伐を行い、針葉樹と広葉樹が混交した自然に近い森林づくりを進めるもので、

大津町も本事業が始まりました平成１７年度から取り組んでおり、平成２６年度においても実施して

います。平成２７年度から新たな水とみどりの森づくり税の事業の継続が実施される見込みでありま

して、詳しい内容はまだ公表されておりませんが、事業がある限り活用し、実施していきたいと考え
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ております。 

公共工事等における木材利用の推進につきましては、大津町公共施設・公共工事木材利用推進基本

方針に基づき、関係部署と連携して木材利用の推進を図っており、美咲野小学校やまちづくり交流セ

ンターや、大津地区公民館分館では多くの木材を利用し、木材利用大型施設コンクールで熊本県木材

事業協同組合連合会賞を受賞しており、本年度においても大津北中学校校舎増築に伴い、内装木質化

事業にも取り組んでいます。民間施設を含めますと５年連続で受賞しておりまして、今後も進めてい

きたいと考えております。 

森林認証材につきましては、認証材の利用促進と地域経済の活性化を図るために、平成２５年度か

ら認証材を使用して町内建築業者が新築及び増築した住宅に対し、１０万円の補助金を支給する大津

町森林認証利用促進事業を展開しており、広報、ホームページ、住宅リフォーム支援検索サイトの掲

載や建築士会への事業説明会、区長会や町内建築業者への説明等を実施しましたが、利用実績がない

状況でございます。実績がない理由としては、町内では年間多くの木造住宅が建築されていますが、

町内建築業者による施工が少ないこと、認証材を８立米以上使用することを条件としていますが、８

立米とは一般的な洋風住宅建築の木材使用量の約３割であり、使用量が多いことと、最近木造住宅は

プレカット工法が主流であることが主な原因と考えています。このようなことから、平成２７年度よ

り補助金支給ではなく建築資材を支給し、認証材８立米以上使用するという条件もなくす方向で考え

ております。 

木質バイオマスエネルギーへの供給につきましては、県内に賦存する豊富な森林資源を生かし、今

後需要が見込まれる木質バイオマスエネルギー等の利用に対して、農林家が集荷拠点に林地残材等の

未利用材を収集、供給する仕組みづくりに必要な支援を行い、安定的な木質バイオマスの供給システ

ムを構築することで、未利用材の利用促進、農林家等の副収入の確保、エネルギーの地産地消、森林、

林業及び地域経済の活性化を図り、持ち込まれた林地残材を大津町内のみで利用できる地域通貨券で

買い取り、林地残材は木質バイオマスエネルギーの燃料などとして販売するという木の駅プロジェク

トの推進事業がありまして、町内団体が平成２７年度の事業実施を要望されておりますので、町も林

地残材の買い取り価格を助成する予算を今回、お願いしているところでございます。 

また、平成２７年２月に熊本県が発表した新生産システム構想で、県北地域を一体とした木材の集

積場を設ける計画があり、菊池地域及び森林組合と連携しながら林地残材の活用を図っていきたいと

思います。 

海外への木材輸出につきましては、中国は経済の高度成長、国民所得の向上、堅調な建築着工を背

景に建築資材、内装用材などの消費が年々増加しており、世界有数の木材消費大国となっており、韓

国も経済発展が戦後の荒廃した森林資源という条件の中で始まったため、木材受給率は１６％でほと

んど外材にしている状況であると聞いておりますので、木材需要拡大の可能性を秘めていると考えら

れます。県南や九州管内の森林組合で大手商社などと連携して取り組んでいる事例もあることから、

それらの情報収集を行い、大津町では先ほど答弁させていただきましたが、公共施設、公共工事にお

ける木材利用の推進を実施しており、そのための木材確保も必要となりますが、木材輸送を行う場合、
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安定した定量出荷の問題や木材輸送の低コスト化などの課題があるため、関係機関と十分に協議しな

がら大津町だけではなく、例えば菊池地域と森林組合などと連携した取り組みなどができればと考え

ています。 

森林経営計画につきましては、計画作成に対する補助や作成後に造林補助が受けられるため、平成

２６年度に引き続き２７年度においても取り組みを進めてまいります。現在、菊池市、合志市、菊陽

町、大津町と菊池森林組合で菊池地域森林経営計画推進協議会を設立して、森林経営計画の推進に取

り組んでおりまして、大津町管内においても取り組む地域を設定し、地域の山林所有者に対し個別の

計画への参画を呼びかけていますので、今後も推進地域を拡大しながら周知を図っていきます。 

担い手に関しましては、林業就業者が年々減少し、昭和３５年には４４万人でしたが、平成２２年

には約７万人となっています。この間に高齢化も進行している状況です。町長の答弁にもありました

緑の雇用制度とは、厚生労働省が実施した緊急雇用の緑の雇用担い手対策事業で、林野庁が平成１５

年から実施している事業です。本制度が始まる前は、全国で新規林業従事者数は２千人程度でしたが、

緑の雇用制度が始まった平成１５年以降は３千人を超えております。本制度は、利用期を迎えた人工

資源を有効活用し、国産材の安定供給につなげていくため、就業希望者のすその拡大及び人材確保、

間伐等を効率的に行える現場技術者の確保・育成を行うもので、菊池森林組合でもこの制度を活用し

て技術者の雇用を行っており、現在１５名が就業しているとのことです。技術研修として大津町の町

有林を提供したこともあり、今後も森林組合と連携・協力しながら人材育成の確保を図っていきたい

と考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 府内隆博君。 

○８番（府内隆博君） ２点の再質問をさせていただきます。まずは、切捨て間伐と林地残を供給する

手段やコスト低減を図るための生産体制整備ということで、伐採した原木の搬出や切捨て間伐等の林

地残を供給するための路網の整備は素材生産と森林整備に欠かせないものであり、林業用道路につい

ては搬出コストの低減に非常に有効である。そのおかげで今後、林道の整備、それにまた林業道の作

業道計画を今後できないかの１点と、もう一つは県は２５年度から徴収している水とみどりの森づく

り税について、１５年度から新たに５年間の制度延長が決まり、条例も改正されたということを聞い

ております。森づくり税は県民税に上乗せして個人から年５００円、法人からは資本金に応じて１千

円から４万円の徴収、１０年間で４７億２千５００万円の徴収があり、１４年度末までに４４億２千

８００万円が使われた見通しで、大津町内の山林にも森林組合の事業主体で３０ヘクタールから４０

ヘクタールの間伐事業がこの事業で取り組まれました。県は条例改正を提案し、回復困難な耕作放棄

地の森林化や森と木材を生かした景観づくりの事業化を検討しているそうで、町も森づくり税を活用

して事業を取り組む考えはないかお聞きしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 府内議員の再質問にお答えします。 

間伐材の搬出につきましては、作業道や林道の整備が欠かせないわけですけれども、大津町として

も予算の林業振興費の中で林建連携路網整備促進事業ということで事業費の１０％である１００万円
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を負担しまして、１千万の事業を森林組合のほうで実施するところでございます。この林建連携路網

整備促進事業といいますのは、建築業者が持っている人材や機械を有効活用して、建設業者と連携し

てそういった作業道の路網を整備する事業でございます。今年はその１０％、１千万の事業で約１千

メーターのですね、作業道の整備をするところで来年度は計画しております。 

それと水とみどりの森づくり税につきましては、２７年度からさらに５年間延長されるということ

で、先ほども述べましたようにまだ具体的に公表されておりませんが、これまでの事業に加えて幾つ

かの新規事業が１０項目ほどできております。今、公表されていないということですので、これから

いろいろ情報を収集しまして、やれるところは積極的にやっていきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 府内隆博君。 

○８番（府内隆博君） 今後、木質バイオマス発電事業が県内で２カ所、平成２７年には八代市で、２

８年には荒尾市で本格的に始動するということを聞いておりまして、今後燃料に使う木材の新たな需

要が見込めることで、円安や海外の木材需要に沿った木材輸出の増加等で、県産材の需要拡大が図ら

れるわけでございますので、今後起爆剤となると期待するものであります。 

続きまして、２問目に入らせていただきます。農地中間管理事業の取り組みについてということで、

農家の高齢化や担い手不足で政府は大規模化や集落営農化や法人化、さらには企業の農業参入を進め

ようとしている中、農業の競争力の強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コスト削減を強力に

推進するために、農地の中間受け皿となる農地中間管理機構を設立し、同機構による担い手への農地

集積と集約化が加速している中、１、農政改革の柱として動き出した農地中間管理機構（農地集積バ

ンク）への貸付状況はどうなっているか。貸し出しをためらう農家が多いと聞くが、貸し手や借り手

の情報提供などの推進策ができているか。２、支援制度の概要等が高齢化農家や土地持ち非農家など

を含めたすべての農家に十分周知できているか、町の考えを聞きたい。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員の農地中間管理事業の取り組みについての周知徹底はできておるか

というようなことでございますけども、それぞれ国が掲げる農業分野の成長戦略の柱として、各県一

つ設置されておりますが、先日、日曜日の新聞記事にも貸し付け実績が目標の全国で３％にとどまっ

ているという記事が載っておりましたが、熊本県の場合は公益財団法人熊本県農業公社が県から農地

中間管理機構として指定され、中間管理事業の推進を図っており、全国を上回るペースで貸し付けが

進んでいます。機構を通じた現在までの貸し借りの実績につきましては、貸し手、借り手とともに１

件で面積は２８ヘクタールです。情報提供につきましては、機構でテレビやラジオ、新聞等で周知を

されているようです。町でも１月から地域別集落説明会を実施しておりまして、また広報紙やホーム

ページ、認定農業者へ直接通知するなど周知を行っているところでもあります。機構を通じた貸し借

りは貸付期間が１０年間、相手方は機構に白紙委任での一任となっており、全く知らない借り手にな

る可能性もあることから、府内議員がご指摘のとおり農地を貸すことをためらう農家も多いというの

も事実です。 
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いずれにしましても、高齢化や後継者が減少する中、ＪＡ改革や農業委員会改革など、大きな農業

施策の転換期の中で、持続的で力強い農業の実現のためには農地集約による農業の効率化は避けて通

ることができないものでありまして、今後も情報収集と対象者への周知を図るとともに農業委員会や

ＪＡ等の農業団体と連携して、農業所得の向上につながるような事業の推進をしてまいりたいという

ふうに思っております。現在も、矢護川地区の圃場整備関連等につきまして真木地区のほうで、ある

人がボランティア的に頑張って今進めさせていただいておりますので、今後についても後押しの推進

をしっかりとやっていきたいというふうに思っております。 

状況関連等につきましては、また担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長大塚義郎君。 

○経済部長（大塚義郎君） 今の町長ご答弁の中で貸し付け実績を２８ヘクタールとおっしゃいました

けど、ちょっと読み違われまして、２８アールということですのでよろしくお願いします。 

農地中間管理機構とは、農用地等貸したい農家から農地を借りて規模を拡大し、経営の効率化を進

めたい担い手、まあ受け手ですか、への農地集積、集約化を図るための公的な中間的受け皿となる機

関でございます。熊本県の場合は、平成２６年３月５日に公益財団法人熊本県農業公社が県から農地

中間管理機構として指定され、中間管理事業の推進を図っております。農地の集積による農業の効率

化につきましては、昭和５５年制定の農用地利用増進法から取り組まれている数十年来の農政課題と

なっております。売買以上に複雑な権利関係があることから、これまでなかなか成果が見られなかっ

た現状がございます。現在は、農用地利用増進法から農業経営基盤強化促進法に引き継がれ、農業委

員会を通じた貸し借りを推進し、農地の集積を図っているところです。 

平成２６年度からさらなる農地の集積を進めるため、農地の中間管理事業の推進に関する法律に基

づき、各県に農地中間管理機構が設置されまして、中間管理事業による農地集積をさらに推し進める

ことになりました。受け手・出し手ともに機構による公募により１年を単位とする登録を行います。

受け手公募は年３回、出し手は随時となっております。現時点で県全体での中間管理機構への借り受

け、受け手の希望申し込みは９００経営体、約４千ヘクタールです。 

一方、貸し付け、出し手の申し込みは約３００ヘクタールでマッチングに支障を来たしている状況

でございます。大津町での受け手の希望は２５件、１８１ヘクタールに対して、貸し付け実績は先ほ

ど申しました２８アールにとどまっています。現在、３件、約１.８ヘクタールの貸し付けの準備を

進めております。また、相談が約１０件程度ございます。一昨年発足しましたネットワーク大津株式

会社の初期の集積事業は今一段落しておりますので、今後は活用される農家の方が増えるのではない

かと考えております。 

機構を通じた貸し借りに対しては国が定める要件を満たした場合は、機構集積協力金という３種類

の支援措置がございます。地域に対する支援策として地域集積協力金、個人に対する個々の出し手に

対する支援策として、経営転換協力金と耕作者集積協力金がありまして、いずれも出し手のみに対す

る支援措置となっております。年度当初の説明会では実務を担う市町村から、１０年の白紙委任に加

え、借り手の顔が見えない不安の解消問題、人・農地プランとの整合性が取れない、交付金対象者が
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不明確、申請手続きが複雑なので県の許可に数箇月要するなど制度の不備が指摘されておりました。

このような課題は事業の開始当初から実務を担う市町村の意見として指摘されておりました。 

また、機構による貸し借りの受付は市町村で事前に調整が整ったものしか受け付けられません。進

入路がない、不整形や狭い、鳥獣害のあるような借り手の見込めない農地や未相続の農地なども、明

確な相続人の確定がなされなければ受け付けられません。このようなことから、貸し借りを推進し、

農地の有効利用を推進するためには圃場条件の整備が重要となり、農地の基盤整備や農道整備は必要

不可欠な事業といえます。新規事業でありますことから実務を担当する市町村では様々な課題が生じ

ているため、国及び県には課題を精査し、簡素で明確な制度運用を確立した後、周知を図るべきであ

ると強く要望を行っているところです。 

農政課としましても、制度の周知を図るために１月２６日から２月５日にかけて、夜７回にわたっ

て各地域を回って、人・農地プランと農地中間管理事業の説明会を開催し、１１０名の農家の方々の

参加があっているところです。いずれにしましても急速な高齢化や後継者不足、これまでにない農政

の改革、さらにＴＰＰ交渉等を踏まえますと持続的で力強い農業の実現のためには、農地集積により

農業の効率化を図り、所得向上につなげることが大事となります。今後も離農後の農地が信頼できる

担い手に集約後、有効される体制づくりのため、機構と県と農業委員会、ＪＡ等々の農業団体の役割

を明確にするとともに、さらに連携を強化しまして農家所得の向上につながるよう事業の推進を計っ

てまいりたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 府内隆博君。 

○８番（府内隆博君） 新聞等で見られたかと思いますけれども、やはり出し手、借り手、これが非常

になかなか進まないということで、県も事務手続きの煩雑さもあり、農地の貸し出しが足りないとい

うことで一番大事なのは、この事業は遊休農地対策の強化につながる、また借り手の希望に沿うよう

な今後もですね、やはり県、町、農業委員会やＪＡ等の協力をいただきながら出し手の農地を掘り起

こして、また借り手の情報提供などをマッチングして着実に進める必要があるし、やはりこれは合意

形成の中で行うわけですので、そういったところが今後必要かと思います。 

終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 続けて行います。 

松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） ４番議員松田純子です。通告に従いまして質問をいたします。 

質問は２点、一つ目は、九州産交バス大津線廃止に伴う今後の対応についてと、二つ目、町内公共

交通手段構築についての一部提案がございます。 

まず、一つ目、九州産交バス大津線廃止に伴う今後の対応についての質問をいたします。先日の新

聞に、７５歳以上のドライバーを対象に認知症検査を強化する道路法改正案が閣議決定されたとあり

ました。免許更新時に認知症の疑いのある第１分類になると医師の診断が義務付けられます。診断次

第では免許取り消しともなります。 

交通事故の死者が年々減り続ける中、高齢ドライバーの事故は増加しております。平成２６年度熊
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本県内の交通死亡事故は７５件で７６人の死亡の方がおられます。その中で高齢者死亡は５３人です。

前年に比べプラス８人となりました。高齢者死亡の構成率は６９.７％、熊本県の交通事故死亡者数

は２年ぶりに減少しておりますのに、高齢者の死亡事故は増加傾向にあります。認知症にしても、高

齢者ドライバーにしても、なぜ運転がやめられないのか。 

２００３年に全国で１９５万人だった７５歳以上の免許保有者は１３年には４２５万人、１８年に

は５３０万人を超えるといわれております。認知症も増加するのではないかと危惧されております。 

免許を失う、または自主返納が進まないのは買い物、通院、余暇活動ができなくなるとか、そうい

った問題で深刻です。自主返納してもらうためには運転する人の理由に寄り添い、代わりの運転者を

確保しなくてはならないといいます。これは熊本県内に限ったわけではなく、公共交通の配備が不十

分な地域、地方は皆同じ悩みを抱えております。それを反映して、政府はコミュニティバスやデマン

ド型タクシーへの助成、その他の方策を上げてきております。困っているのは高齢者ばかりではあり

ません。車を持たない人もたくさんおられます。誰しも車を使っているとは限りません。持たない人、

持てない人は公共交通を必要としています。 

そのような中、最後の砦というべき九州産交バスの路線バスが再編計画を発表しました。新聞紙上

に掲載された内容は、大津町にある営業所を光の森に移し、旧道５７号線を走る朝夕の便数を除き、

すべて１２月にも廃止するというものです。九州産交バスが大胆な路線編成に乗り出したのは赤字の

縮小を図るものです。移動手段としての路線バスが赤字経営のために縮小する。乗る人が少ないとい

うことです。しかし、なくなれば困るのはわかっております。 

新聞には「ずっと一人で乗っていることが多くて、運転手さんに気の毒っか」「病院通いをどうす

るのか心配」と、心配をのぞかせている話が載っておりましたが、この方々も８０歳とか８５歳とい

う年齢の方々のコメントでした。九州産交バスは路線縮小にあわせてコミュニティバスなどの代替手

段を大津町や菊陽町と協議するとありました。また、再編を行う計画は関連自治体には既に数年前か

ら方向性を示していたという情報もありますが、その間の町の取り組み、そして今後の方針について

答えを求めます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 松田議員の産交バスの大幅な路線編成についての質問でございますけども、

バス会社のほうから平成２７年１月２２日の新聞報道などにより発表されましたが、以前から九州産

交バス全体としての路線編成の予定はあっていたようですが、具体的な時期や路線の再編成計画まで

は示されていなかったという状況です。例年バス会社との話し合いというのは、バス会社の決算月で

ある９月以降に町への補助金申請にあわせてバス路線の現状と今後の方向性の話を伺う機会があり、

今回の路線編成につきましては、昨年の決算時期の８月に路線の再編成の方向性についての話があり、

さらに１２月になり、今回の報道発表される具体的な路線編成についての内容説明を受けたところで

す。今回の九州産交バスの路線編成に伴い、朝夕の通勤・通学時間帯については一部減便はあるもの

の当面維持されていることになっておりますが、廃止される路線や廃止される昼の時間帯における病

院への通院や買い物など、交通手段を持たない方の交通手段を確保し、公共交通の空白地域を解消す



 167

ることが喫緊の課題であると考えております。 

町内には九州産交バスと産交バスが運行しておりますが、今回の九州産交バスの再編に伴い、既存

の産交バスの一部路線を変更することで対応できるものについては、現在産交バスとの協議を進めて

おります。また、大津町町内の全体的な公共交通体系の検討につきましては、平成２２年３月に国の

補助事業を活用し、大津町地域公共交通総合連携計画を策定し進めてきたところですが、その後、具

体的な取り組みについての検討がなかなか進んでおりませんでした。 

そこで平成２７年度においての国の補助事業を活用し、地域全体を見渡した面的な公共交通の再構

築を行うため、公共交通網形成計画に取り組むこととしております。その中においてアンケート調査

や実態調査を行うとしており、町の地域公共交通会議において十分な議論を重ね、利用者の方にとっ

てより利便性の高い地域交通を構築していきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 産交バスの件ですけれども、まず初めに１２月いっぱいで大体廃止するとい

うことをいわれていますけれども、その後どうするのかっていうことで早急な対応が必要だとは思い

ます。産交バス自体は自治体からの線路確保などの委託を受けて運行をしているということで、大津

町には内牧線、木山線、菊池線、山鹿線と四つ使われておりますが、内牧線は大津町内で完結してい

ますよね。内牧線は行政から要請があればこれは廃線にすることも可能だと思うんです。単独の内牧

線は公共交通機関運営協議会として自治体とか行政区、住民、各公共機関が集まり協議をすることが

あるということで伺っておりますけれども、内牧線の場合ですね、平成２５年度の表をいただいてい

るんですけれども、利用客は９千７６５人で補助額が９４５万３千円。１日当たり２６人の乗車で１

人当たりの補助率が９６８円という計算になると思うんですけれども、デマンド型タクシー、大津町

の乗合タクシーですね。そこの補助額っていうのは２５年度の表から見ますと、利用者が６千８３３

人でオペレーター分を含む町の補助額は６０６万４千１７０円。概算すると１人当たりの補助額は８

８７円となると思うんですけれども、それを計算しますと内牧線を使うよりは乗合タクシーを使った

ほうが財政的には負担が少ないということになると思うんです。２１年に廃止された桜丘線っていう

のがありますけれども、そのときの場合は１年間で２千１９８人利用されて、１日平均大体６人。２

７６万２千円の補助がありまして、１人当たり１千２５６円という金額が使われていると計算してお

ります。 

そのようにここの地域は乗合タクシーにすればいいんじゃないかとか、そういったことっていうの

は考えたことはないんでしょうか。今後、１２月で廃線になりますと１月からの分をどのようにして

いくかの大体のスケジュールというのがあるんでしょうか。 

ほかに内牧線は公共交通運営協議会として町内で完結すると思いますけれども、そのほかの木山線、

菊池線、山鹿線については協議会ブロック単位の話となると思いますので、そういったブロック会議

というのも必要になってくるかと思います。そういったものを開催する予定とかはあるでしょうか、

お聞きします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 
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○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 松田議員さんのほうの再質問のほうにお答えいたします。 

九州産交バスのほうが１２月で路線の再編ということで、今聞いてる話によりますと１２月１日現

在で一応路線を再編するというようなことで、早ければもう１２月から新しい路線になってくるとい

うふうな形になろうかと思います。そういった面におきますと、やはり今言われてるように早急な対

応が必要であるということにつきましては、私たちのほうもそういうふうに認識しているところでご

ざいます。 

先ほど町長からございましたように、今年度地域公共交通網形成計画というのを策定する予定でご

ざいます。そういった中で現在の産交バスですかね、内牧環状線を含めたところの産交バスで経路ご

ざいますけども、ほかに山西線とか、あるいは今言いました内牧環状線、それから菊池線というのが

ございます。それと山鹿線ですかね、も運行しているところでございますけども、そういったような

全体的な現在のバス路線、これについても今回、協議の対象になるのかなというふうに思っていると

ころでございます。そして乗合タクシーにつきましても他の地域への乗合タクシーをどのように入れ

るのかということにつきましてもですね、こういった今ある公共交通の体系、こちらのほう等含めて

やっぱり総合的に判断する必要があるのかなというようにも思っておりますので、今回はこの計画の

中でそういった実態調査等も踏まえながら、今後の方向性を出していきたいなと思っておりますけど

も、ただ１２月１日現在でですね、そういった形で路線の廃止が進められていくわけでございますの

で、この計画を待ってから進めていたんじゃやはり対応が遅れてしまうというようなこともちょっと

考えられますので、とりあえず今廃止されるところとか、あるいは吟味して昼間路線が通らないとこ

ろとかですね、そういったところについては何らかの対応はですね、１２月１日以降やっていかなけ

ればいけないのかなというふうに考えているところでございます。 

それともう一つ、内牧環状線以外の他の地域との話し合いといいますかね、他の自治体との話し合

いなんですけども、こちらにつきましては例えば山西線であれば西原村、益城町、あちらのほうとも

いろいろと問題があるたびにですね、お話はさせていただいております。それから菊池線につきまし

ても菊池市とそのたびにですね、いろいろとお話をさせていただいておるところでございましてです

ね、町だけの考え方でなかなか決定するというのは難しいところはございますけれども、どこも赤字

路線ということで大きな財政負担をしているところでございますので、それにつきましては同じ悩み

を抱えているということではございます。ただ、バス路線を維持しているところにつきましては、一

番私たちが懸念しているところは、通勤あるいは通学ですね。特に通学の子どもたち、子どもたちの

ほうの通学の手段をどのように確保していくのかというのが一番私たちが懸念しているところでござ

いまして、そちらのほうも含めてですね、今回の公共交通網形成計画の中で議論しながらどうあるべ

きかということについて検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 町外のほうとも話し合いはされておられるそうですけれども、具体的に話し

合った中で具体的にどうしたほうがいいというような方向性とかいうのはお話されることがあるんで

しょうか。また、通学路っていうのは大変重要なことだと思いますけれども、通学路をどれぐらいの
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人が、まあこれから調査を始められるということですから詳しい通学人数とかはわからないかもしれ

ませんが、大体の事情とかいうのは了解されているというか、認識はされているんでしょうか。もう

一度お願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 松田議員さんのほうの再々質問のほうにお答えいたしま

す。 

まず、近隣市町村との方向性の話し合いということですけども、そういった大きな意味での方向性

ですかね、そこまでは話まではいっておりません。ただ、それぞれの地域が抱えているところでです

ね、どうしようかというぐらいの程度の話し合いでございますけれども、それぞれの地域における課

題というのがございますので、そういったところでそれがあるたびにそれぞれの担当者が寄りまして

ですね、そういった話し合いはさせていただいていると。また、大きな町のほうの方針が出ましたら

ですね、その方針が出たところでまた近隣市町村のほうと十分協議をしながら今後どうするかってい

うことの話し合いはさせていただきたいというふうに思っております。 

また、通学のほうにつきましてはですね、矢護川のほうですかね、あちらに菊池矢護川線が通って

おりますけれども、そちらにつきましては朝夕、矢護川のほうから平川のほうに小学校がございます

ので、そちらのほうに子どもたちがたくさん通学しております。そういった面でタクシーではちょっ

とやっぱり無理なのかなと。相当な数がおりますので、やはりそれなりのスクールバスなりあるいは

路線バスで、今のところは路線バスのほうで対応しておりますけども、それなりの対応が必要になる

のかなというふうに思っております。 

それと、内牧とかあちらのほうの大林とか、あちらの方面につきましては、やはりあちらのほうに

も一応東小学校というのがありますけども、中学校が統廃合されたことによりまして中学生のほうが

それを利用しているという実態がございます。そちらのほうもですね、今後どのような対応をしてい

くのかということにつきましては、教育委員会のほうとも十分協議をしながら進めていかなければい

けないのかなというふうに思っているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 自治体をまたがる協議会ブロックとか、そういったところの話し合いってい

うのをきちっと進めていただいて、今後必要なところに必要なバスを走らせる。必要でないところは

廃線にして何か代替手段を考えるというようなことを大津町だけではなく、ほかの市町村との詳しい

話し合いというのも考えていっていただきたいと思います。 

質問の二つ目に移ります。町内公共交通手段構築についての質問をいたします。その中で質問の要

旨は、１つ目は公共交通の必要性と必要場所、調査の必要性を問いますが、調査の方法としてアンケ

ートの実施とか、区長、民生委員、包括支援センターの担当者などからの情報収集の必要はないか。

二つ目に、コミュニティバスについて、近隣自治体との実施状況の分析を行っているか。３番目にデ

マンド型タクシーを実施している点で何か問題はないかというような内容です。 

バスが赤字になるということはどういう理由によるかと言えるものでしょうか。今は車社会で多く
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の人々が車で移動します。そうなると当然バスに乗る人は少ないです。ましてやバスの運賃は車で行

くよりも高い。赤字を補填しようとバス会社も運賃の上乗せをせざるを得ない状況です。よって乗る

人は減ります。またバスに乗る人は高齢者が増えてきています。高齢者は年金で暮らす人が多く、移

動に余りお金をかけたくないっていう人も多いと思います。 

反対に無料の空港ライナーがあります。県は空港ライナーを１日４５便を最大５４便に増やすほか、

他者のタクシーによる応援体勢を整える。運行経費は前年度比に９００万円を増額し４千３００万円

とします。県が３千３５０万円を出して、残りは大津町や熊本航空ビルディングなどが負担するとあ

ります。大津駅の近くに住んでおられる方も空港ライナーは年々利用者が増えてきていると言われて

おります。ですが、うがった見方をすると無料だから利用者が増えるという意見もあります。無料で

なくても安い運賃であれば利用者は確実に増えると思います。 

話は変わりまして、２月８日に町民センターにおいてカルチャーフェスが行われました。高齢者の

皆さんは元気に活発にいろいろな催し物をされておりました。練習や習い事にどのような交通手段を

持っているか聞いてみますと、「歩いて１５分が限度、帰りは乗り合わせて帰る」と言われます。車

を持っていない人や乗れない方は歩くしか方法がないということで、町全体からすれば高齢者の方々

は習い事も移動条件次第ということになります。このように公共交通の必要性については十分認識さ

れているとは思いますが、ではどこにどれほどの必要者がいるかというと難しい問題であると思いま

す。 

私の手元には自治会のアンケートの結果があります。世帯数は９７９世帯で高齢化率は３.５％。

アンケートの回収率は３９.７％で約４割の方が回答されました。回答された中では１９３世帯の方

がバスがあったら利用したいというものです。アンケートで答えたからバスがもし通ったら利用する

かというとアンケートどおりの利用率があるという確実性は担保できません。しかし、公共交通の必

要性をたくさんの方が持ってはおられます。アンケート以外で必要量見込みをどのようにすればもれ

なく調査できるかが重要な課題と考えます。区長さん、民生委員さんは地区で公共交通があれば自宅

で閉じこもるケースが減るという方々を把握していると思います。また、包括支援センターにおいて

は、外出援助や通院援助が必要な方々を把握していると思います。健康福祉課ではスポーツへの参加

を、地域ではなくスポーツの森体育館に集まってもらえる方々を把握していることでしょう。それら

の需要量を把握した関係者が、町内の需要量把握について協議してもらうのも大事なことではないで

しょうか。もしそれらの方々が利用可能な状況になれば、調査段階から関わると利用促進に大きな力

となると思います。 

公共交通の調査費用として２００万円の計上がありましたが、どのような調査を計画されているの

か伺いたいです。 

二つ目の質問ですが、コミュニティバスについては以前より導入について、私も含めて同僚議員か

ら質問をされていたという経緯があります。そのコミュニティバスですが、近隣市町村の状況はどの

ような分析をされているでしょうか。導入して成功しているケースもあれば利用されていないケース、

不満が多いケースとか耳に入ります。コミュニティバスにもいろいろありますが、一つ県内で自治体
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が自主運営をしたところがあります。しかし、経費の問題で分裂しそうになりましたのでくまもと市

の補助事業となっております。ミニバンクラスの車両へと変更して運営ができているということです。

県内にもその他、県外にもいろいろなコミュニティバスのやり方、成功例、失敗例、いろいろあると

思いますが、そういったことを考えて必要な導入の仕方を検討する手段にはなるかと思いますがいか

がでしょうか。 

三つ目の質問です。大津町は中央に来るのには何かの交通手段が必要です。地域によってはデマン

ド型タクシー、乗合タクシーの利用があったり、高齢者対策で病院受診時のタクシーへの補助があっ

たりします。乗合タクシーの利用度が上がっているということは、必要性も増しているということが

推察できます。 

しかし、補助金から概算して補助額が１人当たり幾らになるかと言いますと、バス全体では１人当

たりの補助額が４１０円、これは２５年度の生活路線維持補助金表から産交バスのみ計算していまし

た。年間利用者は７万３千７３５人に対して町の補助金額は３千１８万２千円で、１人当たりの補助

金額をざっとですが計算してみますと、その金額は４１０円になります。乗合タクシーの補助金額を

計算してみますと、先ほども申しましたが、平成２５年度からの表で利用者６千８３３人に対しオペ

レータ分を含む町の補助額は６０６万４千１７０円で、概算しますと１人当たりの補助金額は８８７

円となります。乗合タクシーを拡大すればするほど補助金額は増大します。町内全域の利用促進につ

いては行政の判断が厳しいものとなるのは否めないかもしれません。しかし、それでいいのかという

問題になります。町の中央に人を呼び込むことは大きな経済効果をもたらすと思います。何より買い

物での経済効果、通院援助、外出援助などの必要量の低下、行動範囲に広がる認知症の予防、高齢者

の免許自主返納の促進とかあります。 

一つ、長洲町のタクシーを紹介したいと思いますが、長洲町にきんぎょタクシーとあります。ここ

は大きな成果を上げていると思います。ざっと紹介しますと、利用登録すれば誰でも乗れる。年齢制

限はない。運行時間は朝８時台から夕方の４時台。町内２００円で、町外の特定施設には４００円。

例えば大津町でいいますと日赤病院、そういったところを特定施設と位置付けておりまして、そうい

うところには４００円。１日の平均利用者数は７２人で、乗合タクシーの開始前の生活路線維持の補

助金は１千７９５万１千円で、現在は１千５００万の経費で済んでおります。そして国の補助金など

も受けて、実質町の補助額は８００万だそうです。廃止された路線バス利用者の中でバスの利用者は

年間で８千人でしたけれども、乗合タクシーを利用し始めますと１年目で１万２千２２８人、平成２

５年度は３年目ですが、１万４千７２５人の利用となっています。路線バスより近くに来てくれる乗

合バスが重宝されているのが理解できます。 

長洲町は大津町のデマンド型タクシーについて視察に来られたことがあると聞いています。しかし、

その後は進歩しているように見受けられます。長洲町には引きも切らず視察の申し込みがあるそうで

す。長洲町のやり方がすべて大津町に当てはめられるかというと問題もあるかと思いますが、視察研

究は必要ではないかと思います。運転手教育も整っており、認知症の方々への連絡や対応も指導され、

支援センターなどと連携もとっているようです。大津町の乗合タクシーの場合には、受診の時間が約



 172

束の時間より長引いたときに運転手から随分と厳しい言葉を浴びせられて、以後そのタクシー会社に

は乗らないという方もおられるようです。小さなことですけれども、クレームは考えていくべきだと

思います。乗車されるのは比較的高齢者であることから、運転手への教育についても、町も課題とし

なければいけないと思います。 

いろいろなケースもございますが、この公共交通についての調査内容、コミュニティバスについて

の分析、デマンド型タクシー問題点、その三つの点について聞きたいです。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 松田議員の公共交通関連についてのご質問なり提案でございますけども、２

７年度において公共交通網の形成計画策定に取り組み、地域公共交通会議において議論を重ねていこ

うとしております。具体的な内容としましては、ＪＲ肥後大津駅利用者実態調査や乗合タクシー利用

者実態調査、あるいは高齢者対象のミニＰＴ調査、あるいは空港ライナー実態調査などを予定してお

り、公共交通の現状分析や利用者アンケート調査などによる特性分析を行い、課題の整理とともに目

標を設定し、目標実現のための政策の検討を行っていくこととしております。また、公共交通会議の

メンバーには、バスあるいはタクシーなどの事業者に加えて区長会の代表や福祉協議会の代表、ある

いは公募の方々もおられ、それぞれ公共交通を利用された立場の方からの意見を聞く機会を設けてお

ります。 

特に近隣自治体におけるコミュニティバス運行の実態調査の分析ですが、現在、菊池、合志、菊陽

町においてコミュニティバスが運行しております。収支状況はどこも厳しい状況が続いているようで

すが、それぞれの自治体において国庫補助などを活用しながら随時、１次路線の見直しや利便性向上

のためのサービス改善を図り、コミュニティバスの維持に努めておられるようです。やはり町全体と

してどのような交通体系がよいのかは、利用される方にとってどのような運行経路が望ましいのか、

それぞれの自治体で地域特性も異なりますので、今回の公共交通網形成計画の策定において課題の整

理をしっかりと行っていきたいと考えております。 

また、平成１８年度には半径５００メーター以内に路線バスのバス停がない地域を公共交通空白地

域として位置付け、その地域には乗合タクシーを導入してまいりました。その後、利用者アンケート

を調査・実施し、平成２３年度には１日２往復から４往復へ増便し、利便性の向上を図ったところで

す。特に、デマンド型タクシーということでドアツードアであり、高齢者の方の利用がほとんどで、

利用者の方や利用者のご家族からも好評をいただいており、利用者も年々増加し、平成２６年度は年

間延べ７千５００名の方が利用し、増便後１.５倍の利用者となっています。しかし、一部の利用者

からは運行時間の変更や増便についての要望もあり、今後利用者アンケートを実施するなど利用者の

実態調査を行い、課題や問題点を整理し、利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） コミュニティバスというのはいろいろ問題があるということは聞いておりま

すが、収支の状態は厳しいということで、なぜその収支の状態が厳しいかとかそういったことの分析

とか、そういった調査とかそういったものはこれからまた始めるのでしょうか。そうすると１２月１
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日に実施することに対してスケジュール的に厳しいものがあるかと思いますが、そこら辺の１２月１

日に向けてのスケジュールについて伺いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 松田議員さんのほうの再質問のほうにお答えいたします。 

収支状況とかそういったところを調査しながらしていくと、１２月１日に向けての取り組みという

のが遅れやしないかというようなご懸念の質問かと思いますけども、先ほどもちょっとお話しました

けども、この計画を待っていて、そういったような新しい公共交通網を新しく導入することになると

ですね、非常に厳しい状態になるということは先ほども申し上げたとおりでございまして、それとは

別個にですね、やはりとりあえずといいますか、今回廃止されるところにつきましてはですね、何ら

かの手立てはやっぱり考えていく必要があるというふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 廃線に関係しているところだけの何らかの手当てですね。それでしたら最後

に財源をどうするかっていうことをお伺いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼総合政策課長（杉水辰則君） 松田議員さんのほうの再々質問のほうにお答えしたいと

思います。 

今回、公共交通網形成計画でつくります新たな公共交通の対策につきましては、今回の計画づくり

につきましても国庫補助といいますか、国の補助をお願いしているところでございまして、新たな公

共交通の例えば巡回型のバスを回すとかですね、コミュニティバスをつくるとか、あとは乗合タクシ

ーを導入するとか、いろいろな方策はあろうかと思いますけども、そういったものにつきましてはで

すね、この形成計画に乗せて国の補助をやっぱりいただきたいなということで今、考えているところ

でございます。そういった国の補助をいただきながら新たな公共交通網をやっていくとしますと、１

２月１日には絶対間に合わないということでございますので、とりあえずはですね、１２月１日から

の応急手当的なものにつきましては、やはり町の一般財源で持ち出しするしかないのかなというふう

には思っておりますので、必要最低限なところで今回は対応していきたいと。この形成計画を待ちま

して新たな公共交通につきましてはですね、なるべく早急に導入できるようにやっていきたいなとい

うふうにも思っておりますし、またそれが計画に基づいたものが本当に住民の方の要望に沿ったもの

であるかどうか、あるいは収支状況はどうであるかということもやっぱり検証していかなければいけ

ませんので、とりあえずは実証実験とかですね、そういったような形になるのかなと。実証実験をし

ながら、そしてデータを取りながらですね、そして住民の方の本当に利用に適したような公共交通体

系をつくり上げていくというような形になっていこうかと思います。とは言いましても、こういった

公共交通でその収支が黒字になるというのはやはりちょっと厳しいなというふうに思っております。

この公共交通で黒字になるというのはやっぱり大きな都市ぐらいしかないのかなというふうに思って

おりますので、こういった国の補助をもらったとしてもですね、町の負担の持ち出しがかなり少なく

なるという状況にはなるかと思いますけども、町の持ち出しを全然しなくてもいいというような状況
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にはならないというふうに予測しているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 移動手段っていうのは、もう高齢化を迎えた地方というのはどこも大変な思

いをされていると思います。ですが、私たちもいつかは車の運転ができなくなる。そのときに自分が

買い物にも行けない、そういった世界にならないように今から準備していっていただきたいと思いま

す。 

終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。２時２０分から再開いたします。 

午後２時１２分 休憩 

△ 

午後２時２０分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

吉永弘則君。 

○９番（吉永弘則君） 皆さんこんにちは。通告に従いまして、９番吉永が一般質問を行います。 

  最初にですね、地方創生ということで地下水保全対策の充実についてということでご質問します。 

地方創生ということについては、先ほど同僚議員のほうからも質問がありましたので、ダブルとこ

ろもあるかもしれませんが、簡単にそれについては質問したいと思います。 

安倍内閣の最大の課題としている経済対策、いわゆるアベノミクスは成長途上にあるとはしていま

すが、この景気回復の実感を地方や一般家庭にも及ぼせるかを見極めたいと思われます。また、地方

創生に向けては、地方版総合戦略の策定作業の支援に着手しているといわれております。これは、そ

れぞれ自治体の創意工夫による事業実施を促すとともに、効果の検証を徹底させることになっておる

ということです。自治体単独だけではなく、自治体を巻き込んだ、また県を巻き込んだりしてもよい

ということになっております。地方版総合戦略は、全国自治体に来年３月までの作成を求められてい

ます。本年度から５年間で実施する雇用創出のための産業振興や出産・子育て支援といった具体的な

施策と５年後の移住者数や新規就業者数などの数値目標を定めております。２０１６年度、来年度に

は自由度の高い交付金を創設し、戦略をまとめた自治体の支援をするとしています。 

本町は、熊本市内の地下水の源泉でもあります。特に熊本県は地下水と土を育む農業とのことで、

本年度予算で数億円規模の事業費を計画されているようです。そこで減税も実施している地下水保全

対策、これを県を巻き込んで熊本市、菊陽町と一体となって今まで以上の効果をもたらすような戦略

を打ち出すことが必要かと思われます。そういったことの充実を推進すべきではないかと思います。

町長の見解を求めます。１問目は以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 吉永議員の地下水保全対策についてのご質問でありますけども、熊本県都市

圏の１００万人の生活用水は１００％地下水で賄っておりますが、近年地下水の量の低下や、あるい

は水質悪化が懸念されておりまして、地下水保全は大津町だけでなく、熊本や熊本市、菊陽町あるい
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は１１市町村にも共通の課題として広域的に取り組んでいるところでもあります。 

熊本県では熊本の豊かな地下水を後世に引き継ぐため、「地下水と土を育む農業の推進」を基本理

念とする全国初の条例が先日制定されました。また、熊本市においても水質保全対策や水源涵養林の

整備など、地下水の質や量の確保に努めていくと表明をされております。 

地方創生の基本目標の一つに「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地

域を連携する」とあり、地下水保全はこの一環ともいえるし、農業衰退がいわれる中、地下水保全に

取り組む農家が増え、そこで収穫される農産物がブランド化され、地域活性化にもつながることにな

ると思います。大津町をはじめ、白川中流地域の農地は地下水量の確保に大きく影響しており、地下

水涵養は大事な取り組みだと考えています。 

現在地下水涵養を進めるため、熊本市との支援により水循環型営農推進協議会を設立しており、転

作作物の栽培前後に水張りを行う協力農家に対しまして協力金が支払われております。地下水量の回

復のため、熊本市からも水張事業の面積規模や期間の拡大が求められていますが、農地として作物を

育てつつ、地下水涵養を行うという二つの目的があり、水利権や地域営農との関係もあり、期間延長

は厳しい状況です。地下水保全対策事業の充実に当たっては地方創生での位置付けも含め、関係自治

体あるいは関係機関と連携し、地域営農推進との調整も図りつつ進めていきたいと考えておりまして、

現状説明につきましては担当部長から説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 吉永議員の質問の地方創生の総合戦略と、現在行われている白川中流

域での水張事業と今後の広域連携での取り組みについて、少し説明をさせていただきたいと思います。 

  地方創生総合戦略につきましては、先ほど吉永議員のほうからご説明いただきましたけれども、地

下水保全対策を地方創生の総合戦略に乗せて事業展開を行っていかないかということだろうと思いま

すけれども、総合戦略の基本目標の一つには先ほど町長が答弁しましたとおり、時代に合った地域を

つくり安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携するとございます。そのほかにも地方に仕事

をつくり安心して働けるようにする、地方への新しい人の流れをつくるなどが目標として上げられて

おります。 

地下水保全は地域の安心な暮らしを守るために必要であり、そして大津町だけの問題ではなく、県

や熊本市、そして菊陽町や関係団体とも連携して課題解決を図る必要があると考えております。また、

白川中流域の地下水涵養は、豊かな自然と農業の維持があって成り立っており、人の確保も重要とな

っているところでございます。このように地下水保全を地方創生での総合戦略に位置付ける場合には、

そのような関係自治体とも連携し、広域的な地方創生事業としていかに取り組めるか関係自治体とも

今後十分な協議を進める必要があると考えております。 

また、県は地下水と土を育む農業の推進条例を制定し、熊本市も地下水保全に対して強力に推進し

ていく方向でございます。今後は県や市と連携した地下水保全に対する調査、施策の実施なども行っ

ていければと考えております。 

現在行われている地下水涵養の取り組みについて少し説明をさせていただきますと、水循環型営農
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推進協議会が大津、菊陽、熊本市に所在する農地に営農の一環として、５月から１０月までの期間に

おおむね１カ月から３カ月内に行われる湛水に対して助成を行っております。これは、大豆作付け前

やニンジン、飼料用作物の作付け前後、そして営農として有効と認め推奨する湛水であることなど、

これは詳細に決められております。金額的には農地に水を張る協力農家に対して１カ月に１反当たり

１万１千円、２カ月目以降はプラス５千５００円で最大３カ月まで支援をしております。地下水量の

確保には、白川中流域での地下水涵養の面積規模や期間の拡大というのが求められますけども、湛水

が農地の地力回復や害虫の駆除など営農上効果があり、あわせて地下水の涵養にも大きく貢献できる

ということでの助成でございますので、今後広域的にどう取り組むべきか、県、熊本市、菊陽町のほ

か大菊土地改良区といった関係機関とも十分に協議を進めていきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 吉永弘則君。 

○９番（吉永弘則君） 今、部長のほうからの答弁がありましたように、水循環型営農推進運動という

ことで１カ月から３カ月の間にそういった奨励金なり協力金が支払われております。これはあくまで

も、もう５、６年前からこういった形でやっておりますけども、せっかく創生事業というのができま

してので、先ほどから言われておりますように県を巻き込んで菊陽、熊本市あたりと十分話をやって

ですね、できれば麦とか大豆を作付けされない農家も結構あります。そういったことでできればです

ね、６カ月、１年という形で水張りをされる農家にもですね、ちょっと上乗せしてでもそういった協

力金あたりの支出ができないか、十分三者、四者で打ち合わせをやりながらですね、この創生事業に

乗せて方向性をつくっていただくならと思いますが、その辺もちょっと今後の方向性をお願いしたい

と思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 先ほど申しましたとおり、この水循環型営農推進協議会というのが設

立をされておりまして、その中で助成を行っておりますので、今のところ最大３カ月までと。これは

水利権の関係とかいろんな問題があってそのようになっていると聞いておりますので、関係します熊

本市、菊陽町、土地改良区もこの推進協議会のほうに入っておりますので、そのようなご意見がある

というのを提案させていただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 吉永弘則君。 

○９番（吉永弘則君） いずれにしてもですね、今度の地方創生というのはいろんな面において、昨年

まで出ていた経済対策のような一環の補助事業だろうと思います。そういった意味でもですね、この

地下水保全対策事業だけでなくですね、いろんな面においてこの創生事業に当てはまる部門が幾つも

あるかと思います。そういったことであらゆる部署でですね、この戦略の課題を自分たちで投げかけ

てまとめて活用して、この創生事業に創生資金を活用していただくならと考えております。ぜひその

点よろしくお願いします。 

続きまして、２問目の質問にいきたいと思います。 

雨水浸透枡設置の普及についてということで、これも地下水保全対策の一環ではありますけれども、

地下水涵養、洪水防止対策として雨水浸透枡の設置を普及させてほしいということでのご質問でござ
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います。 

熊本市では、地下水涵養と洪水防止を目的に家庭用雨水浸透枡の設置に助成しているそうです。雨

どいを通して流れる雨水を貯留し地下に浸透させるもので、家庭の庭に埋め込まれ、その浸透枡は直

径４０から７０センチ、長さ８０センチの透水コンクリート製の円筒で、１基当たりの設置費用は約

１万６千円程度と聞いております。雨水を確実に地中に取り込むため地下水の涵養と洪水防止に効果

を発揮しているとのことです。雨水は本来、地下に浸透させるのが自然のあり方で、地下水の枯渇に

よる地盤沈下を防止する有効な手段でもあります。今のままでは雨水はほとんど直接海へ流されてい

ます。この際、この創生事業を活用して雨水利用の浸透枡設置の普及を促す必要があると思いますが、

町長の考え方をお願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 雨水浸透枡設置の普及促進についてのご質問でございますけども、先ほど申

しましたように地下水対策について、大津町だけでなく広域の取り組みが不可欠だと思っておりまし

て、広域で取り組み方、方針の中で大津町が取り組むべきことにつきましては広く住民の皆さんにも

ご協力いただいて進めていきたいと考えております。もちろん日常生活で行うことのできる地下水保

全活動としては、地下水涵養とあわせて水道水である地下水を無駄なく使用する節水への取り組みも

重要だと思います。地下水涵養の取り組みとしましては、雨水浸透枡の設置がありますが、町では熊

本地下水財団から助成を受けて浸透枡設置に対しては１基当たり１万円、１住宅当たり最大４基まで

補助を出しております。熊本地下水財団は、ここ５０年で地下水水量が半分以下となり水質汚染の懸

念が進んできたため、地下水保全と水量確保のために各種研究や実態調査、実証実験や補助事業等を

行っております。 

一方、節水は日常生活で無駄な水を使用しないことで地下水量を維持しようとするものです。町で

は県と連携し、毎年７月から８月の地下水保全強化月間で講師による節水方法の紹介や、節水コマの

配布や啓発のうちわの配布等を行っております。 

また、２７年度からの新規事業としては、雨水貯留タンク設置補助等を予算計上しておりまして、

雨水貯留タンクとは、雨水をタンクに貯めてその水を庭木の水や洗車などに利用することで、水道水

の使用を減らすことで地下水を維持しようとするものです。この補助金も熊本地下水財団からの助成

金を財源としております。今後とも議員がご指摘の雨水浸透枡設置の推進、その他日常生活の中で住

民一人一人ができる地下水保全の取り組みも推進していきたいと考えております。 

詳細については、担当部長から説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 住民福祉部長田中令児君。 

○住民福祉部長（田中令児君） 吉永議員ご質問の雨水浸透枡の普及について、現在町で行っておりま

す補助内容、新規事業で検討しております雨水貯留タンク設置補助について説明をさせていただきま

す。 

  雨水浸透枡設置補助につきましては、１基当たり１万円の補助で一つの住宅当たり最大４基まで設

置に対して補助を行っております。平成２５年度は２基、平成２６年度は４基の補助を行いました。
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ただ、ここ数年申請件数が少ない状況が続いておりますので、雨水浸透枡は新築住宅に設置される場

合が多ございますので、今後、開発行為申請時に住宅メーカーにこういう雨水浸透枡設置に対する補

助制度があることなどを周知し、件数の増加を図っていきたいと考えております。 

雨水浸透枡設置補助の財源は、先ほど町長から話がありましたとおり熊本地下水財団からの助成金

ですけれども、熊本地下水財団は熊本地域の地下水の水位低下と水質悪化が進んでいることを受けて、

平成２４年４月に地下水保全対策の推進母体として設立されております。熊本県のほか熊本市をはじ

め、熊本地域１１市町村の自治体と民間約３８０の事業所、それに個人が会員となっており、主な事

業としましては地下水涵養事業や地下水汚染物質の削減事業、地下水流動メカニズムの調査研究など

を行っておられます。 

また、平成２７年度から実施を予定しております雨水貯留タンク設置補助は、屋根に降った雨水を

タンクに集め、庭木の水やりや車の洗車などに使用することで水道水を節水し、地下水使用量を減ら

すことで地下水量を維持しようとするものでございます。具体的には雨水貯留タンクの大きさを２０

０リットル未満と２００リットル以上に区分し、２００リットル未満の場合はタンクと設置工事の合

計額の２分の１以内、２万４千円を補助上限とし、２００リットル以上の場合はタンク代を最大３万

５千円まで補助する予定でございます。この財源も熊本地下水財団からの助成金を予定しております。 

今後とも雨水浸透枡設置の普及をはじめ、地下水保全に必要な施策に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 吉永弘則君。 

○９番（吉永弘則君） 今、説明がありましたけれども、ほとんど地下水財団からの補助をそのまま充

てておるということでございますけども、熊本市はですね、１万６千円の補助ということですので、

多分全額補助をやっているんじゃないかと。それは当然市の持ち出しだろうということで思っており

ます。それはですね、まだまだ今聞きますと、２基と４基で６基ぐらいしか浸透枡の設置がされてい

ないということで、今後これについてはもう少し普及を図るようなですね、広報紙あたりに載せて、

ぜひ方向性をつくっていただきたいということと、今度から新たに貯留タンクですね。雨水貯留タン

クに対しても新規の補助を出すというようなことでございますけれども、２００リットル以上と２０

０リットル以下のやつです。これは当然、今言われましたように、庭木の水やりとか水洗トイレのそ

ういった水保留とか、洗車とかいろんなやつに使われるかと思いますけれども、ぜひこういったやつ

をですね、今後町として大きく活用してですね、せっかくの天然の雨水をすんなり海に流すだけでな

く、地下水保留するなり、そういった家庭の使用に使うなり、何なり町としてぜひ、こういったやつ

こそ創生事業にうたって大きくやっていただきたいというふうに思っております。 

以上を持ちまして、質問を終わりたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 続けて行います。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 通告に従いまして、一般質問を行います。今回２点通告で出しております。 

  まず初めに、毎年のことでありますが町長が施政方針をされるので、１年間の町の方針ということ
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と捉えまして数字で表すのとは別にですね、そういった町長の政策を毎年言われますので、これにつ

いて施政方針についてですね、これについて質問をしたいと思います。 

その中でも福祉の面、それと財政の面、この二つに私は今回目をつけました。実際、国もですけれ

ども、どんどん社会保障費、これが膨らんでおります。こういった増え続ける社会保障費がありまし

て、これについて例えば町の国民健康保険、お金が足らずにですね、医療給付費が足りないというこ

とで一般財源からの繰り出しを行って国保会計に入れる。その額が多額でありまして、昨年度も本年

度も予算計上が１億７千万ずつほどされているということで、合わせて３億円を超しているというこ

とであります。 

この社会保障費のことを考えますれば、もちろん保険制度っていうのは国民健康保険税という形で、

これで国からの給付によるもの、それとそういった国保税で賄われて独立採算で行われるのがこの特

別会計の要旨でありますが、法定外、要するに法で定めてあることのほかに一般会計から繰り出しを

行っている。これ非常に問題でありまして、法定外ということは既に法律違反であります。ですから

これが貸付金となるならばきちんと返していただきたい。なぜならば、一般会計というものは社会保

険や共済、そういった被保険者の方々も納税されている部分でありまして、その部分の納税分を国保

のほうに持ち出して返さないというのであるならば、これはやはり犯罪に当たると。法律違反です。

ですからそういったものをきちんとしとかないと独立採算制が、この国保ができないということはこ

れは非常に問題であります。しかしながら、誰しもが知っています、なぜこういったことになるのか。

というのは構造的なものもありまして、日本は誰もが知る高齢化社会であります。ですからどうして

も持ち出しは多くなるのは仕方がない部分もありますが、しかしこの点について指をくわえて黙って

おくわけにはいかないということです。きちんとした、こういったときこそ政治の力で施策を発揮し

て、町独自の、町長のリーダーシップが欲しいところであります。 

そしてまた自主財源の確保に努めますと町長はこの施政方針で言われております。自主財源、健全

財政という言葉を並べるのならば、私は思うんですが法定外の分、例えば今年１億７千万ならその分

がきちんと残っていればそれこそ全体の施策に使えるわけです。そういったことを無視してですね、

健全財政と言えるのかなと思います。ですから健全財政と法定外の持ち出しを行う一般会計というも

のは整合性がとれないと。町長がおっしゃる健全財政の維持、そして土台のしっかりとした持続可能

な財政基盤を築くと明言されました。相反することだと私は思います。ですからこれに対する町長の

政策、こういったものがなければ納得はできないということです。 

施政方針というものは非常に大切でありまして、数字では表せられない町長の姿勢ですね、それこ

そ。この町の行く末を町長がリーダーとしておっしゃるわけですから、きちんとしたそういったもの

の理由は根拠がなければならないということです。発言に対してからの責任というものもありますの

で、この点についてははっきりしときたいと思いますので質問いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） まちづくりの基本、町民の健康づくりからとの規約をもって町独自でいろん

な政策を行っていかなくちゃならないと思っておりますし、ご指摘のように急激な高齢化の進行や生
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活習慣病に起因する疾病の増加などで医療費は急増し、介護負担も増加しています。今回、国保特別

会計に昨年度に引き続き、法で定められていない金額以上に一般会計から繰り出しを行っていますが、

これは医療費の伸びにそれを補うべき保険税が不足するために繰り出している状況ですが、このよう

な状況は好ましいことではありませんが、国民健康保険は加入者年齢が高く、１人当たりの医療費も

高い。そして平均所得が低いという構造的な問題も抱えており、全国的な課題とも言えますが、今後

は国民保険税の見直しと同時に健康づくりへの取り組みが何よりも重要であると認識しています。 

町民の皆さんの健康増進を図ることは、今後さらに高齢化が進む大津町にとっても、一人一人の町

民にとっても重要な課題であり、昨年度策定しました大津町健康づくり推進計画に基づき、町民の皆

さんが生涯を通じて健康で生き生きと地域で暮らし続けられる健康づくりの支援体制を一層充実して

まいります。具体的には、常日頃から食生活に気を付け運動を行うなど健康管理に努めておられる人

もいれば、ある意味では暴飲暴食といいますか、運動不足の人など健康に対する考え方は人それぞれ

ですが、ぜひ自己管理能力を身に付けていただく、そのような取り組みを進めていきたいと思います。

そのためには健診を受けていただき、自分の健康状態を数値として、データとして確認することが何

よりも重要だと思います。 

町が実施しています各種の健診を受診していただくことはもちろん、健診センターにちょっと立ち

寄って血圧などの測定を行う立ち寄り健診、祭りやイベントのときに健康相談などを受けることがで

きるまちかど保健室など、健診の機会の場を広げていきたいと思います。また、子育て健診センター

に併設中央公園を活用し、健診と運動を有機的に結び付ける取り組みもできるようになりました。 

国保の医療費の伸びを見ますと、その一因として精神疾患や人工透析の増加が挙げられます。これ

は働いている世代で発症し、仕事を辞めざるを得なくなり国保に加入される事例もありますので、企

業連絡協議会と通じて社員の健康づくり、健診を受けていただくことなどをお願いしていきたいと思

います。そのほかにも趣味や生きがいづくり、いつまでも働ける環境づくり、ボランティアなど人の

役に立つ自己実現ができる、そのような取り組みも健康づくりにつながっていくものと思っています。

そういう意味で健康づくりはまさにまちづくりそのものであり、全庁的に取り組んでいきたいと思い

ます。 

そういうような財政関連についての自主財源の確保というような健全な財政運営の土台のしっかり

とした維持可能な財政基盤を構築するということにつきまして、平成２７年度当初予算では自主財源

がマイナス計上であるというご指摘でございますが、これまで昭和４０年代から先人たちの努力によ

り企業誘致を進め、その結果多くの企業が大津町に進出し、操業をされてこられました。これにより

大津町は人口が増加に転じるとともに自主財源となる法人町民税が大きく伸び、県下でも元気のある

町として様々な事業を展開してまいりました。しかし、平成２０年の経済不況の影響により、法人町

民税が激減したことはご承知のとおりです。その後、国の様々な経済対策等の実施により、緩やかで

はありますが徐々に景気が回復しているようです。しかし、議員がおっしゃるとおり２７年度当初予

算の編成に当たりましては、自主財源である個人町民税は人口増に伴い前年度より４千万の増額を見

込みましたが、懸案である法人町民税は税制改正後の影響もあり２千５００万円の減額を予想してい
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るところです。また、固定資産税に至っては、経済の行き先が不透明な部分で企業等の設備投資の鈍

化による償却資産の落ち込みが予想されるため、１億５千９００万円の減額となり、自主財源は４８.

５％で、前年度比で総額５億円の減額となっている状況です。歳出では、義務的経費が前年度比８.

１％の増、金額で４億７千万円となっておりますが、そのうち不用費が３億円を占めているというよ

うな状況でございます。また、平成２１年度まで１００億円を切っていた起債残高も平成２５年度決

算では１２６億円となっていますが、これは地方交付税を穴埋めする臨時財政対策債が大きく増加し

たことが主な要因であり、後年度の地方交付税で歳入されるものでありますが、借金には変わりはあ

りません。このようにリーマンショック以来の社会経済状況を見ますと、非常に厳しい財政状況であ

りましたが、国の緊急経済対策により事業を前倒ししながら予算編成を行うなど、何とか厳しい財政

状況を乗り切ることができました。 

しかし、本年度は国の政策として人口急減、超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、

政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特色を生かした自立的で継続的な社会を創生できる

ようまち・ひと・しごと創生法が制定され、今までの経済対策とは違った政策転換が図られました。

これらを受けて平成２７年度大津町では、地域の実情に応じた独自の総合戦略を策定することになっ

ております。この総合戦略は、これまでハード事業整備に対する補助が主体であったのに対し、ソフ

ト事業を重視したものとなっており、これが平成２７年度の当初予算編成にも少なからず影響した結

果、財政調整基金７億８千万円、公共施設整備基金１億７千万の基金繰入金にもつながったものであ

ります。 

このように非常に厳しい予算編成を行ったところでありますが、財源確保策としてこれまで企業誘

致に努めてきており、平成２６年度では立地協定が４件、工場増設等の適用申請が８件などの成果が

上がっているところです。 

また、むら北の台地や東部地区引水地域の住民開発など、民間による開発の支援についてもしっか

りと取り組みながら固定資産税の確保をしっかりと行っていかなければならないと考えています。ま

た、国や県の情報収集にも努め、補助金の確保についても取り組んでいきたいと考えております。こ

のように自主財源の確保にもしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 町長の答弁をお聞きしまして、前段と後段があったかなと。前段によります

るところは、増え続ける社会保障費の問題、これについておっしゃられましたけれども、認識がちょ

っと甘いかなと思うところであります。そしてまた、それとしっかりとした財源の確保はリンクして

るんだよっていう形で私は言いました。というところで町長が様々な歳入や歳出を引き出してこられ

て言われましたけれども、問題はやはりこの社会保障費の抑制であります。要するに、この施政方針

の中で私が目をつけたところの一番の問題は、この社会保障の抑制をしなければ自主財源も減ってい

る中で、その中でまた社会保障費のほうに法定外を繰り出したということは、投資的なそれこそ町民

に対するですね、施策がそれだけ予算が減るということです。歳入が減って、そしてまた社会保障費
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にそちらに法定外を持っていって、ということは別の文教やいろんな町発展のためのインフラ整備、

そういったものが手薄になるということです。ですからトータルしてみましたならば、やはりここで

我々が町の施策として上げなければならないのは町民の健康です。ここが一番の要素になりはしない

かなと思うところであります。 

実際、この質問をするに当たりましていろいろなデータを私も集めてきましたけれども、今、国が

進めております財政再建や景気回復、その中でやはり安倍政権の中ではですね、こういった社会保障

費への切り込みっていうものがやっておられないんです。ですからこの私が調べた中でおもしろい文

献が出たのが学習院大学の鈴木さんという教授ですけども、実際の隠れ借金。この社会保障債務とい

うのがですね、要するに社会保障の赤字ですね。これは１千６００兆円という、こういった数字を出

してきております。実際ですね、国が持っております政府債務っていうのは１千１４４兆円に今年恐

らく達するだろうということです。そして、この鈴木教授あたりが言うのはですね、考え方として社

会保障の純債務というものを考えなければならないと言うんです。要するに、借金をして債権が発生

して返さなければならない金も合算すれば、そういった１千６００兆円にも達するんだよと。しかし

これは、政府のバランスシートには載っていない隠れ借金、皆様方が知らない数字であるという指摘

をされております。実際に赤字の中でなぜ１千６００兆円という数字が出てくるかと申しますれば、

年金が１千、医療保険が４００、介護が２００兆円ということで１千６００兆円です。政府債務が１

千１４４兆円ということで途方もない数字を上げておられますので、私もこういったものを見とって

本当かいというふうな気持ちにはなりますが、実際そういった社会保障というものは毎年ですね、国

におきましても３兆円のペースで増加しているということです。ですからそういった社会保障の純債

務の返還には追いついてないと。 

これをスライドさせて町もそういった形のことをやってるんじゃないかなということです。ですか

ら国保会計あたりもそういった独立採算の原則を無視して一般会計から繰り入れたりすれば甘くなる

んですね。しかしそれは法定外です。ですから、こういったところを去年から引き続き今年の予算に

上げてきたっていうことは、これはやはり政策がちょっと足りないなと私は思います。ですから自主

財源の確保、これ一番いいのはもちろん大本になる町民税やいろんな固定資産税ですね。そういった

ものっていうものはもちろん重要ですから、人口増施策、私はずっとこれは言っております。日本全

体で人口は減るけども、我々は勝ち組にならなければならないと。まさに競争社会でありますよって

いう指摘はしております。 

ですから２番目の質問にもそういったことを盛り込んでおりますけれども、今まさに取り組むべき

もの、最優先は町長の答弁の中で言われた中でも前段のほうです。実は町民の健康施策です。これを

やらなければならない。まあ一ついいことを言われましたのが、事前に一般質問の通告の内容ってい

うものを係にはしゃべりますので、その中で言われた町民一人一人のデータ管理をきちんとしていっ

て、まちかど保健室そういったものにおきましてもですね、自己の健康状態をきちんと把握していた

だいて、そして健康に留意していただくという考え方は私は非常に賛同するものであります。 

実際、今のですね、例えば皆さん携帯電話を持っておられる。その中にはメモリーが入っとってい
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ろんなデータを蓄積することができるんですね。そういったものでも自分のデータをいつも見ること

ができるし、そしてまた総合的に町が管理して、あなたはグレーゾーンに差し掛かっておりますよっ

ていうこともできるだろうし、ですから１億７千０００万とかのそういったものはそちらのほうに使

わなきゃならないんです。ですからこういったものは、健康というものが長年かかって体を害したも

のというものはすぐには治らないんですね。長年かかって体を害したなら長年かかって治さなければ

ならない。そういった形になりますので、ですから施策っていうものはそういったものの早期に布石

を打っていくのが、これが政治の役割です。 

今、金と政治という問題でですね、非常に国でも政治に対する不信感というものは強まっていると、

国民の中ではですね。まさしく資金浄化みたいなことを国会議員がやっておるということで私も聞い

たら、もう本当あきれてものが言えないなと、それが国の大臣かいっていう話ですけれども、結局

我々町議会議員でも白い目で見られたりするんですね。そんなことあんたたちもやりよっとじゃない

のと。大変なことですよ。我々がですね、正義感を持ってよりよき町づくりのためにって思って出て

るのに、そんなするやからが必ずいるんですね。 

それはそれとしてですね、やはり町長の施政方針の中で足りないのはやはり町民、まちづくりの町

民の主体のまちづくりはまず健康からです。ですからこれを任期あと２年ありますよね。２年のうち

に必ず構築して、ご高齢の方々も健康に、そして今はやりのグラウンドゴルフでもですね、やはり商

品がいいと人がいっぱい集まるんです。１億７千万あったら何ができます。そんな商品出してみらん

ですか。それこそですね、自分で食べて飲んで害した人がたくさん保険料を使ってですね、そして健

康に留意した人はそういった保険料を納めるだけと。これはちょっとバランスが悪いんじゃないです

かね。尺に合わないっていうのはこういったことを言うんではないかなと私は感じるわけであります。

ですから、町長が今しなければならないのはこの社会保障費の抑制です。ですから企業誘致をしてそ

ういった雇用を増やす。そして生活保護の方々も働いていただいてきちんと生計を立てていただく、

そういった施策が必要です。この企業誘致に対してからはもう全国どこの自治体も取り組んでおられ

るところです。ですからこういったことも計画的に進めなければならない。しかし、早期早期に布石

を打つのは健康です。ですから、この点について町長は示さなければならないと私は考えるわけです。

ですからこの点について再度、町長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員のまちづくりは健康からというようなご指摘とご提案でございます

けども、今我々が健康維持対策としましては、若年層からの疾病予防対策が非常に重要であることか

ら、ふるさと総合健診をはじめ、健診の受診率の向上に努め、受診後の結果説明において結果に基づ

き個別に保健・栄養指導を行い、日常からの健康に関する意識の向上に努め、保健師や栄養士による

家庭訪問を実施し、生活習慣あるいは食生活の改善など重症化の予防に努めております。また、生活

習慣病予防に当たっては、各々の主体的な健康づくりへの取り組みと健康教育あるいは健康相談、健

康健診後の保健指導による継続的な健康管理を行い、受診後の地域保健や医療保険との連携や、受診

してよかったと思える対策を図り、住民の健康寿命を延ばしていきたいと思っております。健康管理
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の新しい取り組みとしては、保健師、栄養士を核として強い意識を持って健康に対する住民の意識改

革を促進しながら、健康づくり運動がもたらす得する財政会計にメリットが及ぶような、楽しみなが

ら健康づくりに取り組む政策も模索していきたいと思っております。 

今後については、保健師あるいは栄養士、あるいはクラブおおづのほうで運動関連での指導を今、

中央公園でやっておりますので、このような健康関係についてもお願いしたいということで、包括支

援センターにおきましても今後の要介護１、２の事業が町でやらなくちゃならないというようなこと

でございますので、今回、包括の中で実証的に、岩戸の里関連等の温泉を使った健康の推進を図って

いきたいというような計画をしていただくよう本年度の予算に計上をさせていただいておることでご

ざいますので、健康が一番でございますので、そういうふうにおきまして住民一人一人の自覚を促す

ような、あるいはぜひ先ほど議員おっしゃるように個人健康手帳みたいなものをつくりながら、常に

チェック機能ができるような保健指導をしていければなというふうに思っておりますので、今後関係

者の皆さんとも十分相談しながら健康推進に努めていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質問に移りますが、町長も十分認識していると言われているんだろうな

と思います。あとは具体的な施策が必要になってくるっていうことですね。増え続ける社会保障費に

ついて、いろんなデータの中で一つの機構の中にですね、これは慶応大学の教授の意見ですけれども、

やっぱりですね、給付抑制ですね、医療費の。過剰な医療介護給付の抑制が必要であるということと、

効率化と重点的にきちんとしたそういった医療をやっていくということです。それによって、医療介

護業務の生産性が向上するだろうと。また、保険料の負担の軽減にもつながる、税負担の軽減にもな

りはしないかなと。そしてその次の段階とするならば、医療や介護に従事する方々の賃金の上昇を招

くであろうし、保険料の逆進性の緩和にもなるだろう。そして事業主保険料の負担軽減、企業の資金

制約の緩和と続くわけです。そして最終的には格差の是正、それが経済成長につながり、財政収支の

改善と、こういうふうに書いてありました。まさにそのとおりだなと。ですからそういった施策をし

て何クッションもあった後に財政収支の改善がなされるという大きなサイクルがあるわけです。です

から前倒し、前倒しでですね、そういった布石を打っていかなければ、こういった社会保障の改善や

そういったものの施策っていうものは効果がなかなか見えないというふうなことが考えられますので、

今後の町長とスタッフの皆様方のいろんな知恵を出し合ってですね、またいろんな情報収集をされて

政策立案をしていただきたい。そういった施政方針についての指摘はしておきたいと思います。 

続きまして、２問目でありますが、肥後大津駅開通１００周年を記念いたしまして、目玉となる、

言うならば政策は町長にはないのだろうかなと。記念すべき１００周年ということで、先日開通記念

「いちおしフェスタ」そういったものをいろいろやりましたけれども、やっぱりここで思うのが、昨

日の記念式典におきまして、蒲島知事が来られましたよね。その中で先ほど同僚議員からも指摘があ

りました空港ライナーの点、そういったものも蒲島知事は言われました。空港を中心としてこれを発

展の起爆剤としたいし、国際的にもいろんな足を伸ばせる公共交通機関も充実させてっていう形で、

大津町がもうまさに拠点なんだよっていうことを知事は言われたのかなと。実際、大津町を中心とし
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て東西南北見たときに、私は今回北が弱いよという指摘をしておりますが、空港を中心に東西南北見

たときに、そのときやっぱり大津町が有効だと私は思います。やはりＪＲのすごさですよね。やっぱ

りもう国民の方々は時間が間違わない、安全性も高い、ＪＲを使っていろんなところに移動するとい

うことで、まさに県も挙げて大津駅をそれこそ応援されているのではないかなと感じたところであり

ます。ですから我が町としても大津町を基点としていろんな施策ができるのではないかなと。 

公共交通についてのご指摘が先ほどの同僚議員からもありましたけれども、私は経済的なもの、い

ろんな効果、そういったものを考えたときにですね、大津町から東へ阿蘇、西へ熊本市内、熊本県の

中のナンバーワンの市ですから中核ですから、そして南に空港がありまして、全国から来ていただけ

る人が大津駅に集まる。そして北ですね。私が小さいときには私の祖父と祖母は菊池のほうに湯治に

行っておりました。大津中央バス停からバスに乗って湯治に行ってたわけです。実際私ももう５０半

ばになりまして、温泉が大好きになりまして、その中で感じることはやっぱり菊池温泉が私は基本で

ありまして、どこに行っても菊池と比べるんです。あの透明でですね、軟水でもうどんどん出ている

オーバーフローでいつも美しいということで、私は菊池のお湯が大好きで、それを上回るような温泉

には、まあ同等ぐらいまであったかもしれませんけれどもあんまりないなと思っております。 

その中で町長が先ほどの１問目の答弁の中で、福祉に役立てたいというのが大津温泉岩戸の里のこ

とを言われました。実際、大津温泉岩戸の里にご高齢の方々が行くのは非常に難しいでしょう。 

ですからここでまず１例として温泉ライナーとか大きく私出てみましたけれども、私はこの北を制

することによって、それこそ３６０度包囲網の中の中心に位置する大津町という形で発展を今後も遂

げていきたい。ですから大津町が今、ほかの公共団体と協力する点の中に私は菊池市が非常に有効だ

と思っております。実際、隣の菊陽町さんあたりはですね、もう既にかなりの部分で友好関係はあり

ますし、こちらから菊陽に行ったり、菊陽の人が大津に来たりとかしてですね、昔からの仲良しであ

りますから、ただ菊池は若干離れておりますので隣ではありますけれども、菊池の中心部まであたり

のですね、やっぱりライナーとはいいませんが何らかのやっぱりそういった空港ライナーばりのもの

があれば、空港で降りた方が大津駅に降りて、大津駅からまた北へ向かうという線ができるんですね。

そしてまた、菊池の方が大津に来られて、それからまた東西、そして南に向かうということもできる

んです。ですからそれを通過点とするかしないかっていうのは経済施策でしょう。これは、大津町の

経済人の中でも知恵を出し合ってしていただかねばならないと思います。そういった大きな可能性を

私は持っていると思います。実際、私があと１０年後まで健康でいたならば、私の家は駅の近くです

から駅に温泉ライナーとかあったならばいいなと思うんですよ。自分の個人的な欲望ばかりでこの質

問をしているわけではありませんが、みんなで温泉ライナーに乗って菊池のお湯に入りに行こうよと。

そして、向こうでもう１泊でもいいじゃないかというような形でですね、人はですね、無料とかです

ね、低価格というものに惹かれるんですね。そういったものを起爆剤としてその後に来るもの、いう

ならば経済効果、そしてその先ほどの１問目の福祉効果、そういったものが発揮できればこれは決し

て無駄にならないと思います。 

先ほどの質問の中にですね、公共交通機関についてのいろんな質問がありましたけれども、私は福
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祉、そういったものにですね、効果のある部分、要するに公益性というものはどこにあるかっていう

のを探るのが町の役割だと思います。ですから財源が、国からの補助金がどうのこうのとか、一般財

源で補われますというのは、ただ単に数字上の問題ですよ。それがどういった効果に流れて導かれて、

健康に結び付くとか、町の発展に結び付くとか、ここまで考えなければ施策と言えないんです。 

ですからこの２問目の質問におきましては、まさにですね、安倍さんも言われますけれども、経済

とはそれこそいろんなものをするものの原動力であるっていうことです。これによってですね、多く

の方々のそれこそ町を一つの国と考えますれば、外貨を落としてくれる。これが一番の経済成長する

国の条件なんです。ですからそういったことを考えますれば、いろんな３６０度方面から来ていただ

いて、そしてまたそれのサービスやいろんなものによって町も利益が総体的に底上げとなって、そし

てそれがまた巡回して町のいろんな町民の方々に投資できるという形が一番望ましいのではないかな

と思い、この質問をするものです。 

ですから１００周年記念ということで、町長も何らかのそういった施策をぶち上げてもいいのでは

ないかと思いますので質問をいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の交通要所であるＪＲをはじめとする町からの観光ルート関連等につ

いての提案ということで、今の現状を見ますと例えば空港からライナーを使って大津に来ておられる

人たちは毎日大体２５０人ぐらいというようなデータが上がっております。また、大津駅での利用者

というのは １日大体５千人の方が活用されておるということです。それを分析しますと、５千人の

うちは大津高校、翔陽高校の学生あるいは大津町内におる高校生関連等の通勤・通学が主に占めてお

るもんじゃないかなというふうに思っております。もちろんライナー関係になると観光関連のお客と

いうものが主でありまして、これは大津町の人が全部使っておるかっていうのは疑問でありまして、

これにつきましてはやっぱりＪＲ沿線あるいは大津町、あるいは菊陽関連等の企業のビジネスマンの

方々が有効に使われておるんだなというふうに思います。 

しかし今日本は、観光の日本の戦略というようなことで動いておるようでございますし、我々につ

いてもこの空港ライナー関連等につきましても、いかに活用してやっていくかというようなことで、

県の交通対策課関連等々とも、政策課とも話をしておりますけども、結局は熊本空港から大津に来ら

れて、大津周辺や阿蘇をいろいろ回られた後、その巡回コース関係でですね、やっぱり菊池とか山鹿

とか玉名、そして新幹線で福岡に発車すると。あるいは大津に来て外輪山のあの景観のいいところを

見て、大分に行って大分から帰るとか、あるいは鹿児島のほうに行って、あるいは宮崎に行ってとい

うようなパターンが今来ておられる海外の皆さんの観光ルートであると。しかし、それをいかにもう

一度地元に、大津町のほうへ、熊本へ帰っていただけるようなコース関係を考えるということになる

と、やっぱり議員の提案されました温泉というのがやはり魅力でございますので、それをうまく菊池

の温泉や山鹿の温泉を活用できるかというような、そういう車の利便性を考えるとやっぱり広域的に

検討していかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思います。そういう前にまず大津町は何

かをせんと活用できないなというようなことで、今私の思いとしてはもう前々から一般質問でもあっ
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ているように、白川水系の観光ルートということで菊陽とあるいは岩戸渓谷を通りながら北向き山、

あるいは南阿蘇へ抜ける、あるいは帰りは白川の河川を川の中を走ってくる、そのようなコース関係

も考えるし、また矢護山関係の自然関係をしっかりと満喫されるようなルートをつくるというような

方向も、四季の里温泉関係もございます。そしてやっぱり大津へ帰って来てもらって、大津で泊まっ

ていただくというようなことがこのビジネスホテル関連等がありますし、あるいは大きな大会を開く

ときにやっぱり菊池温泉に入りたい人もおるけども、大津で泊まりたいというようなこともございま

すので、その辺についてはやっぱりこれから大津町の今うわさによると焼肉の大津町であるように、

相当焼肉関係が繁栄しておると聞いておりますけども、そういうようなものを考えると大津町におけ

る観光客、あるいは町外、町内から来るお客を歩いていけるようなコースと江藤屋敷をはじめとする、

あるいは二輪の町でありますので二輪を使っての、あるいは自転車を使ってのルート関係を開発する

というようなこともやることによって大津町の地域を回ることによって大津を知り、食の文化につい

ても触れ合うことによって大津町のよさを、そして地元の皆さんのもてなしの心をやっぱり観光客に

アピールすることによって、また喜んで来られるんじゃないかなというような思いをしております。

もちろん単車については本田技研からただでもらうとか、二輪車は環境保全の自転車を使うとか、い

ろんな検討はしておりますけども、やはり軌道に乗せるためには、まずは点的なものをぴしっと開発

しながら、そしてつないでいくような線的なものをしていかなくちゃならない。そういう意味におき

まして、いろんな形を検討させていただいておる中で、やはり町内外からについても、駅前のイオン

関係の大型店につきましても消費税の免税をするというような話も聞いております。ただ、大構想の

中で知事がいつも言われておるのは、イズミヤビルの問題でございまして、あの活用をどうするかと

いうようなことも考えなくちゃならないんでしょうけども、我々としてはやっぱり大津町の高校生、

あるいは翔陽や大津高校の文化芸術関連等にあそこをＰＲ用に使う。そうすることに大津高校や翔陽

高校、あるいは支援高校の学生たちのＰＲ、学校のＰＲ、そういうようなものが今後人口減に伴うと

ころの学校保存、あるいは学校とともに生き延びていくこの地域をつくり上げるにはそのような考え

も必要ではないかなというような思いをしております。 

今後について都市再生整備関連等でその辺の計画も、案をつくりながら、その案の提案についてま

た議会やあるいは住民の皆さんと十分相談しながらやっていけるような方向にいければいいなという

ふうに思っておりますので、やっぱりまずは我が大津町の中で交通の要所だけでなく、金の落ちるそ

ういうまちづくりを再度しておかなくちゃならない、魅力ある町に夜も昼もそういう町にできればな

というふうに思っておりますので、今後についてもいろんな永田議員のすばらしい提案を今後ともお

願いし、議員の皆さんのご理解とご協力を得ながら、大津町の元気大津をつくっていければなという

ふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質問いたします。 

  町長が言われてはっと気付きましたけれども、二輪の町大津ではないですけれども、やはり本田技

研工業っていうのはすごいですよね。大津駅の南口にああいったバイクが展示されますと、まさに初
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めて大津町に降り立った方はびっくりするんじゃないかなと思うんですよ。ああいったのも一つの売

りですよね。またこの大津町の魅力っていうものを今回の質問も、前回の質問もでしたけれども単体

で考えたら弱いですよと。三本の矢っていうのをよく出しますけれども、菊陽やそれこそ菊池市って

いう形で考えますれば、例えば大きく出た温泉ライナーとか言いましたけれども、これもですね、大

津町が全部出すわけじゃないんです。菊池が半分出してもらうとか、３分の２出してもらうとか、そ

れは交渉次第ですよね、言うならば。菊池市の方々の利便性も高めるんですから。ですからそういっ

たところで折半ができる。そういったものを利用したらどうですかっていうことです。そしてまたい

ろんな行動パターンが降り立った方にはおられますので、まさにビジネスで使われると申されました。

ビジネスでも観光でも何でもいいです。あくまでも３６０度どこでも行ける大津町としての宿場町の

復活であります。それこそ１００年来の復活かもしれませんね。ビジネスホテルもたくさんできまし

たし、いろんな形でこの大津町の経済の形も変わってくるのではないかなと。 

例えば白川ルートのことを言われました。弱いですね、まだ今は。白川ルートを今つくりましたっ

て、そこに県外の方が来て行かれるでしょうか。考えなくてはならないのは、例えば大津町からだっ

たならば例えば阿蘇や、例えば菊池のほうの八方ヶ岳とか南のほうの九州脊梁の内大臣のほうとかで

すね、そういったものの中心にあるからいろんなところが見渡せば、山ですからそういったトレッキ

ングの中心の町とか、いろんなことができるんです。実際私、最近トレッキングが趣味ですんで内大

臣とか行ったらですね、わざわざ県外からバイクを積んでこられるんです。言うならばがたがた道の

昔の内大臣林道というところですけど、そういったオフローダーの聖地らしいです。しかし、山都町

あたりに行ってみますれば、そういった方々の宿泊施設というものがほとんど見られないんです。で

すからそういったものを取り込むんですんね、言うならば。だからそういったところで大津町を基点

として翌日朝から出発していただくと。そういったですね、宿場町構想というものをきちんと持って

攻めれば、もっともっとそれこそ大津町に住んでよかったというようなですね、急激に人口が増えて

我が家に帰るのも以前は５分で行ってたところを渋滞してるから１５分、２０分かかって帰らなくて

はならないようなですね、そんな住みにくい町とは違うんです。トータルバランスの取れたまちづく

りなんですね。その中にもちろん１問目で言いました健康づくりというのは欠かせないと。大本です。

それと今後の経済的な町の施策としていろんなことを町長が言われましたけれども、それをどうやっ

てまず１歩目、２歩目に行くかっていうものは示されてないと。考えていきたいで終わりですよね。

ですからそのときに町長がそういったものはつくれないかって部下に指示しますとか、プロジェクト

チームつくったらどうかという形で、そういった政策立案ができなければただの事務屋ですよ。事務

屋に部長とか課長とか要りません。ただの事務屋ですよ、それだったら。本当の公務員の仕事ってい

うのは、本当に町民のためのことを見て、そして国全体を見るのが仕事ですから。しかしながらやは

り地域間の競争は否めない事実であると言ってるんです。これが理想と現実の違いです。 

ですから大津町は勝ち組にするんだと私がこういったことを言うのは、今後考えられるのがＴＰＰ

問題です。先ほどの言うならば先人で議員が言われましたいろんな水を活用したらどうかとか、いろ

んなものが言われました。誘致企業には必ずきれいな水っていうのは必要なんですね。ですからそう
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いったものを考えますれば、本当にトータルバランスが取れてるんです。ですから文教地区としての

強化も必要です。だけど、今ですね、この１００周年というのをわざと出したのは節目節目っていう

のが何でもあると私は思うんですよ。ですから今あせってですね、そういった１００周年記念施策っ

ていうものをですね、ぶち上げたらどうかっていうことです。ここで体のいい言い回しでですね、逃

げられても、本当のそれは町長のリーダーシップと言えないと思います。ですからこれをやるんだと

言える町長でよかったなっていう施策を求めたいっていうことですね。ですから例えば部下に説明さ

せますとか、その人たちに質問しているわけじゃないですから町長の口からこういったまちづくりの

中の一環として、観光を蒲島さんにいうならば準じて大津町も強めますとか、そういったものが欲し

いですね。それが一般質問の趣旨です。 

最後になりますけれども、以上質問いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） いろいろな思いを私述べましたけども、これをもう一歩、具体的に進めるた

めにはやっぱりそれなりの案を住民の皆さんや議会の皆さんから意見をいただいて、いいか悪いかと

いうのをやっぱり長期的か短期的かというものを検討していかなくちゃならない。これはもう年寄り

の思いであって、今後１００年の計はどうするかと。しかしもう大津町には二輪の町として本田さん

が結局駅前にも、そして道の駅にもバイクを１千万ぐらい提供していただいております。桜祭りの計

画の南の本田の通りにつきましても、あのやぼくらだったところをですね、公園化して環境整備もし

て、このたび同時にエンジョイ本田という祭りイベントをされますけども、そういう単車に親しみを

覚えるようなイベントが近々開催される予定になっております。 

そういう中におきまして、大津町においても今年の平成２７年度におきまして、バイクフォーラム

開催ということで本田の関連の鈴鹿とか、１年１年あっておったのが、今回大津でやっていただけな

いだろうかというような本田さんのほうからも話が来ておりますので、二輪の町というようなことで、

このフォーラムもしっかりと後押しをしていきたいなというようなことで、そういうようなことで今

後の大津町の宝物をつくるためにも新しい一歩を今後詰めていかなくちゃならない。そういう若者の

頑張りに期待をしていきたいなというふうに思っております。いろんな形で、まずは二輪関連等につ

いても町関係で使うような形をやっぱりしていかなくちゃならないんじゃないかなと。時代が違うと

いうことで保健師とかいろんな方に単車で回れよという話をしておりますけど、なかなか今の時代の

人たちには単車はどうですかね、というような話も聞くようでございますけども、やっぱり自分の思

うところのものが生かされるようにですね、そういうような意識改革をしていかなくては新しい取り

組みにはなかなかつながっていかないんじゃないかなというふうに思っておりますので、今後につい

てもしっかりと、職員の意識改革関係等進めながらまちづくりに頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。 
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議 事 日 程（第４号） 平成２７年３月１９日（木） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前９時５８分 開議 

○議 長（大塚龍一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） おはようございます。坂本典光が一般質問いたします。 

第１問目は、地域とともにある学校づくりについてであります。施政方針で、町長は地域に開かれ

た学校、地域に愛させる学校として、学校と保護者や地域の皆さんが共に知恵を出し合い、一緒に協

働しながら子どもたちの豊かな成長を支えていく地域とともにある学校づくりを進めると述べられて

います。地域に愛させるのはわかりやすいのですが、地域に開かれたとはいろいろな解釈の仕方があ

ると思います。例えば、開かれた議会という場合、大まかに言えば透明性や親しみやすさのことだと

思います。インターネットで調べていくと、Ｑ＆Ａ方式で開かれた学校経営はどのように進めていけ

ばよいかという問いが見つかりました。その答えは、今までの開かれた学校づくりは、どちらかとい

うと学校施設の開放に重点が置かれ、保護者や地域社会の人々との関わり合いも学校の立場から理解

と協力を得ることと考えられていました。これからの学校は、社会に対して開かれた学校となり、家

庭や地域社会に対して積極的に働きかけていくということが必要です。家庭や地域社会とともに子ど

もたちを育てていくという視点に立った学校経営を心掛けることは、極めて重要なことです。自由参

観日を設けたり、各種だよりを地域の全戸に配布したりして意識を高めている学校が多く見られます。 

一、学校評議員の設置。地域とともにある学校という視点から、学校教育について幅広く地域住民

の意見を聞き、学校運営に反映させていく仕組みとして学校評議員制度があります。学校評議員は、

校長の行う学校経営について外部の目で学校の営みを捉えて意見を述べ、助言します。この制度は、

学校教育の活性化を図るに留まらず、学校の信頼づくりの面からも効果があります。これは、大津町

では既に導入されており、平成２５年度の決算では２７０点という評価を得ていますが、こういうの

は点数で評価できるものかなと疑問を持っております。 

二、学校支援ボランティアの導入。学校の教育活動を展開するにあたっては地域の人々や保護者に

ボランティアとして協力してもらうことも開かれた学校づくりとして有効です。学校教育活動全体に

渡って、保護者等の協力を得て、その教育力を生かすとともに、日々の教育活動を公開していくとい
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うことにもなる。 

三、うちに開かれた学校づくり。開かれた学校づくりには、学校のうちにおける教職員の意識の変

革が欠かせません。そのためには、学年、学級間及び教科間の教師の総合補完に留まらず、様々な機

会を捉えて謙虚に保護者や地域の人たちの声に耳を傾け、学校に関わる人々の心情を理解していくこ

とが大切ですと。 

四、児童生徒に開かれた学校づくり。教職員と児童生徒のふれあいを大切にし、児童生徒一人一人

が学校で学び活動するとすることに楽しさや生きがいを感じることのできる学校づくりというふうな

ことを答えてありました。それぐらいのことは調べてみたんですが、ここで大津町でいう、地域に開

かれた学校とは、そのどういう意味でしょうか。また、今までは学校は地域に開かれていなかったと

いうことでしょうか。 

三番目に、具体的にはどのようにしたいのですか。さらに、どのような成果が期待できますか。 

１回目の質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） おはようございます。坂本議員の地域とともにある学校づくりについてのご

質問にお答えをいたします。 

学校と地域の連携については、国でも教育の重要な柱の一つとして推進されてきており、平成１２

年には学校評議員制度が、平成１６年度には学校運営協議会制度が導入され、地域住民や保護者のニ

ーズを学校運営に反映する制度づくりが進められており、今では地域の実状に合わせ、先ほどの学校

運営協議会制度や学校支援地域本部事業などを活用し、学校と地域が連携した取り組みが進められて

います。地域に開かれた学校とは、学校、体育施設等の地域への開放だけではなく、学校評議員制度

や学習支援ボランティアなどの地域住民参加による学校づくりができていること。また、学校と地域

が連携共同する体制が構築され、家庭や地域社会とともに子どもたちを育てていくという視点に立っ

た学校経営ができていることなどが上げられます。本町におきましても、地域や家庭が学校運営に関

わることで、学校が抱える様々な課題解決が図られるなど、学校と家庭や地域が連携して学校運営が

進められるような地域に開かれた学校を目標に、様々な取り組みを行っております。その一つに、放

課後に地域の参画を得て、勉強やスポーツ活動、文化活動、地域住民との交流活動を行う、放課後子

ども教室推進事業を実施しています。この事業では、地域全体で学校や子どもたちの教育活動を行っ

ている優良事例として、大津東小学校放課後子ども教室、これ風の子教室と申しますけれども、この

風の子教室が昨年１２月に文部科学大臣表彰を受けております。そのほかに、ボランティアと学校と

を結ぶコーディネーターを育成する学校支援地域本部事業や町内全ての幼稚園、小中学校及び県立学

校を誰でも自由に参観できるように、毎月１４日を大津町教育の日とする、町独自の取り組みも実施

しております。また、学校運営協議会制度について、護川小学校が導入２年目で美咲野小学校が２年

間の文部科学省のコミュニティスクール研究指定を終え、４月から導入予定となっております。学校

運営協議会制度、いわゆるコミュニティスクールは、平成１６年６月の地方行政の組織及び運営に関

する法律の改正により導入された制度で、保護者や地域住民が合議制の機関である学校運営協議会を
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通じて、一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、よりよい教育の実現を目指すという、地域に

開かれ、支えられる学校づくりの仕組みであります。護川小、美咲野小、それぞれ今後の課題はある

ものの、学校と地域の課題の共有や地域、保護者との連携が図られているところです。今後も各学校

において学校と保護者や地域の皆さんが共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、

一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域とともにある学校づくりへの取り組みも進

んでいくものと考えております。 

ただいま幾つかな取り組みについて申し上げましたが、そのような地域との連携の推進により、子

どもたちは、より豊かな心や社会性が育まれ、地域への愛着も深まることのなりますし、また地域で

は学校を核として地域の人々がつながり、地域ネットワークが形成され、地域の活力の向上や地域コ

ミュニティの力が強まることにつながるものと考えていますし、今後も学校が積極的に家庭や地域と

連携協力し、協働関係を深めていかなければならないと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 文部科学省の白書で、信頼される学校づくりを目指してというのがありまし

た。地域に開かれた信頼される学校を実現するため、学校には保護者や地域住民の意見や要望を的確

に反映させ、家庭や地域社会と連携協力していくことが求められています。それと同時に、保護者や

地域住民が学校とともに地域の教育に責任を負うとの認識の下、学校運営に積極的に協力していくこ

とも重要ですとしています。さらに、学校の再利用拡大と学校評議員制度、つまり評議員に委託され

た保護者や地域住民は、校長の求めに応じて意見を述べるものだとされております。さらに、コミュ

ニティスクール、学校運営協議会制度について言及してあります。コミュニティスクールは、保護者

や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、校長や教職員と一体となって地域に開か

れた信頼される学校づくりを進めるための仕組みとされております。学校運営協議会は、校長が作成

する学校運営の基本方針について証人を行うことや学校の教職員の任用に関して、任命権者である教

育委員会に意見を述べることができるとされています。たしか、護川小学校と美咲野小学校が、先ほ

ど言われたようにこのような指定を受けたと思います。失礼な言い方ですが、本来教育委員会があっ

て、校長があって、教職員を統括して学校運営にあたるシステムになっていると思います。だが、本

来学校は子どもたちの教育の場です。時間の経過とともに、子どもたちは目に見える形で数値で表せ

る形で向上しなければなりません。これで大丈夫なのでしょうか。地方教育委員会と校長のためのシ

ステムのような気がします。地域住民の助けがないと、校長は職員を統率できなくなったのか。それ

とも、校長、教職員は世間に疎いから、住民の社会常識を必要としているのだろうかという疑問を持

つのですが、お尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） ただいま坂本議員のほうからご指摘がございましたように、学校運営協議会

は一定の権限と役割を担っておりまして、校長が、当然学校経営は校長がやるわけでございます。こ

れは揺るぎません。毎年、年度当初には、その時の学校経営の方針を発表いたしますので、それに対

して評議員としていろいろご意見を述べられると。校長はそれを参考にしてですね、また改善をした
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りしていくというようなところで、基本的には学校経営は校長が行うと。学校教育法にも書いてあり

ますとおり、校長は公務を司り、所属職員を監督すると、この一行だけでございます、校長は。とい

うことはですね、学校運営に関するすべての権限、責任は、全責任は校長が持っているわけでござい

まして、現在、町内の各学校を定期的に訪問しておりますけれども、すべての学校において校長を中

心にしてですね、この今の条文に沿った学校経営がなされておりまして、私自身、それぞれの校長の

リーダーシップの下に、それぞれの学校、校訓等を基にしてですね、学校経営方針を校長が立てます。

それに沿った経営がなされております。それを受けて、各学年の方針、各学級の方針というふうに、

あくまでも校長の経営方針を受けて、学年、学級というのがきちんと動いていくというのが現在の本

町の各学校の状況でございます。そういった意味で、そこに地域住民やご家庭の様々な意見を組み込

みながら、より身近で信頼される学校づくり、これは各校長にも腐心をしているところでございます。

そういう意味で、議員ご指摘のような学校運営が確実になされているということは、ここではっきり

お答えをしておきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） これは、しばらく様子を見ていきたいと思います。 

第２問目に入ります。日本の義務教育は高く評価されてきました。１８７２年、明治５年、明治政

府は学制を公布しました。今まで学問は武士以上の身分がすることとして、農工商や婦女子は学問の

ことは考えに入れず、学問の意義を理解していませんでした。これは、幕府時代の悪習で、文明が広

まらず、人々の才能や技術が進歩せず、貧乏し、破産し、身を滅ぼす者が多く出る理由であると。そ

こで、このたび、学制を定める。今後は、華士族や農工商及び婦女子問わず、必ず邑に不学の戸がな

く、家に不学の人がなくなるよう決意する。人の父母というものは、よくよくこの意味を理解して、

その子弟を必ず学校へ通わせるようにしなければならないということが学事奨励に関する被仰出書に

書かれております。これが日本における義務教育の始まりです。大津町教育基本構想、夢を持ち、夢

を育み、夢を叶えるを実現するためには、社会環境として、自由、平等、人権、能力主義などが整っ

ていなければならないということは言うまでもありません。江戸時代には身分制度があり、限られた

人しか夢を叶えることは難しかったでしょう。かつてのソビエト連邦のような共産党一党独裁で自由

のないところでも、自由主義国に比べたら夢の実現は難しかったでしょう。先ほど述べたように、明

治維新の大英断で全ての日本国民は無知から開放され、限りない夢を持つことができるようになりま

した。しかし、太平洋戦争に負けてからは、教育の分野でも外国の干渉を受けることになりました。

特に近年は、韓国・中国からの歴史認識による圧力が激しいのは、皆さんご承知のとおりです。ここ

は、大事なところです。１９８２年、昭和５７年６月２６日、大手新聞各紙及び各テレビ局は、文部

省が教科書検定において高等学校用の日本史教科書の記述を中国華北に対する侵略から進出へと改め

させたと一斉に報じました。これに中国が抗議し、鈴木善幸内閣の宮沢官房長官が宮沢談話を発表し

ました。それが、近隣諸国条項というものです。文部省の教科書検定に近隣諸国条項を加えるという

ものです。近隣諸国条項とは、教科書の検定において、近隣アジア諸国との間の記述については、国
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際協調と国際理解の見知から必要な配慮をするというものです。これ以来、中国・韓国が日本の教科

書に干渉するようになったと言われております。韓国侵略の現況、伊藤博文とか、確認もされていな

いのに南京大虐殺２０万などと書かれた教科書もあると言われております。この辺から、日本人は悪

いことをしたと強調して教えられるようになったと言われております。これが、自虐教育と言われる

ものです。あまりにこの部分だけを強調すると、児童生徒は自信を失ってしまいます。小中学生に第

二次大戦における日本の負の部分を強調した自虐教育をしていないか、お尋ねします。 

１８５３年に浦賀にペリーが来て、江戸幕府に開国を迫りました。それから１５年後の１８６８年、

明治新政府が誕生しました。この当時のアジアは、ヨーロッパの列強によって植民地化されていまし

た。植民地にされないように、新政府は様々な改革をし、殖産興業、富国強兵策を押し進めます。そ

して、１８９５年、日清戦争に勝利し、それに１９０５年に日露戦争に勝利しました。この辺のこと

を韓国人作家キム・ワンソクは、２００２年発行親日派のための弁明という本で次のように述べてお

ります。１６世紀以降、ヨーロッパの白人は全世界を侵略し、自分たちの植民地とした。２０世紀初

めになると白人が統治する土地は地球上の９０％以上となり、ヨーロッパ諸国の植民地でない地域は、

中国と日本、タイ、エチオピア程度しか残っていなかった。この時期、白人が持っていた人種的優越

感は、今では想像もできないほどひどいものだった。白人は、世界各地を片っ端から侵略し、その文

明を破壊して有色人種を抹殺していった。１９０５年、日本はユーラシア大陸の覇者ロシア帝国に勝

利した事件の歴史的な意味を評価するためには、このような時代背景を理解する必要がある。この戦

争は、日本という国が世界列強クラブに正会員として受け入れられる契機となったのだが、手強い白

人国家を相手に戦った戦争で有色人種が勝利したという点で、その意味は大きい。日露戦争とその後

の急成長で、日本が存在感を増したことにより、ヨーロッパ人が持っていた有色人種に対する国家概

念は根本から覆された。このような点から見ると、１９０５年を契機に、アジア、アフリカに黎明の

ときが訪れた。日本によって有色人種に新しい歴史が開かれたのだということを踏まえて、ヨーロッ

パによるアジアの植民地支配、白人の有色人種支配を崩したのは日本だと教えているかお尋ねします。 

今申しましたように、１と２のバランスと冷静さが大事なのは言うまでもありません。日本の国に

はビジョンがないと言われます。国にビジョンがなかったら、個人も夢や目標は持ちにくいと思うの

ですが、今の日本に国の進むべき、目指すべき体系的なビジョンはあると思いますか、お尋ねします。 

堺屋太一さんは、２１世紀になってからあまりに安全が強調されるようになったと述べています。

夢を追いかけるには、冒険も大事ではないかと思います。夢を実現するためには、若干の危険を伴う

かもしれないと教えていますか。お尋ねします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 坂本議員の、夢の実現を阻害する者のご質問に対してお答えをいたします。 

ただいま、議員の思いをるる述べられまして、歴史観、出てきたかと思っておりますけれども、ま

ず自虐教育についてでございますが、簡単に申し上げますと、現在の学校で、町内の学校でそれは行

われていないと、これははっきり言えると思います。実際に授業を見ましても、各学校、学習指導要

領に則りまして、しかも文部科学大臣の検定を通った教科書を使用して授業を行っておりますので、
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これは公教育ではそういったものは行われていないというふうに思っております。ここで、特に中学

校の学習指導要領の歴史部分の目標等々、少し述べさせていただきますけれども、第一に、歴史的事

象に対する関心を高め、我が国の歴史の大きな流れを世界の歴史を背景に、各時代の特色を踏まえて

理解させ、それを通して我が国の伝統と文化の特色を広い視野に立って考えさせるとともに、我が国

の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる。第二に、国家社会及び文化の発展や人々の

生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を、その時代や地域との関連おいて理解

させ尊重する態度を育てる。第三に、歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解させ、我

が国と諸外国の歴史や文化が相互に深く関わっていることを考えさせるとともに、他民族の文化・生

活などに関心を持たせ、国際協調の精神を養う。第四に、身近な地域の歴史や具体的な事象の学習を

通して、歴史に対する興味・関心を高め、様々な資料を活用して歴史的事象を多面的、多角的に考察

し、公正に判断するとともに、適切に表現する能力と態度を育てるとなっております。特に、近代の

日本と世界の中では、次の点に配慮しながら理解させるということになっております。まず、欧米諸

国における市民革命や産業革命、アジア諸国の動きなどを通して、欧米諸国が近代社会を成立させて

アジアへ進出したことを理解させる。次に、開国とその影響、富国強兵、殖産興業政策、文明開化な

どを通して、新政府による改革の特色を考えさせ、明治維新によって近代国家の基礎が整えられて、

人々の生活が大きく変化したことを理解させる。さらに、自由民権運動、大日本帝国憲法の制定、日

清・日露戦争、条約改正などを通して、立憲性の国家が成立して議会政治が始まるとともに、我が国

の国際的地位が向上したことを理解させる。また、我が国の産業革命、この時期の国民生活の変化、

学問、教育、科学、芸術などの発展などを通して、我が国で近代産業が発展し、近代文化が形成され

たことを理解させる。また、第一次世界大戦の背景とその影響、民族運動の高まりと国際協調の動き、

我が国の国民の政治的自覚の高まりと文化の大衆化などを通して、第一次世界大戦前後の国際情勢及

び我が国の動きと大戦後に国際平和への努力がなされたことを理解させる。そして、経済の世界的な

混乱と社会問題の発生、昭和初期から第二次世界大戦の終結までの我が国の政治・外交の動き、中国

などアジア諸国との関係、欧米諸国の動き、戦時下の国民の生活などを通して、軍部の台頭から戦争

までの経過と大戦が人類全体に参加を及ぼしたことを理解させる。さらに、現代の日本の世界の中で

は、まず冷戦、我が国の民主化と再建の過程、国際社会への復帰などを通して、第二次世界大戦後の

諸改革の特色を考えさせ、世界の動きの中で新しい日本の建設が進められることを理解させる。高度

経済成長、国際社会との関わり、冷戦の終結などを通して、我が国の経済や科学技術が急速に発展し

て国民の生活が向上し、国際社会において我が国の役割が大きくなってきたことを理解させる。そし

て、世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには、国際協調の観点から、国家間の相互の主権の尊

重と協力、各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切であるこ

とを認識させ、国際社会における我が国の役割について考えさせる。その際、日本国憲法の平和主義

について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせるとともに、核兵器などの

教育に着目させ、戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる。また、地球

環境、資源、エネルギー、貧困などの課題の解決のために、経済的・技術的な協力などが大切である
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ことを理解させる。以上のような教育内容となっております。 

このような学習指導要領におきまして、各学年での指導事項は明確に規定をされております。それ

を受けた検定教科書を通って事業が行われておりますので、先ほど申し上げましたように、偏った教

育というか、そういったものは行われていないというふうに確信をいたしているところでございます。 

次に、日本国のビジョンについてでございますけれども、教育基本法の前文では、このように述べ

られております。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに

発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、こ

の理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、心理と正義を希求し、公共の精神を貴び、豊かな人間

性と創造性を備えた人間の育成を期すると共に、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推

進する。ここに、我々は日本国憲法の精神に則り、我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、そ

の振興を図るとあります。これが私は日本国憲法、あるいは教育基本法等で示された日本の目指すべ

き教育のビジョンではないかなというふうに考えておるところでございます。 

最後に、安全があまりにも強調されて、夢を追いかける本町教育の指針であります、「夢を持ち、

夢を育み、夢を叶える」という、この部分におきまして、ある程度の冒険も必要じゃないかというご

指摘でございますけれども、これにつきましては、大津町教育委員会では、それ以外に３つの約束で

あります、「あいさつをする、時間を守る、人の話を聞く」この３つを大切にしながら、先ほど申し

上げました基本理念の下、学校教育を核として、家庭教育、社会教育の三本の柱の重点努力目標につ

いて共有化を図り、推進をいたしております。夢を持ち膨らませるためには、子ども本人の努力も必

要ですけれども、周りの支援、支えが必要であろうかと思っております。各学校、幼稚園、保育園で

は、どのような力をつけなければならないのか、具体的に洗い出し、取り組みを創意工夫していかな

ければならないと思っております。夢とは、一言で言えば、まだ現実にないものと言えるのではない

でしょうか。 

では、どうすれば子どもたちは夢を持てるのでしょうか。まず、そのためには一人一人子どもが強

い想いを持つということが大事ではないかと思っております。小さくてもいいから、自分にとっての

何か、それはひょっとしたら難しいかもしれないが、自分としてはぜひとも叶えたい、叶えられない

かもしれないけれども何とかして叶えたいと、そうまず自分自身が強く思う、子ども自身が強く思う

ことがスタートだと思っております。そして、その前提となるのが、私は子ども自身の自信と意欲だ

ろうと思っております。その自信と意欲、まず自信を付けるためには、私は常日ごろ、各校長先生方

にお願いしておりますのは、子どもたちがなるべくまず失敗しないような仕掛けをぜひとも各学校で

やっていただきたいということでございます。日常的な小さな成功体験を積み重ねていくことから生

まれてくる子供一人一人の小さな自信が大きく大きく雪だるま式に大きくなりまして、そして次なる

意欲を持つといいますか、意欲の段階へつながっていくものと考えております。このサイクルを定着

させることが、最終的には子ども自身それぞれの夢を叶えることにつながっていくのではないかと思

っております。今申し上げますように、まず自信を持ち、次に意欲を持って挑戦し、新しい世界、よ

り高い次元に自分を向上させていくということが大切であろうと思います。そして最終的に、自分の
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夢を叶え実現させることに全力を注ぐことによって、子ども自身が自分を高めることにもつながって

いくものと確信をいたしております。その際、私は子ども自身の安全の確保が最優先であろうと思い

ます。そして、その上で挑戦、冒険をしていく、こういった手順を踏むというのが夢の実現につなが

るということで、ある水準を超えたらですね、やはり子どもが自分なりに冒険、挑戦をするというこ

とは、当然次の段階して、次の次元へ向かうためには必要であろうかと、そういうふうに考えており

ます。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 簡単に、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える」といいますが、夢を持つこと

は誰にでもできますが、育み、叶えるとなりますと、自分の力だけではなく、いろんな外的な要素も

絡んできます。ただ、スローガンにならないようにしたいものです。幼い頃の教育は大事です。まだ、

知識に乏しいので、ある意味、洗脳かもしれません。大人でさえ洗脳されているかもしれません。私

は、若い頃、全国紙と言われる朝日新聞とか、毎日新聞は、公平で真実を報道していると思っており

ました。しかし、いわゆる従軍慰安婦問題が朝日新聞の誤報というよりねつ造に近いということを知

り、愕然とした次第でございます。新聞社自体が報道を隠れ蓑にして読者を洗脳しているのではない

かとさえ思います。最近、元ウクライナ大使、馬渕睦夫氏の「世界を操る支配者の正体」という本を

読みました。教育長、これはいい本だから読んでください。アメリカのジャーナリスト、ウォルタ

ー・リップマンの言葉が載せられています。それは、社会の黒幕はメディアを使って民衆を洗脳する

のだそうです。つまり、世論というのもメディアによって意図的につくられていると言っています。

性善説の私たちは、日本人は世界の中で騙されやすい民俗かもしれません。日本の将来を背負う子ど

もたちに、あなたの先祖はあなたの先祖は悪いことばっかりしたと自虐的な教育を強調されたら、洗

脳され自信も誇りも無くしてしまいます。自国に誇りを持っていますかという意識調査を平成１２年

に電通総研がやっております。持っていると答えた人の割合が日本の場合５４.２％で、５９カ国中

５６位だそうです。１位エジプト９９.１％、アメリカは１３位で９４.１％、中国４５位で７８％で

す。先ほど紹介した韓国人作家キム・ワンスプさんは、さらに韓国はベトナム戦争でベトナム人を３

０万人殺したと推定されている。中国は、チベットを侵略し１２０万人を虐殺した。日本を責める資

格はないと述べています。なお、キム・ワンスプさんの親日家のための弁明という本は、韓国で有害

図書に指定され、発禁処分になりました。本人も、逮捕されました。ここで、自信のつく発言を紹介

しておきます。元韓国大統領パク・チョンヒさん、日本名は高木正雄さん、現韓国大統領のお父さん

であります。日本の朝鮮統治はそう悪かったとは思わない。自分は非常に貧しい農村の子どもで、学

校も行けなかったのに、日本人が来て義務教育を受けさせない親は罰すると命令したので、親は仕方

なしに大事な労働力だった自分を学校に行かせてくれた。すると、成績がよかったので、日本人の先

生が師範学校に行けと進めてくれた。さらに、軍官学校を経て、東京の陸軍士官学校に進学し、首席

で卒業することができた。卒業式では、日本人を含めた卒業生を代表して答辞を読んだ。日本の教育

は割と公平だったと思うし、日本のやった政治も私は感情的に批判するつもりはない。むしろ私は評
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価していると述べています。ヘンリー・ストークスさんといって、これはイギリス人の元ニューヨー

クタイムスの東京支局長、まだ健在です、イギリスのチャーチル首相は、日本人をイエローモンキー

と呼んではばからない差別主義者だった。イギリス人にとって最も衝撃的だったのは、大英帝国会議

員が誇るプリンスオブウェールズとレパロスという２隻の軍艦が日本の小さな戦闘機による魚雷攻撃

で撃沈されたことである。西洋人が有色人種の強さを体感し、恐怖した最初の瞬間だろうと。日本軍

は野蛮だという妄想を戦勝国がでっち上げたものだ。実際の日本軍は規律を守り、マナーも優れてい

た。アジアへの日本軍の侵攻は、植民地となったアジア諸国を欧米の帝国主義から開放し、独立に導

くものだった。日本軍の果たした役割は大きい。その後、戦後教育でも日本がなぜ戦わなければなら

なかったのか、戦争で日本軍が果たした意義などはタブー視された。このため、現代の日本人は当時

の日本軍の功績をほとんど知らないままだ。しかし、私は希望を感じている。今も続く占領体制の呪

縛を日本国民が解く日は必ず来ると信じている。 

教育長にお尋ねします。戦勝国の人がエールを送ってくれているわけです。将来の日本を背負って

立つ子どもたちが自分の国に誇りを持ち、自信を取り戻し、夢を実現できるように尽力しようではあ

りませんか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） ただいま、るる日本の歴史、あるいは第二次世界大戦の様子までお話いただ

きましたけれども、様々な想いがそれぞれの方々の中にあろうかと思っております。歴史の受け止め

方は、それぞれ個人個人で違うかと思っておりますけれども、しかし、未来を預け託す子どもたちに

とりまして、やはり自分のふるさと、あるいは自分の生まれ育った国に愛着を持ち、それを元に自分

自身に自信を持つということは、成長していく上での基礎になるものだと思っております。そういっ

た意味で、大津町では幼稚園も含めまして、各学校において、やはりふるさとを愛し、そして国を愛

し、自分自身をさらに高めて、できれば世界へ羽ばたくような、そのような人材が育ってくれるため

にも、先ほど申し上げました、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える」という、この教育理念の下です

ね、基本方針の下、進めてまいりたいと思っております。幸い、ご案内のとおり、大津町出身の女性

二人が、今、オリンピックを目指して頑張っております。素晴らしい、私は目の前の一つの姿ではな

いかなと思っております。こういったものを、やはり各学校において素晴らしい先輩が目の前にいる

んだということをしっかりお話ししていただきまして、子どもたちが育ってくれればなと、そのよう

に思っております。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） ３問目に入ります。上井手公園についてです。上井手公園は狭い公園です。

元は、中町にあった御本陣もしくは御茶屋の門をいろんな人が歴史文化伝承館に移設するよう進言し

ましたが、町長は計画している上井手公園に移設すると言って押し通されました。このとき、町長は

上井手公園に何か想いがあると私は思いました。後世のために、その想いを語ってもらいたいと思い

ます。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 上井手公園についての想いと役割というのを考えてみますと、上井手公園は

あの小さな公園でございますけれども、駅前楽善線の残地を利用した公園で、そこには上井手沿いの

休息の場所と、もう一つは上井手公園の歴史の案内板的な、あるいは駅から２、３分で着く場所であ

りますので、その出発点というような想いをしております。それには、まずはあの上井手の西のほう

には大願寺や菅原神社、そして昭和園というつながりと、また東には光尊寺や日吉神社、あるいは大

松山、水月庵というような歴史的な神社仏閣と上井手の石の文化がありますので、そこの散策の関係

の起点になれればなと。そして、下へ、街中へ下りれば、そこには文化歴史伝承館がありまして、そ

こで大津町の歴史を十分知っていただいて、交流館でゆっくりと癒される場所となりながら、水源公

園を周りながら大津町の旧宿場町的なところを散策できる場所の中心的な役割ではないかなというふ

うに思っております。それにはまだまだ十分でない、菅原神社の周辺の室住宅跡地についても、つつ

じ公園へ植栽をしていかなくちゃならないんじゃないかなというような旧住宅の考え方が、そのよう

な考えの中で今後の駅北部関係の観光振興につながっていければなというふうな想いと、昔の風潮を

思い出せるような懐かしいものが愛する大津町の心につながっていければなというような、一つの出

発点になっていただければなというような想いを、今回小さな公園でございますけれども、大事な場

所であるというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） これから２０年、３０年と経っていって、人は変わっていって、町の姿も変

わっていくと思いますが、やはりそれを意図してつくった方の意思というのがそのときまでずっとつ

ながっていくものだと私は思いまして、私はここで質問した次第です。 

終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。１０時５５分から再開いたします。 

午前１０時４９分 休憩 

△ 

午前１０時５５分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 皆さん、おはようございます。傍聴の皆様も、雨の中、ありがとうございます。

５番議員、桐原則雄が、通告に従い３点について一般質問させていただきます。 

１点目の今後のまちづくりに対する財政計画についてですが、国と地方の２０１５年末の借金残高

は１,０３５兆円で、世界でも突出し、財政健全化は待ったなしの課題であると考え、政府は新たな

財政再建計画をこの夏に策定するため、具体的な道筋を付けようと進めています。医療、介護、年金

などの社会保障費や人口減少対策などへの対応を含めて、これ以上、借金を次世代に残すことはでき

ないと、地方財政の分野を中心に見直しを進め、地方自治体の運営は、ますます厳しくなると考えま

す。昨年、財政破綻をし、現在再生に向けて頑張っている北海道の夕張市を研修させていただきまし
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た。夕張市は、炭坑産業が衰退し、新しく観光産業へのまちづくりのために多くの公共事業を展開、

公共施設への過剰な投資と行財政計画の遅れ、税収及び交付税の減少、赤字経営の表面化回避と累積

赤字の拡大、将来の財政計画の甘さと不備など、多くの問題を町も含め明確にせず、議会、監査、町

民のチェックや情報共有の甘さがあったと、そういうことも含めて財政再建団体になったというふう

に説明を受けました。その影響は、人口も１０万人から１０分の１の９,５００人近くになっており

ます。職員数も６１５人から、現在は１３８人、ここは消防とか病院とか持っていますので、一般職

は７８名です。議員も９人に減りました。人件費では、市長の給与７５％カット、議員報酬４０％、

職員給与２０％カット、ボーナスも削減し、現在実施中であり、まだまだ厳しい状況が続くというよ

うな状況でございました。市民への影響では、歳入確保で徴税をアップし、下水道６６％、上水道１

０％アップ、施設使用料は軒並み５０％アップ、証明手数料等もアップするなど、それぞれ引き上げ

をしながら実施をされておりました。歳出も最小限度の対応しかできず、公共交通や仕事、病院、買

い物などの生活の不便さ、小・中・高校も各１校に減少、教育環境の低下、負担増と人口減少の悪循

環がますます増加し、市内は元気が余りなく、多くの施設は旧館状態でありました。 

このような現状の中、市民が安心・安全で命を吹き込む再生計画を位置づける夢のある振興総合計

画を策定したいが、財政見通しが経たなければ策定もできないとの説明がありました。そこで、これ

までの反省に立ち、市民の情報公開と透明性の高い行政運営及び市民参加が必要不可欠ということで、

東京都から派遣をされていました職員の方が市長に立候補し、当選され、新しい市長の下で厳しい行

財政運営やコンパクトシティ構想のまちづくりなど、新たなまちづくりを進めておられました。我が

町の財政状況は、もう皆さんご承知のとおりですが、ここで少し述べます。町税などの自主財源がピ

ーク時の１７.６億円減少、依存財源も５１.５％と高く、基金も様々な事業の関連で減少してきてお

ります。歳出面では、扶助費が１０年で２.４倍、維持補修、投資的経費も２.７倍の伸び、起債残高

は平成１９年の９９億円から１３２億円と上昇し、毎年の借金返済も１４億円となっております。な

お、国民健康保険や下水道、様々な特別会計への繰り出しも毎年毎年増加傾向にあります。町長の施

政方針では、人口は増加傾向が続き、元気のある町として注目を集めており、それぞれの地域が持つ

資源を活かし、人と人の結びつきを大切に、地域が持つ新たな魅力の創出を行い、多くの事業を展開

して発展させていくと述べられております。そのために、最小の経費で最大の効果を上げるため、役

場組織の向上と連携強化を図り、併せて強い財政基盤の確立に努めると表明をされました。今後の町

の地方創生への取り組みと社会資本整備計画や南部地域、北部地域の整備計画、庁舎の建設問題、給

食センターや学校をはじめとする公共施設の長寿命化など、様々な大きな事業が軒並み検討をされて

おります。今後の町の行財政運営は、大変厳しいものもあるかもしれないと予想をされます。今後の

まちづくりの指針として、財政計画が大きな鍵を握ると思います。また、ますます地方自治体の創意

工夫が元気の出るまちづくりの行方を左右すると考えます。夕張市の例は極端な事例ではありますが、

まちづくりの基本は歳入歳出のバランス、そして継続性のある財政基盤であると考えます。 

そこで、町民、議会、職員が一体となり、情報の共有に努め、各種事業を確実に推進するため、今

後のまちづくりに対する具体的な３年間の実施計画や中長期の財政計画を示し、町長が進めておられ
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ます素晴らしいまちづくりをどのように進めていかれるのか、町長にお尋ねをいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 桐原議員の財政関連等についてのご質問でございますけれども、まずはじめ

に近年の大津町の財政状況についてご説明申し上げますと、平成１７年度から平成２０年度までの４

年間、あるいは普通交付税の不交付団体となっております。また、平成１９年度の町税の収入済額が

過去最高の６２億円となりました。しかし、平成２０年度のリーマンショックの影響により、平成２

１年度の町税は約２１億円減収し４１億円までに大幅に減額しました。そのため、財政調整基金を１

５億９,０００万円取り壊し、町の財源をなんとか確保・維持してきたところであります。また、こ

の間、国の経済対策等により、国の補助金を活用し事業の前倒しを行いながら財源を確保するととも

に、経常経費の削減などにも取り組み、取り壊した財政調整基金も何とか回復させ、健全な財政運営

に努力してきたところです。しかし、議員おっしゃるように、今後は地方創生や社会資本整備計画、

あるいは南部北部地区整備計画、さらには庁舎建設、給食センター、学校をはじめとする公共施設等

の長寿命化対策など、多額の経費が見込まれると考えられます。 

そういった中で、社会がグローバル化しており、さらには景気が低迷し、先の見通しが不明瞭な状

況で、法人町民税に依存している財政機構である大津町にとっては、非常に厳しい財政運営を強いら

れています。また、依存財源についても国と県とも厳しい財政状況であるとともに、期待するものは

厳しいと言わざるを得ない状況です。今後各種の公共施設整備等につきましては、公共施設等の総合

計画管理計画に基づき、優先的に取り組まなければならない事業の計画的な実施と、それに伴う財政

計画との整合性が必要でありますので、短期、中期、あるいは長期の財政計画が必要であると認識し

ております。ただ、町の予算については、国の政策等により大きく左右されてきたところであり、ど

れだけ正確な財政計画をつくっていけるか、国の経済状況や財政状況とも密接に関係してくる部分で

すので、先が見通せない部分があることも事実であります。 

以上のようなことから、なかなか先が見通せない状況での財政計画のあり方として、大きな事業計

画をする場合は公共施設整備基金など特定目的基金を充実させ、目処が立ってから計画に乗せるとい

う方法が一番現実的ではないかと考えている次第です。ただし、急いで整備を行わなければならない

ものなどについては、補助金や起債を活用し、後年度の負担まで見通した財政計画を立てていくこと

が必要であると考えております。そのような考え方に基づきまして、経常経費を含めたところでの実

施計画についた財政計画も毎年度作成しながら、議員が提案されているように住民の方に公表し、み

んなで論議してできるようにしていきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 今、町長のほうからお話がありましたように認識はしているということです。

今、自治体経営の厳しさは、先ほど夕張を言いましたけれども、夕張をはじめそれぞれの市町村では

非常に苦しい状況の中で人口減少、少子化対策ということでまちづくりを進める中で財政が非常に厳

しい状況で動いているというのは、全国どこでも一緒だと思います。その中で、大津町は人口が伸び、

同僚議員の昨日の質問にもありますように、人口施策やいろんなことで歳入面を確保できる望みもあ
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るということで、その夕張ほどのベースはないかもしれませんが、そういうことは非常に大切なこと

ではないかと思います。町も１５年ぐらい前には非常に厳しい状況が一度ありました。その時は、歳

出の一律１０％カット、また投資的事業の縮小、事業を先送りということで、職員も含めて一心にそ

の調整をしながら事業推進をし、その状況の後に、先ほど町長がおっしゃった不交付団体になるよう

な企業の収益が上がり、不交付団体が３年も続くというような状況の中で、様々な事業も展開されて

きたということで、そのタイミングも確かにあったというふうに思います。大津町の場合は、今言い

ましたように企業関係の収益、法人の関係の収益関係がまちづくりの財源に大きく影響するというの

は、もう認識のとおりでございます。そういう難しさがある中での財政計画ということは、私も難し

いことは理解をしています。しかし、今回、振興総合計画も２年繰り延べされましたし、地方創生を

始め、今申し上げました様々な事業が町の発展に欠かせないというものが目白押しです。全体事業で

一回、今の現時点でもしっかりと積み上げ、そして財政状況をシビアに分析し、歳入確保、または経

費削減、その経費の分析、削減するところ、事業を拡大するところ、そういったところを論議し、ぴ

しっと整理する時期がもう来ているのではないかというふうに思うわけです。今後も大津町がしっか

り発展するためには、その辺のところをしっかりと見つめて動くべきではないかというふうに考えま

す。財政見通しを明確にするというのは難しいかもしれません。単年度での予算審議は単年度の部分

で見えますけれども、全体的な実施計画、３年間の事業や５年間の事業の大枠が見えないということ

は、議会、私たち議員も一緒ですけれども職員も一緒です、町民の方も一緒です。みんなでその事業

の大きさやいろんなものを含めながら取捨選択、優先順位を付けて、辛抱していただくところは辛抱

していただく、ここは努力をするというふうな状況を整理をしなければ、町の経営は成り立っていか

ないというふうに思います。そういう政策のサイクルや財政計画の策定をぜひしていただきたいと。

そのためには、役場内部の体制整備もまた必要と思います。その辺について、町長のお考えを再度お

尋ね申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 国の経済とか、国の財政の関係について、本当に先の大きな計画ができない

というような状況は、もう確かでございます。しかし、我々の大津町につきましては、今、人口がど

んどんと伸びておりまして、子どもたちも出生率、この前の統計によりますと２.０３という、本当

に県下でも、あるいは全国でもまれにみる地域となってきております。そういう人口増のために、子

どもたちの支援関係の事業関連も膨らんできておりますし、また社会保障関連等の関係についても、

福祉事業自体の伸びも１億円以上を毎年必要になるというような計画が出てきております。このよう

に、人口増のお陰でいろんな形のものをつくっていかなくちゃならない。先ほど議員おっしゃるよう

に、給食センターについてもしかりでございまして、そのような必要であるものはやっぱりつくって

いく必要でありますので、その辺のところも十分検討をしながら、今後の財政が健全であるように努

めていかなくてはならないというふうに思っておりますので、今後の事業計画関連等についても、民

間の活用、そして民間と一緒にできる事業はあるかどうかと。建てるだけでなく、その活用をどう民

間にお願いできるかどうかというのが一番今後の大切な取り組みであるというふうに思っております。
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そういう意味におきましても、庁舎にしろ、民活活用をできるかどうかというのも今後の課題事項と

いうような形でおりますので、今後そういう民間とともにこの町をどうしていくかという中での財政

の計画も立てていかなくちゃならないというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 今、新しく民間の活用もというような形で町長のほうもいろいろ考えておられ

ます。ぜひですね、今言いましたように、計画はつくってください、それを見せてください、そして

みんなで論議をするということは大事だと思います。非常に難しいことだと思います。私も経験をし

ておりますので、厳しい状況はわかりますが、やっぱりテーブルの上にこういうものが出ているとい

うのが出てこなければ、論議の中にも入ってきません。住民の方にも、こんないろんな事業があるん

だと、そのためにはこれだけのお金が必要なんだというのを職員の方も、議会も、町民も、みんなが

共有すると、その中で町長がおっしゃるいろんな活用をやることによって一歩一歩先に進む。今おっ

しゃるように、人が増えていると、地域で差はありますけれども、大津町がますます発展するために

は、この家でも一緒ですけれども、財政の力というのがやっぱりどうしても将来にわたっても出てき

ますので、この辺はしっかり町長、やっていただくということを、再度決意を一回いただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員から言われますように、議員皆さんとともに、今後の計画関係等もしっ

かりとつくりながら、そして新たな使途か、あるいは計画関係に生かされたものが実行できるような

方向にいけるように願っておるところでありますので、財政の計画関連等についても計画であります

ので、その計画はしっかりとつくらせていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 難しいことを言いまして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 

次は２点目です。駅を中心としたまちづくりと地域公共交通の整備についてということで、２点目

の質問をします。平成１９年から２３年度にかけて、国のまちづくり交付金事業や都市再生整備事業

を活用して、地域の歴史、文化、自然環境の特性を生かし、地域主導の個性あふれるまちづくりを実

施し、地域住民の生活の質の向上と地域経済社会の活性化を図るため、町の大目標として、宿場町大

津の雰囲気を生かし、交通機能と生活向上による魅力的で快適な住みたい町を目指すために事業展開

されてきたところでございます。その中で、ＪＲ肥後大津駅、豊肥線で南北に分断されている町中心

部の連絡機能の強化を図る。２点目に、駅周辺市街地への交通アクセスと安全性を高め、安心・安全、

快適な生活環境を創造し、誰もが住みたいまちをつくる。地域のまちづくり活動の活性化を図り、駅

周辺を含めた近代化する南側と歴史的財産を有する北側の調和の取れたまちづくりを官民共同で実施

すると。そして、平成２４年度からその方針を基に、その辺も含めながら中心市街地再生整備計画に

変更し、平成２８年度まで中心部を中心に実施予定であります。概ね大きな事業は完了し続けてきた

のではないかと認識をしております。その中で、駅周辺整備や駅前楽善線が開通し、肥後大津駅百周

年の記念式典も３月１５日に開催をされ、多くの人で賑わうなど、中心部のまちづくりの顔と交通の
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拠点ができ、町がさらに発展する事業を展開されてきたと思います。 

そこで、駅を中心としたまちづくりを、今回出ております地方創生との関連も含め、今後具体的に

ソフト面を含めながらどのように町長は進めていかれるのか、お尋ねを１点いたします。 

次に、２点目ですが同じように平成１９年からまちづくり事業と併せるように、町の地域公共交通

の今後について、平成２０年に町民や利用者の代表者、運送業者、運送事業者、学識経験者の２８名

で構成される大津町地域公共交通会議が実施され、公共交通の維持と活性化促進のため、また駅の周

辺の公共交通システムも整備をするという協議がなされてきております。平成２２年１月に最終の地

域公共交通総合連絡計画が策定をされました。その中で、平成２２年、平成２４年計画協議、実施平

成２５年から中長期に位置づけ事業展開をすると。その中には、空港ライナーや生活路線の一部廃止、

また乗合タクシーの事業拡大など様々なものを折り込みながらこられたと思います。しかし、一部は

実施されましたが、その後の具体的な事業展開や会議が、その後なされていなかったのではないかと

思います。 

そのような中、昨日も同僚議員から質問がありましたが、九州産交バスが熊本都市圏のバス路線の

大胆な再編計画、また大津営業所の移転を発表され、この秋まで再編が進み、町民にも大きな影響が

あるということで、住民の方も大変不安に思っておられます。今後、具体的な影響内容を町民へ説明

するなど、早期に計画し、その影響に対し学生や免許を持たないお年寄りや交通弱者の利便性確保な

どどのような対策を講じるのかが大切であると思います。今回、公共交通関連の見直しにつきまして

は、平成２７年度会議を開催し、予算を付けるということで今動くというふうに表明をされておりま

す。特に町周辺部における地域公共交通の問題は、急激に変化をしております。周辺整備も、駅の周

辺も整備が進み、駅を中心とした公共交通体系、前回の会議のときも駅からの発着やいろんなものを

含める検討あたりもなされていたと思います。そういうことを急ぎ整理をし、地域創生の観点から総

合的に進める必要があると思います。 

そこで、今後行われる地域公共交通会議の中で、駅を中心とした取り組みを早急に実施するために

具体的にどのように進めていかれるのか、スケジュール等も含めてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 駅周辺の関係につきましての桐原議員のご質問でございますけれども、桐原

議員もご承知のとおり、駅を跨いでの交通体系をつくってはどうかとか、いろんな論議が何十年と続

いたんじゃないかなというふうに思います。それには相当の金額がかかるというような状況で、現在

におきましては平成１９年度のまち交事業におきまして、北口、南口というものを新たにつくらせて

いただきまして、活用される人たちの利便性をそれで図っていこうということで、今現在そのことが

ほぼできあがってきておるような状況でございます。一部、歩道関連等が整理しなくちゃならない面

がございますけれども、またそのような状況の中において、将来の構想はもう北口のほうについては

昔なみの宿場町、あるいは企業との関連のまちづくりを生かそうということと、これも大体今、箱物

とかそういうものはできておりますので、あとはそこに魂を入れるというか、人の力を今後注いでい

かなくちゃならないことが上がってきておる課題事項でございます。南口につきましても、空港の玄
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関口という県の構想の中での駅として、あるいは南のほうの新しい都市づくり、商店街づくりという

ようなまちづくりを基本として今推進をしておりますので、その動きが商店会をつくろうというよう

な動きも出てきておるような状況でございますので、そういう中での整備をしていかなくちゃならな

い。私の思いとしては、やっぱり駅から中央公民館文化ホールまでの道を、あと途中切れております

ので、あれをどうしてもつくりたいなというような思いだったんですけれども、ほかの事業の関係が

ございまして届かなかった件もございますけれども、将来的には、やっぱり交通体系をつくる、公共

バスをはじめほかのバスを運行するためにも、やっぱり道路が一番であるというふうに思っておりま

す。今回の駅前楽善線も、その道路ができることによって三吉原、あるいは北のほうの工業団地にし

ろ、住宅団地にしろ、あるいは東のほうへの道路整備のおかげで、県道を活用しながらバス路線関連

等もできてくるというのが、やっぱり交通体系を取るためには道路が一番であるというふうに思って

おります。その道路の関係については、まだまだ東地区のほうの中にあります住宅地がどんどんとミ

ニ開発されておりますので、そういう中でやはり町としても民間の皆さんと一緒になって、その幹線

道路をしっかりと町はつくれるように支援をしていくことによって、その地域の人たちが将来交通の

利便性に恩恵を受けるというか、そういう素晴らしいまち、団地ができてくるんじゃないかなという

ようなことで、やっぱり道をつくることによって交通体系ができてくるんだなというふうに考えてお

りますので、今後につきましてはそのような形の中で平成２７年度において公共交通網の形成計画を

つくらさせていただければなというふうに考えておりますので、今後について今のところは具体的な

計画、あるいは交通関連の問題についても、この中で今後の検討を重ねながらしっかりと取り組みを

させていただければというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 交通体系をするためには、道路整備が必要であると。ただ、時間がかかると、

民間活用も含めてですね、シビアなものがあるということです。今回の一般質問には、同僚議員の皆

さんの質問の中に、特にこの公共交通問題、また駅あたりの活用というようなことがそれぞれ提案を

され、町を発展させるためには大きな分岐点になるということで、特に多いのではないかというふう

に感じます。先ほど言いましたように、生活路線の問題や乗合タクシーの運用開始、また民間の厳し

い経営状況があり、町独自の生活環境の充実や地域公共交通の充実など、スピードある運用の必要性

は町長も認められております。また、駅は通勤通学はもとより、町の顔として観光面や企業活動など

の支援にも大きく貢献をするということも認識をされております。ただ、これをどのように急いで動

かすのかというのが課題であるというふうに、今、町長はおっしゃったと思います。利便性や費用対

効果、その辺も含めて大きな問題はありますけれども、町内の交通の起点となる大津駅、これが町の

顔であるということで町長も今まで駅周辺の整備をされてきたと思います。ぜひですね、今、会議は

進めながらも、前回も会議があった後の動きが非常に鈍かったというふうに感じます。できますなら

ば、実証実験や社会実験を組み入れて、その予算化をしながら会議も含めてトータル的に検討してい

くというようなことも進めるべきではないかというふうに思いますけれども、その辺について、再度

町長のほうのお考えをお尋ね申し上げます。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 地域的な交通体系というようなことで、５、６年前になるかもしれませんけ

れども、合志から菊陽、翔陽高校から大津高校までの通勤・通学というか、そのバスの実施をやって

おりましたけれども、やっぱりなくてはならないものがなければ継続が難しいなというようなことと、

その利用する方々の活用、それが一番大切であるなというふうなことでございますので、今後の実証

実験等につきましても、今後の審査会やその中で検討されると思いますので、そういう方向になれば

予算関係についても議会の方にまたお願いしながら実証関連等もやっていかなくちゃならないんじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、今後ともどうかよろしくお願いしておきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 町長のほうもしっかり受け止めていただきまして、ありがとうございます。今

言いましたように、この交通問題や、これは地域の問題ということも含めて、大津町がさらに発展す

る起爆剤になると思いますので、頑張っていただきたいと思います。 

次に、３点目に移ります。高校生の発想や行動を生かした地域づくりについてということで３点目

です。中学校や高校の卒業式も終了し、４月から新しい学生生活の希望に満ちあふれた春の訪れを感

じる季節となりました。最近では、高校の再編問題で閉校や統合問題に揺れる地域も発生しており、

人口減少や少子化社会の中で大変厳しい時代となっております。大津町には大津高校、翔陽高校、大

津支援学校と県立の学校が３つもございます。これは、県内でも素晴らしい教育環境があるというふ

うに私は思います。それぞれの学校が特徴を生かし、多くの先生、先輩方のお力沿いや活躍、そして

地域と共に歩む学校として、今もそれを引き継いでいるからこそ、地域の大きな核であると同時に元

気なまちづくりに貢献していると思います。それに関わっておられる多くの皆様にお礼と感謝を申し

上げたいと思います。３校合わせて約１千６００人以上の生徒が通学をしております。すごくうれし

いことであり、先人の教育に対する熱意の現れであるというふうに思います。進学、就職、そしてス

ポーツをはじめ多くの部活動の活躍もあり、全国に大津町の名を発信する広告塔であります。町のイ

ベントなどにも多くのボランティアとして参加をしていただき活動するなど、町における大きく強い

応援団であると、そういう存在であると私は認識をしております。今、国は地方創生を掲げ、地域を

活性化しようと様々な地域の特色や独自性のある地域活性化策を支援しようとしています。そこにこ

の若い高校生の発想や行動力をまちづくりに生かすために、地域づくりに大いに参加していただく必

要があるのではないかと考えます。また、政治への参加年齢も１８歳から選挙権を与え、若者の政治

への参加意識や投票率向上など課題もありますが、次の参議院選挙から実施する方向で進められてお

ります。町には元気にあふれ、素晴らしい発想や行動力を持った人材として、また地域とともに歩む

一員として、町内外から通学する高校生がいます。そして、勉強をしながら様々に活動し、暮らして

おり、町のよいところ、悪いところ、改善するところなど、様々な角度から町を見て感じていると思

います。この若い力を地域創生に十分に生かす取り組みとして、その生徒たちを中心に学校とも協議

し、また併せまして大津町に住む町外へ通う高校生あたりも活用し、含めまして大津町のまちづくり

について町長と直球勝負のトークを開催することを提案しております。さらに、それを発展させ、高
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校生議会あたりを活用し、先ほど言いました地域参加、政治参加も含めた活用に努めることができな

いだろうかと。地域の生の声を生かした特色ある地域づくりをする考えがないか、町長にお尋ねを申

し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 桐原議員の高校生、若者の行政に参加するようなその機会を与えてはどうか

というようなことの、その一つに高校生議会をというようなお話、提案でございます。大変いいこと

でございます。現在、大津町におきましても、中学生の議会関係をやらせていただいておりますので、

中学生が大津町に対する興味が一段と関わりを持ってきたんじゃないかなというふうに思っておりま

す。議員おっしゃるように、本当に今回の国でも１８歳までの選挙権関連等の法案が７０年ぶりの公

職選挙法改正というようなことが見込まれておりますけれども、今後についてもそのような形で参加

するということになれば、高校卒業したらすぐにということで、これについてはもう学校のほうでし

っかりとご指導がなされるものというふうに思っております。もちろん、議員おっしゃるように、翔

陽高校、全国的にはスポーツにしろ、いろんな形で大津町を代表するというか、大津町をしっかりと

応援していただいておる。大津高校につきましては、もうもちろんでございます。大津町というのが

大津高校のサッカーの強さによって、大津という町を知っていただいたというような、本当に高校生

の働きで大変素晴らしい大津町が宣伝できたというように思っております。もちろん、高校生だけで

なく、今は若い人たちが、どんどんと大津町出身の子どもたちが活躍をされております。大村君はも

ちろん、前田選手、そういう形で、今度は古賀君も将来、オリンピックに出る選手たちがどんどんと

活躍するんじゃないかなと大きな期待をしているところでもあります。そういう意味におきまして、

高校生関連等、大津町のある高校だけでなく、大津町に住んでおられる高校生の若者とのふれあいを

しっかりとどう取っていくかというようなことの提案でございますけれども、さしあたって地元の高

校、例えば翔陽高校につきましても、私も教育懇話会の委員をさせていただいておりますので、年に

１回参加しながら、今年度につきましても参加したときに、平成２７年度から大津町の唐芋を生かし

たジャム、あるいはプリンとかクッキーなどの食品をつくっていただければなというふうに注文をし

ております。それは、今年みかんのジャムをつくっていただいたものを試食させていただきましたけ

れども、大津の唐芋の今の新品種の甘さ、それをうまく活用できればなというような情報を学校校長

のほうに提案しておりまして、それでつくっていただくというようなことをお願いし、これが商品に

していかれる一番素晴らしいものではないかなというような想いをしております。そういう想い関係

を校長のほうに宿題を出しておりますけれども、これまで翔陽高校も食については商工会の認定の食

育リーダーというような形の中でご協力をいただいており、毎年交流センターのほうで展示、試食会

をやらせていただいておるようでございますけれども、今後につきましてはそういう意味におきまし

て、それぞれの高校につきましての生徒会の皆さんと交流会を続けたいなというようなことで考えて

おりますので、校長先生たちとか、その監督関連等との懇話会はやっておりますけれども、生徒たち

との、生徒会との交流を目的、課題を提案しながら、お互いの意見が出されるような、そこまでの問

題提起をしながら交流会をやっていければなというようなことを今後考えておりますので、そういう
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形で議会はともかくとして、交流会を開催できればというふうに考え、議員の提案のようなことで、

今後そういう方向に進めていきたいなと思っておりますので、本当にいいご提案、ありがとうござい

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 前向きな発言、ありがとうございます。今お話がありますように、中学生議会

はですね、もう数回開催されます。そのときの町長や教育長の答弁なり、事業展開は非常にスピード

が速いんですね。私たち議会よりも大分早い対応があっているんじゃないかというふうな感じもして

おります。今、お話がありましたように、町長とこのような意見交換会をしたいということでちょっ

とお話を学校の先生に聞いたんですよ。そしたら、なかなかそういう機会がないと。今、生徒会も大

津高校の大津の地元の子どもが生徒会長をしているというふうなことも聞いております。そういう形

で、非常にそういう場があって、町についての考えやいろんなことを聞く機会になるということは非

常に大切であるということで、そういうことは進めていただきたいなというようなこともお聞きをし

ております。この取り組みがですね、自分たちの地域をどのようにしていくのか、また若者の意見が

まちづくりに変化が見えるという可能性もあって、今の子どもたちの社会性や自立心を高める取り組

みにもなるというふうに思います。また町で青春時代の多感な時代を過ごすわけですから、そのとき

のイメージは、イメージや地域のよさが多くの子どもたちが住みたい、住んでみたいと感じる、町長

が進められるまちづくりにつながらないかというふうに思います。議会関係ではですね、県議会は毎

年高校生議会をやっております。最近見ましたけれども、大津町の子どもが立った記憶はちょっとあ

りませんけれども、市町村では高校生議会は山形県の小国町や鳥取県の北栄町、茨城県の大洗町など、

全国でも転々やられております。これは、議会とともに実施をするというような状況で実施をされて

おるようでございます。また、愛知県の新庄市ではですね、ちょっと資料で見ますと、昨年の１２月

に高校生から２０代の若者の活動を支援する若者条例というのを制定され、市政に若い世代の意見を

反映するための市長の諮問機関、若者議会の設置を行ったというふうに聞いております。人口減少対

策の定住化促進や市政の活性化、次世代を担う若者の活躍の場づくりということで取り組みをスター

トしたというふうなことでございます。大津町も若者の活躍する最初の入口として、先ほど町長が申

されましたように、まずは遠くから意見交換会からでもよろしいです。そのようなものを進めて、さ

らにはお互いに意見交換の後にテーマを持った議会での論戦、私たちも一緒ですけれども、そういっ

た論戦をしながら進めるということは有意義だと思いますので、ぜひこの点について進めていただく

ようにお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午前１１時４１分 休憩 

△ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ご連絡いします。教育長、齊藤公拓君より遅参の届けがあっておりますので、ご報告いたします。 
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一般質問を続けます。 

金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 皆さん、こんにちは。お許しをいただきましたので、通告に従い、議席番号１

番、金田英樹が一般質問いたします。今回は、通告書に記載のとおり、機構改革の評価、振興総合計

画の２年延長、九州産交営業所移転及び町内公共交通のあり方の３点について質問いたします。 

それでは、早速最初の機構改革の評価についての質問に入ります。本町では、本年度より機構改革

を行い、１年間新体制で運営してまいりました。改革の内容については、大きなところでは企画部を

廃止し、福祉部を住民福祉部へ変更して、５部体制から４部体制へ変更するとともに、部課の事務移

管と名称変更をすることが実施されております。機構改革を実施する理由の説明として、一つ目は中

長期のまちづくりや重点施策の推進並びに進行管理などでの事業推進を図る上で行政運営における横

軸の連動化や財政状況に対応した総合調整機能を強化する専門部署を設ける必要があるということ。

二つ目は、行政運営において社会情勢の変化へ対応や住民との協働のまちづくりの取り組みをはじめ、

住民サービス向上に、より対応できる機構にすることという説明でした。また、重点施策の調整機能

を強化するために、総務部に次長級をおいて副町長と総務部長と連動し、特化した調整役として業務

にあたる。そして、総合政策課は町の総合振興政策を策定する業務があり、また財政係もあるので、

財政計画との整合性を図りながら各事業の調整機能の強化を図るとも述べられておりました。当該機

構改革の内容は、昨年３月の定例会において部設置条例の改正案が上程された際、幾つかの質疑があ

り、総務委員会での審議においては、業務についての各課へのヒアリングを行い検証していき、必要

であれば修正していくような体制を取りたいとの答弁がありましたが、その点も踏まえて３点お伺い

いたします。 

１点目が、全体として効果が見られる点及び課題認識はどうかという点です。 

２点目が、１点目と重複する部分もありますが、中でも特に強調していた、組織の横軸の連動と総

合調整機能の発揮がどのような状態であるかという点です。この点について、昨年３月議会での執行

部からの説明を踏まえて整理させていただきますと、ポイントは３つであり、それらが有効に機能し

ているかという点を確認させていただきたいと思います。具体的には、一つ目が縦割りと揶揄される

行政における部を跨いだ横連携の強化、二つ目が、町長、副町長の直轄での特命的な事業推進、三つ

目が振興総合計画と財政計画との連動強化というところでございます。 

次に３点目になりますが、今回の総合政策課の設置を財務部門の役割をこれまでの予算調整メイン

から事業の進捗管理、引いては評価へと移行することを意図しているとの認識ですが、方向性も含め

て現状はどのような位置づけ、あるいは関わり方になっているかという点です。 

以上、町長の答弁を求めます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の機構改革関連等についてのご質問でございますけれども、議員お

っしゃるように平成２６年４月から新たな機構改革では、総合調整機能を強化し、重点政策の推進と

横軸の連動化を図ることを目標として、大津町の将来ビジョンや重要政策に対応できる機構及び部局
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の横断的な機構として、効率的かつ機能的に事務事業の執行ができるように組織として１年を迎えよ

うとしております。近年、危機管理対応の面をはじめ、行政には迅速的に住民の安心安全や快適な生

活を守る役割がこれまで以上に強く求められており、そうした住民の信頼に負えられる存在感のある

組織の構築が重要な課題となっています。 

このようなことから、現在、まちづくりにおける様々な政策につきまして、従来の庁議システムを

充実機能させ、経営戦略会議と位置づけ、執行体制の強化と意思決定の迅速化を図るとともに、政策

会議から課長会議を経て、庁議において審議を行う形が確立し、職階層ごとにあらゆる角度からきめ

細かな審議を行っております。また、事務事業の企画立案から条例等の規則関係までも、このシステ

ムを活用しております。今回の機構改革により、総合調整機能につきましては、総合政策課が中心に

担うことになり、振興総合計画をはじめ社会資本整備事業や北部、あるいは南部地区の都市再生整備

計画、または庁舎建設検討会や公共施設等の総合管理計画等も各課の横の連携を図りながら総合的な

調整を行っております。また、重点事務事業や基本事業の進行管理や事業評価につきましても、評価

委員会のご意見を伺いながら、各課の調整を行っているところでございます。 

このようなことから、平成２６年４月から実施しました機構改革による新たな組織体制については、

総合調整機能を担う総合政策課及び各部署の担当業務に関する職員の責任感、主体性の向上及び連携

強化が図られ、全庁的に改善したと評価をしておりますが、今後における課題としては、各種計画の

策定や重要事業の推進において、行政組織における成果志向も踏まえ、ＰＤＣＡサイクルに伴う検証

実施体制の充実に努めなければならないと考えております。 

今後におきましても、住民主体のまちづくりの基本理念の下、住民目線で、住民の皆さんの満足度

における役場組織を目指し、多様化する住民ニーズや社会情勢の変化に対応できる組織の確立に努め

ていきたいと思います。 

現状等について、所管部長から説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 金田議員のご質問にお答えいたします。 

今回、機構改革にあたりまして、社会の変化や住民ニーズに的確に対応できるよう、不断の見直し、

改善等の取り組みがシステムとして内包された組織づくりとして調整機能が十分に発揮されますとと

もに、組織運営に伴うチェック機能を果たす役割も含めました行政運営が必要でございまして、この

ような考え方の下に昨年組織再編を行い行政運営を進めてきており、現時点での内部検証を行ってお

ります。 

ご質問の機構改革に伴い全体として効果が見られる点及び課題認識はどうかにつきましては、まず

運用状況から見た効果といたしまして、情報収集体制の向上や国の施策等と連動した対応力の向上、

次に繁忙期での事務分担の再調整など、組織運営の柔軟性・機能性の向上、また職員の意識改革と能

力の活用による組織の課題対応力の向上並びにチェック体制の向上。そして、関係部署との事前協議

等によります的確な業務処理の向上などが上げられます。 

次に、運用状況から見た過程といたしましては、はじめに事務事業の事前協議の徹底と的確な業務
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処理体制の充実。次に、今後数年における職員の大量退職に伴いまして、人材育成の促進並びに意識

改革とともに、組織運営の柔軟性、機能性の向上を図る必要があると考えております。そして、企画

調整業務につきましては、事業部門との関連が深く、一定の限界があり、機能力維持向上の対策の必

要性などが考えられます。 

次に、中でも組織の横軸の連動と総合調整機能の発揮を上げていたがどうかという状況につきまし

ては、各部局の運営機能の確保により、円滑な事業推進ができていると考えます。 

次に、総合調整機能強化との面では、組織を再編したことによりまして、組織体制の連携強化及び

職員の業務に対する意識改革につながっているなどが考えられます。しかし、一方では縦方向、横方

向のチェック体制とともに迅速性と正確性のバランスにも留意しなければならないなど、関係部署に

対する横断的な連携機能のあり方も考えていかなければならないと思います。 

次に、財政部門の役割をこれまでの予算調整メインから事業の進捗管理、引いては事業評価へと移

行することを意図しているとの認識であったが、現状はどのような関わり方になっているかにつきま

しては、現状といたしまして、振興総合計画をはじめとした社会資本整備事業など、各課の横の連携

を図りながら総合的な調整を行っております。また、重点事務事業や基本事業の進行管理や事業評価

につきましても、先ほど町長答弁がありましたように、評価委員会のご意見を伺いながら各課の調整

を行っており、今後の中長期計画の事業におきましても財政計画との整合性を図り、安定した財政基

盤に基づき事業推進を図っていかなければならないと考えます。今後におきましても、住民福祉向上

のために多様化する住民ニーズや社会状況の変化に対応できる組織体制並びに運営に努めていきたい

と思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 再度質問いたします。 

先ほど説明答弁の中に、国の施策との連動と関係所管との事前連携のところはうまくいっている。

ただ一方で、横断的な連係機能のところにはまだ少し課題があるというお話でございました。そこで、

ちょっと総合調整機能、縦割りの是正というか、というところに関しまして、ちょっとポイントを絞

って再度質問いたします。昨日、同僚議員のほうからも指摘がありましたが、例えば一例を挙げれば

ボランティア関連の情報が国や県が落ちてきた場合は、基本的には各所管任せになっているとのこと

で、現状では住民に落ちていれば有益だったはずの情報が役場の中で止まってしまっているケースも

少なくないのではないかと私も思っております。具体的な例を挙げますと、同じく先日同僚議員から

指摘がありましたが、県の助成制度である里モンプロジェクトについては、内容的には総務部が所管

すべきであるとの認識ですが、内容ではなく、県の担当部課がどこであるかによって町の担当課が機

械的に決まる仕組みになっているため、農政課のほうに連携されます。今回は農政課主導で説明会が

開催される予定ですが、３年目の取り組みであるこのプロジェクトにおいて、こうした情報が町経由

で住民へ連携されるのは今回が初めてであるという認識です。同じように昨年３月に提案させていた

だいた地域おこし協力隊、こちら４月から進めていただけるとのお話なんですけれども、こちらに関

しても提案時には町内ではほとんど認識されておりませんでした。さらに、直近では市町村が地域の
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金融機関と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費について助成を行う交付金

である地域経済循環創造事業交付金等の情報も町からは発信できていませんが、例えば菊池市のほう

を見ますとホームページでお知らせという形で住民の方に町がしっかりと発信している状況です。こ

ういった有益な情報が漏れなく住民に連携できる仕組みが、一つには総合調整機能と言えるのではな

いかと思うのですが、そこ辺りに関しまして、ちょっとポイントを絞って答弁をお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 金田議員のほうの再質問にお答えいたします。 

総合調整機能ということで、ボランティア関連をはじめ、いろんな補助の制度がございまして、そ

ういった補助の情報、こういったものを取りまとめて、一括してその総合調整機能がある総合政策課

のほうでやったらどうかというようなご意見ではなかろうかというふうには思ったんですけれども、

若干違いますかね。全体的なところですね、全体的なところで情報を、なるべく住民の方に有益な情

報をそこで一元化しながら情報を発信したらどうかというような趣旨でよろしいでしょうか。そうい

ったことでございまして、それはですね、確かに住民の方に有益な情報ということであればそういっ

たところで一元化するということも、中には可能かとは思いますけれども、基本的にはですね、やは

りそれぞれその所管課の抱えておりますところでのその事務事業といいますか、国・県・町というと

ころでの情報の伝達方法といいますか、そういったところも一つ絡んできておりましてですね、私た

ちのほうで全て情報を把握するということがなかなか難しい状況でもあるのは確かではございます。

そういった中で、どういったようなところまでその住民の方に一元化してやっていけるのかというこ

とにつきましては、ちょっとやっぱり厳しいのかなという、現状ではですね、現状ではちょっと厳し

いのかなというような気はしておりますけれども、なるべくそういったようなことで、議員がおっし

ゃられるような形の中で取りまとめていきながらですね、いけるものについてはなるべくそういった

形でやっていきたいとは思いますけれども、先ほども言いましたように、なかなか情報が私たちのと

ころにすべて下りてくるというわけでもございませんし、私たちが自らやっぱり、どういったような

情報があるのかというのをまた調べなければいけないというところで、調べるのに膨大な時間が掛か

ってしまうというようなところもございますので、なかなかその辺は難しいところもあるのかなと。

あるいは、各課からいろんなその情報を私どものほうに上げていただければ、そういった有益な情報

につきましては私どものほうで一元化しながら情報を発信していくというようなことも可能かとは思

いますけれども、現状ではちょっとやっぱり、ちょっと難しいところがあるのかなという認識でござ

います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 再度質問いたします。 

私の聞き方も悪かったかもしれないんですけれども、観点として二つありまして、一つはおっしゃ

ったとおり、住民の方々へ情報をしっかり落としていくということ。何かというと、国や県から情報

が落ちてきて、各担当課に落ちるんですけれども、町の業務と完全にひもづくわけではないので、落

ちるべき所管に落ちない情報が起こりえるということです。なので、それをある程度、拾えるような
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形に、体制に持っていってほしいと。住民に落とすものではなくても、各所管に国や県から落ちてい

くものに関しても、やはり各所管では通常業務持っている中で、やっぱりあふれてしまうものだとか、

すり抜けていくものがあると思うんですね。それがきちんと重要度に応じて取捨選択できていればも

ちろんいいんですけども、もしかしたらその重要なものも抜けてしまっているかもしれない、という

か抜けてしまっていると思っているのですが、そうした中、例えば民間の場合になるんですけれども、

例えば部の上に複数の部を統括、担当役員がいます。そういった方々がしっかりと全体をもれなく見

ているような体制があるんですね。そういったところを総合政策課が全体を見回して、一部ではフォ

ローするような形に持っていけないかと思っています。情報が拾えてないものがあるというのは、そ

れはやり方の問題で拾うような体制をつくっていけばいい話だと思うんですね。それがなぜできない

かというと、先ほどの答弁で言うと、例えばほかの業務があるからということだと私は理解したんで

すが、私としてはこの総合調整機能というか、全体を統括する所管というのは非常に重要性を感じて

おりまして、もし人が足りないのであればもちろんそこは配置していくべきだと思っておりますし、

そこのところを踏まえてご答弁をお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 金田議員の再質問にお答えいたします。 

先ほど、情報収集、一元化とか、そういった形でのお尋ねだったと思います。それに基づいて、い

ろんな国・県の補助内容、また施策あたりも含めて、それぞれの所管が現在それぞれの業務において

把握をしながら進めているところでございますけれども、それとまた含めて、全体的な施策等も含め

た情報の一元化があって、また住民の方への周知とか、また組織内部におけるそういった補助金と施

策の活用等のあり方についてということでのお尋ねかと思いますけれども、現在の、先ほど次長が申

しましたように、情報収集体制につきましては、それぞれの各課で紹介しながら、一緒のものについ

ては各課連携しながら現在進めておるところでございますけれども、今後においても、ただいまご指

摘ございましたように、情報の一元化という意味では、やはりこう限られた人材で現在行っていると

ころでございます。また、昨年ですね、組織の再編をさせていただいて、総合調整機能という形で現

在進めてきておるところでございますけれども、現在ご承知のように市民の方々のいろんなニーズの

多様化、そういった面での増加、また新たな施策等、新規事業等に対する対応のあり方など、やはり

総合的にそういった情報を収集しながら、どういった内容がどのような形で住民の方に下りていって

有効にそれが生かされるのかというようなことをやっぱり考えていく必要がございますので、現在の

組織編成のあり方につきましては、今後もいろんな事務事業のあり方等、それに伴う課題解決も含め

たところで、やはりこう、先ほど町長答弁にございましたように、随時組織編成のあり方、そして必

要な職の配置、権限の役割等を含めてですね、その辺を整理しながら、そういった情報の収集体制と、

やはりそれが生かされるような組織の編成あたりも随時今後考えていかなければならないと思います

ので、今後どういった情報を収集して、一元化して、また各課でそれぞれの役割を含めて事務の方に

それが生かされるようなことをやっぱり進めていかなきゃならないと思いますので、今後そういった

中身を十分あり方を考えさせていただいて、充実させていきたいというふうに考えておるところでご
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ざいます。当然、それを進めるためには人材育成も進めていかなきゃならないし、職員の全庁的な共

通意識を図りながら、ご指摘があったような形についての事務事業になるように取り組んでいかなけ

ればならないというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 情報に関しては、各課連携しながらというお話がありましたが、そこでしっか

りと全体を把握して調整していくのが総合調整になると私は理解しておりますので、今ほど、前向き

な答弁だと思いますが、ぜひ進めていただければと思っているところです。 

続いて、二つ目の質問に移ります。振興総合計画の２年延長についてになります。今回の町長の施

政方針において、現在の第５次振興総合計画は２７年度が最終年度で仕上げの年でありますが、さら

に２年間延長し、これまでの事業成果の検証と見直しを行い、評価委員会のご意見をいただきながら、

次の新たな計画の策定に向けた調査を実施し、政策の方向性と計画の礎を築いていきたいと考えてい

ますと述べられておりました。当初１０年の予定で定めたものを、最終年度直前に２年延長するとい

うことですが、私はこの計画というものは非常に重要であると考えており、これを重く受け止めてお

ります。ただ漫然と日常の業務に従事している組織と目標を持って計画的な活動をする組織とでは、

明白な格差が生じます。そうしたことから、民間企業はもちろん、自治体においても中長期、そして

短期の計画を立て、それに則って組織活動を行っていますが、民間企業においてもこの中長期計画の

延長を突然表明すれば、マイナスの意味で大きな議論が巻き起こるところかと思います。今議会でも

地方創生関連の補正予算が措置されるなど、国の動きにも大きく影響を受ける地方自治体においては、

計画をつくっても計画どおりに運ばれることがないから意味がないという声もあるかもしれませんが、

計画をつくる目的は計画を守ることではございません。もちろん、計画どおりに完璧に事業が進んで

いけば理想的ですが、そうでなくとも計画策定の過程で町の将来像や進むべき方向をしっかりと描く

ことで、町の現状や課題を把握し、そのあるべき姿や方向性、そのために必要な取り組みを掘り下げ

て考える。また、それを組織内部はもちろん、住民と広く共有することが全員に方向性を与え、ベク

トルを揃えることにつながります。それが町長もおっしゃっている協働ということにもつながると考

えております。また、先ほど国の動向を例に出しましたが、しっかりとした軸となる計画があるから

こそ、予想外の事態に対しても、例えば何をどれだけ、どの順位でやっていくかという形で、速やか

かつ合理的に対応できるといえます。そして、当然ながら計画を立てた後は、計画にある目標値と実

際の数値のギャップから、進捗の達成や遅れ等を把握し、そこから計画、検証、計画、修正を繰り返

すことで、より合理的な運営につながります。また、利益を上げるほど設備等への投資の余地の高ま

る営利企業とは異なり、自治体においては財政計画とうまく連動した計画を練ることで、最小の経費

で最大の効果を得ること、そして将来にツケを残さないことにもつながると考えております。 

さて、計画の重要性を簡単に述べさせていただきましたが、町の振興総合計画も本来であればそれ

ほど重みのあるものです。その本町の総合的な計画である大津町振興総合計画は、時代の潮流や地域

の課題などを踏まえて計画の基本目標や本町の将来像を明らかにし、その実現に向けた施策の大綱を

示す基本構想、これは１０年ですね、基本構想で示された施策の大綱に沿って分野ごとに取り組む具
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体的施策を明らかにした５年間の基本計画、基本計画で設定された施策目標に沿って、具体的な事業

計画を明らかにし、年度ごとの予算編成及び事業実施の指針とした実施計画からなっています。先ほ

ど述べたとおり、今回の施政方針において町長は現行の第５次振興総合計画の２年延長を表明しまし

たが、目標も含め、当初１０年計画として定めたものを延長するにあたっては、住民に対しても相応

の説明が必要であると考えます。 

ここで、大津町のまちづくり基本条例の第１３条を見ますと、説明責任、応答責任の項目には、町

の執行機関はまちづくりの企画立案から実施、評価に至るまで、その過程や内容、目標の達成状況等

を町民にわかりやすく説明するように努めなければなりませんとあります。また、第１４条の総合計

画に関する項目では、第１項にてまちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための総合的な計画は、

この条例の理念に従い策定されるとともに、新たなニーズに対応できるよう普段の検討を加え、必要

な見直しを行わなければなりませんとあり、さらに第２項にて、町の執行機関は総合計画の作成にあ

たっては町民の意見が反映できるように広く町民の参画を得て作成しなければなりませんとあります。

そして、第１６条の財政運営の項目では、町長は長期財政計画を策定し、総合計画及び行政評価を踏

まえた予算編成及び執行に努め、健全で持続可能な財政運営を行わなければなりませんとあります。 

以上の条例内容も踏まえた上で、第一の質問になりますが、まずは延長の理由について、経緯及び

詳しい説明を求めます。本来は、本年度までに検証を行い、来年度１年で仕上げながら新たな計画を

策定するべきものを２年延長して、これから流ちょうに事業成果の検証・見直しをするというのは納

得感がないと感じております。なお、この延長については、直近では昨年１２月に開催された大津町

行政改革懇談会でも議事録を確認する限りは記載が見当たりません。 

次に、二つ目ですが、振興総合計画には、基本構想はもちろん、基本計画、実施計画も含まれます

が、基本計画についても現行の後期基本計画を延長する考えであるかを伺います。 

こちらは基本構想の話になりますが、一例を挙げながら個人的な見解を述べさせていただきますと、

基本構想では重点的に取り組む分野を７つ定めていますが、例え抜本的な見直しをしないにしても、

全体の精査や一部の見直しは必要ではないかと思っております。例えば、その中の一つである町の顔、

中心市街地づくりでは、駅前や駅前楽善線の整備等を上げていますが、大きな取り組みは一段落する

という認識です。もちろん、中心部についてもさらなる発展を図りながら、大津町全体、いわゆる南

北や東の地域にも、より一層、目を向けた計画を練るべきではないでしょうか。また、これまで何度

も指摘しているとおり、基本計画においては項目はもちろん、計画の指標、目標値についてもあり方

を問い直し、基本的な基準を統一するとともに見直していくことが必要であると考えております。 

最後に、第３ですが、これまで次期総合振興計画策定のタイミングに検討を実施するとしていた課

題もありますが、それらはどう整理するつもりか伺います。 

一例を挙げますと、行政評価のあり方については、私が議員に就任して最初の一般質問において、

評価指標やその振り返りのあり方、あるいは評価の結果を予算とも連動させながら毎年事務事業を見

直す仕組み等について提案し、答弁としては変更の負荷が大きいため、次期振興総合計画の策定と併

せて検討していくとの内容でした。また、つい先日の市民活動支援制度に関する提案の中の地域づく
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り支援事業補助金の未執行分をまちづくり単体に使えないかについても、次の見直しの時期に向けて

検討したいとの答弁でした。こちら、あくまでも一例として挙げましたが、今ほど述べた内容以外に

も、次期振興総合計画の策定に併せて見直しを考えると答弁していた項目は少なくはないという認識

です。ここで一つ一つを議論しても仕方がありませんので、全般における基本的な方針をご説明いた

だければと思います。 

以上３点、ご答弁をお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の振興総合計画策定に関するご質問でございます。ご指摘の現行の

振興総合計画を２年延長したことに対する経緯及びその説明でございますけれども、２年前の私の選

挙のときに、私の次の４年間の約束として、地域の再生と命を守る、子育てと教育の推進という三つ

の方針を示し、町長にさせていただいております。これは、振興総合計画に書かれていたことも含ま

れますが、書かれていなかったこともあるかと思いますが、そういう次期振興総合計画をどうするの

かということで、これまでいろいろと検討をしてきた結果、私といたしましては振興総合計画は町長

の任期と併せたところの４年間がいいのではないかと考えたところであります。それ以外の理由は、

特にあるわけではございませんけれども、金田議員の言われる総合振興計画は、大津町のまちづくり

の基本でありますので、これはもうしっかりとそれに沿った基本計画、あるいは実施計画に移してい

かなくちゃならないというふうに思っております。もちろん、そのために総合振興計画、今やってお

るのが平成２７年度までの計画の期間でございますけれども、また後期計画関連におきましても、こ

れからの実施計画関係も総合計画に載ってない事項がどんどんと今出てきております。というのは、

振興総合計画の中における我々の基本的な考えが人口増とかいろんな形で社会資本整備の計画が我々

が思っておる以上に急に進んできておるというようなことで計算違いというか、そういうような状況

に流れてきているのは確かでございまして、次の新しい計画に、振興計画を持っていくためにどのよ

うなまちづくりをしっかりとやっていくかというようなことにつきまして、我々としましては、その

検証するために、今、計画関連の見直し、あるいは検討というような形でそれぞれの委員会を立ち上

げながら、検討委員会をつくりながら、今後の総合計画関係をつくっていってもらいたいなというよ

うな想いをしております。それを実施するのは、やっぱり次の任期期間の町長さんがやっぱり己の計

画の下で、自分のやりたいことをしっかりとその計画に沿ったものをやっていただけるのが一番では

ないかなというふうに持っております。もちろん、私がなったときにも計画はできていなかったんで

すけれども、そういう中で私は当初駅周辺と大津町中央の再開発をというような形で１期目掲げなが

ら、その振興計画をさせていただいたわけであります。そういうような形の中で、この中心地周辺に

ついては、それなりの成果というか、計画に基づいてできてきておるものというふうに思います。し

かし、新たな計画が出てきておるというのは、やっぱり人口増の問題がございますので、振興総合計

画については、やっぱり人口の問題を抜くことはできないものでございますので、いろいろな形が今

後上がってきておりますので、その計画の中に我々は振興総合計画の前の調査なり、これからのやる

べきものをしっかりと調査しながら、次期総合計画に備えるための期間というものが２年かかりはし
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ないかなというような思いをしておりますので、そういう思いの中で検討をしていただければなとい

うことで、担当部長のほうにそういうことで検討させておりますので、その辺につきまして、また担

当部長のほうから説明させていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 金田議員のご質問にお答えいたします。 

総合振興計画の２年間延長ということにつきましては、ただいま町長が答弁されたところでござい

まして、そういったようなところから町長の任期と合わせたところの４年間が一番現状に即している

のではないかというような判断したところでございます。 

総合計画の見直しの内容でございますけれども、基本構想では、先ほど言われましたように幾つか

のその基本目標とするような事業もございますけれども、基本的には人口などですね、目標とする数

字、こちらのほうはやっぱり見直しを掛けていく必要があるのかなと。それ以外にも、先ほど金田議

員から言われましたように、町の顔とがですね、そういったところで修正をしなければいけないよう

なものがあればですね、若干修正は加えさせていただきたいなというふうには考えているところです。 

それから、基本計画に基づいたまちづくりの方向というのは基本的に一緒でございますので、それ

ほどその基本構想の内容が大きく変わるものではないというふうに考えておりますので、次期振興総

合計画作成時に検討、あるいは実施したいというような課題につきましては、今回の見直しにおきま

してある程度目途を付けながら整理をさせていただければというふうに考えております。基本計画に

つきましては、今申しましたように基本構想に基づいた方向というのは一緒でございますので、ある

程度の見直しをしながらやっていきたいと思っておりますけれども、先ほど金田議員のほうから言わ

れましたように、成果指標等ですか、こちらのほうはやっぱり評価委員会とか、また議会におきまし

ても多くのご指摘があっております。そういったことで、今回見直しをしていきたいと。目標あるい

は成果指標、この辺りはやっぱりしっかりと見直ししていく必要があるのかなというふうには思って

いるところでございます。 

それから、実施計画につきましてですけれども、こちらにつきましては毎年度ローリングして見直

しを行っておりますけれども、なかなかその予算との連動ができていないというようなご指摘もあっ

ているところから、予算と連動したところでの見直しを行っていきたいというようなことで考えてお

ります。 

また、この実施計画につきましては、午前中の桐原議員のほうからの質問に町長答弁がありました

ように、財政計画と併せたところで実施計画につきましても公表をしながら、皆さん方のご意見をい

ただきながら進めていきたいというように思っているところでございます。 

先ほどの計画に見直したいということで言っていました、金田議員からのご指摘があるそのＰＤＣ

Ａサイクル関係の仕組みづくりあたりにつきましては、今、評価委員会あたりをやっておりますけれ

ども、評価委員会の中で一応評価していただくということで、これはもうチェックということになる

のかなと思いますけれども、チェックしていただいて、そのいろんなご指摘をいただいております。

それに対して、どうような形で私たちがアクションを起こしたかということでの、そういったことに
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つきましても一応その評価委員会の中で説明をさせていただいておるということでございますので、

そういったような意味におきましては、評価委員会の中でのＰＤＣＡサイクルの仕組みは、少しずつ

ではございますが、完璧とは言えませんけどですね、少しずつできあがってきているのかなというよ

うに思っております。ただ、まだこれは大きな意味での基本計画という大きなサイクルでございます

ので、できればもう実施計画の一つ一つの事業から見直しするようなものができましたらばですね、

それぞれの事業についてＰＤＣＡサイクルをもう少し確立させていくような方向は、やっぱり今後考

えていく必要があるのかなというふうに考えているところです。 

また、別に公共施設のライフサイクルコストを分析できる施設カルテの作成というようなこともご

提案があったかと思います。その辺につきましては、現在、公共施設等総合管理計画というのをこの

前つくらせて、また議会のほうにもご説明をしたところでございますけれども、その中にも施設のほ

うのこういったカルテをつくりながらやっていくというのが非常に大事なことであるというような記

載もあったかと思います。そういった意味におきまして、金田議員のほうからご指摘があっているよ

うな、こういったものにつきましても、今後充実をさせていかなければいけないのかなというふうに

思っているところでございます。 

また、ほかにも先ほど言われました地域づくり支援事業とか、そのほかいろいろご指摘があってお

ります。こういったことにつきましても、ある程度の目途を付けながらですね、計画の中に盛り込む

ことができれば盛り込みながら進めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 詳しいご答弁をいただきましたが、３点ほど再度質問させていただきます。 

１点目が、これまでの話とこれからの話が入ってくるんですけれども、まずこれまで話として、先

ほど今後２年間を検証するまでというお話がありましたが、最初の質問で述べたとおり、本来であれ

ばこれまでにしっかりと検証がなされていて、次に歩み出す期間だと思うんですね。それをここから

というのは、ちょっとスケジュール感的におかしいのではないかなと今ごろ感じたところです。 

もう１点、総合計画に載っていない項目が出ているというところで、こちらに関しては町長のマニ

フェストのズレがあったというお話ですが、ここに関してもずれているのであれば、例えばもう先倒

しで基本構想を見直すというお話もできたのではないかなと思っております。どういうことかといい

ますと、ちょっとここから、これからの話も入ってくるのですが、私もほかの自治体をかなりいろい

ろ研究したところ、確かに現状では町長の任期とこちらの基本構想等を合わせるような動きは多数見

受けられます。ただですね、その中でも、例えば５年の計画のものを２年前倒しで占めて、次に早め

に６年の前提のものを立ち上げて次に備えるというふうなやり方をしているんですね。そのほうが、

私は合理的でありますし、何度も言いますが総合計画に載っていない項目が出てくるということ自体

が不思議というか、おかしいなと思ったところです。正確にこれからの話になるんですけども、今後

見直していくというふうなお話がありました。その中で、先ほどまちづくり基本条例のお話もさせて

いただきましたが、その中で、住民の参画、例えば委員会であったり、あるいは声をホームページ上

で募集したりだとか、あるいは今もう議会の議決項目になっていませんが、議会との調整をどうして
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いくかというところの進め方の考えを伺いたいと思います。 

二つ目のところなんですが、先ほどＰＤＣＡのお話がございました。そこで、評価委員会の意見等

もしっかりと受けながら見直しをしていきますというお話でしたが、私もこちらの評価委員会の議事

録はすべて目を通していますが、そこからも出ているお話が、やはり基本計画の評価になっているの

はよくご存じのことかと思います。基本計画の下に事務事業評価というものがあって、具体的なその

事業に関しては事務事業評価のほうを見ないとなかなか見えてこない部分であって、基本計画はあく

までも、少し抽象的というところで、委員のほうからもなかなかこれでは判断のしようがないという

声が出ているのはご存じのことかと思います。ですので、それをもってＰＤＣＡが回せているという

のは少し違うのではないかというお話と、そこを活用したのであれば、事務事業評価をそこの委員な

り、議員も含め、住民も含めてしっかりと公開していくような仕組みが合理的ではないかなと思った

ところです。 

三つ目、こちらちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけれども、ある程度目途を付けながらと

いうご答弁が何度もあったんですが、ちょっと抽象的すぎてわからなかったので、もし補足できれば

お願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 金田議員の再質問のほうにお答えいたします。 

まず、第１点目ですけれども、これまでの２年間の検証といいますか、こちらのほうで今からやっ

て、そして２年間を延長する、総合計画に載っていないものであれば前倒しして見直してもよかった

のではないか。あるいは、こういった形で町長の任期に合わせるんであれば、２年プラス何年という

形でしたほうが合理的ではないかというようなお話ですね。確かにおっしゃるところではあろうかと

は思いますけれども、今回この見直しにあたりまして、総合計画の、先ほども出ておりますように、

評価委員会ですか、こちらのほうでずっと評価していただきながら、後期基本計画のほうの全体的な

評価をしていただこうというような形で今まで進めてきたところでございます。１年ごとにずっとや

っていきながらやっていますけれども、総合的にまた４年間、あるいは５年間の評価をしていただき

たいなということでこれまで進めてきたところでございます。そういったところでのその後期基本計

画の総合的な検証を行った上で、今後、先ほど言いましたように、町長の任期に合わせてやったほう

が、やはり町長のほうの公約的なものもございますので、それをどう盛り込んでいくかということも

考えていきますと、今後はやはりその４年間のほうに任期したほうがいいのかなということで、今回

はそのような形で、議員から言わせると前倒ししてもよかったのかなという話かもしれませんけれど

も、その見直しするのがちょうど今回どうしようかということで考え始めたのがちょっと遅かったと

いうことでもございましてですね、今回はそのような形でさせていただければというふうに考えてい

るところです。おっしゃるとおり、早めにそういったことをやっとけばですね、そういったような対

応もできたのかなというふうには思っているところでございます。 

また、その住民の参画の関係でございますけれども、おっしゃるとおり、やっぱりまちづくり基本

条例に基づいて住民の参画、それから議会にも十分協議しながらですね、また住民の方にも十分参画
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していただきながらやっぱり進めていかなければいけないものというふうに考えているところでござ

います。 

それから、ＰＤＣＡサイクルの関係でございますけれども、先ほども私もちょこっと言いましたけ

れども、基本計画ということでちょっと大ざっぱなところでの評価をしていますので、具体的な実施

計画といいますか、一つ一つ個別の計画、こちらについても本来はやるべき必要があろうかなという

のは十分認識しているところでございます。とは言いましても、この一つ一つの具体的な事業という

ことになってきますと、私どもも町の事業を進めるにあたりましてですね、一つ一つの事業をどのよ

うにするのかと、国のほうのいろんな、国とかほかのところを見てみますと、いろんな事務事業の中

からピックアップするといいますか、１０とか２０とかをピックアップして、そしてそれを評価して

いただくということをやっていらっしゃるところも中にはありますけれども、じゃ全体として町のそ

の方向性なり何なりを評価していただくというところが、今度は視点が欠けてきまして、要するに重

箱の隅をつつくようなそのＰＤＣＡサイクルといいますか、評価になってしまってですね、じゃ町の

全体的な評価をやっぱりしていただくということになりますと、やはり基本計画なりなんなり、ちょ

っと大きなところからの視点が必要なのかなというようなこともありまして、そういったような実施

計画的な個別の事業も必要性は認識はしておりますけれども、やはり大きな視点からの評価というの

も必要ではないのかなということで、これまでは基本計画に対する評価をしていただいているという

ことでございます。こういった個別的な事業についても、必要であるということであればですね、今

後検討しなければいけないのかなというふうには思っておるところでございます。ただ、先ほども言

いましたように、個別の事業をしますと重箱のつつくというような議論にもなりかねませんので、そ

ういったところについては十分注意しながら進めていく必要があるのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

それから、ある程度の目途を付けてということの表現で、ちょっと抽象的すぎるから、どういった

ような目途を付けてするのかということでございますけれども、まだ現時点で見直しに入っているわ

けではございませんので、これを具体的にどの程度、どこまでするんだというような具体的なことは

ちょっと申し上げることはできないんですけれども、やはり先ほど申しましたように、幾つか残され

た課題がございますので、それにつきましてはきちんと論議をしながらですね、どういうような方向

性になるのかは、またその議論を待ってやっていくということで、そういった意味で、全く検討しな

いということではなくてですね、検討した上で、その振興計画のほうにどのようなもので反映させる

のか、それは今後皆さん方と十分ご協議しながらですね、やらせていただければというふうに考えて

いるところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 詳しいご答弁をいただけたと思います。今の理解で、私としては振興総合計画

を単純に２年間延長するわけではなく、既存ものをしっかりと修正してやっていくというご説明だっ

たと理解しております。そういう理解でよろしいですね。はい、わかりました。 

あと、先ほど重箱の隅というお話がございましたが、そこはやり方次第だと思うんです。もちろん
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そこは公開しても、公開しなくても、やり方次第でいかようにもなると。であれば公開したほうがい

いと思っておりまして、例えば基本計画を評価するにあたっても補助資料としてそういった事務事業

のものを付ける等のやり方等もありますし、例えばそれとは別に事務事業評価の部分、今、ブラック

ボックスが見えないところになっているので、そういったものをホームページ等で公開していくとい

う考え方もあると思います。そこに関しては、次回の一般質問で詳しく質問、提案させていただこう

と思っておりますので、次の質問のほうに移ります。 

続いて、九州産交営業所移転及び町内公共交通のあり方でございますが、こちらは昨日同僚議員よ

り質問があったため、その際の答弁を踏まえた上で質問をさせていただきます。ポイントだけまとめ

ますと、（１）の移転における本町への説明の時期及び協議調整はどうなっていたかについては、昨

年９月ごろに再編の話は多少あったものの、具体的な説明があったのは１２月に入ってからであり、

町にとっても青天の霹靂であったということだったと思います。（２）の大津町への影響をどう分析

し、今後どのような対応を、どのようなスケジュールで行っていくかについては、本年の１２月１日

が該当路線廃止となるため、それまでにサービスが間断なく提供されるように、産交バスの路線変更

や乗合タクシー、コミュニティバス等、何らかの方法をアンケートや実態調査を基に町の交通会議等

において検討対応予定であること。そして、それとは別に、地域交通網全体の策定計画を来年度１年

掛けて立案し、廃路線の対応という対処的な療法ではなく、より大きな視点から全体計画を練り上げ、

その後に実証実験を行いながら計画を進めていきたい等の内容だったかと思います。 

以上を踏まえてになりますが、通告書（３）にあるとおり、利便性、費用対効果の面から、東京大

学オンデマンド交通プロジェクトの導入研究をしてみてはどうかということを伺います。オンデマン

ド交通とは、ドア・トゥ・ドアサービスを実現する新しい乗合タクシーのサービスであり、大津町で

も現在既にデマンド型の乗合タクシーを、いわゆる公共交通の空白地帯で運行がなされており、その

利用者数は増加傾向にあります。その中で、便利になったとの声も多いものの、時間変更や増便を望

む声も多数上がっていると伺っています。 

しかし、一方で昨日の答弁にもあったとおり、こうした公共交通はどこも収支的には厳しく、そう

した声に応えていくのは容易ではありません。その状況は、このたびの路線廃止、そして高齢化によ

る交通弱者の増加によって、今後、より一層難しくなってくると考えております。よって、ここで考

えなくてはならないのは、サービスや利便性を向上させながら、いかに費用を抑制していくかという

ことだったと思います。先日は、アンケートや事業実態調査を実施していく等の説明もありましたが、

アンケートでの利用意向が現実の利用状況と乖離するケースは少なくなく、また利用実態に関しては

日々の天候はもちろん、時間の経過によってもズレが生じてくるものです。そうした課題の解消法は

いろいろあると思いますが、私も様々調べた結果、今回提案している東京大学オンデマンド交通プロ

ジェクトの乗合型交通コンビニクルが最も優れた取り組みであると認識しています。オンデマンド交

通システムは、既存のタクシー会社が活用しているものを含めて多数ありますが、この東京大学大学

院が開発したシステムの特徴は、まず導入費用が数十万円程度からと圧倒的に安価であり、操作性も

高いことが上げられます。こちらは、実際の移動に係った時間をデータベースに蓄積していき、実状
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に合った移動時間を算出する、つまり運行すればするほど、より正確な移動時間を算出できるように

なり、かつ、より少ない便でより多くの人を乗せれるような調整がシステム的に行われます。これか

らは、既存の運行ルートはもちろん、廃止路線における代替策としてもますます乗合タクシー利用者

増が予測される状況ですがそうした場合においても、利用者間の調整をシステムで自動的に最適化す

ることで、時間を厳守しながらも、より少ない本数で運行することが可能となり、効率的な運用がで

きます。例えば利用者が１日１０名程度であれば、人手で対応できると思いますが、１日５０名ほど

の予約が入った場合には、なかなかうまく調整ができず、例えば新しい予約を入れたせいで過去に約

束した別の予約に間に合わなくなったりだとか、２台で運べたにもかかわらず、３台使ってしまい非

効率だったということが頻繁に起こりえます。そういったことで、どの程度の状況になったときにシ

ステムの優位性が出てくるのかは、シミュレーション実験などで大まかな目安を付けることはできる

とのことですので、町から同プロジェクトに問い合わせていただければどうかなと考えております。 

以上になりますが、町としても急な事態だったとのことで、正直思った以上に検討や計画策定が進

んでおらず、当該プロジェクトにおいてもなかなかすぐに実証実験を行うことは難しいかもしれませ

んが、コミュニティバス、デマンドタクシー、既存バスの路線変更等の手法の選択と同時に、こうし

たＩＣＴの活用によってそれぞれの手法の利便性を向上させ、かつ費用を抑制するような工夫を検討

していただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 金田議員の東京大学オンデマンド交通プロジェクト

についてのご質問でございますけれども、自治体における実証実験を踏まえた大学の報告書によりま

すと、路線バスは決まった時刻に決まった経路を移動しますけれども、オンデマンド交通は予約制の

乗合バスのため、乗合によるタクシーより高効率、乗客がいなければ移動せず、路線バスより高効率、

多数のバス停を設置するためにはバス停への便がよいというようなメリットがあるということでござ

います。しかし、予約制に対応するための専属オペレターの配置や予約システムの構築に多くの費用

がかかるという懸念もあるようでございます。これにつきましては、最近、クラウド関係ですかね、

でかなり費用も安くなっているというお話は聞いております。現在、大津町におきましては、公共交

通空白地域に乗合タクシーを導入しておりますけれども、予約専用携帯電話で対応しており、専属オ

ペレーターも必要なく、月１万円のオペレーター料金で運営をしております。今後、乗合タクシーの

利用者がさらに大きく増加し、現行のシステムにおいて対応が難しくなれば、議員提案のシステムに

ついても検討していきたいというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 先ほど費用の面と専属オペレーターのお話がありましたが、資料をどこまで読

み込まれたかわかりませんが、こちらはかなり簡易なシステムで、例えば既存のタクシー会社のほう

に委託というか、一部委託でお願いして安く上げているケースだとか、導入に関しても先ほどご説明

あったとおり、クラウド等で数十万円程度からというお話もありますので、おっしゃるとおり、今後

利用が大きくなって費用対効果としてしっかり認められるようであれば、検討のテーブルに乗せて考



 228

えていっていただければと思います。 

以上になります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。２時１０分から再開いたします。 

午後１時５９分 休憩 

△ 

午後２時０７分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 皆さん、こんにちは。通告順番に従いまして、１０番議員、源川貞夫が一般

質問を行います。１問目は、九州産交バスの再編計画に対する大津町としての今後の対応についてで

ありますが、昨日と今日、私も含めて４名質問をされていますので、同じような質問にならないよう

に、私からは重点を絞って質問したいというふうに思います。２問目は、大津町観光振興についてで

ございます。これも、昨日と今日ですね、町長の観光についての答弁が幾つかございましたけれども、

それもなるべく重複しないようにしたいというふうに思っております。 

まず第１問目、３月議会の３月１０日、総務常任委員会におきまして、九州産交バスの担当者から

の説明がなされ、路線バス事業の現状と再編についての資料を基に説明がなされております。その配

布されました説明資料を背景にいたしますと、ＪＲ豊肥線とバス路線が併走している関係もあり、菊

陽町、熊本市内間での利用者は約８５％ですが、特に大津・熊本市内間の利用者７％、亘利用８％と

いう利用実態であります。特に通勤・通学帯以外の昼間の利用者が特に少ないということでございま

す。九州産交バスの路線バス事業の２０１４年度の決算は、国・県・自治体からの補助金約２億３千

６００万円を含めましても約２億７千８００万円の赤字だったと新聞にも記載されております。それ

を踏まえまして、先ほどの同僚議員の質問にもありましたけれども、急に新聞報道されてわかったよ

うでございますけれども、実際は８月とか９月に話がありまして、１２月の決算のときに説明をされ

たと、大津町に対してもですね、ということですけれども、それからもう２、３カ月経っております。

昨日までもいろいろな答弁、今日の答弁も含めますと、どうしたものかとか、何らかの手段を考えな

ければとか、近隣町村と協議をしなくては我が町だけでは決められないとか、これから実態調査を進

めていくというような答弁の繰り返しでございまして、少しも具体的に前にも進んでいないように思

います。住民の皆さんもあの新聞報道を見ましてですね、これは寂しいな、困ったなと、どうなるん

だろうかというのが皆さんの思いじゃなかろうかというふうに思っております。先ほど来ありました

ように、乗合タクシーの利用状況のほうも資料をいただきましたけれども、これは相当、最初の２、

３年はですね、平成１８年度から実施されておりますけれども、最初の２、３年は少なかったんです

けれども、７９６人、平成１９年が１１８９人、平成２０年には１４３７人と少なかったんでござい

ますが、平成２４年、２５年、２６年度は６千人を超し、平成２６年度は６千９００人になっている

というような数字が出ておりました。しかし、要はですね、私が一番言いたいのは、もうこれで決定

なのかと、話し合いをして町からの補助金を増やせば、何便か残してくれるのだろうかと、そういう
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のが一番知りたいわけでございます。特に大津町の地域公共交通会議において、定期的に本計画の進

捗状況を把握し、関係者からの調整により計画の実現に努めるというようになっております。これも

先ほど来の質問の中にもありましたけれども、私が調べたところでは平成２２年に会議が行われてお

りますけれども、その後がホームページでも載っておりません。平成２３年、２４年、２５年と会議

が開かれたのか、そこのところも再度お聞きしたいというふうに思います。 

それと、菊陽と特に協議をされているのかですね。コミュニティバスに対しての、どこまで話が進

んでいるのか、まだ今からするのか、そこのところも一緒に答弁をお願いしたいというふうに思いま

す。 

１問目の質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 源川議員の公共交通関連に伴う産交バス再編成についてでございますけれど

も、我々につきましても議員さん関係等にお話をしたとおりでございますけれども、今後の編成関連

等につきましては、十分あと一つの九州産交バス関連とか、いろんなバスがほかにも町内を走ってお

りますので、そういうところとも相談しながら、あるいは乗合タクシーというか、そういう関係のも

ので大津の町内での活用がどうあるかというのを今後検討されるんじゃないかなと思います。熊本市

までとなるとですね、やっぱり昼間の熊本市、タクシー代だけでも６千円近くかかりますので、その

場所、場所によっちゃ１万円かかるんじゃないかなと思います。しかし、光の森だとやっぱり３千円

台かかるということでございますけれども、大津町につきましてはＪＲが走っておりますので、その

辺のところを利活用できるかどうかとか、いろんな形の課題事項がたくさんあるんじゃないかなと思

いますけれども、その辺につきまして課題事項が多いわけでございますけれども、その会議の関連等

につきましては、方向性につきまして、あるいはその１２月以降の対象につきましての説明について

は、次長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部次長兼ねて総合政策課長杉水辰則君。 

○総務部次長兼ねて総合政策課長（杉水辰則君） 源川議員のご質問にお答えいたします。 

まず、この九州産交のバス再編計画といいますか、これにつきましてはもう決定なのかということ

でございますけれども、一応また産交バスさんのほうにも、１２月１日には廃止して新たらしい再編

計画で進みたいというお話でしたので、どうにかならないのかというようなお話もさせていただいた

ところでございます。どうにもならないというようなご返事でございまして、１２月１日を目途にや

らせていただきたいと。この辺の事情につきましては、先ほど源川議員さんのほうからお話をされま

したように、総務常任委員会のほうに九州産交バスさんのほうから説明されたとおりでございます。

町の補助金を出してもですね、それ以上の赤字が出ていると。ですから、それをほかの事業で穴埋め

していたけれども、それもやっぱりもう穴埋めができないような状況になってきていると。だから、

もう二進も三進もいかないということで今回再編をさせてくださいというようなことで説明があった

かというふうに思っておりますので、九州産交バスさんとしても、存続はさせたいけれども、会社と

してはやはり無理だというようなご判断ではなったのかなというふうに思っているところでございま
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す。あとは、町のほうがそれの赤字を全額補てんしてもできるのかということですけれども、今、産

交バスさんのほうに約１千万円ほど赤字補てんをしながらやっておりますが、町のほうでそれを、残

りをするということになりますと莫大な金額になろうかなというふうに思いますので、それはちょっ

とやっぱり厳しいのかなというふうに思っているところでございます。 

それから、公共交通会議につきまして、平成２２、３年ぐらいまではその会議をしていたんですけ

れども、おっしゃるとおり、それ以降開催をしておりません。今回、こういったようなその事態にな

りまして、再度公共交通会議を立ち上げながら議論をしていくというような形になろうかと思います

けれども、今回はそういったことで、この公共交通会議の中にいろんなメンバーの方がおられますの

で、バスの事業者とかタクシーの事業者、あるいは九州運輸局、県の交通の担当課、あるいは地域住

民の方とかですね、いろんな方をそのメンバーに加えながら、住民の方、利用者の方の意見も反映さ

せながら、そして利用実態を調査したところで最適な公共交通というのはどういったものかというこ

とも模索しながら進めていきたいなというふうに今は考えているところでございます。 

それと、菊陽町との協議の関係でございますけれども、こちらにつきましては現在特に協議を行っ

てはおりません。しかしながら、菊陽町の対応状況を一応お聞きしたところ、菊陽町では町営のコミ

ュニティバスとしてキャロッピー号が運行されておりますので、こちらのほうの見直しで対応したい

というようなお話でございました。 

今後、産交バスさんの見直しに伴う町のほうの対応につきましては、これまで何度か答弁しました

ように、この公共交通会議の中で協議をさせていただきながら、とは言いながら１２月１日以降には

やっぱりその何らかの対応はですね、この公共交通会議の最適な公共交通のその決定を待つ前にです

ね、何らかの対応はさせていただきたいなというふうに思っているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 今の答弁にもありましたけれども、何らかの、何らかのということですけれ

ども、その会議を先ほどいろんな住民の方の意見も採り入れてもらって、その会議をなるべく早くし

ていただきたいなというふうに思っております。 

今年の予算だったですか、４千９００万円ぐらい組んでありますかね、じゃなかったかな、あれは

このバスだけじゃなかったんですね。８００万円ぐらい、予算は組んでありますけれども、その予算

を組むときには、もう前もってこの話は耳に入っていたわけですね。その先ほども出ました実証実験

運行ですか、それをしてみるとしたら、またそれにも予算が要りますので、そういう実験をした後で

もですね、問題は実証実験をするときはまあまあ利用者か多いかもしれませんけれども、問題はその

地域住民の積極的な利用が一番不可欠でございます。これまでも先ほど言いました乗合タクシーを導

入した際にも、やはり広報や区長さんを通じて利用促進が不可欠であったということを聞いておりま

す。それから、通勤バスにつきましては、企業負担等のあり方等に含めての話し合いが必要じゃない

かなというふうに思っております。 

いずれにしましても、便数を減らしてですね、減らしてというか、昼間はもう完全に撤廃と、廃止

というようなことですので、それは産交さんとしてはもう絶対譲られないような話を先ほどされまし
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たけれども、何便か残すような形で、それを周知徹底してですね、なるべく利用するならそのバスの

時刻表を徹底して、それをなるべく利用してもらうというような形で言ってもらえればなと思います。

何しろ私が１人で言ってもあれですので、先ほど言いました会議をなるべく早くして、いろいろアン

ケートを採ったりしながら少しでも、印象としてもですね、大津町が新聞を見て皆さんが思ったのは、

一番の大津町と、廃止というのが出ただけで、何か余りいいイメージがなかったもんでですね、皆さ

んもショックを受けたんじゃないかなというふうに思います。今まで４名の方がされましたので、も

う同じような答弁になると思いますので、次の質問に変えたいというふうに思います。 

２番目に、観光振興についてでございます。我が大津町を語るときに、いつも、今日も昨日もです

けれども、何回も大津町は宿場町で栄えた町というふうな言葉が出てきております。今はその名残や

遺跡、面影が余り残っていないようであります。現在は、ビジネスホテルが多い町に変わっておりま

す。宿場町としての歴史的観光資源の魅力を引き出し、肥後大津観光協会と連携し、大津町内のビジ

ネスホテルなどを拠点として、町の観光情報のＰＲ等を行っていくと施政方針で町長も述べられまし

たが、この具体的な施策は何か、町長に問いたいと思います。まちづくり一つに、歴史散策、宿場町

のシンボル再現、加藤清正公の水と農地に対する偉業をたたえた記念事業の企画、またはＤＶＤ等を

作成したり、大津の歴史についての勉強会や見学をするなどを企画をする考えはないか、お伺いした

いと思います。 

昨年の１０月に毎週土曜日、４回に分けて大津の歴史を勉強されておられる人たちによる歴史散策

が実施されております。このような人たちや町文化財保護委員の方々の協力を得ながら行ってはどう

でしょうか。子どもたちや大津町に新しく転入してこられた人たちや次の世代に大津の歴史と文化を

伝承していこうではございませんか。大津の歴史についての勉強を学校の総合学習の時間に取り入れ

られはしないか、教育長の考えを問います。 

そして、町外や県外からの人たちへの観光の一つとしてのＰＲにどうやって結びつけていったらい

いのか、それも町長のほうに答弁をお願いしたいと思います。 

実は今日、昼、食事中にテレビで川尻の文化と歴史という本にまとめ、中学生だったと思いますけ

れども、本を制作し、小中学校に寄贈したというニュースがちょうどあっておりました。その子ども

たちが言うのには、自分が生まれ育ったところをみんなに知ってもらおうということの一環として本

を制作し寄贈したということでございます。それと今日の朝刊にも、細川家三姉妹、絵本でというこ

とで載っておりました。これも町の文化財保護委員の方が絵本を制作し、つくられております。そう

いうことで、学校の授業、もしくは、本をつくってもいいんですけど、図書館に置いたりするのもい

いんですけれども、その授業もしくは総合学習という形でですね、町民の皆さんにも、それから子ど

もたちにも伝えていく必要があるんじゃないかなと思いますけれども、答弁のほうをよろしくお願い

います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 源川議員の大津町の観光振興につきましてのご質問でございますけれども、

もう議員ご承知のとおり、宿場町として栄えた大津町でございますけれども、その跡形もないという
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ような状況がもうしかりでございます。しかし、そのない歴史がつくることによって、新しい歴史が

生まれる。それは、過去の大津町の歴史の看板というか、そういうものを、それぞれのところにちゃ

んと据えるというようなことから始めなくてはいけないんじゃないかなというような思いをしており

ますが、今あるのはわずかな、小さな看板でありますので、なかなかそれでは見にくいというか、Ｐ

Ｒができないと、そういうＰＲの観光宣伝というか、歴史跡のいわれをちゃんと大きく書くことによ

って、地域の人、あるいは観光に来られるお客様の目にとまるんじゃないかなということで、上井手

公園関係等につきまして、歴史関連の看板がこの前できておりますので、そういう形で歴史を掘り起

こすというようなことの中で、今、宿場町から企業の宿場ということで、ビジネスホテルがしっかり

と活躍をされておりますので、そのようなビジネスホテル等の企業、そしてまた観光協会、そういう

ような連携の下においてイベント関連等についてもしっかりと連携を取りながら進めさせていただい

ておると聞いております。公益的にも考えますと、合志の方のあの体育館関係で、大きな催しをする

場合に温泉が好きな人は菊池温泉、しかし今の人たちはやっぱりビジネスホテルに泊まりたいという

ような形になれば、合志にはそういう泊まる施設がないということで、菊陽・大津のほうに泊まって

いただく。ＪＲとそのような連携を取りながら、それぞれのプロのキャンプをはじめとする、いろん

な形をＰＲしていただきながら、大津の新しい歴史をつくっていかなくちゃならないんじゃないかな

というような思いをしております。もちろん、江藤屋敷関連等につきましても、ＪＲの関連でもつつ

じ祭りのおり実行されますけれども、大体５００人ぐらいお見えになられるという話ですし、また大

津町の歩こう会の皆さんが他の町村の歩こう会の交流で、お互いが交流を重ねておられるときも聞い

ております。それぞれの人たちが、それぞれ民間の力を活用しながら、食や地域の歴史文化のものを

掘り起こすようなことを今後しっかりとお願いをいかなくちゃならないんじゃないかなというふうに

思っております。そういう意味におきまして、観光協会のこれからの頑張りをしっかりとお願いでき

ればなというふうに思います。大津には素晴らしい豊かな自然と、その自然の緑と川、水というもの

がございますので、いろんな形でＰＲはできるものというふうに思っております。白川水系の活用の

中に岩戸の近くに川の駅をつくるとか、あるいは矢護山のあの自然の中に木の駅をつくるとか、いろ

んな形の中で地域の皆さんの地域を興すための知恵を出しながら頑張っていただけると、そういう形

の中でしっかりとした観光のルートができてくるんじゃないかなというふうに思います。二輪の町で

ございますので、ホンダの方もしっかりとご協力を今いただいておりまして、桜まつりがまた２２日

計画されておりましたけれども２５日に行われるということで、その後、またエンジョイホンダのイ

ベントがあるということで、続けざまにホンダのほうでのイベント関係もどんどんと行われる中に、

本田さん自体も、ホンダ南通りのあの桜並木の周辺の整備もしっかりとされておられますので、本当

にあの企業と、あるいは我々と一体となりながら推進を図っていかなくちゃならないし、ＰＲも必要

ではないかなという思いをしております。駅前の大きな単車、あるいは道の駅にもそれを置くという

ことで、予算的には１千万円を使ってＰＲ、二輪のＰＲもそうでございますけれども、その二輪を使

ったイベント関連等についても、しっかりとお互い連携を取りながら町の観光関連等にしっかりとや

っていかなくちゃならないというふうに考えております。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 源川議員の観光振興についてのご質問にお答えをいたします。 

生涯学習課では、一般向けの歴史教室、また古文書教室を開催し、町民の皆様に対して大津町の歴

史を学ぶ機会を提供しているところです。昨年の１０月には歴史を歩くをテーマとした歴史教室を開

催しました。ここでは、文化財保護委員の皆様を講師として、室、上井手、高尾野、新小屋地区、瀬

田、大林地区の各史跡、そして阿蘇車帰地区の参勤交代の石畳を散策いたしました。参加者はそれぞ

れ２０人ほどでしたが、大変好評をいただいたようでございます。また、学校におきましては、美咲

野小学校では５月の土曜日授業を利用した大津街道の歴史教室、護川小、大津南小では歴史文化伝承

館での歴史教室、江藤家住宅の見学等を行い、大津の歴史について学んでいただきました。このほか、

副読本、私たちの大津町を作成いたしまして、全部の小学校の３年生で大津の歴史について学んでい

るところでございます。この副読本も大変よくできておりまして、私たち大人が読んでもですね、非

常に参考になるようなまとめ方をしてございます。議員ご指摘のとおり、現在の大津町がありますの

は、加藤・細川家時代に整備されました上井手、下井手によってもたらされた、豊かな水と農地であ

ることは紛れもない事実でございます。もともとは湿地で水田に適さなかった土地でしたが、白川の

水を引くことに成功したことにより、優良な農地として蘇り、現実に今も県内有数の水田地域として

機能していることは、大変素晴らしいことであると思っております。こういったことを広く町民の皆

様に伝えていくことも大切なことだと考えております。 

そこで、記念事業等の企画についてですが、まず大津町が歴史的に素晴らしいということを町民の

皆様に対してお知らせすることが必要で、文化財保護委員等の意見を聞きながら、文献を整理し、毎

月発行の生涯学習情報誌の中で大津町史跡カルタの紹介欄を設け、大津の歴史に関心を持っていただ

くとともに、大津の歴史を身近に感じていただくように工夫をいたしております。 

次に、子どもたちへ大津の歴史について伝える取り組みでありますが、現在、一般住民を対象に歴

史教室等を行っておりますが、来年度からは特に子どもたちにターゲットを絞って大津町の歴史につ

いて学んでいただこうと考えております。これは、土曜日授業等を利用した地域学習の授業で、町の

文化財保護委員等を講師として学校に招き、地域の史跡を散策、あるいは勉強しようとするものでご

ざいます。こういった先人達の偉業を学ぶことで、子どもたちの郷土を愛する心が、より育まれるの

ではないかと考えております。そして、子どもたちが大きくなって、自分のふるさとである大津の歴

史と風土をどこででも語れる、そんな人間に育ってくれるということを強く念じておるところでござ

います。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 先ほど町長の答弁の中でもありましたけれども、特に加藤清正の農業に対す

る上井手、下井手等の伝説もいろいろ大津町に残っております。特に菊陽の鼻ぐり井手関係で菊陽も

そこを、公園を整備されまして、駐車場、それから資料館というような形で、もうすぐオープンだろ

うと思います。そういうのも踏まえまして、土地改良区のたしか理事会でだったと思いますけれども、
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町長のほうからイベントを菊陽と一緒にしようかなというような話もちょっとありましたけれども、

なかなか農業をされている関係者方はですね、加藤清正のその灌漑排水事業といいますか、それに相

当理解といいますか、知っている方は多いんですけれども、それ以外の方がですね、割と知られてな

いということで、何かの記念にですね、機会に町長が考えておられる案がもしありましたら、菊陽と

合同でするとか、そういうのがあればですね、答弁していただきたいというふうに思います。ＤＶＤ

を作成してという、実際作成をしかけておられる方もおられますけれども、そういうのをまとめてで

すね、また土地改良区の事業の一つとして、ソフト事業でもそういうのを取り入れようかなという話

も出ております。それも含めまして、町長の答弁をお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 農業振興という意味におきましても、本年度は議員ご承知のように、引水地

区にご協力をいただきながら、献上米の行事を行いたいということで、今、実行委員会関連等をつく

りながら、この菊池郡２市２町の代表として、そしてその白川水系の米の献上によって、水の恵みの

ＰＲに努めたいということで、今実行をしているところでもあります。そういう意味で、また議員お

っしゃるように、菊陽町との、これも菊陽との関連でと、土地改良の関係でもお願いをしていただい

ておりますけれども、加藤清正公の土木事業のお陰で、今のこの中流地域の農業の振興とその潤いが、

恩恵をずっと受けておるというような状況でございますので、菊陽のほうとご相談しながら、土地改

良を主体に持っていった土木関連の感謝祭というか、そのような年祭の行事を組めればなというふう

に思っておりますので、今その辺につきましてはちょっと検討させていただいておりますので、平成

２８年度の事業で取り組みをさせていただければなというような思いでおりますので、どうかその辺

につきまして、また議会の皆さんのご協力関係をお願いしたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） これは余談じゃないですけれども、映画館の話もちょっと話がまだあると思

いますけれども、具体的な話になりましたら、また相談に上がるかもしれませんので、その点、よろ

しくお願いしときます。 

ちょっと早く終わりますけれども、これで終わりたいと思います。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 続けて行います。 

山本重光君。 

○６番（山本重光君） 皆さん、こんにちは。６番議員、山本重光が一般質問をいたします。今回は、

２問でございます。１、図書館のさらなる活性化について、２番目、道徳教育についてということで

ございます。 

まず、図書館のさらなる活性化についてということで質問いたします。昭和２５年に制定された図

書館法によって、その設置、運営が定められた公立図書館は、その目的を図書、記録、その他必要な

資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その供用、調査研究、レクリエーション

等に資する施設とされています。我が町においては、平成１４年に町民への図書、その他の資料の提

供する諸活動によって、町民の教育と文化の発展に寄与することを目的とし、大津町図書館条例が定
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められ、その後、大津図書館が開館しております。図書館を取り巻く環境は近年大きく変化しており、

従来の図書の貸し出しのみならず、より質の高いユアレンサービス、各種生活文化講座の開催、地域

社会に根ざした行事、イベントの開催など多様な事業展開が必要となっています。近隣市町村の例を

見れば、菊陽町図書館は、隣接した文化ホールとの開催行事との相乗効果で、来館者数千名を超える

日もあるという話も聞いております。また、合志図書館隣接の文化ホール、スポーツセンターとの相

乗り効果が見られるようです。また、西合志図書館では天文台が設置してあり、ユニークな体験講座

の催しもあっているようです。また、ちょっと離れておりますけれども、城南図書館では午後８時ま

での開館で、隣接には児童館、火の君文化センターホールなどがあり、相乗効果がかなりあっている

ようです。大津町の場合は、ほかには余り見られない陶芸室の設置はありますが、ホールなどの付属

施設がない単独の施設でありますので、他行事との相乗効果というものはありません。しかしながら、

地域から求められる図書館像はそれぞれ違います。当町の場合は、地域のニーズに合った図書館運営

をすればいいと思っております。しかしながら、県下からも注目を集めている元気な本町であります

ので、図書館運営の分野でもほかをリードするようなものがほしいと思います。住民の読書週間や地

域のおける本の文化を深めるためにも、図書館の果たす役割は大きく、その責務は大であると言えま

す。なおさら大津は子どもたちが増えている町です。子どもから書籍に親しみを持たせていくという

ことは、将来の購買意欲にもつながっていくものでもありますし、引いては地域経済を動かすことに

もつながっていくものだと考えております。町振興総合計画におきましては、図書館の有効活用と充

実という項目で、各種の目標値が掲げられています。項目で言えば、住民１人当たりの貸し出し冊数、

住民の登録数、利用者数など、様々な項目がございますけれども、これに関する実績はどうなってい

るのかを、まず一つお尋ねいたします。 

ほかの町に負けない元気な図書館構築のために、各種の目標資料の確認、分析が必要でございます。

常に先進地から学ぶことも重要です。地域が持つ特性や特産品を生かし、活用した図書館施策を行い、

充実したイベントをさらに増やす必要があるのではないかと思っております。開館後、約１０年が経

過しているようです。その図書館が持つ大きな責務を果たすために、現状の分析とそれに応じた施策

が必要であると考えますが、現在の実績、実態を踏まえた今後の方策をお尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 山本議員の図書館のさらなる活性化についてのご質問にお答えをいたします。 

大津図書館は、平成１５年２月に完成以来、生涯学習の拠点として町民の皆様に着実に定着をいた

しております。図書館の現状についてですが、ここ３年間での状況は以下のとおりです。 

まず、図書館の利用状況を最も端的に示している貸出冊数については、平成２３年度が２９万５９

９冊、平成２４年度が２８万９千３２７冊、そして平成２５年度が２７万２千６０５冊で、幾分かの

減少が見られますが、平成２５年度についてはシステムの切り替えに伴い、開館日数が例年に比べて

約２週間ほど減っていることが影響しているものと思われます。 

次に、登録者数についてですが、平成２３年度で２万２千２２２人、平成２４年度で２万３千７６

８人、平成２５年度で１万８千３８人となっております。平成２５年度で大幅な減少が見られるのは、
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システムの切り替えとともに、過去５年間での利用状況を見て、全く利用のなかった方の利用権を除

籍したことに伴うものであります。また、近隣の図書館の状況ですが、お隣の菊陽図書館では、貸出

冊数は平成２３年度２４万７千３５冊、平成２４年度２４万７９５冊、平成２５年度２３万８千９１

４冊です。また、登録者数は２３年度が２万５千５５２人、平成２４年度２万２千８７９５人、平成

２５年度２万８千７７７人です。合志図書館、西合志の本館では、貸出冊数は平成２３年度が３８万

４３６冊、平成２４年度３９万１千４８５冊、平成２５年度３４万４千４６０冊です。また、登録者

数は平成２３年度で２万６千９３５人、平成２４年度が２万８千７１３人、平成２５年度３万４７５

人となっております。さらに、菊池市立図書館では、平成２３年度１１万８千７９７冊、平成２４年

度８万２千４１０冊、平成２５年度１１万６千７１２冊で、登録者数が２３年度１万２千４３９人、

平成２４年度１万２千８０８人、平成２５年度１万３千３１５人となっております。なお、菊池郡市

２市２町では、合志市立図書館が平成７年度開館で最も古く、また蔵書数も約２０万点と、規模とし

ても最も大きい図書館であります。 

次に、図書館で実施している主な事業についてでありますが、乳幼児を対象としたブックスタート

事業を行っております。これは、生後５カ月の乳幼児を対象に、ボランティアさんによる絵本の読み

聞かせを行い、その際に絵本をプレゼントして、本との出会いを通して親子で本に親しんでもらうと

いうものであります。この行事を通して、図書館に関心を持たれて親子で来館される方も着実に増え

つつあるところであります。 

次に、本の読み聞かせを実施しております。定期的なものとしては、毎週水曜日の夜と土曜日の午

後、それに木曜日の午前中を赤ちゃんタイムとして、その時間内に読み聞かせを行い、本に親しんで

もらえる環境づくりに努めております。中学生、高校生の世代には、ＹＡコーナー、ヤングアダルト、

つまり中高生向けのコーナーを設置して、中高生が感心のある本を取りそろえ、読書離れを防ぐ工夫

を行っているところです。また、町内の小中学校図書室の連携を深めることにより、図書館利用の活

性化を図る取り組み、具体的には学校の事業で必要な資料の提供などについて、相互に連携をしてい

くための準備をしているところです。これにつきましては、先日、県立図書館が主催いたしました研

修会で、大津図書館のこの取り組みを先進事例として発表したというようなことも報告を受けており

ます。大人向けの事業としましては、毎月１回の映画の上映会の開催やリクエスト図書への対応や相

談を受けて図書館の使用で回答することや情報の提供を行うレファレンスの充実などにより、図書館

利用でのサービスの向上に取り組んでおります。家庭向けには、人形劇の開催や家庭読書チャレンジ

会、図書館見学ツアー、お話フェスタの開催など、年間を通じたイベントの開催により、図書館に足

を向けていただくような取り組みを行っております。 

こうした様々な事業や新刊図書の案内については、その都度生涯学習情報誌やホームページを通し

て情報の提供に努め、周知を図っているところであります。 

また、図書館を身近に感じていただくために、研修室を各研修会で積極的に借用いたしております。

教育委員会関係でも、校長会、あるいは新規採用の先生方の研究発表会を、この研修室をお借りして

ですね、この前実施したところでございます。 
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今後の課題といたしましては、施設面では慢性的に不足しております駐車場の整備や管内の環境整

備、またソフトの面では農林業、商工業など、多様な業種における課題を図書館の利用を活用して支

援を行う、いわゆるビジネス支援の強化により、町民の皆様にとって役に立つ図書館として位置づけ

られるよう司書のスキルアップを図っていきたいと考えております。これに関連して、先日、館長よ

りお話を伺いましたところ、町内の飲食業を営んでいらっしゃる方がですね、図書館にありますレシ

ピを参考に新しい食事を開拓されまして提供していただいているというようなことで、活用が図られ

ているというようなお話も聞いております。今後も図書館の利用の更なる活性化を図り、図書館が町

民の皆様にとってその生涯を通じて不可欠の施設であり続けられるよう、普段の努力を傾注してまい

りたいと考えております。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 教育長から回答をいただきましたけれども、かなり抜けておりますよね。図書

館の利用者数とかもあると思いますね。部長がうんと言いましたけれども。それから、ちょっとこの

後のあれもありますので続けていきますけれども、もう一回お尋ねしたいのは、住民の図書館の利用

者数ですね、これは平成２７年目標は７千人。平成２３年現在が５千８００人を７千人にしようとい

う、そういうふうな目標があっております。これは見ればわかると思うんですけれども。それから、

あと今発表があった図書館の登録者数ですね、これはもう前の年度はよかったんですけれども、平成

２５年はちょっと聞き取りがあれだったですけれど１万８千人、これは平成２７年目標は２万人なん

ですね。平成２７年度だからまだ先ではありますけれども、２万人の目標に対して１万８千人。それ

から、貸出冊数、これは平成２７年目標が３２万冊ですよね。これに対して、実績は今まだ２年あり

ますけれども２７万冊ということで、かなり開きが、いろんな要因はあるかと思いますけれども、開

きがあっております。もう以前にも言いましたけれども、こういう施設を費用対効果といいますか、

いかに生かすかというのは、やはり当初立てた目標をしっかり認識して、それに対する実績を見て、

それからどういうふうにしようかという、そういうふうなことが当たり前の世界なんですよね。だか

らこれは事前通告で利用者数なんかもお願いしますと言っとったんですけれども、それすら発表がな

いという、そういうふうなことではこの施設が泣くんじゃないかなと思うんですけれども、その点、

再度答弁をお願いしたいと思います。 

続けてですね、あと昨日、今日、町長のほうからも元気な町、大津ということで、子どもが非常に

増えています。子どもが増えている、人口が増えている。そういう中で、今言われた指標がまだまだ

目標に届かないということは、マイナスの上にマイナスなんですね。横ばいでも人口が増えているな

らば減収になるわけですね。そういうふうな捉え方をしないといけないと思いますけれども、とりわ

け今、子どもさんたちが非常に増えております。その子どもたち、大津町の宝である子どもたちへの

施策が非常に重要だと思っておりますけれども、大津のホームページを見ると、図書館のところを見

ると、すぐ横にご存じのとおり第２次大津町子ども読書活動推進計画というのがどんとこう出ており

ますけれども、この前に、これは２次ですから、その前に第１次というのがありますよね。第１次推
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進計画、これは平成２３年度までの第１次計画というのがあって、それを踏まえてですね、平成２４

年度から平成２８年度までが第２次ということで、第１次の指標がいろいろ出ております。教育長も

見ていらっしゃると思いますけれども、これもまた分析ですよね。だから第１次の数字を踏まえて、

私としては第２次というふうに進んでいっていると思うんですけれども、現在、第２次推進計画の途

中ですけれども、今の数字をこの前の貸出冊数とか、子ども児童書の蔵書数とか、児童書の貸し出し

冊数、ここら辺をお話いただいてですね、対子どもさんたちに対する施策が進捗しているかどうか、

これを考えてみたいと思いますので、発表をお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 山本議員の再質問にお答えしたいと思います。 

細かな数字になりますとちょっとここに、手元に持ってきておりませんけれども、この手元にある

資料でお答えしたいと思っております。 

まず、抜けていたというのが利用者数ということだろうと思うんですけれども、平成２６年の３月

末現在でですね、登録者数が１万８千３８ということで教育長のほうからあったと思います。それか

ら、利用者数が５千１９７、貸出者数が２７万２千６０５ということになってくると思います。この

数字は、決して隣接、先ほど菊陽、それから合志市の場合は２つの館で報告しておりますけれども、

菊池に比べてですね、それぞれの数字比較していただくと、決して大津が低いという数字じゃないと

思っております。ただ、目標値を上げておりますけれども、確かに目標値あとになりますけれども、

それから比べるとちょっとかなり開きがございますので、今後頑張っていかなければいけないという

ふうに考えているところでございます。 

それから、２番目の質問が子どもの年齢別の利用者のことを聞かれたと思うんですけれども。子ど

ものほうはよろしいですか。子どもに関しまして、現在のところですね、確かに、これ０歳から６歳、

それで分けておりますけれども、０歳から６歳の貸出者の合計がですね、これ１万９千２１５冊でご

ざいます。それから、７歳から１２歳、３万４千８７４冊、それから１３歳から１５歳が３千２８６

冊、１６歳から１８歳が１６９１冊、１９歳から２２歳が３千２２４冊、２３歳から２９歳が１万４

千２９７冊、３０歳から３９歳が５万９千８４９冊、４０歳から５９歳が８万８千７４１冊、６０歳

から７９歳が４万４千４９０冊、８０歳以上が２千９３８冊ということで、確かにこの子どものとこ

ろの数が課題があるということでですね、第１次計画のところの課題としても出てきております。そ

れで、先ほど議員のほうからございましたように、第２次大津町子ども読書活動推進計画、これは図

書館協議会のほうにも諮らせていただいて、今現在、もう２次に入っておりますけれども、第１次の

取り組みの成果と課題等も整理いたしましてですね、第２次のほうに移っていったということでござ

います。その中で、課題といたしましてですね、この５年間で、前回の１次のときなんですけれども、

５年間で子どもへの貸出者数は１５％増加しております。特に増加が著しいのは０歳から６歳で１２

３％の増加であったということで分析しております。これは、ブックスタート事業等で乳幼児期から

の読書の重要性が保護者に浸透してきているのではないかと思っております。その反面、中学生、高

校生になると貸出者数は減少傾向になってきております。成長するにしたがって、読書から勉強、部
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活動等、多様な行動へ比重が移行しているのではないかというふうに分析をしたところでございます。

そのようなことを受けてですね、じゃ２次のほうでどんなことに力を入れていくかということで、計

画の方針といたしまして、家庭、地域、学校等における子どもの読書活動の推進、２番目にボランテ

ィア団体との連携協力による子どもの読書活動の推進、３番目に広報啓発活動による子どもの読書活

動の推進と、この３つを中心的にやっていこうと。特に、今現在進めているのが学校図書との連携を

今図っておりまして、図書館の司書を中心にですね、図書部会のほうでどうすればですね、子どもた

ちの読書を、特に中学生、高校生が減ってきておりますので、特に中学校あたりと連携を図りながら

今進めているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） ありがとうございました。要するに私が言いたかったのはですね、第１次の結

果が０から１２歳が貸出冊数は増加しているけれども、その１３歳から１８歳までが、今おっしゃっ

たように非常に減少しているわけですね。だから、もうこれは学校部活動とか、いろんな諸要因で、

その中学生、高校生が図書館に来なくなったという、そういうことなんでしょうけれども、それをも

うちょっとしっかり分析してですね、やはり小学校ももちろん大事なんですけれども、やはり中学、

高校あたりはですね、今度は人が人を呼ぶという、そういう年になってくるわけですね。だから、中

高生がどんどん図書館に来るようになると、人づてに、今度はどんどんまた人を呼ぶと、そんなふう

なことを私は考えるわけですね。だから、中高生をいかにこう図書館に引っ張ってくるかの方策を考

えてもらっているのかなという、そういうふうなことも考えるわけですね。うちの道場にも中学生が

おりますけれども、聞くと、やはりよく図書館にも行きます。勉強室がもうちょっとほしいとかです

ね、タブレットがほしいとか、いろんなことを言いますよ。だから、ということは、図書館に何かを

やっぱり求めとるわけですよね。だから、そういうことをしっかり分析して、１次もやはり５年間な

りの期間があったわけですから、その情報をきちんと蓄積してですね、それをしっかりして第２次に

移るというふうなことを私は期待しとるもんですから、こういうふうな話をしたんですけれども。た

だ、数字的なことを追っているわけではありません。この数字というのは、その裏にいろんなストー

リーがありますので、ぜひともその都度、目標に対する数値はどうか、そういうことをしっかり考え

て、次の施策に反映させていただきたいと思います。 

それから、駐車場不足とか、教育長言われたんですけれど、駐車場ははっきり言ってどうにでもな

りますよね。ちょっと頭を働かせばですね。ちょっと、それは後で。平成２７年度予算を見ると、図

書館経費、これはプラスマイナスの話じゃないんですよね、この図書館はですね。だけども、一応言

いますと、予算面では図書館の経費が６千６００万円ですね、６千６００万円、図書館を運営するの

にかかります。対して、図書館の収入は、集会室の利用やらなんやらで１０万円と。１０万円の収入

で６千６００万円の支出というふうなことです。これは施設が施設なので、利益云々の施設じゃあり

ませんけれども、やはりそれなりにですね、何かかんか、これも昨日、今日、町長が何度も言われて

います、民の頭、民間の頭で考えなさいって。やはり、これ本当の図書館、公共施設ではありますけ

れども、やはり民間の頭も常にやっぱりこう何かしら入れていかないと、僕は成り立っていかないと
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思うんです。そういう点で、今、全国的にもご存じのとおり、佐賀県の武雄市の図書館とか、いろん

なところ、ＣＣＣとかが運営したりですね、いろんなことをやっておりますけれども、そういうもの

を見ると、この大津町でですね、これはどうかと思いますけれども、外部委託、図書館の外部委託は

どうかというふうなことをちょっと教育長のお考えをお尋ねしたいと思います。外部委託というと、

何かこう節約というか、なるだけこうよか案配にという、そんな雰囲気なんですけれども、この図書

館に関して言うと、住民サービスの向上をあくまでも図るという、そういう観点があります。それで

も、なおかつ経費削減、職員削減、そういうことを目的にされるかもしれませんけれども、あくまで

も公共サービスの水準の確保、ここら辺をわきまえた上での外部委託というのが考えられると思いま

すけれども、そこら辺のことについてはいかがでしょうか。 

併せて、先ほど駐車場不足の話があって、あそこの図書館の南側の駐車場から南を見ると、教育長、

何が見えますか。中央公園が見えますね。中央公園にはたくさん駐車場がありますけれども、私とし

ては、不可能かもしれませんけれども、図書館側から中央公園側にちょっとこぎれいな、かわいらし

い橋を架けてですね、子どもたちが渡りたくなるような橋を架けて、公園に行った子どもたちがその

まま図書館に来るとか、お父さん、お母さんは中央公園に止めて、遊びながら図書館でまた時を過ご

すとかですね、そういうことも考えられるんじゃないかなと思いますけれども、そこら辺も含めて、

教育長のお考えをお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） まず、駐車場のほうからお話ししたいと思います。今年度の予算でですね、

駐車場については予算化をしておりまして、何台増えるかわかりませんけれども、そういった計画が

あるということでございます。確かに中央公園が目の前にございまして、橋を架けるという話も、以

前、職員の中で話題になったことがございます。将来的にはそうなればいいなと私たちも思っている

ところでございます。 

それから、民間委託の件だと思いますけれども、この民間委託の件につきましては、以前検討した

経緯がございます。今のところですね、直営でやるというようなことになっておりますけれども、将

来的にですね、民間委託というか、指定管理者、一部民間委託とか、できない施設ではないというふ

うに考えているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 山本議員にお答えをいたします。 

まず、外部委託と民間委託といいますか、それにつきましては、今、部長のほうから答弁いたしま

したけれども、将来的にですね、そういったのも一つの方策ではないかということで、やはり将来を

見据えて幾つかの案といいますか、策を考えておくと、ストックをしておくといいますか、そういう

ことは非常に大事だろうなと思っております。それがすぐそこへ移行できるかどうかは別といたしま

して、一つの方策としてですね、検討しておくということは必要ではないかと思っております。 

それから、中央公園からの移動をスムーズにするためにＪＲを超えた橋ということでございますけ

れども、どれだけの子どもたちが本当に親子で図書館へ向けて移動、動いてくれるのかというのは、
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やはり実態といいますか、普段どのぐらいの親子が日常的に利用し、またどれぐらいの方が図書館に

関心を持っていらっしゃるか、そういうことも含めてですね、やはり現状、しっかり把握しておかな

いと難しい面もあるのかなと思っております。それ以外にも、先ほど議員のご指摘の中に、１３歳か

ら１８歳でございましたですかね、中高生の利用が少ないんではないかというお話ございました。い

ろいろ原因考えられると思います。いろんな活動を行っているのは時間的余裕がないとかですね、そ

ういうこともあるかと思いますけれども、一つは私、いろいろ子どもたちの様子を見ておりますと、

本当に読みたいというか、関心のある本があるのか、図書館にいればある、自分が今興味を持ってい

ることについて読んだり調べたりするものがあるとかですね、それから、以外と中高生は学習をしに

来るんですね。県立図書館なんかは学習ルームございますけれども、そういったことで来館者が多い

場合もございます。それからもう一つの要因として、やっぱり中学、特に高校になりますと大津高校

の図書館に行きますと数万冊の蔵書がございまして、その辺の小さな公共図書館では適わないぐらい

の高校は図書室をそれぞれ持っております。そういった意味で、もう図書館に行かなくても大抵のこ

とが自分の高校の図書館で間に合うというか、そういう面もあって、足がなかなか向かないとかいう

面もあるかと思います。とにかくですね、いろんな要因が考えられますので、そういうことも含めて

ですね、やはり子どもたちの生の声を聞いて、あるいはリクエストを聞いてですね、こんな本があれ

ば行きますとか、こんな施設があれば行きますとか、そういう生の声を広いながらですね、それに少

しでも対応できるような方向は一つの方向性として持っておかなければならいかなというふうに考え

ております。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 今、高校生がですね、勉強はしに来るというふうなことなんでしょうけど、図

書館に一回来たらもう絶対離さんぞという、そういうふうな気概を持ってやれば先が見えてくるんじ

ゃないかなと思います。東京ディズニーランドあたりもですね、何が一番ポイントかというとリピー

ターですよね。そういうふうなことで、ぜひ人が人を呼ぶ図書館にしていただくようにお願いしたい

と思います。 

また、今、外部委託の件はですね、私もそのような感じなんですけれど、本来やはり行政が行うの

が図書館は筋だと思います。だけども、施設は民にはならないならば、職員の方々の頭をですね、半

分以上、民に変えていただいてお仕事をしていただきたいと思います。知恵を出して、実現に向けて

行動をお願いしたいと思います。一つの例で、菊陽の図書館がちょっと何カ月かのうちに図書館海援

隊プロジェクトにかたったという、そういうふうな話があっておりますけれども、文科省が推進して

いるプロジェクトなんですけれども、これがどうかって、これで本図書館が賑わうかというと、そう

かどうかはわかません。ただ、菊陽の図書館の方々はですね、何でもいいって、図書館のために何か

をやりたい、そういうことでやはりこの海援隊プロジェクトあたりをしっかり見て、これにかたって、

文科省のアドバイスを受けながらやっているという、そういうような、隣町ですけれども、そういう

こともあります。ぜひ、弛まない改善がですね、住民の福祉向上につながるということの認識でお願
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いしたいと思います。 

続きまして、２問目の道徳教育、またまた教育長と話をしないといけないんですけれども。文科省

は、道徳の強化について、学習指導要綱改定案の公表をしています。すなわち、現行の道徳教育は、

読み物中心の形式的な事業であり、今後、自ら考え議論する道徳教育に転換する必要があるとの中央

教育審議会の答申を踏まえたものであります。この学習指導要綱改定案は、今後パブリックコメント

などを経た上で正式に改定され、道徳は特別の教科として小学校で平成３０年度から、中学校で平成

３１年度から導入される予定と聞いております。しかしながら、このことについては個人が持つ各種

の権利の侵害につながりはしないかという意見もあっております。そういうことで、そもそも道徳に

ついて議論するのは非常に難しいことではあります。生まれた環境、育った環境、親の環境、それぞ

れの立場など、様々な違いがある人間に対して、一律のケアめいたものを与えるとすること自体に、

やや無理があることも事実であるからです。文部科学省の道徳教育に対する定義は、児童生徒が人間

としてのあり方を自覚し、人生をよりよく生きるために、その基盤とする道徳性を育成しようとする

ものとしています。具体的に、小中学校に関して言えば、道徳教育は道徳の時間、すなわち年間３５

単位時間でありますが、これを要として、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動のそ

れぞれの特質に応じて、学校の教育活動全体を通じて行うものとしています。そして、児童生徒の道

徳性を、１、自分自身に関すること、２、ほかの人との関わりに関すること、３、自然や崇高なもの

との関わりに関すること、４、集団や社会との関わりに関することの４つの視点から分類整理し、内

容項目を示して指導を行うとしています。最終的には、これからそれぞれの学校長の方針の下で道徳

教育の推進を主に担当する教師である新しい道徳教育推進教師を任命し、そこを中心に全教師が協力

して道徳教育を展開していくわけです。しかしながら、道徳教育を進める上で懸念されるものも多い

とされています。異なる資質や特性を持ち、その成長には個人差がある子どもたちへの評価をどのよ

うにするかということや、指導をすることになる教員の方々の道徳に対する捉え方の相違、そもそも

持っている能力や意識の違いがあると思われ、いわば指導者の資質の点が問題視されております。道

徳に関しては答えが見つからないものも多数ありますけれども、こういう機会ですので、ここで大津

町の教育行政のトップである教育長に、この道徳教育に関する認識を伺いたいと思います。評価の仕

方、指導者の資質の違いから来る指導の温度差等についての認識をお伺いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 山本議員の道徳教育についてのご質問にお答えをいたします。 

現行の小学校学習指導要領の道徳の目標は、今、議員がご指摘のとおりでございます。最終的には、

すべての教育活動において、そういった道徳性を育むということでございます。その中核が今道徳の

時間ということになっております。そして、発展的な指導によって、補充、進化、統合して、最終的

には道徳的実践力、実践力を育成するということが最終的な目標になっております。現在、文部科学

省では道徳教育充実のための抜本的な改善策として、新たな枠組みによります道徳の時間の教科化を

中心に、特別の教科道徳の教育課程への位置づけを進めております。改善の方向の例といたしまして

は、１、目標内容を、より明確化、具体化する。それから、２、指導方法については、児童生徒の発
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達段階を、より重視するとともに、実践を伴う技法的な指導も積極的に取り入れる。道徳の時間と他

の教科等との連携を強化する。３、一連の教科のように数値による評価はしないなどが示されており

ます。特に３につきましては、国語、算数、理科、社会、こういったのは属に教科と読みまして、最

終的には評価テスト等で点数化して、最終的に評定、５、４、３、２、１とかですね、５段階評価と

か３段階評価とかの評定を出すわけでございますけれども、道徳は心の問題ですので、これを数値化

して、あるいはテストをしてですね、あなたは５ですよ、あなたは２ですよというような、こういっ

た評定には馴染まないということで、そういった数値化による、数値による評価はしないという方向

性を打ち出しているわけでございます。文部科学省におきましては、その特別の教科道徳の正式な教

科化は、平成３０年度以降と考えておりますけれども、熊本県の教育委員会は平成２８年度にも先行

実施を考えております。また、文科省は道徳の教材として、昨年度まで廃止しておりました心のノー

トを全面改定し、今年度より私たちの道徳が配布されております。これには、歴史上の偉人伝、スポ

ーツ選手のエピソード、いじめの未然防止につながる題材や日本の伝統文化に関する読み物等が盛り

込んであります。また、今回の私たちの道徳は、家庭持ち帰り、家族で一緒に考えたり話し合ったり

できる内容となっております。さらに、熊本県教育委員会は、道徳教材、熊本の心を県下の小中学校

に配布しており、各学校においては道徳の年間指導計画や諸教育活動に位置づけ、積極的に活用がさ

れております。そのような中、大津町では大津町教育基本構想の重点努力事項の一つに、体験活動と

の関連や教材開発、ゲストティーチャー活用による道徳の時間の充実を掲げ、豊かな心の育成に努め

ております。本年度は、美咲野小学校が熊本県道徳教育用郷土資料、熊本の心活用研究推進校として、

熊本の心を核として、学校全体で道徳教育を推進いたしております。さらに、美咲野小学校には熊本

県教育委員会が推進しました道徳事業のマイスターの教員が勤務しており、その教員のリーダーシッ

プにより、教職員の道徳教育の指導力向上も図られております。これらの取り組みを道徳の時間の公

開事業と講演会の内容で研究発表会を２回、具体的には１２月１２日と１月１９日のこの２回に渡っ

て開催をいたして、研究の成果を熊本県下へ発信をいたしました。また、２回の講演とも中央教育審

議会道徳教育専門部会の先生から特別の教科道徳や今後の道徳教育について研修を深めることができ

ました。これには、県の教育長もご参加されたところでございます。この研究発表会には、大津町の

小中学校からも多くの教職員が参加しており、町内のすべての小中学校における道徳教育の充実に向

けての貴重な研修の機会となりました。これからの道徳教育は、議員ご指摘のとおり、教職員のすべ

ての教育活動での実践的指導力と道徳の時間の授業力が求められると、このように考えております。

これまでの道徳教育の成果と美咲野小学校での教育実践を生かしながら、さらなる道徳教育の充実に

努めてまいりたいと、そういうふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） るる説明いただきましたけれども、道徳教育を進める上でですね、一番大事な

ことは何かということを常に考えていきたいということですね。ハード的な、今いろいろご説明があ

りましたけれども、そういうものは大体、これは国を挙げてのこの施策ですので、万全を期していっ

ていると思います。だから、そういう点ではあまり言うことはないと思うんですけれども、そういう
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いろいろなことを考える中で一番大事なのはですね、私が思うには、やはり現場の指導する先生方で

すよね。多分、今、平成２８年度から先行ですか、模索だから平成３０年度からになるかもしれませ

んけれども、それに向けていろんな先生方、研修とかですね、そういうことを発表会とかされている

と思いますけれども、一番悩み、苦しみされるのは、その現場の先生方という判断を私はしておりま

す。だから、その方々のやはり負担といいますか、負担にならない方もおられますよね、ベテランの

先生方、ベテランとか若い方とは限らないかもしれませんけれども、そういう負担になっている先生

方のその、そういうものを取り除くために、どうせにゃんかとかですね、そういうことはしっかり考

えていかないといけないと思いますけれども。この公立学校の話なんで、道徳に関して宗教という話

をすると、ちょっとこう何かあれかもしれませんけれども、教育長におかれましては、その一つ、道

徳と宗教についてのお考えはいかがでしょう。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 幾つかあったと思いますけれども、まず現場の実際指導いただく先生方の力

をつけるということでございますけれども、先ほど申し上げましたように様々な研修会、開催してお

りまして、私は大津町は県下では先進的な取り組み、美咲野小を中心にやっていると思っております。

そして、先ほど言いましたように県のマイスターの教員もおりましてですね、そこに習いに行けば、

本当に全国でトップレベルの実際の指導、授業も見れます。いつもその先生がされる授業は、もう教

室いっぱいに県下の先生が見に来られますけれども。そういったことで、大津の先生方は、逆にすぐ

身近にいらっしゃるということで、大変得をしているなという感じもいたしておりまして、そのあた

り大いに活用していくということと、各学校に今後、道徳の推進教師が創設されますので、そのあた

りを中心にですね、やはり校内でしっかり研修体制を組むということは大事だろうと思っております。 

実際、私の友人に元文部科学省の教科調査官で、現在、宮城教育大学の大学院の教授をしている人

物がおりますけれども、彼には先般、大津町にわざわざ宮城から来ていただきまして、国語の授業を、

大体国語の調査官でしたので国語の授業を大津小学校で公開していただきました。町内の全小中学校

から最低３名出してくださいということで、全国でもトップレベルの授業をしていただきました、実

際に。彼は、道徳も文部科学省で担当しておりましたので、齊藤さん、今度は道徳をやってもいいよ

と言っておりますので、今度は、なら道徳を頼もうかなと、来てくれると言ったら、ああ、喜んで来

ると言っておりましたので、そういったことも引き合いに出しながらですね、もっともっと先生方に

全国の最先端の刺激を与えていきたいなという考えを持っております。 

最後に、道徳と宗教についてということでございますけれども、公教育でございますので、宗教の

時間等はございませんですね、これはもう当然でございます。私自身の個人的には、ミッション系の

高校とかいろいろございますけれども、そこではもう当然やられておるわけでございますが、そこに

おきまして、やはり子どもたちの道徳性とか、心の陶冶がどういうふうになっているのか、私も実際

にその現状をつぶさには見ておりません、何とも言えませんけれども、そのあたりの先生方のお話を

実際に私も聞いてみてですね、本当に子どもたちがそういった時間を通して道徳性の涵養とかですね、

真価にいい影響をあたえているのかということも考えながらとは思っておりますけれども、それを即
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公教育である我が町の教育に、小中学校に云々ということは、ちょっと難しゅうございますので、自

分自身の心を磨くといいますか、人格を磨く上ではですね、そういったことも個人的には興味関心ご

ざいますけれども、それと私の個人のそういった思いと、実際の教育長としての立場の町内の先生方

へのことを考えて云々ということは、一切考えてはおりません。そういうところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） ちょっと私の質問の仕方が悪かったかもしれませんけれども、教育基本法第９

条にですね、ちょっと載っています。宗教に関する涵養の態度及び宗教の社会生活における地位は、

これを尊重しなければならないというのが教育基本法にあります。私は、特定の宗教とかいうことじ

ゃなくて、今、ちょっと前段で言わんといかんのか、宗教的な心ということを少しやはり大事にした

いということを思いますよね。だから、先ほど先生方の負担を減らそうという話をしたんですけれど

も、減らすためにはどうせにゃいかんかというと、やはり指導要綱にもありますけれども、家庭とか、

地域社会を巻き込んでやりましょうというのがありますけれども、そういう地域社会の中にですね、

やはりお寺の住職さんとか、神主さんとかですね、いろんな人の生き方について、かなりその道の方

面に詳しい方がおられます。だから、時にはそういう方々をゲスト教員というか、そういうことでし

ていただいてですね、多分いろんな道徳、今度初めて教科になるので、あっちこっちに方針が行くか

もしれませんけれども、いろんなものを試して、現場の先生方の負担を減らすというですね、そうい

うことも考えていただきたいと思っております。何も特定の宗教を入れなさいと、そういうことを言

っているのではありません。ただその心というのが、今ちょうどお彼岸の時期なんですけど、昨日彼

岸の入りですよね。こういう彼岸なんて、子どもたちにぽすっと言ってもですね、先祖を敬う期間で

すよとか、そういうことなんでしょうけれども、それについてしっかりこう教えることができる方と

いうのは、やはり先生方ではちょっと無理があるかもしれないし、その方面の専門の方々をその都度

招いて、そういうふうな授業もですね、地域あげて、家庭あげて、全校的にやるというふうなことで、

道徳教育を推進していただきたいと思います。これは３０年度なんで、あと３年後ですかね、３年後

なので、教育長も私ももういないかもしれませんけれども、町当局の今後の道徳教育に関して、さら

になる推進を図られるように祈念しまして、私の一般質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩します。３時４５分から再開します。 

午後３時３９分 休憩 

△ 

午後３時４６分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、大津町民の皆さん並びに日本共産党を代表いたしまして一般質問を行

います。 

この３月定例会、ちょうど４年前が３・１１の東日本大震災があり、また福島第一原発の爆発で４

年前ハラハラしながら過ごしていたことを思い出して、一刻も早くこの被災地の人たちの復興、何よ
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りも生活、生業が成り立つよう祈っております。同時に、未だに事故原因がはっきりしない福島原発、

二度とこういう事故が起きないように、原発の再稼働がなされないことを求めておきたいと思います。 

本日の私の質問は、戦後以来の幼稚園、保育園、こうした子どもたちが過ごす、幼児期を過ごすこ

の大切な制度、施設でありますが、その制度がまさに根幹から切り替わろうという、子ども子育て支

援システムが今回平成２７年度から施行されることになるわけであります。その中でも、まず第一に

お尋ねをしますのは、幼稚園の保育料の問題でありますが、この子ども子育て支援新システム、名前

のとおり子育て支援を充実させるための法律であるべきであり、また名前もわざわざ支援が入ってい

るわけであります。その中で、当初政府は幼稚園の幼児教育の無償化を進めると言っておりました。

そのために、消費税の増税が必要なんだと言っておりましたが、結局３％の増税じゃ足りないから、

さらなる充実をしてほしかったら１０％の消費税増税を我慢しろと、こう言っているようなことを実

際やっているわけであります。 

そこで、今回の幼稚園におけます保育料の改定がなされておりますが、幼稚園におきましては、保

育園は夫婦共働きでないと原則保育所は入所ができないという原則がございますが、幼稚園の方々は、

とりわけ夫がフルタイムと。反対に奥さんの妻のほうがフルタイムという場合もあるかもしれません

が、一般的には夫がフルタイムで妻のほうがパートと、短時間勤務という方が、そういう世帯が多い

と思われるわけです。つまり、夫または妻の収入次第で生活が厳しい世帯も多いと思われるわけであ

ります。 

そこで、今回幼稚園のこの保育料負担額を決めるにあたって、市町村民税の額によって大津町では

第１から第６階層まで区分がなされております。いわゆる応の負担、能力に応じて保育料金の負担を

するという原則があるわけであります。そこで、私はほかのいろいろな自治体の幼稚園のこの保育料

も調べてみたところであります。とりわけ、第１階層は生活保護の世帯でありますので、それ以降の

第２、第３、第４階層、これらの人たちにとって幼稚園の保育料が引き上げになる、そういう事態は

避けるべきであると。本来、子育て支援を充実させるということであれば、そういった引き上げを避

けるのは当然だと思うからであります。また、先般、大津町の公立幼稚園、大津と陣内幼稚園の２園

の後援会、保護者の皆さんから、いわゆる要望書が出されております。いわゆる現在の幼稚園は、朝

子どもを預けて、大体午後３時に終了しているわけであります。幼稚園の保護者の皆さんの大半は、

要するに家庭保育を重視したい、家庭でなるべく子育ての時間を多く取るという選択をなさっている

ということであります。ですから、働いて収入がない方もおられるわけであります。そういう意味で

ですね、町の保育料の改定を改めて見てみますと、教育長のほうにも、また担当部長のほうにも資料

はお渡しをしましたが、いわゆる第２階層、市町村民税が非課税の世帯ですね、これは国の資料でも

世帯の年収が年間２７０万円以下、これはモデル世帯でありますからあくまでも試算でありますけれ

ども、概ね年収２７０万円以下ということです。２７０万円で親子３人が生活をするといったら、も

うまさに暮らしは精いっぱいでありましょう。貯蓄をする余裕などは普通はないはずであります。そ

れから、第３階層が税額が４万８千６００円以下と。私は、これから、税額から逆算をして世帯の年

収は一体どれぐらいだろうということで逆算をしますと、年収が３００万円から３５０万円ぐらいで
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あるかということで、ほかの自治体でも既にこうした逆算をして世帯年収の推計をしてこれをホーム

ページに載せている自治体もございました。それから、次の第４階層が税金が７万７千１００円以下

ということでありますが、こちらの年収が約３６０万円。その後、第５階層、第６階層と、一番最高

の第６階層になりますと年収が８００万円とか、９００万円とか、１千万円とか、そういう方々にな

るわけであります。１千万円も年収があれば保育料が上がろうがどうか、あまり影響はないと思われ

ます。 

そこでですね、一つは階層区分の見直しが必要であると思うわけであります。私は、結婚をして子

どもを２人保育園に預けていた時代が埼玉県の所沢市でございましたので、所沢市の今回の改定案を

引き出してみました。幼稚園に関しては、階層区分が１３階層に分かれております。大津町の６階層

に比べて倍以上階層が分かれております。大津町の一番保育料の少ない３千円ですね、月額３千円が

非課税世帯でありますので、所沢市では非課税世帯は月額千円であります。最高額は、大津も所沢も

そう変わりはありません。要するに、細かく所得階層を区切って、なるべく負担に無理がないように

と、こういう配慮がなされているわけであります。ですから、我が町におきましても、こうした階層

区分をもっと細かくして、とりわけ市町村民税が非課税世帯、本当に生活だけでもめいっぱいのとこ

ろでありますので、この保育料を見直してこうした配慮をするべきではありませんかということであ

ります。 

それから、併せて多子世帯減免制度がございます。幼稚園におきましては、小学校３年生までを、

その下に子どもさんが、兄弟がおれば、一番上の方が第１子、第２子の方は半額、そして第３子は免

除ということで出されておりますが、小学校、なぜ３年生なのかということですね。私は、せめて義

務教育の中学生まで、第１子が中学生に達するまでは、こうした減免制度を拡充する必要があると思

うわけですけれども、いかがでしょうか。 

それから、一人親家庭、町の案を見ますと、第２階層と第３階層のみ、母子、いわゆる一人親家庭

の減額がうたわれております。第２階層については、もう０円になっておりますが、第３階層は一般

の家庭に比べてわずか千円の減額しかなされておりません。こちらも大体母子家庭が多いかと思いま

すけれど、母子家庭に対する配慮が足りないと思われますが、この点についてもいかがでありましょ

うか、お答えをいただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長齊藤公拓君。 

○教育長（齊藤公拓君） 荒木議員の幼稚園保育料の引き下げをのご質問にお答えいたします。 

幼稚園保育料については、子ども子育て支援法の施行に伴い、条例、規則で定める予定で、条例に

つきましては今議会に提案をいたしているところでございます。幼児教育の無償化については、政府

においては連絡会議等を設置され検討されているようではありますが、新聞報道等では、平成２７年

度の国の予算においては幼児教育への支援策について幼稚園に通う３歳から５歳児を持つ低所得世帯

への負担軽減などにとどめることを決めたと報道されておりました。大津町内の幼稚園においては、

公立幼稚園は平成２７年度から新制度に移行し、町内の２つの私立幼稚園は２７年度は新制度には移

行しない選択をされております。したがいまして、新制度に移行する幼稚園の保護者の方は、今回制
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定予定の利用者負担額を使用料として支払うことになります。また、旧制度に残る幼稚園の保護者の

方は、これまでと同じように、各幼稚園で定められた幼稚園保育料を支払い、幼稚園就園奨励費補助

を受けることになります。 

さて、利用者負担額につきましては、子ども子育て会議を含め、いろいろな方からご意見をいただ

き、検討を重ねてまいりました。今回の利用者負担額の案については、国から示された利用者負担額

案を基に作成しておりますが、この国の案につきましては、全国の幼稚園保育料の平均額から幼稚園

就園奨励費補助による減額となった保育料を基本に策定されております。大津町においても、これに

基づき保育料を設定いたしております。国の平成２７年度幼児関係予算案の概要によりますと、平成

２７年度の幼稚園就園奨励費補助については、昨年に引き続き低所得世帯の保護者負担の軽減を図る

とされており、今年度も幼稚園就園奨励費補助が予定されているようであります。 

このように、新制度に移行する幼稚園も、新制度に移行しない幼稚園も、最終的には同様な階層区

分により保護者の方は保育料を支払うこととなります。利用者負担額案の階層区分については、大津

町は国の示す第３階層の市町村民税所得割課税額７万７千１００円以下を４万８千６００円以下と７

万７千１００円以下の２つの区分に分けて、低所得世帯に対する細やかな配慮を行ったところであり

ます。大津町においては、新制度に移行しない幼稚園もあることから、階層区分についてはこのよう

な区分を設定したところであります。 

次に、３人以上の多子世帯の減免制度の拡充についてですが、新制度においては同一世帯において

満３歳から小学校３年生までの範囲にある子どもが複数人いる場合には、最年長の子どもから順に、

２人目は半額、３人目以降については無料となっています。また、新制度に移行しない幼稚園の幼稚

園就園奨励費補助においても、これまでと同様であることから、大津町においてもこの制度を基に多

子世帯の軽減を図っていく予定であります。具体的なことについては、今後国の動向も踏まえながら

調査検討を重ねてまいりたいと存じます。 

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 教育長のほうから階層区分については細やかな配慮をしたと言われておりま

すが、しかしこの格差は一体細やかな配慮に当たるのかどうか。先ほど所沢の例を言いました。先ほ

どは１３階層と言いましたが１２階層です。大津町では６階層、半分ですよ。これが３分の２ぐらい、

２対３ぐらいだったら、まだ細やかな配慮に努力をしたと私も努力をなさったなと評価をするところ

でありますが、１２対６は、これは圧倒的に倍ですかわね、細やかな配慮をしているとは、ちょっと

努力の跡はとても評価はできないと思うわけです。ですから、このまま６階層のままで押し切ってい

くのか。保護者の皆さんは、各世帯の年収によっては２倍から３倍、４倍、保育料が上がる世帯もお

られると、そのように保護者の方から伺っております。そういう実態がある以上は、とても細やかな

配慮をしているとは、細やかな配慮とは言えないんではないですか。もう一度、答えを願いたいと思

います。 

それから、多子世帯減免制度、小学校３年生というのは第１子とカウントすると。これは、もう全
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国的にどこでもそうなんですよ。じゃ、何で小学校３年生ですか。国が言うたから３年生までしまし

たなんですか。４年生になったら生活が楽になるんですかということなんですね。進んでいるところ

は、満１８歳まで、いわゆる高校生まで第１子としてカウントしてやっているわけです。まさに、国

の言いなりではない。独自の細やかな配慮がなされているわけです。ですから、この多子世帯減免制

度の見直しが、本当に細やかな配慮であれば見直す必要があるのではないですか。もう一度お答え願

いたい。 

もう１点、一人親家庭です。多分、幼稚園ですから一人親というとほとんど母子家庭だと思います。

母子家庭の方に限って、千円の減額しかなされていないということです。この点についてですね、今

議会に係っております大津町男女共同参画推進条例が今、明日採決されるわけですが、とりわけ女性、

一人親、社会的弱者ですね、そういう女性の人たちが子育てをすることについても配慮を求めると、

条例では男女共同参画社会ではそのように趣旨がなされているわけであります。この男女共同参画推

進条例からしても、母子家庭にわずか千円しか減額をしないというのは、この条例の趣旨にも反する

んではないですかということであります。 

以上３点について、もう一度お尋ねをします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質問にお答えしたいと思います。 

まず、階層の区分のことでございますけれども、これにつきましては、先ほど所沢市の例を示され

ましたけれども、なかなかですね、この情報を近隣の市町村、特に公立の幼稚園を持っているところ

というのが少のうございます。近隣で申しますと、熊本市、それから菊池市、それから益城、その辺

が一番近いところなんですけれども、そういったところといろいろこう情報を交換したんですけれど

も、なかなか最後までどのような状況で設定するのかというのはなかなか見えてきませんでした。一

番参考になるのが、熊本市、いつも議員は熊本市を参考にしろということでございましたので、熊本

市のほうと直接私も電話をしてお聞きしたんですけれども、きめ細やかな情報については得られなか

ったということでですね、向こうもこう非常に議会前だったもんですから言えないというようなこと

でございました。でも結果的に、熊本市と比較をしてみますと、大津町のほうがですね、全体的に安

うございます。荒木議員さんもご存じだと思います。そして階層区分もそう変わらないと、大津町の

ほうがある程度こう安くして、低所得者についても配慮しているんじゃないかなというふうに感じて

いるところでございます。 

いずれにしても、今回、そのような中でですね、国の制度でございますので、まずは国の制度を基

本としてですね、階層区分でされたところがほとんどの自治体じゃないかと思っております。今回、

本会議のほうでも荒木議員さんのほうから質疑いただきましてですね、確かにそういった形で保護者

等への説明会も何回かしたわけでございますけれども、国基準の決定がぎりぎりでございました。最

初、３千円のところは９千１００円だったと思います。それが、最初は０になるかなと思っていたん

ですけれど９千１００円が３千円ということでございます。そういったことでぎりぎりだった関係で

ですね、なかなかこう決定ができなかったために保護者への周知期間が不足したため、保護者の皆様
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に混乱や心配された点があったことについては、反省をしているところでございます。 

今後については、先ほど議員さんもおっしゃった、消費税の動向もございます。それから、国は幼

児教育の段階的無償化に向けた取り組みの推進を図るとしております。そして、何日か前の新聞では、

議員がご指摘のとおり、多子世帯の拡充についても図る計画であるという、そういった内容の記事が

載っておりました。当然、国も少子化対策には力を入れるということで期待をしているところでござ

います。そのような中でですね、新制度が始まった後に利用者負担額の基準の見直しをする時期が来

ると思います。そして、私立幼稚園の今後の新制度への移行時期もあると思います。大津町は、まだ

新制度に移行しておりません。２園ございまして、１園について新制度に移行するという意向は聞い

ております。それから、大津町からほかの町村に行っていらっしゃる幼稚園の保護者もございます。

ほかの町村の幼稚園の動向もございます。大津町だけじゃなくてほかの幼稚園ですね。それから、認

定子ども園の状況がどうなるのか、サービス内容についても、これは不透明でございます。そのよう

な問題も勘案しながらですね、今後そういった公立としての役割、私立のサービスの状況等を勘案し

ながらですね、平成２７年度は据え置いておりますので、平成２８年度が半分の数値を示しておりま

すので、そういった期間も含めましてですね、公立の方向性や財源、この財源も、町の下げた分につ

いては町の一般財源になりますので、その辺も含めましてですね、それとマンパワー、これは公立の

場合はサービスを拡充するときについては、幼稚園、保育士の資格を持った職員が必要になってきま

す。そういったサービスも含めたところの内容等について、今後保護者とも十分協議をしながら、必

要に応じて子ども子育て会議の意見を尊重して教育委員会で慎重に進めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 今のような状況は、多分この所沢市でも同じような状況はございます。私は

そこに大分長く住んでおりましたから、保育所にも子どもを預けておりましたから。当時、あのころ

はサラリーマンでしたので、夫婦で年収１千万ぐらいはありました、３０代で。年収１千万あればで

すね、１万円が２千円、５千円、２万円になっても、特に困りはしないんですよ。ところが、この第

４階層を見てください。年収３６０万円ですよ、夫婦で。私は、この間、子育て世帯の負担がどうな

っているかというのをこの間調査をしてまいりました。子育て世帯は本当に、特に所得の低い世帯に

とっては大きな負担増が連続であります。その一つは、子ども手当てが廃止をされました。現在は、

児童手当に、元の制度に戻されてしまったわけでありますが、これだけでも１人当たり年間で３万６

千円の実質の負担増になっております。それから、同時に今度は年少扶養控除、所得税においては１

人当たり３８万円、住民税では３３万円の控除制度がなくされてしまいました。高校生も減額されま

した。年少扶養控除の廃止だけでも、自動的に所得税、住民税が５万２千円の増税になっております。

本来、この生活ぎりぎりのところに税金を課してはならない、生計費に税金を課してはならないとい

うのは税金の原則であるにも関わらず、こういうことがなされて、年収３００万円、あるいは４００

万円に満たない世帯にとっては、本当に暮らしがきつくなるばかりであります。先ほど言いました男

女共同参画社会、この理念にも大きく反するわけであります。さらにですよ、財源が消費税増税を人
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質に取ってるような今政府のやり方でありますが、３００万円夫婦で年間生活しておりましたら、自

動的に消費税が９万円、３％、９万円負担増になっているんですよ。消費税の負担増、特定扶養控除

の減額の負担増、年少扶養控除での増税、子ども手当ての廃止、これで子育て世帯はこの間、この数

年間ですね、大きな負担増の連続となっているわけです。だから、私はもっと、口だけではなくです

ね、細やかな配慮をするということであれば、この所得の人たちがどういう生活状況であるかという

のを真剣に配慮をしてほしいと。ですから、保護者の皆さんとこれからまた話し合いをされるという

ことを確認しておりますので、そこに期待をしてですね、本当に生活に見合った細やかな配慮を求め

ておきたいと思います。 

そこで、次に２番目の質問に移りたいと思います。今度は、保育所の料金の問題であります。先ほ

ども言いましたが、子ども子育て支援新システムは、子育て支援の充実、それから少子化の解消と、

少子化がまさに大問題となっているわけです。ですから、２人、３人子どもが産まれるところについ

ては、やはり優遇措置、減免制度も充実をさせて、なんとかこの少子化に歯止めを掛けなければなら

ないというのが、政府もそう言っているわけです。ですから、支援の新システム、支援が充実をする

システムでありますならば、保育料金の引き下げは当然であると私は思うわけです。この支援新シス

テムに移り変わるときに、これまでは各世帯の所得税の額によって保育料が決まっておりました。と

ころが途中で年少扶養控除が廃止をされましたから、そのままでは保育料が自動的に上がってしまう

ということで、この年少扶養控除の見直し適用がずっと続けられてきたわけであります。そして、今

度はこの所得税の判定を止めて、全部市町村民税の額によって階層を区分するということになったわ

けであります。これも、教育長のほうに資料をお渡しをしましたが、先ほどの幼稚園と同様でありま

すが、一つは階層の区分がやはり少ないということです。全体の階層区分では、大津町が１３階層で

ありますが、熊本市は、先ほど言いました１６階層です。さらに、先ほど言いました所沢市は２０階

層です、２０に区分をしているんですよ。まさに、これでこそ、細やかな配慮がなされていると言え

ると思います。しかもですね、第５階層ですかね、住民税が５万円未満ぐらいの階層ですね、世帯の

年収にして４００万円にいくか、いかないか。夫婦で働いてですよ、年収が４００万円いくか、いか

ないか。本当にこの辺の世帯が一番きついかと思います。 

そこでお尋ねをしますが、今度のこうした制度改定によって、ちょうど間にいる方は全く収入は同

じなのに保育料が自動的に上がってしまう、階層が１ランク上がってしまうと、そういう方が多分出

てくると思われます。少なくともその方については、やっぱり配慮をするべきであると思うわけです。

それから、そもそもこうした低所得世帯に対する保育料が高すぎるということです。第２階層が市町

村民税非課税の世帯、年収が夫婦で２７０万円以下の世帯でありますが、大津町は０歳児、３歳未満

児で８千円です、月額が。熊本市は４千円です。それから、所沢市は、もっと安いですね、細かく階

層区分を変えることによって、低所得のところには本当に配慮されております。所沢市は千円ですね。

それから、均等割課税のところが所沢が４千円なのに、熊本市が１万円ですが、大津町は１万４千円

です。二人で働いてですよ、年収が３００万円しかないんですよ。よその自治体では、ちゃんとこう

いった配慮がされているわけですね。私は、少なくともこの第５階層以下については、まさに階層区
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分をもっと細かくして、生活実態に合った配慮がなされるべきだと思いますが、そういう配慮は必要

ないと思われますか。お尋ねをいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の保育料の関係についての５階層以下の引き下げについての考えに

についてのご質問でございますけれども、平成２７年４月から子ども子育て支援新制度が始まりまし

て、町では新制度への移行にあたって、国が定める基本指針に基づき、地域のニーズを踏まえた子ど

も子育て支援事業計画を策定しているところです。保育園の保育料については、幼稚園保育料と同様

に、子ども子育て支援法の施行に伴い、条例規則で定める予定で、条例につきましては今議会に提案

しているところです。 

さて、保育所の料金の引き下げということでございますが、町の子育て支援については、保育所施

設整備をはじめ、子育ての拠点施設、学童保育施設や家庭的保育施設にも取り組んできました。また、

ソフト面では子ども医療の中学生までの無料、休日保育等の特別保育事業や障害児児童預かり事業、

ファミリーサポート事業についても、年々経費が増加の傾向にあります。子ども子育て支援新制度に

おきましては、所帯の所得による応の負担を原則として、市町村が利用者負担を設定する形になりま

すが、保育所の保育料につきましては、財源等が不明であるため、現段階においては引き下げは困難

であると考えております。 

詳細については、担当部長より説明させていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質問にお答えしたいと思います。 

今回の利用者負担額案については、国から示された利用者負担額を基に作成しております。利用者

負担額の階層区分については、新制度の町利用者負担額表の第１から第７階層までは低所得者に対す

る配慮を行い、現制度の負担水準を原則として維持しております。そして、第８から第１３階層まで

は、近隣の状況や国基準を勘案して調整を行い、１千円から６千円までの間で調整を行っております。

新制度では、国のほうで公定価格が設定され、公定価格から国が定める利用者負担額を差し引いた額

を国・県・町で負担することになります。なお、各市町村の利用者負担額は、国が定める利用者負担

額を限度として定めることになっていますので、市町村が定める利用者負担額を国が定める利用者負

担額より安く設定した分の額は、市町村が負担することになります。公定価格につきましては、職員

の処遇改善等の質の改善に手厚く加算することが特徴と言われており、平均的な施設で現在よりも総

額が１０％程度上がるとの報道もなされているところです。町長が先ほど申したように、新制度にお

ける法定価格等の財源等が不透明な部分もあるため、現段階においては引き下げ等を実施するのは厳

しい状況でございます。また、階層区分の第４階層をもっと細かく分けてはということですが、現制

度の負担水準を原則として維持し、また現行の階層部分を２つに分けたところです。今後、国の少子

化対策や消費税の動向もありますが、利用者負担額の基準の見直しや多子世帯支援の拡充など検討さ

れていますので、必要に応じて子ども子育て会議で審議いただき、教育委員会で慎重に進めていきた

いと思っております。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 国が決めたから、要するに地方分権の時代だと言いながら、国のことしか見

ていないと。しかし、ほかの自治体では実際やっているわけです。県内では一番大きい熊本市でさえ、

保育料を比べますと第６階層までは大体４千円から６千円、１人当たり保育料が安くなっております。

所沢市は、もっと、まさに大津町の半額程度になっているんですよ。熊本市や所沢市がずば抜けて財

政がいいわけではありません。そこの自治体がやる気があるかどうか、またとりわけ低所得者の人た

ちの生活実態に本当に目を向けて配慮をするかどうかの問題ではないでしょうか。実際、人数を見ま

すと、私が先ほど言いました、一番苦しい年収４００万円程度のところの世帯は、人数にして全体の

１５％ぐらいです。そこの保育料を引き下げたからといって、大津町が破綻をするようなことは絶対

あり得ないんです。子ども子育てを本当に支援を充実する、それからまだ看板が残っていましたけれ

ど、子育て支援日本一の町、多分子育て支援日本一を目指すを最近入れたんじゃないかなと思ってで

すね、以前は子育て支援日本一の町とスローガンが掲げられていたわけであります。それはいいんで

す。職員の皆さんも、本当にこの間、保育所が足りないということで非常に大変な努力をなさって、

町長の英断もあったかと思いますけれど、それは大いに評価をしております。しかしながら、とりわ

けこの年収が４００万円以下の子育て世帯にとっては、本当に辛い、貯金なんかできないですよ、こ

れは。今、貯金ゼロの世帯がどんどん増えておりますが、大体こういった所得が低いということは、

非正規労働ですよ。正規職員になれは、あるいは公務員になれたらこんな心配は全く多分要らんと思

いますけれども、それが本来の自治体が配慮すべき問題ではないですかということなんですね。そう

いうことでですね、もう一度言います、この階層区分がですね、あまりにもこう所得の格差が大きい

んですね。とりわけ第２から第７の間で、例えば３０万円刻みとか、所得がですよ、３０万円とか５

０万円できちんと平均して刻んであればいいんですが、私が試算をしたら、第５階層はわずか２０万

円しか世帯収入ですよ、狭くなっているんですよ。それよりもっと少ない世帯のところは６０万円で

一区切りしてあるわけですね。年間６０万円収入が違えば、それは負担額ももっと区分を変えて、細

かく変える必要があるんですよ。たかが６０万円と思っていらっしゃるかもしれませんけれども、い

かがですかね、町長、６０万円ですよ。これを例えば３０万円刻みにして、階層の低いところはもっ

と下げていけば、配慮の跡が見られるなと私は思うわけですけれども、改めて試算をして、ちょっと

驚いたところなんですけど。この点について、資料は部長のほうに渡しちゃったのであれですけど、

階層区分が余りにもばらつきがあって広すぎる。低所得者のところの階層に対する細かい配慮が必要

ではないかと思われますけど、いかがでしょうか。もう一度、答弁をお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の再質問にお答えしたいと思います。 

この階層区分につきましてはですね、現行の階層を基本に、何回も２市２町の担当者で話し合いを

しております。矛盾があるわけですね。以前が所得税だったやつを、今度町民税の所得割ということ

で、確かにそういう階層については少し開きがあるところがございます。その辺についても、担当者

の中では大分議論になったんですけれども、基本的に今までの階層を基本として考えようということ
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になったみたいで、合わせようということもあったようでございます。いろいろ見えないところもあ

って、まずはですね、今の現行の階層を基本に揃えてはどうかということで、２市２町はまとまって、

階層については揃えようという話になったみたいでございます。ただし、それぞれの保育料について

は、それぞれ現行、今までが多少差があったので、そこまで合わせることはできなかったというのが

現状でございます。今後、先ほど申したように、何らかの形でそういった保育料についてもですね、

国のそういった動きが出てくると思いますので、そのときにですね、もう一回スタートしてからその

辺も含めてですね、階層区分についてもいろんな方法があると思いますので、検討しなければいけな

いということで考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 若い人たちは、私の子どももそうでありますが、非正規労働が本当に増えて

いるんですよ。僕らが若い頃は、真面目に働けば大抵の方は正規労働になれたんです。今、非正規労

働でですね、いくら働いても年収が２００万円、３００万円、上がっていかないんですよ。そういう

のを放っておいて子どもを増やせとか言っても無理な話なんですね。地方自体は、何回も言いますけ

ど住民の福祉の向上が第一番の仕事なんですから、一番こう困っている世帯、そういう、親もそうで

すけど、子どももそれは一番辛い目に遭っているわけです。そういう意味で、引き続きこれは、この

問題は追及をしてまいりたいと思います。時間がありませんので、次に移ります。 

最後に、寡婦控除ですね、一人親家庭で、いわゆる結婚届けを出してないと。婚姻歴のない一人親

家庭は所得税、住民税の税法の寡婦控除の適用外となっております。最近、司法の判断も含めまして、

いわゆる憲法第１４条で、法の下の平等に反するという判決も出されております。 

そこでですね、我が町におきまして、この婚姻歴のない一人親、多分ほとんどが母子家庭ですね、

子どもを産むのは大体女性しか産めないわけですから、つまり母子家庭で婚姻歴のない方が不利な立

場に置かれているのではないかと思いますので、我が町での対応状況をお尋ねします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の一人親家庭みなし控除適用について関連の大津町の状況等につい

ての指摘についてお答えをしたいと思いますが、ご指摘のとおり、税法上の寡婦控除に該当しますの

は、民法上の婚姻関係が成立していることが前提となっております。女性が夫と死別もしくは離婚し

た後に、婚姻していない者、または夫の生死が明らかでない場合に受けられる控除で、これは男性の

場合も同様に適用されます。しかし、法律上の婚姻関係を得ていない非婚の一人親家庭の場合には、

税法上の寡婦控除適用がないため、離別や死別の方と非婚の方とでは寡婦控除が適用されるかどうか

で所得税や住民税、そして税の所得等を基準とする保育料、町営住宅使用料など、金額に違いが生じ

る場合があります。様々な理由から婚姻をしていない状態で非婚の母または父として子どもを育てて

おられる方が制度の上で不利な状況に置かれるということについては、認識をしているところであり

ますが、現在、大津町には児童扶養手当を受給されている所帯が３７５世帯ありますが、児童扶養手

当は寡婦控除の適用がありませんので、そのうち非婚の所帯数がどれぐらいあるかは把握できており

ませんが、同じ一人親家庭で異なる取り扱いに問題ではないかと考えております。収入に応じて区分



 255

のある町営住宅の使用料は、平成２７年中に非婚の母や父について寡婦控除の対象とすることが閣議

決定されました。同様の区分がある保育料についても、他の市町村の状況や国の動向を見ながら、み

なし寡婦控除の創設について前向きに取り組んでいきたいと考えております。 

なお、このようなみなし寡婦控除の取り扱いが各自治体で異なるというのではなく、所得税法の改

正により適用されるというのが本来ではないかと思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君）  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町長がおしゃったとおりだと思います。一刻も早く法律が改定されることを

願っております。 

以上で終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午後４時４４分 散会 
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議 事 日 程（第５号） 平成２７年３月２０日（金） 午前１０時 開議 

                                   

日程第１ 各常任委員会の審査報告について    質疑、討論、表決 

日程第２ 委員会の閉会中の継続調査申出書について      議決 

日程第３ 発議第１号 大津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

          上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第４ 発議第２号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出について 

          上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第５ 発議第３号 「ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見

書」の提出について 

          上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第６ 同意第１号 大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

          上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

                  午前９時５８分 開議 

 

○議 長（大塚龍一郎君） これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、議席に配付のとおり

です。 

 

     日程第１ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。 

これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果について、各委員長の報告を求めます。 

経済建設常任委員長永田和彦君。 

○経済建設常任委員長（永田和彦君） ただいまから、経済建設常任委員会に付託されました案件につ

いて、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

当委員会に付託されました案件は、議案第２６号、２７号、３０号、３１号、３２号、３３号、３

４号関連、３６号、３７号、３９号、議案第４１号の１１件であります。当委員会は、審議に先立ち

まして３月１０日に関係する２０カ所の現地調査を行い、１１日から１２日までの委員会Ｃ室で執行

部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議の経過と概要を要約して報告いたします。 

議案第２６号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、上井手公園のトイレは東屋兼トイレとなっているのか。また、そばにベンチがあるので

利用しにくいのではないかとの質疑に、執行部より、防犯カメラを設置しており、別棟より一体とな
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った多目的トイレでゆっくりくつろげるような造りにしておりますとの答弁がありました。 

また、委員より、現地調査であった危ない箇所はどうするのかとの質疑に、執行部より、手すりを

付けるよう指示をしていますと答弁がありました。 

また、委員より、防犯カメラの電源と録画はどうなっているのかとの問いに、執行部より、太陽光

で電源を確保します。録画はメモリーカードで録画します。画質を落とせば長く録画できますと答弁

がありました。 

採決の結果、議案第２６号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２７号、大津町下水道条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、１２月１日から適用することで問題はないのか。１２月議会の追加議案としてこの２７

号は提案するべきではなかったのかとの問いに、執行部より、１２月に間に合えば早く提案するべき

だったと思います。今後の改正には注意をいたしますと答弁がありました。 

また、委員より、１２月に法律が変わったことを通知しているのかとの質疑に、執行部より、町内

に該当する当事者がいなかったので通知しておりませんとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第２７号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第３０号、町道の路線廃止について、議案第３１号、町道の路線認定についてで

あります。質疑はありませんでした。 

採決の結果、議案第３０号、議案第３１号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

続きまして、議案第３２号、町道の路線認定についてであります。 

委員より、美咲野地区の町道認定は今回で完了かとの問いに、執行部より、計画区域内の町道認定

については全部完了ですが、開発が進めば追加があると思われますとの答弁がありました。 

また、委員より、美咲野地区はすべて町道認定しているのかとの問いに、執行部より、すべて町道

認定しておりますと答弁がありました。 

採決の結果、議案第３２号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３３号、町道の路線認定についてであります。 

委員より、用地は一括調印で事業がスムーズに進むようにとの問いに、執行部より、地権者は協力

的であり、事業説明しながら地元区長の協力を得て用地交渉していきますと答弁がありました。 

また、委員より、家屋などがあるが支障はないか。執行部より、ブロック積み等が一部支障になり

ますが、家屋には影響がないよう計画をしておりますとの答弁がありました。 

また、委員より、今回の道路改良は何年かかりますか。事業全体費はいくらぐらいですかとの問い

に、執行部より、用地が完了すれば工事は１年、長くとも２年で完了予定であります。全体の概算事

業費は約７千万円の計画でありますとの答弁がありました。 

また、委員の意見として、道路拡幅により地元は利便性などが大変よくなる。その辺の説明をしっ

かりしながら地元の協力を得て進めてほしいとありました。 

採決の結果、議案第３３号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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続きまして、議案第３４号、平成２７年度大津町一般会計予算についてであります。 

農業委員会関係におきましては、委員より、３年に１度の大型研修があるとのことだが、前回はど

こに行って費用はいくらぐらいかかったのかとの問いに、執行部より、東北地方に２泊３日で研修さ

せていただきました。費用は１人当たり８万円ぐらいかかっておりまして、全体で２００万円弱であ

ります。今回は台湾研修を計画しております。費用は１人あたり１１万円を予定しております。熊本

空港を利用する関係で３泊４日になる予定でありますとの答弁がありました。 

委員の意見といたしまして、海外研修につきましては住民の目が厳しいと思われますので、いろん

な意見はメモを確実にとられてきちんと報告をしていただきたいとの意見がありました。 

経済部農政課関係におきましては、委員より、農業総務費の献穀事業推進事業協議会負担金１００

万円については、決算後残金が生じた場合は関係市町とＪＡに返還するのかとの問いに、執行部より、

決算後に残金が生じた場合は返金いたしますと答弁がありました。 

委員の意見といたしまして、献穀された農産物が大津町で育ったということも含めて町の農産品Ｐ

Ｒにつながるように連携をとって取り組んでいただきたいとの意見が出ました。 

また、委員より、有害鳥獣捕獲補助金について、イノシシは５０頭以上でかなりの捕獲実績となっ

ておるがシカは４頭となっている。どのような経過かとの問いに、執行部より、平成２５年度のシカ

の確保実績は０で、２６年度は４頭であります。近年、シカの目撃情報が増加しておりますので、今

後は捕獲頭数が増加すると思われますと答弁がありました。 

また、委員より、自家産和牛を活用し焼肉及び精肉店を整備する６次産業化ネットワーク活動交付

金について３０％の補助とは言えかなりの高額となっておる。極端に言えば破綻の可能性もある。町

を経由して支出するとのことだが経営の指導等が必要ではないのかとの問いに、執行部より、これま

では町を経由せず県から直接補助の事業でありましたが、平成２６年度から町を経由する制度となっ

ております。補助事業であり会計検査の対象となり町の責任も生じるため、書類及び事業内容等は十

分精査しますと答弁がありました。 

また、委員より、どのような形で有効に使われるのか。決算書等を提出してもらうだけではなく、

適正な公金の使い方となるよう今後の管理や指導が必要ではないかとの意見に、執行部より、会計監

査対象事業でありまして、事業完了後は毎年県を通じ国への報告を行うこととなります。計画に対す

る実績について適正な事業であるか内容を十分確認していきますと答弁がありました。 

続きまして、２月２５日開催の委員会継続調査で意見のあった総合交流ターミナル岩戸の里につい

て。これまでの整理、今後のスケジュールを資料により説明を受け審議いたしました。 

執行部よりの説明であります。岩戸の里については、３月の協定期間満了に伴いまして４月から３

カ月間休館による改修工事、７月開館の計画で３つに分けて整理をしております。一つ目は、整理業

務であります。原状回復、未払い等の解消、双方財産の確認及び立ち会いを３月中に行います。４月

に財産撤去、原状回復の立ち会いを行います。その他、法的見解のまとめ等を行います。二つ目は、

指定管理による業務の場合であります。公募を議会終了後の３月下旬から４月中旬。応募があれば議

会にお願いをして５月中に選定委員会、臨時議会、協定締結を予定しております。三つ目は、改修工
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事及び直営による場合であります。改修工事は４月から６月までの休館中の計画であります。指定管

理者が決まらない場合は、６月定例議会で直営予算について審議いただきたいと考えておりますと説

明がありました。 

これより質疑に入り、委員より、高森町の当時の状況は調査をしたのかとの問いに、執行部より、

燃料についての債務が残っていたとのことでした。売店についての未納には把握していないとのこと

でありますと答弁がありました。 

また、委員より、民民の契約のため町はタッチできなかったということか。執行部より、そのよう

になります。売店については未納があるという話は聞いていなかったとのことでありますと答弁があ

りました。 

また、委員より、高森町の原状回復についてはどうだったかとの問いに、執行部より、指定管理者

からの引き継ぎ時には原状回復に関する損害賠償や責任についての協議はなかったということであり

ますと答弁がありました。 

また、委員より、原状回復について本町の協定書ではどうなっているのかとの問いに、執行部より、

１１条の原状回復義務では「指定期間が満了した時は（取り消しを含みます）指定管理者はすみやか

に原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない」となっており

ますと答弁がありました。 

また、委員より、経年劣化の判断が非常に難しいと思われますが、社会通念上の判断が求められる

と思うが町はどのように判断するのかとの問いに、執行部より、弁護士とも協議いたしましたが経年

劣化が管理不備によるものかの判断は極めて困難であり、また、その立証責任は町が行わなければな

らない。客観的立証ができなければ訴訟は困難との見解でありましたと答弁がありました。 

また、委員より、町の指導義務はどうかとの問いに、執行部より、法的には少しでも指導を行って

いれば町の責任は問われないとのことでしたが、町としては口頭、文書での指導は行っておりますと

答弁がありました。 

また、委員より、会社の財務状況や役員の資産調査は行ったのかとの問いに、執行部より、預貯金

や資産については個人情報の保護ということで制約があります。訴訟に至った場合は、弁護士等の職

権で調査できる場合もあります。一般に公開されている法人の全部事項証明書の謄本については取っ

ておりますと答弁がありました。 

また、委員より、現在の未払い状況はどうなっているのかとの問いに、執行部より、未払い状況の

報告については昨年２回、１０月と１２月に行い、現在も３月中旬を期限に今後発生する債務も含め

てさらに詳細な文書回答を求めておりますと答弁がありました。 

また、委員より、法人の全部事項証明書、これは登記簿謄本のことでありますが、を取った結果、

どうだったのかとの問いに、執行部より、３名の取締役のうち１名は辞表を提出し、監査も辞表を提

出していると確認しておりますが、法人謄本上は役員の抹消はされておりませんでした。抹消手続き

が済んでいないのではないかと思われます。弁護士に確認した結果、役員に辞職してもその在職期間

中に対し、賠償責任を求めることができる場合があるとのことでありました。第一義的には会社に対
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して賠償を求めます。会社に支払能力がない場合は、役員を監視義務違反として訴訟する場合もあり

ます。その場合、常時監視ができている立場にあった役員でなければ賠償を求めることは難しいとの

ことでありました。代表取締役は常時監視ができる立場にあったことから、この点についても協議を

行いましたが、経年劣化か管理不備か客観的数値を用いて町が立証するのは難しいとの見解でありま

した。不動産等登記については削除してあるとのことでした。 

また、委員より、指定管理の協定締結時に詳細な状況写真は撮っていたのかとの問いに、執行部よ

り、経年劣化か管理不備かを判断できるような詳細な写真までは現時点では確認ができておりません

と答弁がありました。 

委員の意見といたしまして、町民は町の管理責任があると言うのではないか。また、一部の役員は

辞表を提出しているとのことだが、今後の整理に関して協力を求める必要があるのではないかとの意

見が出ております。 

ここで町長に意見を求めました。町長より、辞任した役員についても状況の説明をしておりますの

で法的な面を踏まえながらではありますが、今後も協議する必要があると考えております。町として

の道義的責任についてでありますが、口頭文書による指導は行ってきましたが、厳しい運営状況の中

でその履行ができなかったという状況があります。経年劣化か管理不備かの度合いについては今後も

精査いたしますが、弁護士との協議結果を踏まえますと、町の立証に基づく訴訟も非常に難しい状況

でありますので、３月の満了で一旦区切ってその後ご説明させていただきたいと思います。今後につ

いてでありますが、新年度の予算につきましては、最小限の浴場改修、災害による法面・調整池の復

旧をお願いしているところであります。指定管理が整わなかった場合は直営という大変厳しい状況と

なりますが、住民に説明をしながら福祉面や農業振興面の検討も行い、運営に取り組んでいかなけれ

ばと考えております。立野ダムを中心とした白川水系の観光振興には温泉施設は必要なものであると

いう思いもございますが、今後の老朽化に伴う維持管理にはかなりの経費がかかってくることも考慮

いたしますと、将来は企業誘致など違う形での有効活用も検討する必要があると思われます。この点

についても十分住民の方や議会の意見を伺い、理解を得ながら進めてまいりますのでご理解とご協力

をお願いいたしますとの町長の言葉がありました。 

続いて、委員より、当時の役員に対する要望はできるのかとの問いに、執行部より、弁護士との協

議では、常時監視できる立場でない役員については監視義務違反の損害賠償を求めるのは困難とのこ

とであります。債務についても、町は納入業者と業務契約となる場合ではないので支払いを求めるこ

とはできないとのことであります。最後は話し合いとの助言もありますので、話し合いの場を持ちた

いと思いますと答弁がありました。 

また、委員より、当時の役員も会社の一員であり、辞任の理由も経営状況による判断ではないのか

との問いに、執行部より、過去における町の類以事例でも、監視義務違反の損害賠償を求めることは

できないということがありましたと答弁がありました。 

また、委員より、町民の立場に立つと納得すると思うのかとの問いに、執行部より、整理スケジュ

ールにより指定管理者との話し合いを行っていきますと答弁がありました。 
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また、委員より、法的な面は別として債務については支払うよう指導する用意があるということか

との問いに、執行部より、支払の指導はできると思いますと答弁がありました。 

また、委員より、辞任した役員にも代表取締役に対して支払いを行うよう要請してはどうかとの問

いに、執行部より、代表取締役がかなりの責任を負う部分はありますが、ほかの取締役とも協議を進

めることも必要であると思いますと答弁がありました。 

また、委員の意見としまして、２月の継続審査時でも法的には町に支払い義務は生じないとの答弁

を得ているが、道義的責任は町の判断となるとの答弁であった。指定管理者の資質不足により町も損

害を受けていると厳しい意見が出ております。 

また、別の委員から、従業員の方々につきましては、町との雇用関係はないが何らかのフォローア

ップは必要であると思うとの意見も出ました。 

ここでまた町長より、現指定管理者の件につきましては、代表取締役以外との話し合いも含めて今

後も調査を行い、話し合いを継続いたします。今後については、３月の協定満了が一つの区切りにな

ると思います。その後の改修工事計画、その間の町での管理、指定管理者公募及び従業員の方の再雇

用、指定管理者がない場合の直営、今後の設備投資経費を考慮した休館等の検討も必要になる場合も

ございます。また、地域の方への説明、ご理解も必要であります。当面は改修工事を行い、新たな運

営を目指しておりますのでご理解をお願いしますと町長よりありました。 

続いて、委員より、木の駅プロジェクト事業の補助金は一回限りのものか。また、内容としてはど

のようなものかと質疑があり、執行部より、木の駅プロジェクト事業は初年度のみの補助で林地残材

を木の駅と称する集荷拠点に山主さんに持ち込んでいただき、町内のみで使用できる地域通貨券で買

い取り、残材は木質バイオマス燃料として売却したり、薪として販売するものでありますと答弁があ

りました。 

また、委員より、残材の集積拠点はどこを計画しているのかとの問いに、執行部より、陣内に設置

する計画でありますと答弁がありました。 

また、委員より、この事業の目的が見えにくいがどのようなものかとの問いに、執行部より、この

事業の目的は山林所有者の副収入の確保、木質バイオマスエネルギーの地産地消、地域経済の活性化

でありますとの答弁がありました。 

また、委員より、立木売払収入が計上されておるが、木の駅プロジェクト事業の買取価格は１立米

あたりどれぐらいかとの問いに、執行部より、１立米あたり６千円ですとの答弁がありました。 

委員より、その根拠は何かとの問いに、執行部より、立木売払収入では、ヒノキ立米あたり８千円、

スギは５千円で試算して計上しております。また、木の駅プロジェクト事業での残材は木質バイオマ

ス燃料として立米あたり３千円程度で取引がされております。薪として販売すれば針葉樹と広葉樹で

異なりますが、燃料より高い価格で取引がされておりますとの答弁がありました。 

また、委員より、森林認証材利用促進事業について、補助金支給から建築資材支給に変更を計画し

ているとの説明だが、一般的には補助金の方がいいと思うがなぜ現物支給とするのかとの問いに、執

行部より、交付条件として、認証材を８立米以上使用し、町内建築業者が建設したものとしており、
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プレカット工法が主流である現在は取組みにくく、関係者と協議して材料支給という方法を検討しま

したと答弁がありました。 

また、委員より、青年就農給付金の新規では対象者が６名とのことだったが、国の経済対策で２７

年度予算が前倒し補正となったが該当しなかったのかとの問いに、執行部より、現在、具体的な就農

相談を行っている６名を計上しております。給付要件をすべて満たしておりませんので、平成２６年

度の経済対象補正の該当者はおりませんと答弁がありました。 

続きまして、経済部商業観光課関係におきましては、委員より、地域おこし協力隊が空き家などの

民家を使って地域おこしを行う考えはないか。南部と北部には空き家があるので検討してもらいたい

との問いに、執行部より、菊池は８名募集して、実際空き家を利用している隊員もいます。玉名では

女性が雇用されていて住居は自分で探してアパートに住んでおられます。どういう方が来るか分から

ない状況なので現時点では空き家の居住条件は難しいと思いますとの答弁がありました。 

委員より、募集要綱にはいっているのかとの問いに、執行部より、募集要項には入っていませんが

状況に応じて考えたいと思います。空き家対策が必要であると気運がでれば対応したいと思っており

ます。もともと地域の活性化対策や過疎化対策の永住が目的になっておりますとの答弁がありました、 

また、委員より、ビジターセンターの太陽光売電料について、設置した場合としない場合と比較検

討はしたのかとの問いに、執行部より、年間に支払った電気代が９１万１千円であり、太陽光による

発電量を計算しますと１０２万９千円となりますので、１１万８千円が太陽光発電の設置による節約

額となりますとの説明を受けました。 

また、委員より、ビジターセンターの駐車場について採算はとれているのかとの問いに、執行部よ

り、駐車場の利用量については、昨年、駐車場の東側に民間の駐車場ができており、その影響もあり

まして若干少なくなっております。そのため、以前に比べ採算のとれる期間が長くなりますと説明を

受けました。 

委員より、中心市街地照明等設置工事の照明器はＬＥＤなのかとの問いに、執行部より、エバーラ

イトでありますと。電気代、耐用年数も同じであり、金額を比較した場合に安くなったのでエバーラ

イトとしましたと答弁がありました。 

また、委員より、総務課の防犯等はＬＥＤであり、環境の面からもＬＥＤと言っているのに整合性

がないのではないかとの問いに、執行部より、今回エバーライトにしたのは、電気代は定額、耐用年

数も６万時間で同じであります。費用的にも今の照明灯に合う照明灯がないので、ＬＥＤになると特

注となります。高額になります。そういった理由でエバーライトとしました。今回の照明灯は町中の

活性化ともなるものでありますと答弁がありました。 

委員より、ＡＥＤ設置の法的根拠は何もないと聞いているがつける必要はあるのか。具合の悪い人

はもともとそういったところには行かないと思うし、不慮の事故は仕方がないのではないかとの問い

に、執行部より、公共施設でＡＥＤがないのは矢護山自然公園のみであったためで、今回設置をした

いというふうに説明を受けました。 

経済部企業誘致課関係におきましては、委員より、新しい情報はないのかとの問いに、執行部より、
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日本経済が円安傾向にあり、自動車関連や半導体関連など動きが出てきているように思っております。

今年度の実績としては立地協定が４件、そのうち新規は１件であります。また、工場や機械増設関係

におきましては８件の適用工場申請があっておりますと説明を受けました。 

また、委員より、町が企業誘致を進める上で今後の展開を教えてほしいとの問いに、執行部より、

熊本県では東京、名古屋で「熊本県セミナー」が開催されております。東京は半導体関連、名古屋は

自動車関連が多く参加されます。このセミナーには熊本県知事が積極的に企業誘致を行う場で、私た

ちも懇親会等に参加し、名刺交換から情報収集や町ＰＲ活動を行っております。できるだけ投資の情

報等を聞きながら、積極的に情報収集に努めていきたいと考えておりますと答弁がありました。 

また、委員より、町には工業団地がない。だからこそそれを上回るセールスが必要となってくる。

地下水、国道５７号線の４車線化など色々あると思える。水道企業団等との情報の共有をしながら、

企業誘致を行ってほしい。大津町企業連絡協議会の企業間の情報交換はどうなっているのかとの問い

に、執行部より、会員企業からの口コミにより大津町に立地された企業もあります。会員同士の情報

交換から波及することが期待されます。また、企業と学校との情報交換会は雇用確保のために就職担

当教師と企業の人事担当者との情報交換を行っております。一昨年は参加学校から会員企業等に５０

人が採用されたように報告されております。今後もいろんな形で企業連絡協議会からの情報を活用し

ていきたいと思っておりますと答弁がありました。 

  土木部建設課関係におきましては、委員より、道路台帳整備委託で４７５路線、総延長２７０キロ

メートルの委託内容の詳細説明を求めたいとの問いに、執行部より、特殊装置のついた車両等で測量

し、図面や台帳等を整備いたします。また、交付税検査にも対応できる台帳を作成したいと思ってお

りますと答弁がありました。 

  委員より、交付税検査で今までに不備の指摘があったのかとの問いに、執行部より、県から道路面

積や幅員について図面との整合ができていないなど何度か指摘を受けておりますので、今回整備を行

うものでありますと答弁がありました。 

  土木部都市計画課関係におきましては、委員より、公園長寿命化計画は何かとの問いに、執行部よ

り、都市公園の調査設計委託であります。補助金を利用して工事計画を立てるのに必要なものとなり

ます。 

  また、委員より、今の状態ではトイレ改修などの工事費に補助金は使えないのかとの問いに、執行

部より、計画に挙げてないと補助がつきにくいと考えますと答弁がありました。 

また、委員より、どの程度の長寿命化を考えているのかとの問いに、執行部より、完成後３０年

以上経過しているところもありまして、一番はトイレをメインに考えておりますと答弁がありました。 

また、委員より、廃止も考えているのかとの問いに、執行部より、例として清正公公園のトイレ

が３カ所ありますが、担当課として本当に３カ所も必要あるのかどうかということも考えていきたい

と思いますと答弁がありました。 

また、委員より、委託料として１千２００万円かかるのかとの問いに、執行部より、見積書を数

社提出してもらっております。その２分の１が国庫補助となりますと説明を受けました。 
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また、委員より、台帳として管理できるのかとの問いに、執行部より、台帳としては管理できま

せんが、以前から各公園の台帳はありますとの答弁がありました。 

また、委員より、全体の管理としてデータ化で一元化は必要だろう。今後の職員はそれをやらな

いと後任の職員は把握できないのではないかとの問いに、執行部より、この計画の中に反映させてい

きたいと思いますと答弁がありました。 

また、委員より、あけぼの団地の住宅改修について、経済比較はできているのかとの問いに、執

行部より、改修するあけぼの団地１号棟は３６年経過しており、このまま管理いたします。耐用年数

を５０年とし、改修後は耐用年数を７０年に延ばすこととしております。３４年間で家賃収入は１億

６千８４８万円になります。今回改修費は２億円です。交付金は５０％で残りは起債になります。収

入があるので交付税算入はありませんと説明を受けました。 

委員より、毎年改修事業を行うのかとの問いに、執行部より、毎年２棟施工いたします。平成２

７年度から改修して７年から８年かかりますと答弁がありました。 

採決の結果、議案第３４号関連につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

続きまして、議案第３６号、平成２７年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会

計予算についてであります。 

委員より、前年度繰越金がこれだけあるということは、一般会計からの繰入金が不要となるので

はないか。適正な繰越額であるのかとの問いに、執行部より、前年度から多額の繰越金がある理由と

いたしましては、熊本県と分収契約を締結している真木団地を平成２６年度から３３年度にかけて１

４６ヘクタールの伐採を実施するためにこのような分収金が発生してきます。しかし、伐採完了後に

熊本県は分収契約を行わないため、植栽等の造林事業を大津町外四ケ市町村で実施する必要がありま

すので、この分収金を造林費用に充てる計画でありますとの説明がありました。 

委員より、それは予備費でよいのですか。積立費目を別に作るべきではないかとの問いに、執行

部より、保安林であるため２年以内に植栽する必要がありますので、植栽等計画を作成して対応して

いきたいと思いますと答弁がありました。 

採決の結果、議案第３６号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

続きまして、議案第３７号、平成２７年度大津町公共下水道特別会計予算についてであります。 

委員より、白川漁協への補助金については、下水道がある間は支払い続けることになるのかとの

問いに、執行部より、白川漁協との覚書には期間の定めはありませんので、現時点では下水道がある

間は支払うこととなりますと説明を受けました。 

委員より、処理場の長寿命化計画と将来の事業計画において、収支計画に整合性がとれているの

かとの問いに、執行部より、使用料の見直し等を検討し、独立採算が図れるように努力しますと答弁

がありました。 

採決の結果、議案第３７号におきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しまし
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た。 

続きまして、議案第３９号、平成２７年度大津町農業集落排水特別会計予算についてであります。 

委員より、借入金の返済ピークはいつになるのかとの問いに、執行部より、４、５年先になるかと

思いますと答弁がありました。 

採決の結果、議案第３９号におきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

続きまして、議案第４１号、平成２７年度大津町工業用水道事業会計予算についてであります。 

委員より、１号ポンプの入れ替え工事について、工期はどれぐらいかかるのかとの問いに、執行部

より、１号ポンプにつきましては１千７００立方メートル／日の取水量とポンプが大きいため、ポン

プの納期に３、４カ月程度を要しますが、取り替え工事自体は３日ぐらいで完了する予定であります

と答弁がありました。 

委員より、ポンプについては耐用年数が１５年となっているので、１５年以上使ってから交換すべ

きではないのかとの問いに、執行部より、現在取水量４千立方メートル／日に対して、３千６００立

方メートルから３千７００立方メートルほど給水しており、２号ポンプが１千３００立方メートル、

３号ポンプが１千立方メートルの取水量であるため、万一１号ポンプが止まった場合に２号、３号ポ

ンプだけでは給水量が不足することとなりますので、１３年目ですが安全を考慮して交換を予定して

おりますと答弁がありました。 

委員より、緊急時に水道企業団から受水できるようになっているが、それで対応することはできな

いのかとの問いに、執行部より、現在、緊急時に水道企業団から受水できるのは１千立方メートルで

あり、それを受けても給水量が不足することとなりますと答弁がありました。 

委員より、水道企業団からの受水量を増やすことはできないのかとの問いに、執行部より、水道企

業団との協議が必要になりますので、今すぐに増やせるということはできませんので、水道企業団と

協議を行いたいと思いますと答弁がありました。 

また、委員より、本来３本あるポンプの１本が止まっても給水は大丈夫という状態にしていくべき

ではないのかとの問いに、執行部より、１号ポンプは取水量が１千７００立方メートルと３本のポン

プのうち一番大きく、今はこれを止めることができない状態であります。４本目の井戸の設置も検討

しておりますので、引き続き検討を進めていきたいと思いますと答弁がありました。 

採決の結果、議案第４１号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

当委員会に付託されました案件は以上であります。議員各位におかれましては、当委員会の決定に

ご賛同をいただきますようお願い申し上げまして、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） この際、５分間休憩いたします。 

午前１０時４３分 休憩 

△ 

午前１０時４７分 再開 
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○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を行います。 

  文教厚生常任委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任委員長（源川貞夫君） ただいまから、文教厚生常任委員会に付託されました案件につ

きまして、委員会での審議経過並びに結果をご報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案第１０号、１１号、１２号、１３号、１４号、１９号関連、

２２号、２３号、２４号、２５号、２８号、２９号、３４号関連、それから３５号、３８号、議案第

４０号、そして請願第１号の１７件でございます。 

当委員会は審議に先立ちまして、３月１０日に関係する１４カ所の現地調査を行い、引き続き大会

議室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議経過の概要と結果を要約して

ご報告いたします。 

議案第１０号、大津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わ

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてであります。 

まず、委員より、この条例は何を基準にされているのか。近隣の町村との連携はどうか。大津町独

自のものは何かあるのかという質問に対しまして、執行部より、今回の条例は、省令で定める基準に

従うべき基準が大部分であり、参酌すべき基準についても省令を踏襲しております。近隣とも連携を

とっています。町独自の部分といたしましては、第２９条の記録の整備で、保存期間については省令

で２年間ですが５年の保存としております。また、第３０条の暴力団の排除についても省令には規定

されておりませんが、大津町暴力団排除条例の目的に鑑み、基準として追加して定めておりますとい

う答弁がございました。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第１０号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１１号、大津町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定につ

いてであります。 

委員より、人員については足りているかという問いに対しまして、執行部より、今回の条例の規定

では６千人を超える場合は主任ケアマネ１人、社会福祉士１人、保健師１人に加え、主任ケアマネ、

社会福祉士、保健師から１人または２人の人員の配置が必要です。現在その基準は満たされておりま

すという答弁がございました。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第１１号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。 

委員より、実際に４月から新教育長制度に移行する自治体は何かしらの考えのもとで移行している

と思うが、そこはどうしてなのか。また、町の中ではそういった話は出なかったのかという問いに対

しまして、執行部より、教育委員会会議の中では、現教育長の任期が３年残っていること。熊本県か

らの説明もあり、４月１日からの新制度への速やかな移行に関する意見は出なかったということであ



 274

ります。 

討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第１２号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１３号、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてであります。 

これも質疑もなく、討論もございませんでした。 

採決の結果、議案第１３号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１４、大津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の制定についてであります。 

委員より、今回の条例の本質は利用者負担額（保育料）をどう定めるかであるので、規則に委任す

るのではなく、本来は条例で定めるべきではないか。利用料などの設定は地方自治法上では条例で定

めることとされているし、これまでも条例で定められていたのにどうしてかという質問に対しまして、

執行部より、法的には公立施設の利用者負担額は条例で規定しなければならないものの、私立施設の

利用者負担額は条例で規定する必要はありません。しかしながら、利用者負担額の規定をあえて公立

施設と私立施設とを区分し、それぞれ条例と規則として別個に制定するべき理由もありませんので、

公立施設と私立施設の利用者負担額を一括して条例で規定し、その条例から具体的な金額等を規則に

委任することが望ましいと考えたからでございますという答弁がございました。 

いろいろ執行部と委員とで協議をしました結果ですね、条例案が利用者負担額については規則に委

任するという形のため、利用者負担額の階層設定と負担額についてまでは議論に入らないが、その設

定の考え方については質疑があるようなのでその点については執行部の回答を求めたいということで、

まず、委員より、子ども・子育て支援新制度の移行に伴い、公立と私立の均衡を図ることであるが金

額だけで均衡がとれるのではない。サービスなども含め、すべての均衡を図るべきではないか。公立

と私立が同じサービスを提供できるのか。公立も私立もそもそも設立のきっかけが違う。それをなぜ

一緒にするのか。また、標準保育と短期保育との差を設定する数値の根拠がないとの説明だが、保育

時間の違いなどを根拠にすることができるのではないか。そういう考え方はできないのかという質問

に対しまして、執行部より、公立と私立とで差を設けてもよいのではないかという点について、そう

いう考え方もあるが、今回の新制度の狙いは、幼稚園と保育所の機能を合わせ持つ認定こども園です。

国の考えは教育と保育を一緒にしていこうという考え方です。利用者負担額に差をつけることもでき

ますが、国の考え方もまとまっていない状況での新制度のスタートで、今後国は、幼児教育の段階的

な無償化や多子世帯の軽減なども議論されているし、消費税の状況でも変わってくると思いますので、

そういった見直しがされることを期待しています。それを踏まえて１年間は現状どおりとする。国や

隣接市町の動向などを参考に、子ども・子育て会議や教育委員会などの意見を踏まえて、財源やサー

ビスについて慎重に検討しながら見直すべきところは見直していきたいと思いますという答弁がござ

いました。 

また、委員より、町が幼稚園と保育園を一緒に認定こども園に移行することなどは現時点でまった

く決まってはいないはず。国が就学前教育を検討しているところもあるが、無償化などいつになるか
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わからないことを根拠にするのは議論として乱暴ではないか。いろいろな状況を踏まえて今後検討す

るとのことだが、利用者負担額を公立と私立とで一緒にしようとする中で、サービスの現状に応じた

保護者の負担の差はしっかりと担保されるべきではないか。その点は検討してほしいという意見があ

りました。執行部より、この件については、子ども・子育て会議などいろんな意見がありました。そ

の中には保育料を上げてほしいという真逆の意見もありました。町ではそれらを総合的に判断して今

回提案いたしました。新制度にのらないのは望ましくなく、あくまで新制度をにらんだ段階で今後見

直しをしていかなければならないというところです。 

委員より、公立と私立には保育時間や金額なども現在も差がある。国は将来的には保育時間も一緒

にする考えなのかに対しまして、執行部より、国は公立の施設が新制度に入らないという選択は想定

しておりません。しかし、公立施設には財政的な支援はありませんので関与しないという方針です。

あくまでも新制度を見据えた改正です。今後いろんな部分で見直しがされてくるものと考えますとい

う答弁がございました。 

また、委員より、保育時間が長くなると一般財源の持ち出しが増えるのかという問いに対しまして、

執行部より、公立の施設につきましては、基本的に運営費に関する国の財源的な支援はありませんの

で当然一般財源の持ち出しは増えるものと思われます。 

委員より、金額だけは均衡を図るがサービスの均衡は図らないということなのかという質問に対し

まして、執行部より、公立の幼稚園の保護者の皆様には国の制度改正の情報提供が遅くなり、十分な

説明ができずに不安やご心配をかけたことを反省しております。今回３年間の経過措置を設けており

ますが、１年間は据え置く中で公立と私立を一緒にしなくてもよいが、来年以降１園は認定こども園

に移行しようとしている。私立も新制度にはまだ移行しているわけではありませんので、サービスの

内容もこれから変わってくるものと思われます。それらを加味しながらサービス内容も今後考えてい

きたいと思いますという答弁がございました。 

委員より、保護者への説明も考えているのかという質問に対しまして、執行部より、当然サービス

の中身については様々なご意見もありますので、保護者会とも相談しながら選択肢が増えるよう考え

ていきたいと思いますという答弁がございました。 

委員より、選択肢が増えるにあたって、どの選択肢を選ぶか保護者が検討する時間も必要である。

平成２８年度の入園申し込みが始まる１０月頃までには保護者に説明ができるよう決めてもらわなけ

ればならない。そこが保護者が求めるところではないか。国の方針として、小泉内閣の当時から最大

の改革として民間でできることは民間にやってもらうという考え方があった。仮に公立の保育園を建

設しようとする時、国からの補助はあるのかという問いに対しまして、新制度には期待をしておりま

したが、今のところ公立の施設には補助はありません。また、現時点で公立を民営化する考えは町長

にはありませんという答弁がございました。 

委員より、私立の保育園を新設する場合は補助があったと思うがどうなっているのか。執行部より、

補助率は国基準の３分の２が補助され、待機児童がいる市町村は１０分の１の負担となり、この補助

は平成２７年度も継続されると聞いておりますという答弁がございました。 
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委員より、将来的には公立施設をなくそうという国の方針ではないのか。執行部より、公立施設に

対する補助はありませんので、実質的にはそういう考え方になるのではないかと思いますという答弁

がございました。 

委員より、一番利害関係のある私立幼稚園からの要望書を見ても、応能負担は求めているが、公立

と私立と同じ保育料までは求めていない。公立幼稚園が私立幼稚園並みのサービスを提供する場合、

保育料の負担を上げてもさらに２千万円の一般財源の持ち出しが必要となることが算定される。一般

財源の持ち出しばかりを理由にして、公立のサービスを上げて均衡を図るという考え方はしない方が

いい。現状の理論は無理があるのではないかという委員からの意見もありました。執行部より、今回

の条例制定後に現在提案している保護者負担額の案でいきたいという方針です。今後につきましては、

消費税の動向や国の支援制度の拡充策を見ながら、保護者会とも十分話をしながら進めていきたいと

いう答弁がございました。委員長のほうから、経過措置や公立施設のサービスの度合いについて保護

者と話をしながら、子ども・子育て会議の意見も踏まえて進めていってもらいたいというところで質

疑が終わりました。討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第１４号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１９号関連、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例についてであります。 

住民福祉部環境保全課関係では、委員より、この条例の改正で、今回新たに設置する大津町農山漁

村活性化基本計画策定等協議会により、どのようなことを目指すのかという質問に対しまして、執行

部より、農地を農業以外で利用する場合、農地転用の手続きが必要です。しかし、第１種農地は優良

農地であり、原則として転用ができません。平成２６年５月１日に施行されました農山村漁村再生可

能エネルギー法では、今回の協議会で認めた場合に農地転用ができる例外規定となっております。国

が進める再生可能エネルギー事業について、第１種農地であっても荒廃農地で将来的に利用の見込み

がない農地であれば転用ができ事業可能となります。協議の対象となる錦野土地改良区による小水力

発電事業の発電予定地は竹藪であり、将来利用見込みがなく、農地転用できる例外規定に合致すると

思われ、協議会での協議により再生可能エネルギー事業施設と位置づけができればと考えております

という答弁がございました。 

委員より、この協議会は錦野土地改良区による小水力発電事業を対象とすることだが、ほかの同様

の事例があればこの協議会を開催することになるのかという質問に対しまして、執行部より、今回は

錦野土地改良区による発電事業が対象となりますが、今後同じように第１種農地で再生可能エネルギ

ーによる発電事業の予定ができてきた場合には、この協議会を開催し、地域に応じた計画をつくり、

協議会や国・県の同意があれば発電事業が可能となりますという答弁がございました。 

委員より、農業委員会との役割分担はということで、執行部より、再生可能エネルギー事業ができ

る荒廃農地と位置づけられるかどうかの判断は農業委員会となります。荒廃農地と判断される土地で

あれば協議会で協議した後、最終的には農業委員会及び国・県の同意があれば再生可能エネルギー事

業を行うことができますという答弁がありまして、討論はございませんでした。 
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採決の結果、議案第１９号関連については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２２号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、専決で行いたいと説明があった点について確認したい。執行部より、先に開催された議

会全員協議会で第１段階の負担割合は０.４５との説明をしておりましたが、現在閣議決定の段階で

ある省令（介護保険法施行令）の改正がまだ行われておりません。４月までには改正が行われると思

いますので、それを受けて条例改正の専決処分を行い、６月議会で報告をさせていただきたいと考え

ておりますという答弁がございました。 

委員より、先に開催された議会全員協議会において、保険料が国の基準よりも階層を細かく分けて

ある点に対して、もともと所得税が累進課税であるのに更に差をつけてよいのかという意見があった

が、町としては、低所得者層に対して軽減を図る方向でいくということでよいか。また、議場で累進

制の根拠について質問があったと思うが、補足することがあるかという委員の質問に対しまして、執

行部より、所得の高い方から負担をいただき低所得者層の軽減を図りたいと考えます。また、所得税、

住民税といった累進課税と同じ考え方になることは制度の性質上やむを得ないのではないかと思いま

す。今回１１段階を設け、負担率を１.９倍とした経緯を説明いたします。当初が消費税増税分を財

源とし、第１段階を０.５から３へ、第２段階を０.７５から０.５へ、第３段階を０.７５から０.７

へ、公費負担による軽減を図る予定でございましたが、消費税増税が先送りされたため、第１段階の

み０.５から０.４５へ軽減が図られることになりました。そのため、第２段階と第３段階の負担率が

同じとなり、第５期の保険料負担金額とを比べた場合に、第２段階の上げ幅が大きくなってしまうこ

とを考慮し、第２段階の負担率を０.７５から０.７へ軽減いたしました。さらに必要な保険料財源を

確保するため、多段階化により第１０段階を設定して保険料率を１.９倍にする案や、第１０段階を

１.７５倍として１１段階を設け、所得ラインを新たに７００万円として保険料を１.９倍とする案な

ど策定委員会の中で示して今回の保険料段階にいたりましたという答弁がございました。 

その後、討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第２２号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２３号、大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、改正点は色々あるようだが全体的に見て事業はやりやすくなるのかという質問に対しま

して、執行部より、今回の一部改正については、地域密着型サービス事業によるもので全体的にみて

やりやすくなったものと考えます。認知症対策についても、状況によってはこれまで以上のサービス

ができるものであり拡大されたものと考えます。本来行っておりました認知症の利用者の方に対する

基本方針として、第６０条の「指定認知症対応型通所介護」に「生活機能の維持及び向上」をあえて

入れることにより目的を明確にしたものですという答弁がございまして、討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第２３号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２４号、大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
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であります。 

質疑はなく、討論もございませんでした。 

採決の結果、議案第２４号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２５号、大津町保育所条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、今までは仕事をしてなければ預けられなかったのが、「保育を必要をする」ということ

は「うちの子を保育してください」と言えばそれでよいのかという委員の質問に対しまして、執行部

により、大筋では「保育に欠ける」と「保育を必要とする」というのは変わりませんが、休職中や職

業訓練、育児休業の方など幅が広がったと考えてもらえばよいかと思います。 

委員より、今まで「保育に欠ける」というのは措置から認定に変わったという部分の説明が必要で

はないか。執行部より、ご指摘のとおり、今まで措置でやっていたことがこれからは申し込みがあっ

た方を町が１号認定、２号認定、３号認定ということで認定していくという形に制度が大きく変わっ

ておりますという答弁がございました。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第２５号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２８号、大津町立幼稚園条例の一部を改正する条例についてであります。 

質疑はありませんでした。討論もございませんでした。 

採決の結果、議案第２８号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２９号、大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例を廃止する条例について

であります。 

これも質疑、討論ございませんでした。 

採決の結果、議案第２９号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

これから、議案第３４号関連、平成２７年度大津町一般会計予算についてであります。 

まず最初に、住民福祉部環境保全課関係では、委員より、新規事業として雨水貯留タンク設置に対

する補助を行うとのことだが、タンクの価格、貯めた水の利用方法、補助内容について説明をしても

らいたいということで、執行部より、今回の補助では、タンク容量を２００リットル未満と２００リ

ットル以上とでわけております。２００リットル未満のタンクでは２万円程度の価格がしますし、２

００リットル以上のタンクでは４万円から６万円ぐらいかかります。これに設置工事費が１万円弱か

かるもので２分の１の補助を行うものです。雨どいなどから引き込んで貯めた水は庭木の水やりや車

の洗車に利用でき、節水のよる水道代節約と地下水保全に役立ちます。 

委員より、事前に申請が必要なのか。また機器の指定もあるのかという質問に対しまして、執行部

より、機器の指定は特にありません。財団から全額補助金をもらうことから事前の申請が必要となり

ます。補助内容や申請手続きについては、関係機関とも協議しながら今後要綱などを作成したいと考

えておりますという答弁ございました。 

委員より、設置数の上限はあるのかという問いに対しまして、執行部より、一件につき一基と考え

ていますというお答えがございました。 
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また、委員より、錦野土地改良区による小水力発電事業に対して１００万円の町補助を行うことだ

が、どのような経緯で予算計上に至ったのかという質問に対しまして、執行部より、今回の発電規模

は１００キロワットを超えるものであり、県内初でもあるため、町としてもモデル的なものと位置づ

け、完成すれば視察の受け入れも予想され、地域振興につながるものと思います。また、農家所得が

厳しい中、発電事業費の負担金も厳しく地元から町に支援の要望もあっております。そこで、他の自

治体の事例も参考にしながら、一方で売電事業でもあることも考慮し５％程度の支援を検討した次第

でございますという答弁がございました。 

続きまして、住民福祉部住民課関係でございますけども、委員より、パスポート発行業務が県から

委託されておるが収支はどうなのかという質問に対しまして、執行部より、歳入の事務委託金は申請

件数等で決まり、平成２７年度については５４万２千円を予算計上しております。歳出については、

パスポート申請の受付、交付事務のために臨時職員を任用しております。手続き件数は年間で申請７

００件ほど、交付もあわせると年間約１千５００件となり、１日当たり５から８件となります。臨時

職員にはその他の業務も行ってもらっていますので、この比較で収支を考えるのは困難でございます

という答弁がございました。 

それから、委員から、あけぼの団地の内部改装工事で１０戸が利用できなくなるという説明であり

ましたが、引っ越し費用はどうなるのかという質問に対しまして、執行部より、水回りが１０日ほど

使えなくなりますので、あけぼの団地内の別の部屋を用意し、そこをお風呂や炊事、トイレ、睡眠な

どにご利用いただくようにいたします。家具は元の部屋においてよいこととしていますので移転費用

はでませんという答弁でございました。 

住民福祉部福祉課関係では、委員より、高齢者外出支援事業の外出支援券はどのようなものなのか

という質問に対しまして、執行部より、大津町役場から本人の住所地までのタクシー料金の大体３分

の２程度の補助です。一月分で８枚のチケットを１年分本人に渡します。一月が４週間ありますので

一週間に１回往復分の２枚利用で８枚になります。町外の病院に行く場合も町内の病院に行く場合も

補助額は一定で一般財源で対応しております。平成２６年度から本人住民税非課税であるものなどに

ついて、対象範囲を見直したことから平成２７年度は２６年度の予算を減額して計上しておりますと

いう答弁がございました。 

また、委員より、若草児童学園の民営化検討について、どういうスケジュールで検討しているのか

という質問に対しまして、執行部より、平成２７年度までの指定管理となっているので平成２８年度

からの動向を検討するために予算計上しておりますが、２８年度から即民営化するというわけではな

く、しばらくは指定管理を続けながら検討していきますという答弁がございました。 

  続きまして、健康保健課関係では、委員より、高精度体成成分分析装置（インボディ）について、

地区のミニデイなどに貸し出す場合、操作などまでお願いをできるかという質問に対しまして、貸し

出しにあたりましては、高価な機械ですので操作が可能な人がいる場合にしか貸し出しをしておりま

せん。社協や介護保険、健康増進事業の一つとして実施しているので、保健師等が一緒に活用すると

いう形をとっております。今のところは限られたところへの貸し出しで、測定した後の指導も含めて
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実施してもらっております。今後は介護予防事業や少し若い世代の集団にも活用してもらいたいと考

えております。現在ＮＰＯクラブおおづに生活習慣病予防の事業委託をしており、測定データを活用

した高精度体成成分分析装置（インボディ）の利用をしてもらっておりますという答弁がございまし

た。 

  続きまして、教育部学校教育関係では、委員より、小学校の消耗品費中デジタル教科書等はどのく

らい入っているのか。電子黒板を導入したが、それを生かすための調達方針はどうなっているのかと

いう質問に対しまして、執行部より、４年に１回の教科書改定の年となり、郡市で情報交換を行って

おりますが、町の方針としては学校からの要望に基づき、教務主任の先生方とも相談し、各学校から

の要望に対する予算の平準化や重要度を考慮し、学校現場で先生方が使いやすく、かつ、過度に高額

とならないよう予算計上したものです。また、３千万円のうち１千２００万円程度がＤＶＤ等のデジ

タル教材関係の経費ということで予定をしております。 

また、委員より、事務局費の非常勤職員が４人増えたとのことですが、詳細説明をということで、

執行部より、学習支援指導員が１人増、特別支援補助員が１人増、学校支援補助員が２人増となって

おります。学習支援指導員については、大津東小学校の複式クラス１クラス増加するため指導員の配

置を計画しており、特別支援補助員には特別支援学級の増加によるものです。学校生活支援補助員に

ついても通常学級に在籍する支援を要する児童の増加に対する学校からの要望を調整し２人増加とな

ったものです。 

また、委員より、教育長の交際費は段々減っているようだが足りないような気がする。その辺は

いかがなものかという質問に対しまして、執行部より、いろいろなところ会合に出席していただいて

おりますが、町長秘書と協議して交際費から支出できる分については支出をしておりますが、ほとん

ど自費で参加されているのが現状でございますという答弁がございました。 

また、委員から、奨学金貸付事業の詳細説明を求めるということで、執行部より、新年度は継続

が３人でその内訳は月額１万５千円の公立高校が２人、月額２万５千円の私立高校が１人となってお

り、新規についてはこれから申請があがってくることになりますが、２ないし３人と想定していると

ころでございます。なお、貸付の額については、月額で国立大学が２万円、私立大学が３万円、公立

高校が１万５千円、私立高校が２万５千円となっています。返済については、貸付を受けた期間の２

倍の期間の範囲内で返済をしていただく形となりますという答弁ございました。 

委員より、不登校・いじめの相談の現状はということで質問がありまして、執行部より、教育支

援センターで相談を受けたり、適応指導教室で不登校の児童生徒の授業などを行っておりますが、適

応指導教室も含めた電話での対応件数は本年度２月までで４８８件となっております。例年６００件

から７００件で推移しております。なお、適応指導教室に通っている児童生徒は小学生１人、中学生

３人となっていますという答弁ございました。 

委員より、中学生の通学における防犯灯の整備の予定についての説明をということで、執行部よ

り、通学路の安全点検に関しましては、２年前に警察署、国土交通省、菊池地域振興局、町建設課、

学校の先生方と１校ずつ合同点検を実施しておりますが、その後は動きがありませんでしたので、再
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度合同点検ができるような協議会を設けるよう文部科学省、国土交通省、警察庁からの通達が出まし

た。そこで合同点検が実際できる会議体として交通安全推進協議会を１２月に設けたところです。今

後合同点検を再度実施し、危険箇所等を明確にした通学路の安全プログラムを策定し、道路計画や安

全の啓発に生かしていきたいと考えております。２年前の合同点検は小学校区での点検であったため、

中学校の部活動後の下校までは想定していませんでした。今後は通学路の暗いところも点検していき

たいと考えております。また、町道杉水大津線の通学路において、暗くて危険な箇所があり改善を図

ってほしいとの要望が寄せられましたが、その際は教育委員会、建設課、総務課と合同で対応し、地

権者への樹木の伐採依頼、道路敷地内の建設課による樹木伐採、総務課による街灯設置等の手立てを

行っておりますという答弁がございました。 

それから、委員より、学校ボランティア保険の対象はということで質問がありまして、執行部よ

り、前年度までには予算を計上しておらず、学校においても保険はかけていないことが判明し、また

重複での保険加入を避けるため総務課が町全体を対象にしているコミュニティ保険での対応も調査い

たしました。ところが社会教育活動のみしか対応しておらず、学校教育活動等の明示がなくコミュニ

ティ保険で対応は難しいようですので、約４００人の学校ボランティアの保険料を計上させていただ

いたものです。ＰＴＡに関しましてはＰＴＡ専門の保険がありますが、学校主催の事業に対しまして

はコミュニティ保険の対象かどうか非常にグレーな状態でしたので、今回学校支援ボランティアに対

するきちんとした保険ということで予算を計上させていただきましたという答弁がございました。 

続きまして、学校給食センター関係では、委員より、平成２７年度から口座振替の手数料はいく

らなのか。執行部より、口座振替の手数料は１件あたり８６円です。１回の振り込み件数が約３千５

００件で、年間の口座振替回数は１０回ですという答弁がございました。 

委員より、口座振替によると学校では現金を扱わなくてよくなるのかという質問に対しまして、

執行部より、児童生徒の給食の現金扱いはなくなりますが、町任用の職員等は平成２７年度は現金で

の支払いです。今後、町職員等も口座振替に取り組んでいきますという答弁がございました。 

次に、生涯学習課関係では、委員より、今後の江藤家の位置づけや活用等の考え方はという質問

に対しまして、執行部より、大津町唯一の国指定重要文化財として江藤家という個人宅を残すのでは

なく、重要文化財を残すという観点で保存を行いたい。観光資源でもあり、陣内地区のシンボル的役

割としての活用も考えたい。現在、下陣内地区を中心に保存会を設立する動きがあるのでその活動を

支援し、地域コミュニティの中心として活用を図りたいと考えておりますという答弁がございました。 

また、委員より、江藤家住宅の修復については、文化振興だけではなく経済的な利益は生まれな

いのではないか。観光的にはいくらかは見込めるもののそこは切り離した上で生涯学習課としての修

復の必要性をもっと精査すべきではないかという質問に対しまして、執行部より、まずは重要文化財

を残す上でしっかりとした保存計画を立てる必要があります。また、陣内地区のシンボル的なもので

もあります。地域の文化財保護への機運の盛り上げが今後は大切となってきます。これまでも地域で

ボランティアなどしっかり保存に努めてきてもらっております。最近では南小学校の方にも、地域の

歴史文化遺産を含んだところで地域学習の取り組みも始まっておりますという答弁ございました。 
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また、委員より、運動公園多目的広場の人工芝工事費見込み額とその効果はということで質問が

ありました。執行部より、これから設計となりますが人工芝改修工事費は約４億円程度と見込んでお

ります。天然芝改修より割高ですが、養生期間や利用時間制限が要らないため終日利用が可能となり、

これまで以上の利用者増が見込めます。このことで施設利用料の増収や１０年間で約４千５００万円

の維持管理費の削減が見込め、あわせて町内宿泊や入り込み等により地域経済効果も大きく見込めま

すという答弁がございました。 

続きまして、生涯学習課公民館関係では、委員より、公民館分館の利用はどのくらいなのかとい

う質問に対しまして、執行部より、平成２５年度は大津地区公民館分館が１万７千人、陣内地区分館

が４千５００人程度、錦野・瀬田・平川地区分館はそれぞれ地域の利用が主なものとなっており、錦

野分館が１千１００人、瀬田分館が１千５００人、平川分館が６００人となっております。大津地区

分館の平成２６年度の利用者数は２万人程度の利用を見込んでおりますという答弁がございました。 

また、委員より、大津地区分館はどういう使い方をしているのかという質問に対しまして、主に

自主講座が主なものです。 

そしてまた、委員より、どんな団体が利用され内容はどんなものに使われているのかという質問に

対しまして、執行部より、高齢者の体操、太極拳、ヨガ、またピアノを１台設置しておりますのでコ

ーラス、リコーダー、ハーモニカクラブなど利用があります。定期的に利用される団体としてクラシ

ックバレエ、四半的、空手などがあります。 

また、委員より、利用者が多いということはいいことであるが、なかなか利用ができないという声

も聞いたことがあるという質問に対しまして、執行部より、現在申し込み方法が生涯学習センターで

一括して受け付けています。公民館利用申請は３カ月先まで予約ができますが、利用日の３日前まで

に申し込むようになっております。販売券を設置することで今から使いたいという申し込みにも空室

であれば利用できるということになります。利用者の利便性を上げることができるようになりますと

いう答弁がございました。 

続きまして、図書館関係では、図書館協議会委員の仕事とはどんなものなのか。執行部より、図書

館協議会委員は、図書館法の規程に基づいて図書館の運営に関して意見をいただいておりますという

答弁がございました。 

続きまして、教育部子育て支援課関係では、委員より、放課後児童健全育成事業補助金の増額の

理由は何かという質問に対しまして、執行部より、主な理由は新設の「風の子保育園」内に放課後児

童クラブができる予定であることと、県の補助基準額の改定によるものでございますという答弁がご

ざいました。 

委員より、学童保育施設運営費の指定管理委託料の増額の理由は何かという質問に対しまして、

執行部より、平成２７年度から新たに大津南小学校校区学童保育室が追加になったことが主な理由で

ございます。 

また、委員より、病後児保育だけでなく病児保育などに取り組む考えはないかという質問に対し

まして、基本的には、病気回復時の児童を対象としており、病気中の方については、以前医師会とも
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相談いたしましたが断念した経緯がありますので、家庭で看ていただくかファミリー・サポート事業

などを利用していただきたいと思いますという答弁がございました。 

続きまして、大津幼稚園関係では、委員より、保育料以外で実費徴収するものにはどんなものがあ

るかという質問に対しまして、給食費、遠足バス代、園児服代、体操服代、教材費等がありますとい

う答弁がございました。 

次に、大津保育園関係では、委員より、修繕料で窓ガラスの修繕等の説明があったが、通常は割れ

ない強化ガラスが設置されているのではないか。現在も危険な窓ガラスが残っているのか。また、家

庭的保育の代替保育についての職員は確保できているのかという質問に対しまして、現在も強化ガラ

スが十分に設置できていないため、万が一割れた時のためにも、今後も子どもの安全面を考えて対応

したいと考えております。また、家庭的保育の保育室については１人分予算計上しておりますという

答弁がございました。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第３４号関連につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

続きまして、議案第３５号、平成２７年度大津町国民健康保険特別会計予算についてであります。 

委員より、法定外繰入が１億７千万円だがこれがどのくらいまで増えたら国民健康保険税の値上げ

を考えるのかという質問に対しまして、執行部より、平成２３年度に保険税のアップをお願いいたし

ました。その時点で少しは税収が上がったところですが、その２年後には税で賄えなくなりました。

本来特別会計について独立採算ですので税で賄わなければならず、税を上げるということを考えなけ

ればいけないと思いますが、各保険者の比較をしてみると、他の保険の被保険者に比べ、国保被保険

者の保険料の負担率というのは非常に高いものがあります。消費税が８％に上がり、今度は１０％に

なるということで保険税をさらに上げるというのは被保険者の負担増につながります。だからと言っ

て税を上げずに一般財源で賄うというのもおかしい話でもありますが、今の大津町の状況として、住

民の約２１％が国民保険被保険者でございます。この保険者によって６５歳から７４歳までの医療費

を負担する保険税の増税については検討しなければなりませんので、まずは医療費の抑制に力を入れ

ていくことだと考えておりますという答弁ございました。 

また、委員より、法定外の１億７千万円は全体的に充てると思うが、結局どこが増えるのか。執行

部より、特別会計の一般財源のうち国保税は６億円しかないので残りが４億円でその中に法定外の１

億７千万円が入っています。それがどこに行くかといえば医療費が１番大きいのですが、ほかに後期

高齢者支援金、介護給付負担金などになります。例えば、介護給付負担金についても税の介護分だけ

では賄えませんので税以外の一般財源でみております。 

また、委員より、国民保険特別会計の積立の状況はどうなのか。執行部より、基金は約５００万円

ですという答弁がございました。 

委員より、以前は基金が１億円ぐらいあって、それをくずせという話があったと思うがという意見

に対しまして、当時は１億円から１億５千万円ぐらいの基金があり、基金を取り崩して保険税の値上
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げを抑えるべきではないかという話だったと思います。基金を崩して保険税を据え置いていましたが、

基金がなくなってしまいまして、平成２３年度には保険税を上げました。保険税のアップよりも医療

費の伸びが大きいということはあると思いますという答弁がございました。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第３５号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第３８号、平成２７年度大津町介護保険特別会計予算についてであります。 

委員より、介護保険給付費の介護サービス等諸費が介護保険事業の本丸であると思うが、第６期の

計画で介護サービス等諸費の金額が上がることも予想される中で、それぞれのサービスの配分という

ものが今後居宅や在宅を重視した形で施設利用を抑えていくという目的をもった場合に、どのように

変わっていくことを見込んだ計画なのか。将来のイメージも含め尋ねたいということで質問がありま

して、執行部より、第６期計画に基づいて予算を組みましたが、住み慣れたところでサービスを受け

ることができる地域密着型サービスを進めていくという部分と待機者の解消を行うため、今回施設整

備として地域密着型、密着特養１カ所とグループホーム２ユニットを３カ年の間に整備する計画とな

っております。国の方針を踏まえた今後の方向性としてはできるだけ自宅でサービスが受けられる体

制と住み慣れたところで介護支援をしていける形が望ましいのではないかと考えております。 

また、委員より、家族介護用品支給事業についてどのような形で必要な方に支給されているのかと

いう質問に対しまして、執行部より、介護用品給付金の支給につきましては、要介護４、５の人が要

介護３で排尿、排便が全介助の人を対象として、在宅で介護をされている同居の家族には月６千円の

給付金の支給をしております。指定した町内の薬局で指定した介護用品を購入していただき、後日薬

局から１カ月分をまとめた請求がありますということでした。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第３８号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第４０号、平成２７年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

委員より、後期高齢者が今後増えていくということは当然予想され、国保とは制度も当然違うが今

後の見込み見通しはどうなのかという質問に対しまして、執行部より、後期高齢者医療については国

の施策として社会保障制度でみていただければと考えております。後期高齢者医療制度については、

以前から見直しの議論が続いておりますが、今後団塊の世代が７５歳に達する２０２５年問題があり

ますので制度的に変わらざるを得ないと思います。このままでは制度自体が成り立たないことも危惧

されておりますということで、討論はございませんでした。 

採決の結果、議案第４０号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

最後に、請願第１号、手話言語法制定について国への意見書提出を求める請願であります。 

執行部より、あくまで必要な場面という前提がつくところで、例えば講演会における託児所の設置

などと一緒ではないだろうか。必要な方がいた場合、求められたら主催者の責任でどうするかだと思

う。何よりも現状を考えた時、手話が使えない人たちをどうにかしなければならない。費用負担につ

いてはろう者であろうが健常者であろうが、必要なサービスであれば費用負担が生じるのは仕方ない
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ものではないだろうかということがありまして、委員より、手話によって意思疎通ができるように準

備しようと社会全体が進んでいるのに、その言語である手話をろう学校など学校現場で学ぶことがで

きないこと、それ自体がおかしい。そのために手話が言語としてろう者に活用されるための具体的な

施策が必要なことから法の制定を請願の趣旨としているという意見もありました。 

討論はございませんでした。 

採決の結果、請願第１号については、全員賛成で採択すべきものと決しました。 

当委員会に付託されました案件は以上でございます。 

議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同をいただきますようお願いを申し上げまして、

文教厚生常任委員会の報告を終わります。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開します。 

午前１１時４６分 休憩 

△ 

午後 ０時５９分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

総務常任委員長荒木俊彦君。 

○総務常任委員長（荒木俊彦君） ただいまから、総務常任委員会に付託されました案件につきまして、

委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

当委員会に付託されました案件は、議案第９号、１５号、１６号、１７号、１８号、１９号関連、

２０号、２１号、３４号関連、そして請願第２号の１０件であります。 

当委員会は審議に先立ちまして、３月１０日に関係する６カ所の現地調査を行い、１１日の午前

１０時から１２日まで委員会Ａ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議

の経過の概要と結果を要約してご報告申し上げます。 

まず、議案第９号、大津町男女共同参画推進条例の制定についてであります。 

委員より、他の市町村の条例には教育の推進などが明記されているところが多々あるが、大津町

の条例には明記されていないのはなぜか。また、条例案をまとめるにあたってパブリックコメントは

実施をしたのかとの質疑に対し、執行部より、他の市町村の条例の規定はさまざまではありますが、

大津町は条項として明記しておりませんが、第３条の基本理念及び第７条の性別による人権侵害の禁

止に学校教育や生涯学習を通じて男女共同参画の推進への支援も含まれており、教育の推進において

も個性と能力を発揮できるようにするために基本理念等に基づき推進ができるものと考えている。ま

た、パブリックコメントについては行っていないとの答弁でありました。 

委員より、男女共同参画推進懇話会委員のメンバーはどのような構成か。また条例の内容に懇話

会の意見は取り入れられているのかとの質疑に対し、執行部より、男女共同参画推進懇話会は女性グ

ループ代表、公募委員など１５名の委員で構成され、平成２６年度は６回会議を開催し、条例案の内

容を審議して意見を取り入れているとの答弁でありました。 

委員より、この条例の議案には３つの点が不足しているのではないか。一つは、生涯を通じた健
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康への、とりわけ女性の健康への配慮、二つ目に、学校教育においての推進、三つに、公衆に表示す

る情報に関する留意の３点について条項が不足していると思われる。今後、条例を改正し、見直す用

意はあるのかとの質疑に対し、執行部より、状況を見て関係者の意見を聞きながら条例を改正するこ

とは可能でありますとの答弁でありました。 

委員より、重要な条項については入れておいた方がいいのではないかとの意見がありました。ま

た、この条例を採択した上で、更に充実を図る手段が必要ではないか、その上で意見書をつけて採択

をしたらどうかという意見がありまして、その後、質疑を打ち切り、討論はございませんでした。 

なお、皆さんの議席に配付しておりますこの条例の採決をするにあたり、意見書を付すことに全

員賛成し、採決の結果、議案第９号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

次に、議案第１５号、大津町行政手続条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、今回の条例改正は行政指導及び行政処分に関する内容なのか。変更の内容についての質

疑があり、執行部より、今回行政手続法が改正され、その主な改正内容は、「行政指導の中止等の求

め」それと「処分を求め」が新たに加わったことによりまして、行政運営における公正の確保と透明

性の向上を図り、併せて国民の権利、利益の保護を図るものとなっている。法は地方公共団体が行う

行政指導について適用除外とされている部分があり、また法４６条において、地方自治体は法の規定

にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとの規定があることから今回、町の条例

も上位法に準じて改正を行うものでありますとの答弁がありました。今まで具体的な事例はあったの

かとの質問に大津町では事例はありません。想定される事例として「振動規制法」「騒音規制法」に

基づく市町村長の勧告が想定されますとの答弁がありました。 

討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第１５号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１６号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運営に関する条例の一部

を改正する条例についてであります。 

委員より、今回の子局増設によって難聴地区は解消できたのかとの質疑に、執行部より、平成１６

年の調査で難聴地区が７カ所あり、室小付近、昭和園西側には設置が終わり、また宅地開発により急

増する場合もあるので今後も調査をしながら進めるとの答弁でありました。 

こうした防災行政無線について条例で定める必要性はあるのかという質疑に対し、執行部より、公

共施設を設置し、運営するための条例で定め、なお電波法により利用の内容についてが規制をされて

いるということの答弁でありました。 

採決の結果、議案第１６号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１７号、監査委員に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 

質疑また討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第１７号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第１８号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであ
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ります。 

こちらも質疑、討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第１８号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１９号関連、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてであります。 

こちらも質疑、討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第１９号関連については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２０号、大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いてであります。 

委員より、勤務１時間当りの給与額の算定方法を変えるということだが、具体的に何の算定基礎に

なっているのかとの質疑に、執行部より、主に職員の時間外勤務手当を算定する際の基礎となるもの

です。 

委員より、今回の改正の理由として、労働基準法に適用するように適正化を図るとのことだが、全

国的に他の自治体でも同じように改正がされているのかとの質疑に、執行部より、熊本県も含めてこ

れまで国家公務員に準拠した形の算定基準でしたが、地方公務員について労働基準法に適用させるよ

うに県からの指導がありましたので今回改正を行うものです。県も既に改正を行っており、全国の自

治体でも同じような改正の動きがあっておりますとの答弁でした。 

討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第２０号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２１号、大津町手数料条例の一部を改正する条例についてであります。 

委員より、臨時運行許可業務の市町村での実施状況はどうかとの質疑に対し、執行部より、県内の

市はすべて施行され、町村は１３実施されていますとの答弁でした。 

委員の意見として、利用者の利便性が向上するため、よい取り組みだと思われるとの意見がござい

ました。 

討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第２１号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第３４号関連、平成２７年度大津町一般会計の予算についてであります。 

まず、議会事務局について、委員より、共済費の中で議員共済組合負担金が増額となった理由につ

いて質疑があり、執行部より、議員年金に関するものであり、地方議会議員年金制度が平成２３年６

月に廃止となり、その時点で３期１２年経過した方は年金の受給資格があり、制度の廃止に伴い給付

に要する費用の財源は各地方公共団体が負担することになっており、平成２７年度に統一地方選挙が

行われることにより、議員を辞めて退職一時金の請求が出てくることとなるため負担金の増額となる

ものですとの答弁でありました。なお、次年度からは減額となると思われますとの答弁でした。 

委員より、監査委員書記と議会事務局職員の兼務の割合はどの程度かとの質疑に対し、執行部より、

例月出納検査、定期監査、決算審査などが行われており、６割から７割が監査の事務となっていると
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の答弁でした。 

次に、総務部総務課関係で、委員より、人事秘書費で職員健康診断などの委託料が計上されている

が、これには職員の人間ドッグも含まれているのか。対象年齢はどうかとの質疑に対し、執行部より、

人間ドックもこの中に含まれている。また、人間ドックは３０歳以上の職員を対象としています。こ

れ以外に役場で行う健康診断が含まれており、すべての職員がこの健康診断か人間ドックを受けるよ

うにしておりますとの答弁でありました。 

委員より、行政区嘱託員関係で、美咲野区の行政区分割が予定されているようだが、その分割後は

どうなるのかとの質疑に対し、執行部より、美咲野の行政区分割について４月に自治会の総会が予定

されていると聞いている。その後、総会で分割が正式に決まれば町に申請され、早ければ６月の議会

定例会で条例の改正と補正予算を提案させていただきたいと考えている。分割後のそれぞれの行政区

嘱託員の委嘱はそれからとなり、４月からの約３カ月間は現行どおり美咲野は１行政区として１名の

行政区嘱託員の委嘱をお願いすることになるとの答弁でありました。 

委員より、選挙において投票率向上のための取り組みが必要だと思うが、なぜ期日前投票所はオー

クス１カ所なのかとの質疑に、執行部より、期日前投票は二重投票等の防止や有権者の登録管理をす

るために役場の総合行政システムを利用し、一元管理を行っている。そのためＬＡＮ配線が整備され

た施設でないと投票システムを利用できないので、今回の県議選はオークスに期日前投票所を設置す

る予定である。今後はＬＡＮ配線整備に多額の予算が必要となるが、投票率向上のため期日前投票所

の増設を検討していきたいとの答弁でありました。 

委員より、ＡＥＤ借上料について、以前は備品として購入していたはずだがとの質疑に対し、執行

部より、備品購入等借上料の経済比較を行い、借上料の方が安かったので平成２７年度予算から借上

料でＡＥＤを整備したいとの答弁でありました。今回は５台分で、４年借り上げでパッド交換を１回

含んだ金額であると。本体のメーカー保証は７年、バッテリーの交換は４年となっているとの答弁で

ありました。 

委員より、本体のメーカー保証は７年間あるのであれば、７年の借り上げ契約との経済比較はした

のか。また、町の施設に設置してあるＡＥＤの管理は一元管理するべきではないかとの質疑に対し、

執行部より、７年間の借り上げを契約した場合と備品購入でパッド交換２回、バッテリーの交換を１

回使用した場合の比較では、借り上げ契約した方が安かった。また、借り上げ契約には月１回の点検

が含まれている。ＡＥＤは町の施設の携帯式の２台を含み、１４台設置している。また、小中学校に

は１９台設置している。管理の一元化については施設の管理者が管理する方が適切と判断している。

新年度から借り上げでＡＥＤを整備するので、情報の管理はすべて総務課で行う予定でありますとの

答弁でありました。 

委員より、施設にＡＥＤがあることを町民に知らせることが必要ではないかとの質疑に対し、執行

部より、２７年度工事請負費で案内看板設置工事費を計上していてＡＥＤの場所が分かるようなサイ

ン計画を予定しているとの答弁でありました。 

委員より、防犯灯等ＬＥＤ導入調査業務委託はとの質疑に対し、執行部より、社会資本整備総合交
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付金事業対象外の部分について、種類、場所等を調査するものですとの答弁でありました。 

委員より、町内の防犯等の数や場所を把握をしていないのかとの質疑に対し、執行部より、九電と

一緒に調査をしましたが、数が膨大なため完全に把握できていない。今回の調査で町全体の状況を把

握をしていくとの答弁でありました。 

委員より、防災備蓄倉庫の利用計画はあるのかとの質疑に対し、執行部より、敷地面積が約４千４

００平米で危機管理用として設置を予定している。また、防災指導員や消防団などの関係団体の訓練

場所としても使用する予定であるとの答弁でありました。 

委員より、消防施設補助金につきまして、この間物価の高騰などを考慮して補助額を上げるべきで

はないかとの質疑に対し、執行部より、現在の補助額は１００万円を限度としているが各消防団の分

団と調整しながら進めてまいりたいとの答弁でありました。 

次に、総務部総合政策課につきまして、庁舎等整備基本構想業務委託についてはどのような方法で

業務委託を考えているのか。また、委託の内容はどのようなものかとの質疑に対し、執行部より、委

託の方法については、入札方式かプロポーザル方式が考えられるが庁舎の基本構想策定という業務内

容を考えれば、入札方式よりプロポーザル方式が望ましいのではないかと考えている。また、委託の

内容として現庁舎の課題と現状の整理、新庁舎建設における主な各種計画との関連、また基本理念、

基本的機能、建設位置に関する考え方、また規模に関する考え方、建設事業手法に関する考え方、ま

た財源などの検討を、そうした内容を考えているとの答弁でありました。 

委員より、地方創生事業における地方版総合戦略と振興総合計画との整合性はどうなるのかとの質

疑に対し、執行部より、地方創生における地方版総合戦略は、人口ビジョンの策定とともに人づくり

や仕事づくりといったソフト的なものとなっている。また、現在取り組んでいる社会資本整備事業に

おいてハード的なものが多く、地方版総合戦略と社会資本整備計画が車の両輪的な役割を果たしてい

ると考える。更に、振興総合計画においては、今後、町長の任期に合わせた計画策定を考えており、

２７年度において終了する計画は２年間の延長をすることとしている。その中に積み残している事業

を取り込みたいと考えているとの答弁でありました。 

委員より、地域公共交通会議のメンバーと地域公共交通確保維持改善事業補助金の内容についての

質疑があり、執行部より、地域公共交通会議は法に定められた協議会であり、住民代表、学識経験者、

バス・タクシーの事業者、交通関係行政機関などにより構成される。また、補助金について、２７年

において公共交通網形成計画を策定することとしており、国の補助事業である地域公共交通確保維持

改善事業補助金を活用することとしている。なお、事業においては、公共交通会議において取り組む

こととしており、財源として国からの補助金２００万円、町補助金８００万円を予定しているとの答

弁でありました。 

委員より、総合情報メールサービス（からいも君だより）の登録者はどれくらいか。また、からい

も君のメールを送る際に登録先のアドレスのリンク先を添付すれば登録者が増えていくのではないか

との質疑に対し、執行部より、からいも君だよりの登録者は２月中旬で約６５０件、１２月以降は月

に１ケタ程度の登録になっている。先日、町内の携帯電話取扱店４店にもお客様に紹介していただく
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ようお願いに行ってきたところです。登録者がもっと増えるようにいただいたアドバイスも検討させ

ていただくとの答弁でありました。 

委員より、平成２６年度における地域通貨「水水」の交付実績について質疑があり、執行部より、

登録団体への寄付が１８万９千６００円、個人受領が４１１枚で、金額にして４万１千１００円とな

っている。 

委員より、元気大津づくり活動（地域通貨事業）では、１週間に１５分以上の活動を１単位として

おり、１年間最高でも５２単位と限度が定められているが、２６年度から対象となった健康増進活動

のようにすればするほどよい活動と矛盾しているように思える。元気大津づくり活動で健康づくりに

取り組むメリットがあまり感じられないのではないかとの質疑に、執行部より、元気大津づくり活動

はもともとボランティア活動を広める目的を含めて制度設計しており、１人当たり年間最高５２単位、

額にして１千３００水水程度なら高すぎでも低すぎでもない額だろうと、２０年度から始めた活動で

ある。しかし、登録者数の伸び悩みなどの課題もあり、２６年度に新しく健康増進活動を加え、健康

づくりも対象としたところである。活動に取り組むことで、自身が健康で過ごせることが一番のメリ

ットと考える。しかし、指摘のとおり、ボランティア育成と健康づくりが混同している感があるので、

２７年度中に、例えば健康診断や町の行事への参加に対するポイント制による運営を検討するなど制

度そのものを見直すことを考えているとの答弁でありました。 

委員より、地域づくり活動支援事業補助金は地域の一体感などを町内各地区でつくるのにとてもよ

い事業と思うので、区長に対するＰＲなどをもっと周知し、利用推進を図ってほしいとの意見がござ

いました。執行部より、地域づくり活動支援事業は、現在、国が取り組んでいる地方創生関連事業に

もマッチしていると考えており、今後策定する地方版総合戦略のメニューに盛り込むことも考えてい

るとの答弁でありました。 

委員より、空港ライナーの利用状況はどうか。町負担金は前年度と比較して増加しているのではな

いかとの質疑に、執行部より、空港ライナーについて平成２３年度から運行を開始し、年々利用者も

増加し、今年の２月における１日当たりの利用者も２５０人となっている。また、空港ライナーの負

担金は、熊本県、大津町、熊本空港ビルディング、空港環境整備協会の負担金により運営されている。

大津町においては、平成２６年度４３０万円の負担だったが、２７年度は５１５万円をお願いしてい

る。これは２７年度に現行の１日４５便から５４便へ増便するとの計画があり、空港発の応援便対応

等のため運行経費が全体的に約９００万円増加することにより負担金が増加したことによるものです

との答弁でありました。 

次に、委員より、国際交流の観点で、最近町内で中国や韓国などから来られている外国人を多く見

かけるが、例えば避難所と記載された案内標識などのサインが理解されているのかどうか懸念される。

他自治体では漢字ではなく絵や優しい日本語で表示しているところもあるが、多言語化も含めて町と

しての取り組みについて質疑がありました。執行部より、町として多言語化を進める予定は現時点で

はない。英語版のパンフレットなどを作成したことはあるが、中国語版や韓国語版などはなく、今後

の課題と考える。また、避難所を絵で表示するとしても町独自のデザインではなく、広く統一的な表
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示でないとかえって混乱させることになると考えているので、当面は情報収集を進めていく予定であ

るとの答弁でありました。 

総務部税務課につきまして、空き家対策特別措置法が施行されたが自治体への影響をどう考えるか

との質疑に、執行部より、２６年１１月２７日に成立した空き家対策特別措置法は２７年２月２６日

に一部施行され、同日、国の基本指針も公表された。全国にある住宅約８００万戸のうち約１割は空

き家だと言われており、防災や衛生、景観などの観点から対応の必要がある空き家が存在している。

今後、市町村では、国の指針に基づき空き家対策計画を作成するために関係機関等により協議会を組

織することになると思う。また、市町村が保安、衛生上問題となるような空き家を特定空き家として

指定すれば行政による改善命令などの必要な対策を行うことが可能となる。 

税務課関連としては、住宅用地に住宅が建っていれば土地の課税標準額が面積に応じて６分の１、

あるいは３分の１に軽減される。そういう特例措置がありますが、問題のある空き家の早期撤去を促

すために特定空き家に指定された場合、この特例から除外されることになる見込みでありますとの答

弁でありました。 

総務部人権推進課につきまして、委員より、男女共同参画推進プラン策定等業務委託の内容はどの

ようなものかとの質疑に、執行部より、町民アンケートの集計・分析・計画策定の内容の検討、男女

共同参画推進プランデザイン作成、印刷費などが含まれているとの答弁でありました。 

以上で、質疑が終わり、討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第３４号関連については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、請願第２号、協力雇用主・入札参加資格審査にて優遇制度導入を求める請願書につい

てであります。 

最初に、議会事務局より朗読をし、その後、紹介議員に対する質疑を行いました。 

委員から、優遇制度導入を求めるという内容はどういうものかとの質疑があり、執行部より、公共

工事入札の参加者資格格付基準というものがあります。それに１項目点数を加えてほしいという請願

であります。格付の点数が上がりますので請負業者にとっても有利になる。そのかわり、業者も積極

的に雇用をするという形になります。現在の評定について申し上げますと、第１点目が建設業法２７

条の２３第１項の規定による総合数値であります。法に基づく業者の点数があり、それにプラスして

町の評点というものがあります。町の評点につきまして工事成績、契約件数、請負実績額、信用度合、

ＩＳＯ取得状況、男女共同参画の推進状況についてプラスがあります。今回、請願がありました雇用

につきましても、これに１つ加えればランクが上がる業者がある可能性がある。役場としては、特に

問題はありませんとの答弁でありました。 

近隣の市町村で実施しているところはとの質疑に対し、執行部より、宇土市、宇城市、八代市、荒

尾市で実施済みです。また、菊池市は去年の１２月議会で請願を可決され、隣の菊陽町も可決するの

ではないかと思われますとの答弁でありました。 

委員より、委員の意見として、こうした業者は優遇するとしても、実際にそういう人を雇っている

かどうかを確認しないといけない。単なるそういう団体に加盟しただけでは問題があるのではないか。



 292

また、制度を設けているか設けていないかの違いであって、雇用をしていくことが一番大切ではない

か。他市の６つの自治体で導入しているとのことだが、そのやり方として制度を設けている上にその

制度で雇用をされているところに対し優遇制度が適用されているのか。雇用をしていなければ優遇は

受けられないというか、そういう制度があれば優遇をされるのか。こうした質問がなされ、市や町に

よっては協力雇用主登記ということで点数がつく分と、雇用１人以上でまた点がつくという制度を設

けているところがあるとの答弁でありました。 

委員の意見として、こうした団体に登録をして、なおかつ雇用を増やすことはよいことであるとの

意見が出ました。 

討論はありませんでした。 

採決の結果、請願第２号につきましては、全員賛成で採択すべきものと決しました。 

最後に、当委員会は１２月定例会からの継続調査といたしまして、２月の１９日に鹿児島県の薩摩

町の新庁舎建設の先進地事例調査を行ってきたことをご報告を申し上げまして、当委員会の報告を終

わりたいと思います。 

議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同をいただきますようお願いを申し上げ、総務

常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

  これから各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） まず、議案第９号、総務委員長の報告の中で議案第９号について質疑をいた

します。 

男女共同参画推進条例の制定についてでありますが、この中で今回意見書をつけてあります。この

意見書の中で、箇条書きで１、２、３とこういったものも加えた方がいいんじゃないかなという形で

されておりますが、この２番、３番目あたりを見てみますれば、箇条書きの２で学校教育・社会教育

での学習推進と支援という形で、こういった形で意見書をつければ教育の場においてですね、これを

入れなければならないになりはしないかなと。こういった条例ができてそれを教育委員会なりで審議

してどういうふうに取り入れるかは教育委員会側の能力のところでありまして、こちらから下手に意

見書をつけるのはいかがなもんかなという疑義が出てきますので、これは必ず入れなさいというふう

な、何かこう命令調のそういったものではないのかなと思ってしまいますので、これが学習推進と支

援に入れてほしいという要望なのか、入れなさいというようなやつなのかがちょっと分かりませんの

で、この点について質疑をしたいと思います。 

そしてまた、公衆に表示する情報、表現への配慮ということは、公衆に表示する情報というものの

表現というものは、むろん不適切な言葉や表現というものは使われないわけでありますから、これ不

要なものではないかなというふうに考えられます。この２点について、この意見書についてちょっと

わからないので質疑いたします。 

文教厚生委員長の報告の中の議案第３５号、平成２７年度大津町国民健康保険特別会計予算につい
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て質疑いたします。 

３５号につきましては、一般質問のところでも言いましたけれども、法定外の繰り入れがなされて

おります。要するに、この法定外というものについてのことをよく考えますれば、２６年度にも行わ

れており、２６年度行われた法定外が２７年度も行われて３億円以上法定外を入れたということは、

２６年度に繰り入れられたということはですね、２５年度にもう底をついたということですね。言う

ならば、経費が足りないというふうに、運営経費が足りないということになったのではないかな。と

いうことは、国民健康保険の採算性が、独立採算制でありますけれども、バランスがとれなくなった

のはもうすでに２５年度から採算性が悪くなっている。ということは２７年度、もう３年目に考えら

れるのではないかなと。ということは、何らかの対策を打ち出さなければならないと思うんです。じ

ゃないと指摘しましたところの法定外というような法定、法で定められたのほかですから法律違反に

なってしまうという重大な事件になってしまいはしないかなということですね。この点についての審

議がもう少し深くなかったのかですね、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務常任委員長荒木俊彦君。 

○総務常任委員長（荒木俊彦君） 議案第９号の大津町男女共同参画推進条例の制定に関する審議の経

過と結果についての質疑であったかと思います。 

  まず、この委員会が意見を付す、最終的には意見を付すことで全員賛成をしたわけでありますが、

現在の提案されております町の条例案と他の自治体との２つ、３つほどですね。また、本会議での指

摘もございましたが、ほかの自治体の半分との比較も委員会の中で行ってきたところであります。そ

うした自治体の条例と比較をして、この３つの項目が町の条例には不足をしているんではないかとい

う委員会での指摘がありました。それで、大津町がこの条例案をつくるにあたってモデルにしたのが

熊本市の条例だという説明がありまして、熊本市がもう５、６年ほど前に条例を作っておりまして、

その当時の熊本市の条例にはこういう項目が入っていなかったと。つまり男女共同参画懇話会でこう

いうことが話し合われてきたわけですけど、委員会の中ではその懇話会の中でそもそも情報提供が不

足をしていたのではないかという指摘がございました。そして、この３つの項目が委員会で不足をし

ているということに対して、執行部のほうでは、男女共同参画推進プランというのを既に作っており

ますが、そのプランの中で具体化をしているのであえて条例の中には謳わなかったという答弁があり

ました。それから、この条例を委員会で修正をしたらどうかという意見もありましたが、ここにも書

いておりますが、こうしたプランを、条例をつくる、まず条例そのものをつくることが大事ではなか

ろうかと。なおかつ、行政側がパブリックコメントをやっていないということもありまして、広く町

民の皆さんの英知を集めてこうした３つの問題も含めて条例がより充実をするような方向、そういう

話し合いを期待をしたいということで委員会の中では３つの項目を指摘し、今後見直し、充実を期待

をしたいということでこういう意見を付すことになったということであります。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 文教厚生常任委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任委員長（源川貞夫君） 永田議員の質問にお答えいたします。 

法定外繰入が１億７千万円という先ほども委員の質疑がいくつかありましたけども、それ以外にも
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ありました。国民の約２１％が国保被保険者ですということは先ほど言いましたけども、６５歳から

７４歳までの医療費を負担する保険税の増税については検討しなければなりませんので、まずは医療

費の抑制に力を入れていくことが大事だと考えておりますというような答弁がありましたけども、そ

の後、難しい問題であると、委員よりですね、本来これは国で考えなければいけないと思うが保険税

で賄わなければいけない特別会計に繰り入れる。どういう根拠があるか分からないが、超法規的措置

になるのかという質問がありまして、それに対して、執行部よりですね、国保税についてはこれだけ

の法定外繰入を行っているので、ある程度の負担を何らかの形でお願いしなければならないなと思っ

ています。県で一本化するのは平成３０年ですので、その時どうなるか、まだ明確に示されていませ

んが、大津町に必要なのはこれだけですよと。これだけ納めなさいというものがきた時にいくら国保

税が上がるのか。そういうシミュレーションも必要ですと。そういう点も含めまして国保運営審議会

がありますので、そちらにも諮りながら２７年度において、２８から２９年度中に国保税の値上げを

せざるを得ないかどうか十分検討していきたいと思いますという答弁ございました。そして、もう一

つは、国が消費税をアップした分を社会保障費に使うということも言っているのでぜひ財源に充てて

もらって少しでも国保税を上げなくてすむように期待していますが、その点も含めて２７年度中に検

討していきたいと考えていますという答弁がございました。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

山本重光君。 

○６番（山本重光君） 文教厚生常任委員長に質疑をいたします。 

先ほど委員長報告でですね、図書館についてご報告があったんですけども、図書館協議会の委員の

役割のみということであったと思うんですけども、そのほかにもですね、図書館についてたぶん質疑

があったと思いますのでちょっとお尋ねいたしますけども、たまたま昨日一般質問で図書館について

さらなる活性化をという話をしたんですけども、図書館協議会委員、たぶん条例で委員数が１０人だ

と思うんですけども、それに対して今私の記憶では８人なんですよね。その８人のうち、あと２人は

なぜいないのかとかですね、それからその今８人、たぶん８人と思いますけど、その８人の構成委員

に関する質疑とかそういうものはなかったのかなというふうなことでお尋ねをしたいと思います。と

いうのが、更なる活性化ということで一番大事なのはですね、やはりその図書館協議会委員の方々の

外部からのいろんなアドバイスなり見識なりですね、知恵なり。そういうものが必要だと思いますの

で、１０人の定員であれば定員いっぱいに委員さんを設けてですね、かつ構成員としてもたぶん関係

団体のあて職の方もおられると思いますけども、私が一番大事と思っているのはその公募委員ですよ

ね。公募委員がどのくらいの比率なのか。内容についてはいろんなところに発表はしてあるかもしれ

ませんけども、そこら辺のことについて図書館協議会委員の動きですよね、そこら辺についての質疑

があったのかどうか。そこら辺をお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 文教厚生常任委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任委員長（源川貞夫君） 山本議員の質問にお答えいたします。 

先ほど述べましたように、図書館の協議委員会委員の仕事はどのようなものかということにだけの
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質問でございまして、その人数とか、誰々とか、構成委員とか、どういう方がなっておられるという

ことまでの質問はありませんでした。 

ほかにですね、図書館のほうもいろいろありましたけれども、お客様からの意見とそれに対する回

答を貼り出してある、透明性が感じられると思うが、そうした考え方はどうかというような質問もあ

りました。内容によりますけども、今後検討したいというような答えでございました。 

それから、雑誌スポンサー制度の状況はどうかというのもありましたけど、これは現在のところ１

社と、２つの雑誌のスポンサーになっていただいておりますというようなこととか、まあそのほかい

ろいろありましたけども、先程の質問の内容についてまで詳しくは聞いておりません。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 定例会に提案されました議案の中で２点について反対の立場から討論を行い

ます。 

まず最初に、議案第２２号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。今回

の改正は、介護保険制度が今度６期目に入るわけですけど、既に１５年経過してまいりました。当初、

この介護保険は高齢者の介護を社会的に担保をすると。また老後の安心、こういう謳い文句で導入を

されたわけでありますが、今回の改定にあたり担当職員の皆さんも大変ご苦労なさって、あとは十分

理解ができます。段階を７段階から１１段階に段階を細かく分けるという点では大いに評価はできる

ところでありますが、私はこの制度のもともとの目的から外れて、まさにこの何と言うんですかね、

この制度そのものの根幹が問われなければならないという立場から反対をするものであります。 

例えば、その第１点は、低所得者に対するいくら収入が低くても介護保険料を取り立てるという仕

組みになっていることです。一番最低の所得段階では受け取る年金が１カ月１８万円、いわゆる、そ

れ未満であってもいくら収入が少なくても介護保険料を支払わせるというこの仕組みそのものはまさ

に人間の生存権を否定するようなものであり、私はこのことは断固許せないということで反対をする

ものであります。 

また、３年ごとに介護保険料の見直しが行われてまいりましたが、この３年ごとの改定の度に介護

保険料が引き上げられてまいりました。このままいけば２０２５年問題、団塊の世代の方々が７５歳

に到達すると。実は、こんなことは既に介護保険制度ができた当時からわかっていたことであります。

わかっていた上で国はこういう制度を適、欠陥をそのまま放置をしてきたといわざるを得ないと思い

ます。つまり、このままいけば３年ごとにまた際限なく介護保険料が引き上げられていくことは間違

いないと言わざるを得ないわけであります。これでは老後の安心どころではないと言わざるを得ない

と思います。そういう意味で、私はこの制度が元々できた目的から外れる。また人間の生存権を否定

するようなこういう仕組みが一刻も早く改善をされる、このことを願ってこの条例に反対を表明する
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ものであります。 

もう１点は、議案第３４号、平成２７年度大津町一般会計予算について討論をいたします。 

主な反対の理由は２点であります。一般会計の反対の１点目は、この新年度予算がいわゆる子ど

も・子育て支援新システム導入に合わせて、いわゆる保育料が値上げにつながる人も出てくる。それ

ととりわけ今若い人たちが非正規労働で働かざるを得ない状況にどんどん追い込まれている中で、若

い子育て世帯の暮らしが本当に厳しくなる一方であると思います。消費税は上がり、物価は上がり、

その一方で年少扶養控除など税金の制度の改悪によって負担が増えるばかりの若い子育て世代。夫婦

一所懸命働いて年収が３００万か４００万で子育てするのは本当に私は大変な苦労を抱えると思うわ

けであります。そういう意味で、子ども・子育て支援新システムが子育て支援の充実にはなっていな

いと思うわけであります。そういう意味で、こうした若い子育て世代に対する細やかな配慮が必要で

あると一般質問でも行いましたが、そういう配慮がなされていない予算を含んだ２７年度予算の問題

点を指摘をしたいと思うわけであります。 

もう１点は、人権対策費でありますが、私はずっと一環して批判をしてまいりましたが、人権同和

教育推進という名目で部落解放同盟に未だに約３００万円近い補助金が、団体助成金が出され、また

その関係者が集会等に参加すれば日当まで補償がされているという問題であります。この同和問題に

ついては、既に国による特別立法が期限を迎え廃止になっております。ですから、法に基づく根拠が

同和教育というにはもう法的根拠がないにも関わらず、一部のこの同和団体に対して優遇措置を取り

続けることは、私はその関係者本人たちにとっても決してためにならないと思うわけです。本当の意

味でのすべての人の人権を守るということであれば、もはやこういった特別扱いの助成金は返上をす

るべきであると。みんな一緒に人権を守ろうと、そういう立場に立つべきであり、行政はそのための

イニシアティブを発揮するべきだと思うわけであります。 

以上２点について、２７年度一般会計予算について反対の意見を述べて討論といたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 介護保険料の改正の部分について、ただいまの反対の討論がございましたので、

私はそちらに賛成の立場から討論をいたします。 

  先ほど反対の中でございましたように、低所得者層に対しての保険料を賦課していくということが

大変なことだということは確かにそのまま感覚的には理解できるところではあります。しかし、こう

した制度というのは一定の負担がなければ成り立たないということも事実でありまして、問題はその

相応な負担、相応性というところにあるのではないかと考えております。先ほどその改正の度に引き

上げれていくということがおっしゃられたかと思いますけれども、今回の第１段階、第２段階のとこ

ろにつきましてはですね、今後、その国の方もここが引き下がるような工夫をするということもです

ね、今検討されているようでありまして、低所得者の負担が相応であるかというところについてはこ

れ以上のものは、前期以上のものはないのではないかという判断のところで考えたところであります。

よって、この介護保険料の改正につきましては賛成ということでお話したいと思います。 
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○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

  坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 議案第３４号、平成２７年度大津町一般会計予算について、賛成の立場から

討論いたします。 

  先ほどですね、反対討論の中で、基本的にはですね、貧富の差の問題、低所得者の問題が大きく取

り上げておられました。まさにそのとおりなんですけども、しかし、この子ども・子育て新システム

というのは国がですね、決めたシステムでありまして、今度はそれを受けて地方自治団体の方でもで

すね、２７年度の一般会計を組んでいくわけなんですけども、これはやはりですね、今のところは国

の方で政策を変えない限り地方の方でこれを大きく変えていくのは難しいと。現行は国の政策の流れ

の中でやっていくしかない、当面はですね。ということで２７年度の一般会計予算について賛成いた

します。 

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第３５号に対しまして反対の立場を表明いたします。 

  理由といたしまして、議案第３５号、大津町国民健康保険特別会計予算についてでありますが、や

はりどうしても独立採算を守らなければ法定外の１億７千万というもののこれは町民に対して申し訳

が立たないということです。やはり政策によってこの国民健康保険特別会計は建てなおさなければな

らない。ですから、私さっき質疑の時に指摘しましたけれども、既に２５年度から悪化してきている

ということです。ですから、その間にもう既に３年目と考えられますんで、対策というものは既にど

ういった対策をするのか。２７年度にするんではなくて、既に対策をもって予算を上げて、その時間

差があるから繰り入れを一時お願いしたいというのだったならばわかりますが何ら対策が示されてな

いということです。これ非常に問題でして、おそらく２８年度になった時にですね、また法定外の一

般会計からの繰り出しをそれを受け入れるという形になるでしょう。今回３４号の一般会計予算のい

うならば母屋の部分について反対はいたしませんが、この部分についてはきちんと予算を通しとかな

いと動きがとれないと思われるからであります。ですから、離れにおいて、この３５号においてはで

すね、きちんとした理由を添えて賛成するべきではないかなと。まず、これは否決して差し戻しが相

応だと私は考えます。やはりこの先ほど介護保険のこともありましたけれども、介護保険や国民健康

保険、これは独立採算が原則でありますから介護保険のそういった料金の改定が先ほど問題になりま

したけれども、やはりああいった形、受益者負担の原則というものは守ってもらわなければならない

ということであります。ですから社会保険や共済そういった方々の２重払いになってしまうというこ

とは、これは町民の皆様方に対してそういった予算を通すことはできないし、執行部においては、町

長のリーダーシップの下にそういったものに対する対策っていうものを示しながら予算をお願いする

べきであります。この点については介護保険が入った時にですね、この国民健康保険もですけれども、

私は対策の一つとして一つの案を提示しましたけれども、その時には聞かれなかったですけれども、
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あとで聞きに来るなら教えてもいいですけれども、実際早くから布石を打たないとこういった状況に

なるんです。ですから対策が示されてないですね、どれだけの一般会計から繰り入れてもってくるよ

うなですね、予算の組み方っていうものには疑義がどうしても残ってしまうと。町民の皆様方に説明

が私はできません。そういった意味でこの議案第３５号は差し戻してそういった対策を示して、そし

て可決するべきではないかと私は考えるわけであります。ですから、そういった意味合いにおきまし

て３５号は、今回は反対を表明するものであります。既に時間は刻一刻と過ぎておりますので、対策

がない予算はこれからどうなるのか。昨年度の法定外も含めますと３億円以上。法定外ですから返し

ていただきたいということですね。これ一般質問でも申し上げましたけれども、それだけ何の大義名

分がなくてそういった予算を通してはならないということが私のそういった気持ちでございますので、

議案第３５号に対しましては反対ということで、議員各位のご協力ご賛同をよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

  坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 休憩お願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 続けます。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） いつもであれば国保会計に私が反対討論をするとこでありますが、今回は賛

成の立場から討論を行います。 

  反対討論で法定外繰入金が１億７千万円、法定外だからというのがダメだと。対策のあとに練り直

すべきだ。あるいは社会保険加入の方は２重払いだというご指摘がございました。これも一理ありま

す。しかし、この法定外繰入金というのは、当初国の指導ではまかりならんという指導がなされてお

りましたが、今や日本全国で３千億円以上、法定外繰入金が国民健康保険特別会計に繰り入れられて

おります。我が町のこの１億７千万円が以上に大きな繰り入れだという根拠はないし、また法律に違

反することもございません。ですから、全国で３千億円以上の繰り入れをせざるを得ないという状況

に追い込まれているのがこの国民健康保険制度だと言わなくてはならないと思います。もともと国保

会計は医療費の５０％を国が負担をしていた。責任をもっていたんです。それが３８.５％に下がり、

今や国が負担するのは３割を切っております。社会保障制度である国民健康保険制度に国が責任をも

っていない結果、今日の事態となったと言わざるを得ません。それから、サラリーマンの方は確かに

社会保険にも払って税金も払っているということで、事実上は確かに２重払いと言われても仕方があ

りませんが、サラリーマンの方も定年退職されれば必ず、ほとんどの方がこの国民健康保険制度に加

入するんです。サラリーマンの方が退職して何でこんなに国民健康保険は高いんだ。びっくりした。

初めて知ったと。そういう意見をいくらも聞いております。それほど国保税がいかに高いかがはっき

りしているわけであります。そういう意味で、まさに日本国民ほとんどの人にとってこの国民健康保

険制度は関係をしている制度だと言えると思います。そして、もう確かにこのままいけば立ちゆかな

い。ですから、国は熊本県全体でこれを統一しようという方針のようでありますが、まさに介護保険
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と一緒のように地方から我々は住民と直接接しているわけです。国保税が払えなくて保険証ももらえ

ない人が続出をして命を失っていると。こんな事態を許してはならないと思います。そういう意味で

地方からこうした法定外繰入も含めて町民の命と健康を守る行動を起こし、その声を国に届けること

が今強く求められていると思うわけであります。そういう意味で、今回の法定外繰入で町民の負担増

に歯止めをかけるという点から私は議案第３５号に賛成の立場で討論としたいと思います。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  しばらく５分間ほど休憩いたします。 

午後２時１６分 休憩 

△ 

午後２時２３分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これから採決を行います。まず、議案第９号、大津町男女共同参画推進条例の制定についてを採決

します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第９号は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１０号、大津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１０号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１１号、大津町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の制定につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１１号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 
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次に、議案第１２号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１２号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１３号、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１３号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１４号、大津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例の制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１４号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１５号、大津町行政手続き条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１５号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１６号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１６号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１７号、監査委員に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
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この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１７号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１８号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１８号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第１９号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のと

おり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１９号は、各委員長の報告のとおり可

決されました。 

次に、議案第２０号、大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２０号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２１号、大津町手数料条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２１号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２２号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 
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〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第２２号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２３号、大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２３号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２４号、大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２４号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２５号、大津町保育所条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２５号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２６号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２６号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２７号、大津町下水道条例一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２７号は、委員長の報告のとおり可決
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されました。 

次に、議案第２８号、大津町立幼稚園条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２８号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第２９号、大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例を廃止する条例について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２９号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第３０号、町道の路線廃止についてから議案第３３号、町道の路線認定についてまでの

４件を一括して採決します。 

この採決は簡易表決によって行います。お諮りします。各議案に対する委員長の報告は可決です。

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号から議案第３３号までの

４件は、委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３４号、平成２７年度大津町一般会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のと

おり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３４号は、各委員長の報告のとおり可

決されました。 

次に、議案第３５号、平成２７年度、大津町国民健康保険特別会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３５号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第３６号、平成２７年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてを採決します。 
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この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３６号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第３７号、平成２７年度大津町公共下水道特別会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３７号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第３８号、平成２７年度大津町介護保険特別会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３８号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第３９号、平成２７年度大津町農業集落排水特別会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３９号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第４０号、平成２７年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第４０号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

次に、議案第４１号、平成２７年度大津町工業用水道事業会計予算についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第４１号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 
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次に、請願・陳情を採決します。請願・陳情審査報告書は議席に配付のとおりです。 

  まず、請願第１号、手話言語法制定について国への意見書提出を求める請願を採決します。 

この採決は、起立によって行います。本件に対する委員長の報告は採択です。本件は委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、請願第１号、手話言語法制定について国への

意見書提出を求める請願は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

次に、請願第２号、協力雇用主・入札参加資格審査にて優遇制度導入を求める請願書についてを採

決します。 

この採決は、起立によって行います。本件に対する委員長の報告は採択です。本件は委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、請願第２号、協力雇用主・入札参加資格審査

にて優遇制度導入を求める請願書については、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしまし

た。 

 

日程第２ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

  各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査をすることに決定いたしました。 

 

日程第３ 発議第１号 大津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

           上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第３、発議第１号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

発議第１号提出者、津田桂伸君。 

○１４番（津田桂伸君） 発議第１号の趣旨説明を行います。 

発議第１号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例についての趣旨説明を行います。 

発議第１号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり地方自治法第１

１２条及び大津町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出いたします。 
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提出者は議会運営委員となっています。 

提出の理由は、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者新教育長を置くことなどを内容とす

る地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律と併せて、地方自治法第１２１条

長及び委員長の出席義務が改正されることに伴い、大津町議会委員会条例の一部を改正しようとする

ものです。 

第１９条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改めるものです。 

なお、附則で、施行期日を、この条例は平成２７年４月１日から施行することにしております。ま

た、経過措置として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年

法律第７６号）附則第２条第１項の場合においては、この条例による改正後の１９条の規定は適用せ

ず、この条例による改正前の第１９条の規定は、なおその効力を有するといたしております。 

以上で趣旨説明をいたします。各議員のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で、提出者の趣旨説明は終わりました。これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。

発議第１号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決は、

起立によって行います。発議第１号は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

   

日程第４ 発議第２号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出について 

           上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第４、発議第２号、「手話言語法」制定を求める意見書の提出につい

てを議題といたします。提出者の趣旨説明を求めます。 

発議第２号提出者、松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 発議第２号、案文の朗読をもって趣旨説明に代えさせていただきます。 

「手話言語法」制定を求める意見書（案）。 

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独特の語彙や文法体系を

もつ言語である。手話を使う者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコ

ミュニケーションの手段として大切に守られ、時には新たな手話をつくり培ってきたのである。 

しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史
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があった。 

２００６年（平成１８年）１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」である

ことが明記されている。 

障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、２０１１年（平成２３年）８月に

成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は可能な限り言語（手話を含む。）その他の意思疎

通のための手段についての選択の機会が保障される。」と定められた。 

また、同法２２条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言

語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、事

由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国

として実現することが必要であると考える。 

よって大津町議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。 

記。手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につ

け、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備

に向けた法整備を目指した「手話言語法（仮称）」を制定すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成２７年３月２０日。大津町議会議

長大塚龍一郎。 

提出先には、内閣総理大臣安倍晋三様はじめ各位になっております。 

以上、記載のとおりです。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で、提出者の趣旨説明は終わりました。これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） ただいまの意見書に対しまして質疑を行います。 

  内容を（案）としてお聞きしましたが、この普及、研究することのできる環境整備ですね、この言

葉だけでは、やはりこのことについて私深く調べておりませんので、この漠然としていてわかりにく

い部分があります。ですから、具体的にこういったものができたらいいなとか、こういった環境にな

ったらいいなとかいうようなですね、何か具体例というか、そういった要望的なものというものはで

きておられるでしょうか、質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 提出者、松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 現在、ろう学校では手話は特別に国語としては教えてはおりません。手話を

使うことはろう者の方にとっては大変重要な音声言語と同じ力をもっておりますが、学校の教育要綱

には手話を確実に教えているとは限りません。手話はあくまでもクラブとかそういったところで必要

性にせまられたところで教師が教えているというような状況です。手話言語法が制定されますと、音

声言語の日本語と同じように手話言語として認められますと、手話にはいろんな語彙もあり手や体だ

けで伝えるものではなく語彙もたくさんあり手話的な文法も存在しますので、音声言語の日本語と同

じように母語としての教育がなされます。そういったところで、小さい時からろう者の方々は手話を
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確実に使えるように教育されていくことができます。普及効果としましては、今は、例えば医学系で

ありますとか、工業系でありますとか、そういったところにも新しく手話が作られていくという可能

性もありますし、現在は裁判においても手話の通訳が確実におかれるという状況ではありません。こ

ういった手話言語法が整備され環境が整いますと、ろう者の方々が必要に応じて通訳をつけていただ

き、そしてまた研究される中でいろいろな場面での新しい手話、そういったものも研究されていくと

思います。国際的においては、海外の手話の研究、そういったところから海外においても海外同士の

手話の交流ができるということにもなりますし、今、ろう者の高校の進学率は２割です。ですがそう

いったところで整備をされますと、ろう者の方であっても普通の健常者と同じように勉強、進学、そ

ういったものに影響が少なくなると思います。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。

発議第２号、「手話言語法」制定を求める意見書の提出についてを採決します。この採決は、起立

によって行います。発議第２号は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 発議第３号 「ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見

書」の提出について 

           上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第５、発議第３号、「ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化

策を求める意見書」の提出についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

発議第３号提出者、豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 「ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書」につきま

して趣旨説明を行わせていただきます。 

まず、最初にその案文を拝読させていただきます。 

近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動（ヘイトスピーチ）が、

社会的関心を集めています。 

昨年、国際連合自由権規約委員会は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」上の人

種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言

動に対処する措置を採るべきとの勧告をしました。 
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さらに、国際連合人種差別撤廃委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへ

の適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っています。 

最近では、京都地方裁判所及び大阪高等裁判所において行われた、特定の民族・国籍の外国人に対

する発言に関係する事件について違法性を認めた判決を、最高裁判所が認める決定を下しました。 

ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為として、それを規制する法整備がさ

れている国もあります。２０２０年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されま

すが、ヘイトスピーチを放置することは国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねま

せん。 

よって、国においては、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトスピーチ対策について、法整備を

含む強化策を速やかに検討し実施することを強く求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出させていただきます。平成２７年３月２０日。

熊本県菊池郡大津町議会議長大塚龍一郎。 

提出先は、内閣総理大臣をはじめ記載のとおりであります。 

引き続き申し上げます。このヘイトスピーチがマスメディアで大きく報道されるなど社会的な関心

が高まっている情勢の中、与党をはじめとする各党や国会の審議においても議論が活発になってきて

います。速やかに検討し、実施することを強く求めていく以外にないと思い、提案をさせていただき

ました。 

以上をもって、趣旨説明を終わります。議員各位の皆様のご賛同をどうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で、提出者の趣旨説明は終わりました。これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） ただいまの意見書提出について質疑いたします。 

ヘイトスピーチ、ニュース等で見ますと非常に私も心苦しく思っている点ではありますが、ただ今

の情報化社会の中で諸外国の日本に対する批判や行動、そういったものに対する日本人としての愛国

心、要するにナショナリズムですね、こういったものの表現の一つではないかとも感じられます。そ

してまた、そういった日本人が日本を大切にするということで行動を起こすということが諸外国に報

道されて、それが逆に諸外国によってはやはりやり過ぎたことは日本でも逆に諸外国に対してですね、

そういったもののことが報道等で扱われて抑止力になる可能性さえ秘めているとも感じられるんです。

ですから、すべてヘイトスピーチが悪いとは思えない部分もあるのではないかと思います。ですので、

この諸外国の報道等見ておりますと、日本パッシングのあまりにもひどいんじゃないかなというもの

もありますし、そういったものに対する日本人としての表現ともとれるのではないかなと思う部分が

ありますので、法整備によって整然とですね、日本人の良さを出していくというのはいいことでしょ

う。ですけれども、ただ単にやられているだけではとかいうそういった気持ちがですね、何かやはり

若者の言うならよりどころと言いますか、そういったものも出ているのではないかということも感じ
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ますので、その点については、この意見書は配慮されているのかなと思う部分ですね。そういったと

ころもある程度表現の自由の中に残されてもいいのではないかなという部分がありますので、この点

について何かあるならばちょっと疑義に思いますので、この点について質疑を行います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 提出者、豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 永田議員の質疑にお答えをさせていただきます。今、言われましたように、日

本の場合には今ヘイトスピーチに対します法規制がないということの一つの理由としまして表現の自

由が日本国憲法には保障されています。そのことによりまして、日本ではアメリカなどと同じように

そういうヘイトスピーチに対しましては緩やかな地域といいますか、そういう地域で今あります。た

だ、段々それが最近ひどくなってきてまして、ヘイトスピーチということで問題視をされていると思

います。なので、すべて規制をするということではなくて、意見書の中にもありますように、表現の

自由には十分配慮をした中でただ悪いことは悪いということでやはり法規制などをしないとすべて野

放しにするわけにはいかないと思いますので、それによりましていろんなやっぱり平穏を乱される人

達もいっぱい、今のところ法規制がないことによりましていらっしゃると思いますので、そういう表

現の自由にはしっかり配慮をしていただく中で、その表現の自由で許されるものと許されないものと

いうことできちっとした法整備をしていただければということで思っておりますし、永田議員が言わ

れますように、日本人はもともと和というものを重んじて、そういう排他的な国民ではないというこ

とは当然これは日本人のいいところでもありますし、寛容でほかの他民族を認めるという地域でも日

本人の特殊でもあると思いますけれども、そのあたりにはしっかり配慮をした上でですね、法整備を

求めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

  坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 今、あのですね、各国の反応とかそういうのを見ておりまして、国益から見

ましてですね、ヘイトスピーチは非常に日本にとって今マイナスになっているなというふうなのは感

じているんでございますけども、しかし、そもそもですね、こういうのがあるというのは韓国におけ

るですね、反日教育、反日行動がひどいからこういうことになってるんじゃないかなと思うんですけ

ど、その辺はいかがでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 提出者の豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 坂本議員のご質疑にお答えさせていただきます。 

いろんな他国の状況とかあると思いますけれども、まずは日本の問題としましてどんなことがあっ

たとしましても他の人たちを侮辱するようなヘイトスピーチというのは悪いと。悪いものは悪いと思

いますので、そのあたりのきちっとした法整備をすることによって日本人の良さというものを表現し

ていく中で、他国に人たちにもやっぱり日本の良さを分かっていただくためにもこの法整備が必要だ

と思います。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。発議第３号、「ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求め

る意見書」の提出についてを採決します。この採決は、起立によって行います。発議第３号は原案の

とおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、発議第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 同意第１号 大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

           上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第６、同意第１号、大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題とします。 

お諮りします。同意第１号は、会議規則第３９条第３号の規定によって、委員会付託を省略し会議

で審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、同意第１号は委員会付託を省略するこ

とに決定しました。 

  提案理由の説明を求めます。町長家入勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、こんにちは。本定例会に追加提案申し上げました案件の説明の前に

一言お礼を申し上げます。 

  本定例会にご提案申し上げましたすべての案件につきまして、ご議決をいただき誠にありがとうご

ざいました。この執行関係につきましては、また議員の皆さんのご指導、ご助言をよろしくお願い申

し上げます。 

  それでは、追加提案をいたしました案件の提案理由を申し上げます。 

  同意第１号、大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてでござい

ますが、現在、審査委員会委員の吉田光宏様が平成２７年４月１３日に任期満了となりますので、再

度、菊池郡大津町美咲野２丁目２３番１２号、吉田光宏様を固定資産評価審査委員会委員として選任

いたしたいと思うものでございます。吉田光宏様は、土地家屋士として固定資産の評価については学

識経験を持たれ、１期３年間審査委員会の委員として活躍され、固定資産評価審査委員会の委員とし

て適任と存じます。選任につきましては、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求め

るものであります。 
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  以上、同意案件につきまして、提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご同意を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） これで提案理由の説明を終わりました。これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。 

同意第１号、大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決し

ます。この採決は、起立によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、同意第１号は、同意することに決定いたしま

した。 

  これで本日の日程は全部終了いたしました。 

会議を閉じます。 

平成２７年第１回大津町議会定例会を閉会いたします。 

午後３時０７分 閉会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

   平成２７年３月２０日 

 

 

大津町議会議長  大 塚 龍一郎 

 

 

 

大津町議会議員  手 嶋 靖 隆 

 

 

 

大津町議会議員  永 田 和 彦 


	oz00大津町27年1回3月定表紙
	oz01大津町27年1回3月定_会期日程_1.2
	oz02大津町27年1回3月定_中1_3.4
	oz03大津町27年1回3月諸般の報告5
	oz04大津町27年1回3月定名簿1号6
	oz05大津町27年1回3月定（１号）会議に付した事件7-8
	oz06大津町26年2回3月定請願・陳情審査付託表9.10
	oz07大津町27年1回3月定（1号）11-74
	oz08大津町27年1回3月定_中2_75.76
	oz09大津町27年1回3月定名簿２号77.78
	oz10大津町27年1回3月定（2号）79-123.124
	oz11大津町27年1回3月定_中3）125.126
	oz12大津町27年1回3月定名簿3号127.128
	oz13大津町27年1回3月定一般質問要旨129-136
	oz14大津町27年1回3月定（3号）137-190
	oz15大津町27年1回3月定_中4）191.192
	oz16大津町27年1回3月定名簿4号193.194
	oz17大津町27年1回3月定（4号）195-255.256
	oz18大津町27年1回3月定_中5）257.258
	oz19大津町27年1回3月定名簿5号259.260
	oz20大津町27年1回3月定（5号）請願・陳情審査報告書261
	oz21大津町27年1回3月定（5号）会議に付した事件262
	oz22大津町27年1回3月定（5号）263-313.314

